


皆さま、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
京都サラブレッドクラブ代表の山上和良でございます。

リニューアル後、3世代目となる2021年産馬の募集を開始いた
します。
京都サラブレッドクラブは、なるべく損を出さず、長く楽しんでい
ただくことを何より重視しております。しかし世間と同じく馬業界
にもインフレの波が押し寄せております。

特に、世間よりいち早く、数年前より馬の販売価格が高騰してき
ております。取引の中心となる1歳市場、例えばサマーセールに
おける今年の平均落札価格は約733万円（税込）となっています。
セレクトセールやセレクションセールのような選抜市場ではなく、
まさしく玉石混交である市場がサマーセール。当然ここ最近の
サマーセール取引馬の成績は馬の価格に見合うものではありま
せん。

この価格を基準に考えると、9月から12月までの育成代を150万
円として、サマーセール落札レベルの馬を募集した場合、利益ゼ
ロでも883万円となります。当然のことながら目標とすべきJRA
での勝ち上がり率30%は、まったく期待できるレベルにありま
せん。

その一方で、今回の募集馬18頭の平均価格は約836万円です。
時間をかけ十分に吟味し、選抜した精鋭を揃え、この価格で提
供するのは、正直言って利益度外視です。多くの生産牧場や日
高の関係者が、私たちを応援してくださった結果、これだけの低

価格を実現できました。関係してくださっている皆様には、いつ
も感謝しています。
選抜といえば、この世代より北枕鳩三郎氏にサマーセールでの
馬の選定をお願いしました。セレクトセールには第２回から24
年連続で足を運び、名馬の当歳時や１歳時の姿を記憶している
そうです。私のような並の相馬眼ですと、選ぶ馬はどれも高く
なってしまい、とても募集価格に釣り合う落札ができません。し
かし氏の推薦するセール馬をあらためて確認すると、目を見張る
着眼点があり、しかもセオリーを逸脱せず、その相馬眼は本物
であると確信しました。こういった信頼できるパートナーとは、今
後もよき関係を続けていきたいと願っています。

会費についても見直しました。今回から北枕さん推奨馬、グラン
デファーム提供馬、配合から選定した望田さん推奨馬など、バ
ラエティーに富んだ募集馬が揃っています。
この世代だけでもお試しにとお考えいただける新規の方に入会
しやすいような会費制度に改めました。気軽にセカンドクラブと
してご利用いただければ幸いです。ぜひご検討ください。

そして、この世代からダートクラシック3冠路線が開始されます。
もちろん、我々の目指すべき目標ができたと、力が入ります。遠
くない未来に、この大舞台へ駒を進められる馬を輩出するべく、
ますます努力してまいりますので、今後とも京都サラブレッドク
ラブをよろしくお願い申し上げます。

京都サラブレッドクラブ
代表取締役　山 上 和 良

山上和良からのご挨拶

��������

Kyoto Thoroughbred Club

ご挨拶 1

競走馬ファンドの仕組み 2

京都サラブレッドクラブの仕組み 4

募集馬一覧 10

各募集馬情報 14

競走馬保険などの安心システム 50

会員規約 51

1966年京都府生まれ。育成牧場から競馬通信社を経て現在フリー。各媒体で血統に関するコラムや予想を執筆中。
生産者や馬主の配合アドバイザーもつとめる。主な著書に「パーフェクト種牡馬辞典」（共著）。
ブログ「血は水よりも濃し」http://blog.goo.ne.jp/nas-quilloも随時更新中。

配合診断：望田 潤

学生時代から約29年間、パドックの最前列に通い、セレクトセールや一口ツアーにも参加し、数え切れないほどの馬を見続けてきた。セレクトセールには第2回
から24年連続で足を運び、名馬の当歳時や１歳時の姿を記憶し発信するなど、SNSを中心にカリスマ的な人気を誇り、競馬メディアへの寄稿も多数。近年は、
その影響力を考慮しSNSでは鍵付きTwitterアカウントのみで、パドックや馬産地で見た馬に関する見解や情報を公開している。

北枕鳩三郎氏 プロフィール
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競走馬ファンドの仕組み

株式会社 京都サラブレッドクラブ

株式会社 京都ホースレーシング

◎ 顧客（出資者）は、募集馬のうちから競走用馬を選択し、当該馬に
出資することにより獲得賞金等の分配をうけます。当該出資馬は
愛馬会法人より、JRA（日本中央競馬会）に馬主登録のあるクラブ
法人に現物出資された後、競走の用に供されます。出資者の支払
う馬代金相当額、競走馬の維持費、保険料等などは出資金として
扱われ、会員の受領する賞金、事故見舞金、売却代金、保険金等は
すべて分配金（利益若しくは出資金の返還）として扱われます。

◎ 競走馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく引退
することがあり、また出走した場合においても、競走成績不振によ
り出資元本を上回る賞金を獲得できないことがあります。したが
いまして、競走馬ファンドは、収入の保証されているものではなく、
また、出資者が出資した元本の保証はありません。

◎本商品投資契約は、商法第535条に規定される匿名組合契約に
基づいており、出資者の出資としては、競走馬の代金に相当する競
走用馬出資金納入のほか、競走用馬の維持費相当額等を毎月追
加出資する仕組みとなります。

◎当該出資馬が牝馬の場合は、6歳3月末を引退、運用終了期限とし
ます。引退時には、その競走成績にかかわらず、提供者が募集出
資額の5％相当額で買い戻すことができる特約があります（死亡や
競走能力喪失の場合は別に規定）。当該出資馬が牡馬の場合は、
引退時期の定めはありません。

◎本商品投資契約の運用開始は、2歳l月1日からとなります。運用開
始後は、当該出資馬が死亡もしくは競走能力喪失により廃用と
なった場合を含め、いかなる理由によっても出資者は、支払方法に
かかわらず、募集価格全額の競走馬出資金納入義務を免れるこ
とはできません。上記運用開始前に当該出資馬が死亡もしくは廃
用となり運用できなくなった場合には、本商品投資契約は遡及的
に解除となり、納入済みの出資金は会員あてに返還されます。

◎ 競走馬ファンドは金融商品取引法第37条6（書面による解除）の適
用を受けないため、本商品投資契約にクーリングオフ制度（契約成
立直後の一定期間内における無条件契約解除）はありません（た
だし、愛馬会法人がやむを得ないと認めた場合を除く）。また、本
商品投資契約成立から終了までの間に中途解約がなされた場
合、出資者に対する愛馬会法人からの返還金はなく、出資者資格
が失効するとともに、出資馬に関わる一切の権利が消滅します。

◎ 会員は当該出資馬に関する権利義務（商品投資受益権や維持費
出資義務等）は第三者に譲渡、移転できません。また、当該出資馬
に関する出資者の名義変更は、相続等による包括承継を除いて行
うことができません。

◎ 金融商品取引法第47条3により、顧客は、金融商品取引業者が内
閣府令に基づいて提出した事業報告書を、営業者の本店・営業
所において縦覧することができます。

◎本商品投資契約の詳細については、会員規約に記載されています。
また、競走用馬の血統等についてはパンフレット、及び京都サラ
ブレッドクラブホームページ（https://kyoto-tc.jp）に記載されて
います。よくお読みいただき、競走馬ファンド及び本商品投資契約
の特徴とリスクをご理解のうえ出資申込みをご検討ください。

◎出資者規約は、金融商品取引法第37条3に規定する『契約締結前
の交付書面』及び同法第37条4に規定する『契約締結時の交付書
面』を兼ねるものです。会員規約に基づいて当該出資馬の連用等
が行われますので、契約終了まで保管するようにしてください。

◎出資申込の方法等：会員は、当社の案内に従い、出資申し込みを
行います。商品投資契約は、会員の出資申込みに対して当社から
受諾の通知が成された日をもって、契約成立となります。

【ご注意点】－競走馬ファンドのリスク等特徴について

ご出資に際しての主な費用について
［競走馬出資金］
馬代金に相当するもので、1頭につき500分の1の金額です。お支払い方法は一括払いのみとなりますので、ご了承ください。
●詳細な支払い方法、キャンペーンにつきましては京都サラブレッドクラブホームページをご覧ください。

［入会金］
出資者1名あたり0円（消費税含）

［月会費］
出資者1名あたり550円～ 5,500円（消費税含）

［維持費出資金］
出資馬の飼養管理費用（育成費・廐舎預託料・各種登録料・治療費・輸送費等）に相当するもので、2歳1月1日から出資者の方にご負担いただ
きます。

〇出資口数1口あたり　1,200円/月（1頭につき60万円を募集口数で割ったものです。口数により変動いたします。）

［保険料出資金］
年l回、毎年l2月の自動振替でお支払いいただきます。
本年募集馬は2022年l月l日より死亡事故を補填する保険に加入することとし、2歳馬の場合、競走馬出資金の100％を保険加入額とし、保険料は
その3.05％の予定です（2歳時のお申込みでもさかのぼってご負担いただきます）。3歳以後の加入額は年齢変動制で、毎年l2月に翌年度分（l月l日
からl年分）の保険料出資金をお支払いいただきます。

クラブの競走馬保険は死亡事故だけでなく、傷病により未出走が確定した際や競走能力喪失となった場合などをカバーする特約があります。
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京都サラブレッドクラブの仕組み

会員種別について 

プラチナ P5～7へ

新規会員様は、以下の4つのいずれかの会員となる必要があります。

※既に会員の方で、ゴールド会員の方はP9をご覧ください
※新規でのゴールド会員のお申込みはできません

プラチナ会員

豊富なポイントシステムで実質負担を軽く

入会金：0円
会　費：月5,500円（税込）

会費ポイント：月2,500pt付与
大口ポイント：世代5口以上の出資で10％ポイントバック！
残口ポイント：残口に応じてポイント付与

上限：500名まで
サービスの質の確保のため上限を設けさせていただきます

優先枠
先行募集時・愛馬の出走時・勝利時やイベントの際に優先枠を設けます
※詳細につきましては開催時のクラブの発表をご確認ください
※感染症拡大防止の観点より内容を変更または休止する場合がございます。予めご了承くださいませ
※先行募集期間中に500口以上の応募があった場合、以下の方法で抽選となります
　① プラチナ会員として登録されており、かつ過去1年以上プラチナ会員を継続していただいている方。
　　（最大50口、最低1口を確保し、計200口以上の出資があった場合は比例配分)
　② ①で漏れた口数＆①を満たさないプラチナ会員の方（最大1口。募集総口数のうち、50口を優先枠として設定しております）　
　③ すべての方（募集総口数のうち、250口分はどなたでも抽選に参加していただける枠をご用意しております）

会員向けサービス
マイページ：動画・写真を交えた愛馬の近況確認、請求・支払情報確認、各種申込、
　　　　　登録情報確認・変更、出走予定の確認、等

その他：牧場見学ツアー、馬名応募、優勝時記念撮影の参加、優勝時記念写真送付、
　　　　パーティー、ゼッケンプレゼント

※キャンペーン・ポイントを利用された金額・口数は対象外です
※ポイントバックが適用されるのは馬代出資金のみです
※大口ポイントの頭数に条件はありません。ご出資いただいた口数
が5口以上であれば適用されます
※付与されたポイントは、次回以降のお申込みの馬代金にのみ使用
できます
※お支払いから付与までに数日～数週間かかる場合がございます。
予めご了承ください

ベーシック P8へ

ベーシックフィリー（牝馬限定） P8へ

ベーシッククリアランス P9へ

500 ～ 401 口

400 ～ 301 口

300 ～ 201 口

200 ～ 101 口

100 ～    0 口

残　口 ポイント付与率

20 ％

15 ％

10 ％

5 ％

0 ％

会員種別の変更は基本的に申告制ですが、

ベーシック会員様の出資世代数による会費の変動は自動で行われます。

退会は申告制です。
申告月までの会費等のお支払い完了後、順次退会手続き完了とさせていただきます。

会員種別変更につきまして

※ゴールドへの変更は行えません。
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プラチナ会員の無料特典

新規入会プラチナ会員様：2口無料
プラチナ会員様：1口無料

京都サラブレッドクラブの仕組み

※プラチナ会員特典を利用して出資された場合、出資申込後 1 年間のプラチナ会員継続が必要です。

特典対象馬は以下の10頭です。

アーベントロート 2021 Abendrot 2021

アマノブラウニイー 2021 Amano Brownie 2021

アンドトゥモロー 2021 And Tomorrow 2021

タツサファイヤ 2021 Tatsu Sapphire 2021

ハッピーディレンマ 2021 Happy Dilemma 2021

ティザチック 2021 Tiz a Chick 2021

スラスラスイスイ 2021 Surasura Suisui 2021

ミラクルベリー 2021 Miracle Berry 2021

ベストレート 2021 Best Rate 2021

ウィアーワン 2021 We Are One 2021
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従来のシステムと変更はありません。今後もゴールド会員として出資も可能です。

500 ～ 401 口

400 ～ 301 口

300 ～ 201 口

200 ～ 101 口

100 ～    0 口

残　口 ポイント付与率

20 ％

15 ％

10 ％

5 ％

0 ％

既存のゴールド会員の方へのご案内

ポイントシステム：なし　　

牝馬にのみ出資可能

会員向けサービス
マイページ：動画・写真を交えた愛馬の近況確認、請求・支払情報確認、各種申込、
　　　　　登録情報確認・変更、出走予定の確認、等

その他：牧場見学ツアー、馬名応募、優勝時記念撮影の参加、優勝時記念写真送付、
　　　　パーティー、ゼッケンプレゼント

会員向けサービス
マイページ：動画・写真を交えた愛馬の近況確認、請求・支払情報確認、各種申込、
　　　　　登録情報確認・変更、出走予定の確認、等

その他：牧場見学ツアー、馬名応募、優勝時記念撮影の参加、優勝時記念写真送付、
　　　　パーティー、ゼッケンプレゼント

ベーシックフィリー（牝馬限定）会員

入会金：0円
会　費：月1,100円（税込）
2世代以上出資で月1,650円（税込）

会　費：月3,300円（税込）
会費ポイント：月0～1,500pt付与

京都サラブレッドクラブの仕組み

※対象馬にのみ出資可能です。例えば、
　（1世代目） 牝馬
　（2世代目） 牡馬
　に出資される場合は2世代目よりベーシック会員に変更する必要があります。

ベーシッククリアランス会員

入会金：0円
会　費：月550円（税込）
2世代以上出資で月1,100円（税込）

※牧場見学ツアー、馬名応募、優勝時記念撮影の参加、優勝時記念写真送付、パーティー、ゼッケンプレゼントにつきましては
　クリアランス会員様には権利がありません。予めご了承くださいませ。

ポイントシステム：なし　　

2023年4月1日時点で250口以上の残口がある募集馬にのみ出資可能

会員向けサービス
マイページ：動画・写真を交えた愛馬の近況確認、請求・支払情報確認、各種申込、
　　　　　登録情報確認・変更、出走予定の確認、等

残口ポイント：残口に応じてポイント付与
※キャンペーン・ポイントを利用された金額・口数は対象外です
※ポイントバックが適用されるのは馬代出資金のみです
※付与されたポイントは、次回以降のお申込みの馬代金にのみ使用

できます
※お支払いから付与までに数日～数週間かかる場合がございます。

予めご了承ください

2歳9月まで

2歳10月～3歳9月まで

3歳10月以降

最も若い出資馬の馬齢 毎月の付与ポイント
1500 ポイント

600 ポイント

な し　　

ポイントシステム：なし

会員向けサービス
マイページ：動画・写真を交えた愛馬の近況確認、請求・支払情報確認、各種申込、
　　　　　登録情報確認・変更、出走予定の確認、等

その他：牧場見学ツアー、馬名応募、優勝時記念撮影の参加、優勝時記念写真送付、
　　　　パーティー、ゼッケンプレゼント

ベーシック会員

入会金：0円
会　費：月1,650円（税込）
2世代以上出資で月2,200円（税込）

※対象馬にのみ出資可能です。例えば、
　（1世代目） クリアランス対象馬
　（2世代目） クリアランス対象でない募集馬
　に出資される場合は2世代目よりベーシック会員に変更する必要があります。
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募集馬一覧

01
Queen Hearts 2021
クイーンハーツの2021
父 ゴールドシップ
牡 栗毛 2021年2月15日生

P.14

02
Bona Dea 2021
ボナデアの2021
父 エスポワールシチー
牡 鹿毛 2021年2月18日生

P.16

03
Storm Tosho 2021
ストームトウショウの2021
父 ホッコータルマエ
牡 鹿毛 2021年2月22日生

P.18

04
Honey Pie 2021
ハニーパイの2021
父 カリフォルニアクローム
牡 栗毛 2021年5月2日生

P.20

05
Bewitched 2021
ビーウィッチドの2021
父 マジェスティックウォリアー｠
牡 栗毛 2021年4月20日生

P.22

06
Sky Warrior 2021
スカイウォリアーの2021
父 ベストウォーリア
牡 栗毛 2021年4月10日生

P.24

07
Abendrot 2021
アーベントロートの2021
父 マジェスティックウォリアー｠
牡 黒鹿毛 2021年3月4日生

P.26

08
Tatsu Sapphire 2021
タツサファイヤの2021
父 アドマイヤムーン
牡 鹿毛 2021年2月9日生

P.28

09
Amano Brownie 2021
アマノブラウニイーの2021
父 パドトロワ
牡 鹿毛 2021年3月19日生

P.30

10
Happy Dilemma 2021
ハッピーディレンマの2021
父 レインボーライン
牡 鹿毛 2021年5月14日生

P.32

CLUB
2022 Line up

円26,000
万円1,300

栗東・安達 昭夫
高橋ファーム

1口価格

募集価格

予定厩舎

生産牧場

円30,000
万円1,500

栗東・佐々木晶三
三石川上牧場

1口価格

募集価格

予定厩舎

生産牧場

円26,000
万円1,300

栗東・岡田 稲男
坂本 春雄

1口価格

募集価格

予定厩舎

生産牧場

円20,000
万円1,000

栗東・浜田 多実雄
前谷 武志

1口価格

募集価格

予定厩舎

生産牧場

円18,000
万円900

栗東・羽月 友彦
高橋ファーム

1口価格

募集価格

予定厩舎

生産牧場

円18,000
万円900

栗東・中尾 秀正
三石ファーム

1口価格

募集価格

予定厩舎

生産牧場

円16,000
万円800

栗東・羽月 友彦
イワミ牧場

1口価格

募集価格

予定厩舎

生産牧場

円16,000
万円800

美浦・奥村 武
浜本牧場

1口価格

募集価格

予定厩舎

生産牧場

円14,000
万円700

栗東・高橋 康之
前田牧場

1口価格

募集価格

予定厩舎

生産牧場

円12,000
万円600

栗東・佐々木 晶三
アフリートファーム

1口価格

募集価格

予定厩舎

生産牧場

北枕鳩三郎
セレクト

北枕鳩三郎
セレクト

1110



募集馬一覧

11
And Tomorrow 2021
アンドトゥモローの2021
父 リヤンドファミユ
牡 鹿毛 2021年5月18日生

P.34

12
Antigravity 2021
アンティグラビティの2021
父 シニスターミニスター
牝 鹿毛 2021年1月31日生

P.36

13
Umayanoni Ushi 2021
ウマヤノニウシの2021
父 リーチザクラウン
牝 芦毛 2021年4月30日生

P.38

14
Tiz a Chick 2021
ティザチックの2021
父 Omaha Beach
牝 栗毛 2021年4月7日生

P.40

15
Best Rate 2021
ベストレートの2021
父 イスラボニータ
牝 青鹿毛 2021年4月14日生

P.42

16
Surasura Suisui 2021
スラスラスイスイの2021
父 シュヴァルグラン
牝 栗毛 2021年3月3日生

P.44

17
We Are One 2021
ウィアーワンの2021
父 サトノクラウン
牝 鹿毛 2021年4月18日生

P.46

18
Miracle Berry 2021
ミラクルベリーの2021
父 オルフェーヴル
牝 鹿毛 2021年4月8日生

P.48

CLUB
2022 Line up

円18,000
万円900

美浦・中川 公成
浜本牧場

1口価格

募集価格

予定厩舎

生産牧場

円6,000
万円300

美浦・伊藤 伸一
村上 進治

1口価格

募集価格

予定厩舎

生産牧場

円17,000
万円850

美浦・中川 公成
村上 欽哉

1口価格

募集価格

予定厩舎

生産牧場

円16,000
万円800

美浦・和田 勇介
前谷 武志

1口価格

募集価格

予定厩舎

生産牧場

円12,000
万円600

美浦・伊坂 重信
高橋ファーム

1口価格

募集価格

予定厩舎

生産牧場

円12,000
万円600

美浦・鈴木 慎太郎
グランデファーム

1口価格

募集価格

予定厩舎

生産牧場

円12,000
万円600

栗東・笹田 和秀
グランデファーム

1口価格

募集価格

予定厩舎

生産牧場

円12,000
万円600

栗東・宮本 博
浜本牧場

1口価格

募集価格

予定厩舎

生産牧場

グランデファーム
提供馬

グランデファーム
提供馬

望田潤
セレクト
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Queen Hearts 2021
父 ゴールドシップ　牡　栗毛　2021年2月15日生01 クイーンハーツの2021

Pedigree

今回、大人気のゴールドシップ産駒を募集することができました。し
かも祖母が名牝カワカミプリンセス。某スマホゲーム好きの方には垂
涎の的ではないでしょうか。馬体もすばらしいです。筋肉質の身体で
すが、硬すぎず緩すぎず、ちょうどよい具合の動きを見せてくれます。
購入時心配だったのは、成長力でしたが、引き取って夜間放牧をして
いると、みるみる成長してくれました。まずは芝のレースを目指して行く
ことになりますが、ダートでも十分に対応可能な力がありそうです。

母クイーンハーツはJRA3戦未勝利ですが、母母カワカミプリンセスは
オークスと秋華賞に勝ちエリザベス女王杯2着(1着入線も降着)の名
牝。キングヘイロー肌は優秀ですから、カワカミプリンセスも繁殖とし
て大きな期待がかかったのは当然ですが、残念ながら直仔にこれと
いった競走馬は出ていません。ただし娘のミュゲプリンセスは繁殖と
して有能なところを見せており、直仔が不振な名牝が孫・曾孫の代に
なって活躍馬を出しはじめるのはよくあることです。父ゴールドシップ
はステイゴールドの代表産駒で、種牡馬としてもユーバーレーベン、ウ
インキートス、ウインマイティーなどを出し成功中。ゴールドシップ×キ
ングカメハメハは札幌2歳Sのブラックホールと同じで、ゴールドシップ
×キングヘイローもジーマックス(JRA現役2勝)、サノラキ(JRA現役1
勝)と2頭とも勝ち馬になっています。名牝カワカミプリンセスの血が孫
の代で開花する仕掛けが施され、芝中距離で一発大物食いを期待し
たくなりますね。

血統評論家 望田潤によるコメント

京都サラブレッドクラブ代表
山上和良によるコメント

Data

1口価格

募集価格

予定厩舎

円

万円

30,000
1,500

生産牧場 三石川上牧場
栗東・佐々木晶三

Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Sanctus
Doronic
*ノーザンテースト(CAN)
*ロイヤルサツシユ(GB)
メジロアサマ
*シエリル(FR)
*リマンド(GB)
メジロアイリス
The Minstrel
Cambretta
*トライバルチーフ(GB)
アイアンルビー
Raise a Native
Gold Digger
Nureyev
Pasadoble
*トライマイベスト(USA)
Mill Princess
Blakeney
The Dancer
Lyphard
Navajo Princess

Pound Foolish
Bold Reasoning
My Charmer
Secretariat
Golden Summer

Halo

Wishing Well

*デイクタス(FR)

ダイナサツシユ

メジロテイターン

メジロオーロラ

*プルラリズム(USA)

トクノエイテイー

Mr. Prospector

Miesque

*ラストタイクーン(IRE)

Pilot Bird

*ダンシングブレーヴ(USA)

*グッバイヘイロー(USA)

Seattle Slew

Summer Secretary

Halo
*サンデーサイレンス(USA)

ゴールデンサッシュ

メジロマックイーン

パストラリズム

Kingmambo

*マンファス(IRE)

キングヘイロー

*タカノセクレタリー(USA)

カワカミプリンセス
鹿毛 2003

キングカメハメハ
鹿毛 2001

ポイントフラッグ
芦毛 1998

ステイゴールド
黒鹿毛 1994

ゴールドシップ
芦毛 2009

クイーンハーツ
鹿毛 2016

5代までのクロス：Halo：S4×M5

クイーンハーツ（16 鹿キングカメハメハ）出走
 初仔

カワカミプリンセス（03 鹿 キングヘイロー）５勝，オークス-Jpn1，秋華賞-Jpn1，
 スイートピーＳ-L，エリザベス女王杯-G1 ２着，産経大阪杯-G2 ３着，etc.，優３牝，優父内
 ミンナノプリンセス（12 牝*コマンズ）２勝
 ミュゲプリンセス（13 牝*エンパイアメーカー）入着２回，［兵庫］１勝
 　　ルイナールカズマ（19 牡 ブラックタイド）現役１勝
 カズアピアーニ（15 セン*ヘニーヒューズ）現役
　　　　［岩手］入着［北海道］１勝［兵庫］１勝［高知］２勝［東海］４勝
 グランプリアルザン（17 牡*ヘニーヒューズ）［北海道］１勝
 ジョージバローズ（18 センダイワメジャー）現役［岩手］２勝［南関東］入着

*タカノセクレタリー（96 鹿 Seattle Slew）出走
 ハートフルメロディ（04 牝*チーフベアハート）出走
 　　シャインストーン（08 牡*スキャン）１勝
 メイショウホンマル（07 牡 キングヘイロー）１勝，京都２歳Ｓ-L ２着
 ボロンベルラルーン（10 牝 アドマイヤムーン）１勝

サマーセクレタリー Summer Secretary（85 栗 Secretariat）USA11勝，
　　　　　　　ボーゲイＨ-G3（２回），Atlantic City H-L，マッチメイカーＳ-G2 ３着，
　　　　　　　ボーゲイＨ-G3 ２着，バックラムオークＨ-G3 ２着，etc.
　［子］ デイジョブ Dayjob（94 セン Dayjur）USA９勝，Bob Feller S-L，
　　　　　　　Iowa Sprint H-L，Prairie Express S，etc.
　［孫］ アイテマイズ Itemise（00 牝 Kris S.）GB・AUS２勝，ATC Winter C-L，
　　　　　　　ＡＴＣメトロポリタンＨ-G1 ２着，Wyong RC Wyong Gold Cup-L ３着，etc.
　　　 マイスイートヴァラー My Sweet Valor（05 牝 Vindication）USA３勝，
　　　　　　　Ponca City S，Prima DonnaS ２着，La Fiesta H ３着
　　　 ファミリービジネス Family Business（01 牝 Saint Ballado）USA３勝，
　　　　　　　Truly Bound H ２着，アンアランデルＳ-G3 ３着
　［曾孫］ タリー Tally（12 セン Street Cry）AUS10勝，ＭＲＣコールフィールドオータム
　　　　　　　クラシック-G2，ＭＶＲＣアリスタークラークＳ-G2，ＡＴＣＪＲＡプレイト-G3，etc.
　　　 トルーパー Trooper（15 牡Gemologist）現役USA１勝，
　　　　　　　Mine That Bird Derby ３着
　　　 ミスアンブライドルドキャット Miss Unbridled Cat （16 牝 Broken Vow）USA１勝，
　　　　　　　Our Dear Peggy S ３着

母

2代母

3代母

4代母

1514



Bona Dea 2021
父 エスポワールシチー　牡　鹿毛　2021年2月18日生02 ボナデアの2021

Pedigree

エスポワールシチーはダート系種牡馬の中でも有数の能力を持って
います。その筋肉は独特で、柔軟かつ強靭なものです。しかしながら
骨格がコンパクトに出てしまうことが多く、大物産駒がなかなか登場
していません。本馬は大きな骨格を持つ母から誕生していますので、
初仔ですが素晴らしい体格に恵まれています。筋肉は父特有のもの
を受け継いでおり、足りないものがない良駒かと思います。まだ成長
途上の馬体が完成した時、想像を絶する競走馬が姿を現すことで
しょう。

母ボナデアはJRA1勝(芝1000m)。母母コンコルディアはJRA3勝で、
G1阪神JF3着などオープンで活躍しました。3代母コンクラーベも
JRA4勝の活躍馬で、孫にJRA5勝のオープン馬ペイシャモンシェリ
がいます。コンコルディアはCornish Prince5×4などフジキセキの母
系の北米スピードを増幅した配合で、主として短距離を活躍の場とし
ました。ボナデアがルーラーシップ産駒ながら短距離で勝ち上がった
のも、多分にこの母の影響でしょう。父エスポワールシチーはゴールド
アリュールの代表産駒で、種牡馬としてもヴァケーション、ペイシャエ
ス、イグナイターといったJRA重賞勝ち馬を出し成功しています。本馬
はエスポワールシチー産駒としてもかなり高得点がつけられる配合
で、父エスポワールシチー×母父エルコンドルパサー(ルーラーシップ
と同じKingmambo系)×母母コンクラーベと、本馬と酷似した配合パ
ターンのゴールドクロス(JRA現役2勝)がダートで能力をみせている
のも強調材料。1800の先行型という王道のダート馬です。

血統評論家 望田潤によるコメント

京都サラブレッドクラブ代表
山上和良によるコメント

Data

1口価格

募集価格

予定厩舎

円

万円

26,000
1,300

生産牧場 高橋ファーム
栗東・安達昭夫

Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Northern Dancer
Special
Hostage
Vaguely Royal

Bramalea
Graustark
Golden Trail
Never Bend
Roman Song
*トラフイツク(USA)
リンネス
Mr. Prospector
Miesque
*ラストタイクーン(IRE)
Pilot Bird
*カンパラ(GB)
Severn Bridge

シヤダイフエザー
Halo
Wishing Well
Le Fabuleux
Marston's Mill

*クリアアンバー(USA)
Caro
Confess　

*ノーザンテースト(CAN)

*ノーザンテースト(CAN)

Hail to Reason

Hail to ReasonHalo

Wishing Well

Nureyev

Reluctant Guest

Roberto

Kelley's Day

*ブレイヴエストローマン(USA)

コンパルシチー

Kingmambo

*マンファス(IRE)

*トニービン(IRE)

ダイナカール

*ミルレーサー(USA)

アンバーシヤダイ

*コンカロ(USA

*ニキーヤ(USA)

*ブライアンズタイム(USA)

ヘップバーンシチー

キングカメハメハ

エアグルーヴ

フジキセキ

コンクラーベ

コンコルディア
鹿毛 2001

ルーラーシップ
鹿毛 2007

エミネントシチー
鹿毛 1998

ゴールドアリュール
栗毛 1999

エスポワールシチー
栗毛 2005

ボナデア
鹿毛 2015

5代までのクロス：サンデーサイレンス(USA)S3×M4　Hail to ReasonS5×S5　ノーザンテースト(CAN)M5×M5

*サンデーサイレンス(USA)

*サンデーサイレンス(USA)

ボナデア（15 鹿ルーラーシップ）１勝
 初仔

コンコルディア（01 鹿 フジキセキ）３勝，阪神ジュベナイルフィリーズ-Jpn1 ３着，淀短距離Ｓ-L ２着，
　　　　　　　カンナＳ-OP，六甲アイランドＳ
 カピトリヌス（09 牝*クロフネ）［東海］１勝［兵庫］８勝
 アッピアス（10 牝*チチカステナンゴ）［岩手］４勝［兵庫］４勝［佐賀］入着
 コンコルダンス（12 牝*クロフネ）１勝
 コンフィアンサ（13 牡*シンボリクリスエス）１勝
 コットンボウル（14 牡*タートルボウル）１勝
 コルディアルッカ（17 牝 ショウナンカンプ）現役［佐賀］入着４回［東海］４勝
 エクスカテドラ（18 牡*サウスヴィグラス）現役［石川］２勝

コンクラーベ（91 鹿 アンバーシヤダイ）４勝，紅梅賞-OP ３着，不知火特別，長良川特別２着，
　　　　　　　吉野ケ里特別２着，オークランドＲＣＴ３着
 ヴァドヴィーツェ（00 牝*エリシオ）１勝
 　　ヤサカオディール（09 牝 メイショウボーラー）４勝，セプテンバーＳ，飯豊特別，紫川特別３着
 　　エヴァンジル（12 牝 ブラックタイド）１勝，浄土平特別３着，高湯温泉特別３着，
 　　［高知］２勝［南関東］
 ピエナファンタスト（06 牡 ジャングルポケット）４勝，オーロＣ，青嵐賞
 ウィズペイシェンス（07 牝 ネオユニヴァース）不出走
 　　ペイシャモンシェリ（11 牡ショウナンカンプ）５勝，京葉Ｓ-LR ２着，アクアラインＳ，春風Ｓ，etc.

*コンカロ（81 芦 Caro）USA１勝
　［子］ コンタクト（96 牡*ジェイドロバリー）６勝，ファイナルＳ-OP ２着，オーロＣ-OP ３着，
　　　　　　　渡月橋Ｓ，etc.
　　　 コンフィデンス（92 牝*ジェイドロバリー）３勝，相馬特別，きんせんか賞，渡利特別３着
　［孫］ チュウワプリンス（06 牡 マンハッタンカフェ）４勝，ホンコンＪＣＴ，精進湖特別３着，
　　　　　　　信濃川特別３着
　　　 エビスグレイト（10 セン ハーツクライ）２勝，松戸特別２着，福島放送賞２着，初風特別３着，etc.，
　　　　　　　［東海］４勝［兵庫］入着［石川］
　　　 コンプトゥス（05 牡 ジャングルポケット）１勝，石狩特別２着，臥牛山特別２着，知床特別３着，
　　　　　　　［兵庫］２勝
　　　 カイシュウキング（97 牡*アフリート）３勝，山吹賞２着
　　　 スピーディダブル（15 牡 キャプテントゥーレ）現役［佐賀］３勝［高知］７勝［石川］，
　　　　　　　黒潮ジュニアＣｈＳ３着
　［曾孫］ バシケーン（05 牡 シルクジャスティス）障害３勝，中山大障害-JG1，優障害
　　　 クリノメダリスト（06 牝 ステイゴールド）１勝，駒ケ岳特別２着，金山特別２着，北海Ｈ３着
　　　 バトルクライス（12 牡*クロフネ）１勝，呼子特別２着

母

2代母

3代母

4代母
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Storm Tosho 2021
父 ホッコータルマエ　牡　鹿毛　2021年2月22日生03 ストームトウショウの2021

Pedigree

昨年に続いて、ストームトウショウの産駒を購入しました。2020年産
同様、父の良さをうまく引き出した良駒です。ホッコータルマエの産駒
は、トモの筋肉が少し足りない馬が多いように感じますが、本馬はト
モの筋肉が素晴らしく、そしてその力を地面に伝える後肢の作りも、
パワーロスが発生しない良い形をしています。ホッコータルマエはた
だでさえ、種牡馬としての能力が高いうえに、この身体ですから、ダー
ト3冠を夢見ても罰は当たらないかと考えています。

フィリーズレビュー2着ナンシーシャインやユニコーンS3着トウショウ
コナンの甥で、アルテミスS2着サヤカチャンのイトコ。牝祖ビバドンナ
からはヌエボトウショウやトウショウフェノマといったJRA重賞勝ち馬
が出ており、トウショウ牧場出身らしいマイルのスピードに優れた牝系
です。父ホッコータルマエはダートの大レースを勝ちまくった名馬で、
早くもブリッツファング(兵庫チャンピオンシップ)、レディバグ(兵庫ジュ
ニアグランプリ2着)、ママママカロニ(大井ゴールドジュニア)といった
中央地方の重賞勝ち馬を輩出し、ダート種牡馬としての評価は着実
に上がっています。JRAでの産駒の勝ち鞍は全てダートで、牝は短距
離での活躍も目立ちますが、牡は圧倒的に中距離の勝ち鞍が多いで
す。本馬の場合母方は芝血統というべきですが、ホッコータルマエの
牡駒ですからやはりダート1800が主戦場となるでしょう。5代アウトで
健康でタフで成長力に富み、長く中級で走りつづけて着賞金を積み
上げてくれるのでないでしょうか。

血統評論家 望田潤によるコメント

京都サラブレッドクラブ代表
山上和良によるコメント

Data

1口価格

募集価格

予定厩舎

円

万円

26,000
1,300

生産牧場 坂本 春雄
栗東・岡田稲男

Raise a Native
Gold Digger
Nureyev
Pasadoble
*トライマイベスト(USA)
Mill Princess
Blakeney
The Dancer
Blushing Groom
Yonnie Girl
Silver Saber
Dame Francesca
Fappiano
Gana Facil
Bold Forbes
Perfect Foil
*フオルテイノ(FR)
Chambord
Prince John
Wildwook
Olympia
Inquisitive
Fleet Nasrullah
Hill Indian
Princely Gift
Suncourt
Your Host
Wisteria
Buisson Ardent
Palsaka
Petingo
Donna Lollo

Mr. Prospector

Miesque

*ラストタイクーン(IRE)

Pilot Bird

Runaway Groom

Cherokee Dame

Unbridled

Bold Foil

Caro

Ride the Trails

Pia Star

Soonerland

*テスコボーイ(GB)

*ソシアルバターフライ(USA)

*シルバーシヤーク(IRE)

*ビバドンナ(GB)

Kingmambo

*マンファス(IRE)

Cherokee Run

*アンフォイルド(USA)

Cozzene

Star Gem

トウシヨウボーイ

セリナトウシヨウ

ダーリントウショウ　
鹿毛 1990

*スターオブコジーン(USA)　
黒鹿毛 1988

マダムチェロキー
鹿毛 2001

キングカメハメハ
鹿毛 2001

ホッコータルマエ
鹿毛 2009

ストームトウショウ　
鹿毛 2004

ストームトウショウ（04 鹿*スターオブコジーン）不出走
　　　　　　　〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央-１（１），地方-６（20）〕
 トウショウクルス（09 牡 黒鹿*ゼンノエルシド）１勝，［石川］３勝［兵庫］
 トウショウブロンコ（10 牡 黒鹿 アドマイヤボス）入着，［石川］３勝［岩手］
 トウショウワイルド（11 牡 鹿*ワイルドラッシュ）入着，［南関東］１勝［北海道］入着２回
 ホープトウショウ（13 牝 鹿 メイショウボーラー）［岩手］６勝
 ビギナーズラック（15 牡 鹿 ロサード）現役［南関東］６勝
 ボディハッカー（17 牝 鹿 アンライバルド）［佐賀］１勝

ダーリントウショウ（90 鹿 トウシヨウボーイ）不出走
 トウショウコナン（95 牡 ホリスキー）３勝，ユニコーンＳ-Jpn3 ３着，河口湖特別，
　　　　　　　利根川特別２着，［北関東］１勝［北海道］入着［南関東］，
　　　　　　　グランシャリオＣ-Jpn3 ２着
 アップルトウショウ（96 牝 アンバーシヤダイ）１勝，ガーベラ賞２着
 　　トウショウレリーフ（06 牡*プリサイスエンド）１勝，［石川］２勝［南関東］
 　　ニシノアップルパイ（14 牡 リーチザクラウン）２勝，［岩手］６勝［高知・南関東］
 　　サヤカチャン（15 牝 リーチザクラウン）１勝，アルテミスＳ-G3 ２着，フィリピンＴ２着
 セピアトウショウ（02 牝 ロイヤルタッチ）出走
 　　ミシックトウショウ（08 牝*サウスヴィグラス）２勝，［岩手］１勝［東海］
 スクープトウショウ（03 牝 サニーブライアン）入着，［兵庫］２勝［石川］３勝［岩手］
 ナンシーシャイン（10 牝 ブラックタキシード）２勝，フィリーズレビュー-G2 ２着，春菜賞
 グリシーヌ（11 牝 サムライハート）［南関東］３勝

セリナトウシヨウ（79 黒鹿*シルバーシヤーク）３勝，八瀬特別
 キスミートウショウ（87 牝 トウシヨウボーイ）出走
 　　ランヤジェニー（93 牝 ランドヒリュウ）［佐賀］10勝
 　　　　マキノヒリュウ（00 牡 サンデーウェル）１勝，［南関東］８勝，埼玉新聞杯２着，
　　　　　　　京成盃グランドマイラーズ３着
 　　　　キスミージェニー（01 牝*タイキフォーチュン）［石川］12勝［南関東］，
　　　　　　　北日本新聞杯２着，読売レディス杯３着，日本海ダービー３着
 　　　　オースミスイセン（02 牝 オースミシャダイ）［北海道］５勝［佐賀］入着３回，　　　
　　　　　　　北海優駿２着
 　　マイネルクラシック（95 牡*ラシアンルーブル）１勝，バイオレットＳ-OP ３着，
　　　　　　　［北海道］１勝［高知］入着２回［南関東・岩手］，北海道３歳優駿-Jpn3，
　　　　　　　ダービーＧＰ-Jpn1 ４着
 　　ナリタキセキボーイ（99 牡 フジキセキ）５勝，出石特別，橿原Ｓ２着，羅生門Ｓ２着，
　　　　　　　etc.，［北海道］１勝［佐賀］１勝

母

2代母

3代母

5代までのクロス：なし

1918



Honey Pie 2021
父 カリフォルニアクローム　牡　栗毛　2021年5月2日生04 ハニーパイの2021

Pedigree

カリフォルニアクロームの馬体は、見ていてうっとりする素晴らしいも
のです。父と比べて本馬は見劣ると言わざるをえません。似ているの
は毛色だけか…。いえいえ、そうではありません。母はNAR最優秀2
歳牝馬ハニーパイ。この母にそっくりなのです。サウスヴィグラス産駒
は硬質な押し出しの強い筋肉が特徴で、それが大物の出にくい原因
になっていました。しかし母の筋肉はやや異質で、主張の弱い筋肉な
のです。その特徴を受け継いだ本馬には母同様の活躍を期待してい
ます。

母ハニーパイはエーデルワイス賞に勝ったNAR最優秀2歳牝馬。サウ
スヴィグラス×アサティスはラブミーチャンやタイニーダンサーと同じ
で、名門グランド牧場で大成功した配合です。ハニーパイは繁殖とし
ても有能で、すでにJRA3勝サトノユニゾンや、道営3戦2勝ラブミー
ドールなどを産んでいます。父カリフォルニアクロームは北米で絶大な
人気を誇った名馬で、A.P.Indyの父系にNumbered Accountのパ
ワーを重ねてダ中距離の大レースを勝ちまくりました。カリフォルニア
クローム×ハニーパイは名血Numbered Accountの5･5×5となり、
パワーと底力に溢れる配合といえます。いっぽうでやや重 し々くズブい
心配もあるのですが、母父にサウスヴィグラスの短距離のスピードが
入ることでバランスが取れました。サウスヴィグラスを母父にもつ活躍
馬は、川崎記念のヒカリオーソ(父フリオーソ)のように父が中距離型
のケースが多いのです。母父のスピードでダ1800ｍを先行捲るよう
な脚質に完成するでしょう。

血統評論家 望田潤によるコメント

京都サラブレッドクラブ代表
山上和良によるコメント

Data

1口価格

募集価格

予定厩舎

円

万円

20,000
1,000

生産牧場 前谷 武志
栗東・浜田多実雄

Seattle Slew
Weekend Surprise

Narrate
Caro
Ride the Trails
Lucky Mel
Incantation
Raise a Native
Gold Digger

Danzig

Sir Ivor
La Belle Fleur

File
Dance Spell
Witching Hour
Naskra
Candle Star
Cornish Prince
English Harbor

Drumtop
Graustark

Never Bend
Silent Beauty
アローエクスプレス
イスズヒメ

Numbered Account

Northern Dancer

Northern Dancer

Mr. Prospector

Numbered Account

Numbered Account

Mr. Prospector

A.P. Indy

Preach

Cozzene

Lucky Spell

Dance Number

Polish Numbers

Chase the Dream

*フォーティナイナー(USA)

Broom Dance

Star de Naskra

Minnie Riperton

Topsider

Secret Asset

*キヤタオラ(USA)

イスズアロー

Mr. Prospector

Pulpit

Lucky Soph

Not For Love

Chase It Down

*エンドスウィープ(USA)

*ダーケストスター(USA)

*アサティス(USA)

リップスティック

チャームカーニバル
鹿毛 2001

*サウスヴィグラス(USA)
栗毛 1996

Love the Chase
栗毛 2006

Lucky Pulpit
栗毛 2001

*カリフォルニアクローム(USA)
栗毛 2011

ハニーパイ
鹿毛 2010

5代までのクロス：Mr. Prospector：S4×S5×M5　Northern Dancer：S5×M5　Numbered Account：S5×S5×M5

ハニーパイ（10 鹿*サウスヴィグラス）［北海道］交流１勝・２勝［兵庫］入着［南関東］，
　　　　　　　エーデルワイス賞-Jpn3，兵庫ジュニアＧＰ-Jpn2 ３着，
　　　　　　　リリーＣ（Ｄ1000），フローラルＣ（Ｄ1700）２着，ＮＡＲ優２牝
　　　　　　　〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：中央-１（３），地方-３（５）〕
 サトノユニゾン（15 セン 鹿*シニスターミニスター）３勝，現役［南関東］１勝
 ウィズジョイ（16 牝 青鹿 ヴィクトワールピサ）［岩手］２勝［南関東］入着，
　　　　　　　ビギナーズＣ（Ｄ1400）３着
 ラブミードール（19 牝 栗 コパノリッキー）現役出走，［北海道］２勝

チャームカーニバル（01 鹿*アサティス）１勝
 サンバホイッスル（08 牝*サウスヴィグラス）１勝
 　　ヒルプリンセス（12 牝*ヴリル）入着，［東海］７勝［南関東］入着８回
 　　スティルプリンス（13 牡 ショウナンカンプ）１勝，［岩手］22勝［南関東］
 　　サンバダンサー（14 牝 アドマイヤマックス）１勝
 　　　　ラニサンバダンサー（19 牝*ラニ）現役［南関東］出走［岩手］１勝［北海道］
 　　サウスアメリカン（15 牡 アドマイヤマックス）現役
　　　　　　　［高知］１勝［南関東］６勝［石川］２勝［東海］，百万石賞
 　　サンバパレード（16 牝 アドマイヤマックス）１勝
 　　パシスタ（17 牡 スズカフェニックス）現役［石川］６勝
 　　アピート（19 牡*ラニ）現役［東海］１勝
 スリーチアサウス（11 牝*サウスヴィグラス）１勝
 キタイノホシ（12 牡*サウスヴィグラス）［北海道］１勝［南関東］１勝
 ミディ（13 牝*サウスヴィグラス）１勝
 インザネイビー（15 牝 スズカマンボ）［北海道］２勝［南関東］１勝
 ブルベアエーカー（17 牡 スズカコーズウェイ）現役［佐賀］３勝［東海］２勝

リップスティック（86 黒鹿*キヤタオラ）不出走
 ハナノカオリ（92 牝 *アサティス）入着，［新潟］１勝［佐賀］10勝［熊本］１勝［南関東］入着３回
 カミワザ（96 牡*アサティス）３勝，［北海道］４勝，栄冠賞３着
 サクセスリップ（02 牝*グレートサクセス）１勝，［高知］２勝［南関東］入着［東海・岩手］
 グランドフェロー（04 牝*アサティス）［高知］５勝［兵庫］

イスズアロー（74 鹿 アローエクスプレス）３勝，師走特別
　［子］ リキサンパワー（81 牡*オーバーサーブ）５勝，フェブラリーＨ-Jpn3，
　　　　　　　札幌記念-Jpn3，金杯-Jpn3 ２着，etc.，［南関東］入着，種牡馬

母

2代母

3代母

4代母

2120



Bewitched 2021
父 マジェスティックウォリアー　牡　栗毛　2021年4月20日生05 ビーウィッチドの2021

Pedigree

父マジェスティックウォリアーには正直失望しています。産駒には
父によく似た体型を受け継ぎ、期待できそうな馬が多いのです
が、案外それが走らない。導入初期から優良な繁殖を集めた割
に大物が出ません。本馬はまだ幼く、今後の成長次第というとこ
ろはありますが、兄マジカルモーションに似てくれば期待ができ
るのではないかと考えています。少なくとも父に良く似た産駒とい
う範疇には入らないと思いますので、今後の成長を見極めなが
ら、出資をご検討ください。

母ビーウィッチドはJRA1勝(芝1600m)。母母ロフティーエイムは
福島牝馬Sの勝ち馬で、仔に共同通信杯3着エイムアンドエンド
が、孫にユニコーンS勝ちスマッシャーがいます。牝祖ウィッチフル
シンキングからはメーデイアやサングレーザーといった重賞勝ち
馬も出ています。父マジェスティックウォリアーはプリンセスオブシ
ルマー、ベストウォーリア、エアアルマスなどを送り出している優秀
なダートサイアーですが、前出スマッシャーの父もマジェスティッ
クウォリアーなので、本馬とスマッシャーは父と母母が同じ3/4同
血の間柄。ビーウィッチドは緩さのあるハービンジャー肌なので、
マジェスティックウォリアーのようにマイルのスピードとパワーがあ
る種牡馬は配合相手として好ましいといえます。ハービンジャー肌
で最も活躍しているメイケイエールは父ミッキーアイルです。父が
Secretariatのクロスで母がSir Gaylordのクロスなので、スマッ
シャーのようにダートをストライドで走るタイプでしょう。

血統評論家 望田潤によるコメント

京都サラブレッドクラブ代表
山上和良によるコメント

Data

1口価格

募集価格

予定厩舎

円

万円

18,000
900

生産牧場 高橋ファーム
栗東・羽月友彦

Boldnesian
Reason to Earn
Poker
Fair Charmer
Bold Ruler
Somethingroyal

Gay Missile
Raise a Native
Gold Digger

Broadway
Northern Dancer
Mississippi Mud

Deck Stewardess
Danzig
Razyana
Kahyasi
Kerali
Arctic Tern
Beaune
Shareef Dancer
Sauceboat
Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Lord Gaylord
Avie
Exuberant
Halloween

Secretariat

Buckpasser

Buckpasser

Bold Reasoning

My Charmer

Lassie Dear

Mr. Prospector

Con Game

Dixieland Band

Take Heart

*デインヒル(USA)

Hasili

Bering

Guapa

Halo

Wishing Well

Lord Avie

Halloween Joy

Secretariat

Seattle Slew

Weekend Surprise

Seeking the Gold

Spinning Round

Dansili

Penang Pearl

*サンデーサイレンス(USA)

*ウィッチフルシンキング(USA)

ロフティーエイム
鹿毛 2002

*ハービンジャー(GB)
鹿毛 2006

Dream Supreme
黒鹿毛 1997

A.P. Indy
黒鹿毛 1989

*マジェスティックウォリアー(USA)
鹿毛 2005

ビーウィッチド
鹿毛 2012

5代までのクロス：Secretariat：S4×S5　Buckpasser：S5×S5

ビーウィッチド（12 鹿*ハービンジャー）１勝
　　　　　　　〔産駒馬名登録数：１〕
 プラウサス（19 牡 鹿*マジェスティックウォリアー）現役［兵庫］入着

ロフティーエイム（02 鹿*サンデーサイレンス）３勝，福島牝馬Ｓ-Jpn3，
　　　　　　　函館記念-Jpn3 ２着，檜原湖特別，野島崎特別２着，両国特別２着，etc.
 スマッシュ（10 牝 キングカメハメハ）出走
 　　モルフェオルフェ（15 牝 オルフェーヴル）４勝，立志Ｓ
 　　スマッシュパワー（17 牡*マジェスティックウォリアー）現役［石川］４勝
 　　スマッシャー（18 牡*マジェスティックウォリアー）現役３勝，ユニコーンＳ-G3，端午Ｓ-OP ３着，
　　　　　　　［南関東］出走，ジャパンＤダービー-Jpn1 ４着
 エイムアンドエンド（15 牡 エイシンフラッシュ）現役３勝，共同通信杯-G3 ３着，
　　　　　　　ＴＶ山梨杯，幕張Ｓ２着，障害１勝
 テキーラ（16 牡*ノヴェリスト）［東海］２勝
 ロフティーピーク（17 牝*ヘニーヒューズ）現役２勝，知床特別２着
 エイムトゥルー（18 牡 エイシンフラッシュ）現役１勝

*ウィッチフルシンキング（94 鹿 Lord Avie）USA12勝，パカラップＳ-G2，イーゴンマイルＳ-G3，
　　　　　　　ジャストアゲイムＨ-G3，ニジャナＳ-G3，First Lady S-L，etc.
 マンティスハント（01 牝 Deputy Minister）入着３回
 　　ゴーハンティング（08 セン フジキセキ）４勝，飯豊特別，葉山特別，石狩特別，etc.
 　　クロスボウ（10 牡 ゴールドアリュール）４勝，初茜賞，錦秋Ｓ２着，障害１勝
 　　アガスティア（11 牡 マンハッタンカフェ）２勝，中京スポニチ賞３着，吹田特別３着，障害１勝
 　　サングレーザー（14 牡 ディープインパクト）７勝，札幌記念-G2，マイラーズＣ-G2，
　　　　　　　スワンＳ-G2，etc.，種牡馬
 　　バイマイサイド（15 牡 ステイゴールド）３勝，鳴滝特別，グレイトフルＳ２着，金山特別３着
 スペシャルウィッチ（04 牝 スペシャルウィーク）１勝
 ファルクラム（05 牡*ファルブラヴ）入着２回，［兵庫］２勝
 ダイワモースト（06 牡*グラスワンダー）１勝
 カレンマーガレット（07 牝 ネオユニヴァース）出走
 　　パンプキンズ（16 牡 スターリングローズ）現役［岩手］11勝，ダイヤモンドＣ，東北優駿，
 　　寒菊賞，etc.
 メーデイア（08 牝 キングヘイロー）４勝，［南関東］５勝［石川］１勝，ＪＢＣＬクラシック-Jpn1，
　　　　　　　Ｌプレリュード-Jpn2，ＴＣＫ女王盃-Jpn3（２回），etc.
 　　ディクテオン（18 セン キングカメハメハ）現役１勝，［東海］２勝
 アプシュルトス（12 牡 ハーツクライ）［東海］１勝［兵庫］
 ブラックウィザード（13 セン ゼンノロブロイ）［石川］２勝［東海］入着
 ベストフィックス（15 牡 キングヘイロー）［岩手］１勝［佐賀］１勝［北海道］入着４回
 ウィッチクラフト（16 セン ゴールドアリュール）現役２勝，天満橋Ｓ３着，
　　　　　　　［南関東］１勝［兵庫］入着

母

2代母

3代母
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Bold Reasoning
My Charmer

Lassie Dear

Con Game
Dixieland Band
Take Heart

Secrettame
Reviewer
Lianga
Roberto
Gris Vitesse
Stage Door Johnny
Chandelier
Kalamoun
State Pension
Hornbeam
Priddy Fair
Northern Dancer
Lady Victoria

Aphonia
Never Bend
Milan Mill
Graustark
Treasure Chest
Nijinsky
*シル(USA)
*ダイアトム(GB)
マミーブルー

Secretariat

Mr. Prospector

Mr. Prospector

Secretariat

Seattle Slew

Weekend Surprise

Seeking the Gold

Spinning Round

Gone West

Long Legend

Silver Hawk

Exit Smiling

*カンパラ(GB)

Severn Bridge

*ノーザンテースト(CAN)

*メツシーナ(USA)

Mill Reef

Crown Treasure

マルゼンスキー

メルシーブルー

A.P. Indy

Dream Supreme

Mr. Greeley

Seductive Smile

*トニービン(IRE)

メイクアウイッシュ

*ダイヤモンドショール(GB)

ウィスパーモア

カネショウダイヤ
鹿毛 1993

テレグノシス
鹿毛 1999

*フラーテイシャスミス(USA)
栗毛 2004

*マジェスティックウォリアー(USA)
鹿毛 2005

*ベストウォーリア(USA)
栗毛 2010

スカイウォリアー
鹿毛 2011

5代までのクロス：Secretariat：S5×M5　Mr. Prospector：S5×S5

Sky Warrior 2021
父 ベストウォーリア　牡　栗毛　2021年4月10日生06 スカイウォリアーの2021

Pedigree

サマーセール5日目の最終日、比較展示2組目の中では、遠目からでも凛
とした立ち姿が一際目立った本馬。歩かせた際の歩様の素晴らしさは、
立ち姿の好印象を更に上回るものがありました。四肢の繋は適度な長さ
と理想的な角度。その繋の反発力が生み出す後肢の踏み込みのバネ感
は、ダートの一流馬に共通する部分でもあります。この歩様の質の違い、
素晴らしさが本馬の最大の長所です。父ベストウォーリアに比べ四肢が
長く、首さしもシャープ。全体的な馬体のシルエットと捌きの柔軟性から
は、中距離をベースに距離の融通性はかなりありそうです。筋肉量が少な
めでも活躍した母父テレグノシスの影響も強く、トニービン由来の筋力の
強さで、四肢の運びはリズミカルで弾むような歩様を見せてくれます。一
見すると芝馬とも思える軽さも兼備し、ダートの重馬場におけるスピード
比べにも十分に対応できるでしょう。狙うはもちろん、新設されたダート3
冠路線。着実な歩みで頂点を目指します。

母スカイウォリアーは南関、道営、東海で計84戦5勝とタフに走りました。
近親にはメルシータカオー(中山大障害)やメルシーモンサン(中山グラン
ドジャンプ)などハードルの活躍馬も目立ちます。母父テレグノシスはトニー
ビン産駒の名マイラーで、NHKマイルCに勝ち安田記念で2着、ジャックル
マロワ賞とマイルCSで3着。父ベストウォーリアはマジェスティックウォリ
アー産駒で、南部杯連覇などダートマイル路線のトップで長く活躍しまし
た。本馬は父も母父もマイラーですが、母母カネショウダイヤがダイヤモン
ドショール×マルゼンスキーと重厚な中距離血統なのでバランス的には良
好。配合的にもSecretariat≒Sir Gaylordの継続クロス、Seattle Slewと
Mill Reefの脈絡、Silver Hawkとトニービンのニックス(Amerigo≒
Hornbeamのニアリークロスが根拠)など、ベストウォーリアとテレグノシス
のしなやかさを活かすような仕掛けが施されています。ダートをストライド
で走るA.P.Indy系らしさをイメージできる血統・配合です。

血統評論家 望田潤によるコメント

Data

1口価格

募集価格

予定厩舎

円

万円

18,000
900

生産牧場 三石ファーム
栗東・中尾 秀正

スカイウォリアー（11 鹿 テレグノシス）［北海道］２勝［南関東］１勝［東海］２勝
　　　　　　　〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
 マルヒロワールド（19 牡鹿 トゥザワールド）［南関東］１勝

カネショウダイヤ（93 鹿*ダイヤモンドショール）［南関東］４勝
 チトセダイヤ（00 牡 サクラチトセオー）［石川］１勝［兵庫］１勝［北関東］１勝［高知］２勝
　　　　　　　［東海］入着２回
 ダイヤモンドカラー（01 牡*タイキブリザード）［北海道］２勝［南関東］１勝［熊本］
 マルカアムール（02 牝*テンビー）［北海道］３勝［南関東］２勝
 セラフ（03 牝*ホワイトマズル）入着，［南関東］１勝
 　　スイートメモリーズ（13 牝 ブラックタイド）１勝
 メルシーモンサン（05 牡 アドマイヤベガ）障害２勝，中山グランドジャンプ-JG1
 ダイヤモンドハウス（08 セン*オペラハウス）［佐賀］２勝
 ムーンラビット（09 牝*ムーンバラッド）［北海道］３勝［南関東］３勝［岩手］
 ヘレンドビジュー（10 牝 ゴールドヘイロー）［北海道］４勝［南関東］２勝

ウィスパーモア（86 鹿 マルゼンスキー）出走
 カネショウシャネル（95 牝*フェアジャッジメント）［南関東］２勝
 　　カネショウハヤブサ（02 牡*パークリージエント）［南関東］１勝，鎌倉記念３着
 　　マンボプリンス（11 牡 スズカマンボ）入着２回，［岩手］４勝，不来方賞３着
 メルシータカオー（99 セン サクラユタカオー）１勝，障害３勝，中山大障害-JG1，
　　　　　　　中山グランドジャンプ－JG1 ２着，東京ハイジャンプ－JG2 ３着
 デスバラード（03 牡 トウカイテイオー）３勝，成田特別２着，鎌ケ谷特別３着

メルシーブルー（76 鹿*ダイアトム）入着
　［子］ アドバンスモア（85 牡 サクラシンゲキ）４勝，京王杯スプリングＣ-Jpn2 ３着，
　　　　　　　カブトヤマ記念-Jpn3 ２着，京王杯オータムＨ-Jpn3 ２着，etc.
　［孫］ ヴィッセル（95 牝*ナグルスキー）［高知］３勝，ＲＫＣ杯２着
　　　 ホゲットゲニー（92 牝*フェアジャッジメント）［岩手］３勝［南関東］入着３回，
　　　　　　　ひまわり賞３着

母

2代母

3代母

4代母

北枕鳩三郎氏によるコメント
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Abendrot 2021
父 マジェスティックウォリアー　牡　黒鹿毛　2021年3月4日生07 アーベントロートの2021

Pedigree

兄オリエンタルキングでは、出資者の皆様にたいへんご迷惑をおか
けしました。しかし、私はまだその能力を見限っておりません。むしろ
本番はこれからです。アーベントロートの産駒は基本的に能力があり
ます。ただ小さく出る産駒が多く、その場合JRAで活躍するのは難し
いのも事実です。本馬は、産駒の中では比較的大きくなりそうでした
ので、募集馬に加えました。大きくなってくるかどうか、ポイントはそこ
だけですので、近況を確認しながら、出資をご検討ください。

母アーベントロートは新馬勝ちを含むJRA2勝(ともに芝1200m)。母
母ビルアンドクーはJRA4勝で産駒にメジャーフォルム(JRA3勝)など
がいます。3代母ユメシバイの産駒に安田記念のショウワモダンや新
潟記念のユメノシルシ、4代母ヨドセンリョウの産駒に阪急杯のセンン
リョウヤクシャ、孫に京都4歳特別のイブキインターハイ、曾孫に根岸
Sのシャドウスケイプやセントライト記念のトーセンシャナオーが出ま
す。フジキセキ×ジェイドロバリーですから産駒は芝ダート兼用でしょ
う。父マジェスティックウォリアーはプリンセスオブシルマー、ベスト
ウォーリア、エアアルマス、サンライズホープなどを送り出している優秀
なダートサイアー。本馬のようにマジェスティックウォリアー×フジキセ
キで、かつMr.Prospectorのクロスをもつ配合パターンは、JRAに6頭
が出走し、マーチリリー(現役3勝)など4頭が勝ち馬になっておりなか
なか走っています。母が短距離でスピードを見せたので、ダ1800ｍを
先行するマジェスティックウォリアー産駒でしょう。

血統評論家 望田潤によるコメント

京都サラブレッドクラブ代表
山上和良によるコメント

Data

1口価格

募集価格

予定厩舎

円

万円

16,000
800

生産牧場 イワミ牧場
栗東・羽月 友彦

Boldnesian
Reason to Earn
Poker
Fair Charmer
Bold Ruler
Somethingroyal

Gay Missile
Raise a Native
Gold Digger

Broadway
Northern Dancer
Mississippi Mud

Deck Stewardess
Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Wild Risk
Anguar
In Reality
Millicent
Raise a Native
Gold Digger
Nijinsky
Special
*カンパラ(GB)
Severn Bridge
*エルセンタウロ(ARG)
*リリーオブザナイル(USA)

Secretariat

Buckpasser

Buckpasser

Bold Reasoning

My Charmer

Lassie Dear

Con Game

Dixieland Band

Take Heart

Halo

Wishing Well

Le Fabuleux

Marston's Mill

Number

*トニービン(IRE)

ヨドセンリヨウ

Mr. Prospector

Mr. Prospector

Secretariat

Seattle Slew

Weekend Surprise

Seeking the Gold

Spinning Round

*サンデーサイレンス(USA)

*ミルレーサー(USA)

*ジェイドロバリー(USA)

ユメシバイ

ビルアンドクー
鹿毛 1998

フジキセキ
青鹿毛 1992

Dream Supreme　
黒鹿毛 1997

A.P. Indy　
黒鹿毛 1989

*マジェスティックウォリアー(USA)
鹿毛 2005

アーベントロート
黒鹿毛 2009

5代までのクロス：Secretariat：S4×S5　Mr. Prospector：S4×M4　Buckpasser：S5×S5

アーベントロート（09 黒鹿 フジキセキ）２勝
　　　　　　　〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方-３（４）〕
 トワイライトパレス（16 牝 黒鹿 ベルシャザール）［佐賀］１勝
 オット（17 牡 黒鹿*パイロ）入着２回，［北海道］２勝［南関東］
 オリエンタルキング（19 牡 黒鹿*アジアエクスプレス）現役出走
 マジェスティック（20 牡 鹿*マジェスティックウォリアー）現役［東海］１勝

ビルアンドクー（98 鹿*ジェイドロバリー）４勝，ＴＶ山梨杯，高山特別，金峰山特別２着，
　　　　　　　ムーンライトＨ２着，燕特別２着，etc.
 クーノキセキ（05 牝 フジキセキ）４勝
 アグネスジャスパー（07 牝*シンボリクリスエス）１勝
 デルマシシマル（11 牡 マンハッタンカフェ）入着４回，［岩手］４勝［北海道］入着［南関東］
 メジャーフォルム（12 牝 ダイワメジャー）３勝，おおぞら特別，春菜賞２着
 　　スクリーンショット（19 牝 スクリーンヒーロー）現役１勝

ユメシバイ（90 黒鹿*トニービン）４勝，ターコイズＳ-OP ３着，多摩川特別，戎橋特別，
　　　　　　　ゴールデンサドルＴ２着，和泉Ｓ３着，etc.
 ユメノシルシ（02 牡 フジキセキ）７勝，新潟記念-G3，福島ＴＶＯＰ-L，
　　　　　　　七夕賞-G3 ３着，etc.
 アイアムドラマ（03 牡 アグネスタキオン）１勝，白井特別３着，
　　　　　　　［南関東］１勝［高知］３勝［広島］，二十四万石賞３着
 ショウワモダン（04 牡 エアジハード）10勝，安田記念-G1，ダービー卿ＣｈＴ-G3，
　　　　　　　ディセンバーＳ-L，etc.

ヨドセンリヨウ（75 黒鹿*エルセンタウロ）１勝
　［子］ センリョウヤクシャ（86 牡*ノーザンテースト）６勝，阪急杯-Jpn3，
　　　　　　　スワンＳ-Jpn2 ３着，セントウルＳ-Jpn3 ２着，etc.，種牡馬
　　　 ダイナアドニス（82 セン*ハードツービート）４勝，灘Ｓ，睦月賞
　　　 クラノスケ（89 牡*アレミロード）３勝，加古川特別３着
　［孫］ イブキインターハイ（92 牡*ジェイドロバリー）２勝，京都４歳特別-Jpn3，
　　　　　　　毎日杯-Jpn3 ２着，すみれＳ-OP ３着，etc.，［大分］４勝
　　　 シーズグレイス（93 牝*サンデーサイレンス）３勝，エリザベス女王杯-Jpn1 ３着，
　　　　　　　ローズＳ-Jpn2 ２着，フェアリーＳ-Jpn3 ２着，etc.

母

2代母

3代母

4代母
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Tatsu Sapphire 2021
父 アドマイヤムーン　牡　鹿毛　2021年2月9日生08 タツサファイヤの2021

Pedigree

父アドマイヤムーンは、ダートでのつぶしが効かないので、著しく勝ち
上がり率の悪い種牡馬です。正直アドマイヤムーン産駒には出資を
お薦めしません。しかし身体が小さく遅生まれであった全兄が、それ
なりにダートをこなしました。本馬は早生まれで、全兄より身体が大き
く出ていますので、2歳早期デビューで芝を使い、結果がでないよう
であれば、ダートを使う選択肢も残ります。一発長打も期待できる配
合ですので、楽しみは多いのではないでしょうか。

母タツサファイヤはJRA3勝。勝ち鞍は全て芝1200mで、サクラバクシ
ンオー×Seeking the Goldの血統どおりのスピードを発揮しました。
母母ダンシヴィルはTom Fool≒Atticaのニアリークロス4×4をもちま
す。近親にはJRA3勝オンザロックスなどがおり、牝祖Rosetta Stone
からはDe la Rose(北米芝牝馬チャンピオン)、Conquistarose(ヤン
グアメリカS)、Upper Nile(サバーバンH)といった北米G1勝ち馬が出
ています。そこにファインニードル(スプリンターズS、高松宮記念)、セイ
ウンコウセイ(高松宮記念)、ハクサンムーン(スプリンターズS2着、高松
宮記念2着)を輩出してきたアドマイヤムーンが配されて、ズバリ芝短
距離に的を絞った配合に。ちなみにアドマイヤムーン×サクラバクシン
オーはハクサンムーンと同じ組み合わせです。早期から芝短距離でス
ピードを見せてくれるでしょうが、父も母父も短距離型種牡馬ながら
産駒は成長力に富むので、本馬も古馬になってもう一皮むけてくるよ
うな成長曲線になりそうです。

血統評論家 望田潤によるコメント

京都サラブレッドクラブ代表
山上和良によるコメント

Data

1口価格

募集価格

予定厩舎

円

万円

16,000
800

生産牧場 浜本牧場
美浦・奥村 武

Raise a Native
Gold Digger
Tom Rolfe
Continue

Obeah
Thinking Cap
Enchanted Eve
Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Sharpen Up
Doubly Sure
*ノノアルコ(USA)
Mortefontaine
Princely Gift
Suncourt
*ネヴアービート(GB)
スターハイネス

Lady Victoria
Ambiopoise
One Clear Call
Raise a Native
Gold Digger
Buckpasser
Broadway

Flaming Page
Sir Ivor
Rosetta Stone

Northern Dancer

Northern Dancer

Northern Dancer

File

Dance Spell

Witching Hour

Halo

Wishing Well

Kris

Katies

*テスコボーイ(GB)

アンジエリカ

*ノーザンテースト(CAN)

*クリアアンバー(USA)

Con Game

Nijinsky

Egyptian Rose

Mr. Prospector

Mr. Prospector
*フォーティナイナー(USA)

Broom Dance

*サンデーサイレンス(USA)

*ケイティーズファースト(USA)

サクラユタカオー

サクラハゴロモ

Seeking the Gold

Rose Russe

*ダンシヴィル(USA)
栗毛 1992

サクラバクシンオー
鹿毛 1989

マイケイティーズ
黒鹿毛 1998

*エンドスウィープ(USA)
鹿毛 1991

アドマイヤムーン
鹿毛 2003

タツサファイヤ
栗毛 2007

5代までのクロス：Mr. Prospector：S4×M4　Northern Dancer：S5×M5×M5

タツサファイヤ（07 栗 サクラバクシンオー）３勝，糸島特別（芝1200），ＳＴＶ賞（芝1200）２着
　　　　　　　〔産駒馬名登録数：５，勝馬（勝鞍）数：地方-２（３）〕
 マヴィア（14 牝鹿*タートルボウル）入着３回，［兵庫］１勝［南関東］入着
 フクロウバトアルゴ（18 牡鹿 メイショウサムソン）［南関東］２勝
 シークレットグロウ（19 牡鹿 アドマイヤムーン）現役出走

*ダンシヴィル（92 栗 Seeking the Gold）USA６勝，A. C. Kemp H ２着
 *シャーペンゴールド（99 牝 Diesis）１勝
 スノーショット Snow Shot （00 牡 Alphabet Soup）USA７勝
 カペルマイスター Kapellmister（01 牡 Grindstone）USA３勝
 ロイヤルフォレスト（02 牡 Forest Wildcat）［岩手］３勝
 ヤギリスパイダー（05 牡 サクラローレル）［南関東］１勝
 チャームピース（06 牝*シルバーチャーム）［岩手］２勝［南関東］４勝

ローズリュッス Rose Russe（84 鹿 Nijinsky）FR・USA２勝
 アップルジー Apple G（95 牝 Carson City）USA３勝
 　　サイレントサークル Silent Circle（01 牝 Indian Charlie）USA２勝
 　　　　ガリエントス Galientos（07 牡 More Than Ready）USA３勝，
　　　　　　　パロスヴェルデスＳ-G2 ２着
 　　　　ソニックブーム Sonic Boom（14 セン More Than Ready）現役USA４勝，
　　　　　　　アメリカンダービー-G3，ZumaBeach S-L ２着
 レーヴリュッス Reve Russe（97 牝 Red Ransom）GB・FR・IRE・USA３勝，
　　　　　　　Fairlee Wild H２着，Oyster S-L ３着，Platinum S-L ３着
 シーインスカイ Seainsky（99 セン Sea Hero）USA７勝，
　　　　　　　アーリントンクラシック-G2 ３着，Maxxam Gold Cup-L ２着，
　　　　　　　Woodchopper H-L ２着，etc.
 ローサインクルイダ Rosa Incluida（04 牝 Include）ARG１勝
 　　ランピニ Rampini （13 牡 Manipulator）ARG４勝，ペドロチャパル賞-G3 ３着，
　　　　　　　P. Japon-L ３着
 ニージズグランドガール Niji's Grand Girl （08 牝 Candy Ride）USA２勝，
　　　　　　　フェアグラウンズオークス-G2 ３着，
　　　　　　　デルタダウンズプリンセスＳ-G3 ２着，Florida Oaks-L ３着

母

2代母

3代母

2928



Amano Brownie 2021
父 パドトロワ　牡　鹿毛　2021年3月19日生09アマノブラウニイーの2021

Pedigree

父パドトロワは一般的な見方では失敗種牡馬です。胴が短くて小さ
くまとまっている馬が多い印象です。しかし本馬は少し違います。父の
エッセンスを受け継ぎながらも、小さくまとまっていません。むしろ大
きくて緩い。早期から活躍できるかは不透明ですが、緩さが解消され
てきた時、爆発的な活躍をして不思議ない印象を感じ、購入しまし
た。トモの筋肉は理想的で、筋肉好きの方にはたまらないでしょう。想
像以上にリターンは大きいかもしれません。

JRA現役2勝イチネンエーグミの半弟。近親に目立った活躍馬はいま
せんが、母母エイユーヴィーナスはJRA3勝で、牝祖トーエイプリンセ
スの子孫にはテイエムメガトン、レッドアゲート、レッドジェニアルと
いったJRA重賞勝ち馬が出ています。母アマノブラウニイーはサクラバ
クシンオー×スキャンでネヴァービート4×4ですから、芝ダ兼用のス
ピードを伝える繁殖牝馬。父パドトロワもスウェプトオーヴァーボード
産駒らしく短距離でスピードを見せ、芝1000～1200ｍの重賞を3勝
しG1スプリンターズSでも2着に逃げ粘りました。種牡馬としても快速
ダンシングプリンスを出しています。本馬は芝ダ兼用のスピード型の
父母をもち、やはり短距離が主戦場になるでしょう。キョウエイアシュ
ラ(オーバルS)やメジロツボネ(グローリーヴェイズの母)が出た「スウェ
プトオーヴァーボードとサクラバクシンオーのニックス」にも注目でき
ますね(Ambehaving≒クリアアンバーのニアリークロスになるのが
根拠)。

血統評論家 望田潤によるコメント

京都サラブレッドクラブ代表
山上和良によるコメント

Data

1口価格

募集価格

予定厩舎

円

万円

14,000
700

生産牧場 前田牧場
栗東・高橋康之

File
Dance Spell
Witching Hour
Damascus
Aphonia
Ambehaving
Swift Deal
Halo
Wishing Well
Le Fabuleux
Marston's Mill
Secretariat
Ribbon
Nureyev
Eleven Pleasures
Princely Gift
Suncourt

スターハイネス
Northern Dancer
Lady Victoria
Ambiopoise
One Clear Call
Raise a Native
Gold Digger
Nijinsky
Foreseer
Grey Sovereign
Vareta

モンテホープ
*ネヴアービート(GB)

*ネヴアービート(GB)

Mr. Prospector*フォーティナイナー(USA)

Broom Dance

Cutlass

Hey Dolly A.

*サンデーサイレンス(USA)

*ミルレーサー(USA)

Risen Star

*ベリアーニ(USA)

*テスコボーイ(GB)

アンジエリカ

*ノーザンテースト(CAN)

*クリアアンバー(USA)

Video

*ゼダーン(GB)

トーエイプリンセス

Mr. Prospector

*エンドスウィープ(USA)

Sheer Ice

フジキセキ

スターバレリーナ

サクラユタカオー

サクラハゴロモ

*スキャン(USA)

トーエイローズ

エイユーヴィーナス
芦毛 1993

サクラバクシンオー
鹿毛 1989

グランパドドゥ
鹿毛 1997

*スウェプトオーヴァーボード(USA)
芦毛 1997

パドトロワ
鹿毛 2007

アマノブラウニイー
鹿毛 2007

5代までのクロス：Mr. Prospector：M4×S5　ネヴアービート(GB)：M5×M5

アマノブラウニイー（07 鹿 サクラバクシンオー）出走
　　　　　　　〔産駒馬名登録数：９，勝馬（勝鞍）数：中央-１（１），地方-５（19）〕
 オンブラウニー（12 牝鹿 オンファイア）［岩手］３勝［北海道・南関東］，
　　　　　　　ハヤテスプリント（Ｄ1000）３着
 ココロヤサシイ（14 牝 黒鹿 ハイアーゲーム）［東海］１勝［佐賀］入着２回
 サンエイイーグル（15 牝鹿*シニスターミニスター）［南関東］２勝［岩手］７勝
 ヒートミープリーズ（16 牝 黒鹿 パドトロワ）［兵庫］３勝
 ベストインクラス（18 牡 鹿 リヤンドファミユ）入着３回，現役［兵庫］３勝
 イチネンエーグミ（19 牡 鹿 ポアゾンブラック）現役１勝
 アプロ（20 牡 鹿 ポアゾンブラック）現役未出走

エイユーヴィーナス（93 芦*スキャン）３勝，登別特別，木古内特別２着
 シゲルクラマヤマ（06 牡 サクラバクシンオー）１勝

トーエイローズ（80 芦*ゼダーン）１勝
 コウエイチャペル（87 牝*サイドチヤペル）３勝，岩谷特別２着
 ロングタイリン（88 牝*ワツスルタツチ）３勝，竜飛崎特別，和布刈特別２着，大沼Ｓ２着，etc.
 　ロングマジェスティ（94 牡*ビーインボナンザ）３勝，白川特別，たちばな賞

トーエイプリンセス（73 青*ネヴアービート）出走
　［子］ モンテグロリー（79 牡*フロリバンダ）４勝，クローバー賞
　　　 シャープホーラー（82 牡 タイテエム）３勝，揖斐川特別
　［孫］ テイエムメガトン（94 牡*スキャン）３勝，［北海道］１勝［岩手］１勝
　　　　　　　［南関東・東海］入着３回，ダービーＧＰ-Jpn1，グランシャリオＣ-Jpn3，
　　　　　　　川崎記念-Jpn1 ２着，etc.
　　　 リネンツバサ（93 牡*プルラリズム）３勝，３歳抽せん馬特別，障害１勝
　　　 サファリタッチ（94 牡*ワツスルタツチ）［新潟］９勝，青山記念２着
　　　 エイユースナイパー（95 牡 ギヤロツプダイナ）２勝，三木特別３着，牧園特別３着
　［曾孫］ レッドアゲート（05 牝 マンハッタンカフェ）２勝，フローラＳ-Jpn2，
　　　　　　　日経新春杯-G2 ３着，フラワーＣ-Jpn3 ２着，etc.
　　　 ホクセツキング（96 セン*モガンボ）７勝，トパーズＳ-OP，花園Ｓ，阿蘇Ｓ，etc.，
　　　 トラストミッチャン（98 牡 サツカーボーイ）２勝，信夫山特別２着，三国特別２着，
　　　 佐渡特別３着，etc.，［岩手］１勝
　　　 レイザストレングス（03 牡 キングヘイロー）１勝，浅草特別３着，障害１勝，
　　　 ［南関東］１勝［北海道］

4代母

母

2代母

3代母

3130



Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Sanctus
Doronic
*ノーザンテースト(CAN)
*ロイヤルサツシユ(GB)
Vice Regent
Mint Copy
Hold Your Peace
Laredo Lass
アンバーシヤダイ
イーデンブルース
フアーストフアミリー(USA)
プテイツトアミ(FR)
Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Raja Baba
Coz o'Nijinsky
*リマンド(GB)
イコマエイカン
Mr. Prospector
Coup de Folie
Be My Guest
Midnight Lady
*トライマイベスト(USA)
Mill Princess
Blakeney
The Dancer

Halo

Wishing Well

*デイクタス(FR)

ダイナサツシユ

Deputy Minister

Mitterand

レインボーアンバー

レインボーローズ

Halo

Wishing Well

*ロイヤルスキー(USA)

アグネスレデイー

Machiavellian

Party Doll

*ラストタイクーン(IRE)

Pilot Bird

ゴールデンサッシュ

*フレンチデピュティ(USA)

レインボーファスト

アグネスフローラ

Titus Livius

*マンファス(IRE)

*ハンターズマーク(USA)
鹿毛 2000

アグネスタキオン
栗毛 1998

レーゲンボーゲン
栗毛 2002

ステイゴールド　
黒鹿毛 1994

レインボーライン
鹿毛 2013

ハッピーディレンマ
栗毛 2007

5代までのクロス：サンデーサイレンス(USA)：S3×M3

*サンデーサイレンス(USA)

*サンデーサイレンス(USA)

Happy Dilemma 2021
父 レインボーライン　牡　鹿毛　2021年5月14日生10 ハッピーディレンマの2021

Pedigree

父レインボーラインはステイゴールド産駒らしい小柄な馬体でしたが、脚まわ
りの強度に優れ、筋力とバネ感で駆けた名馬でした。本馬は曲飛寄りだった
父とは異なり、飛節の造りは直飛寄りで、腰の位置が高めの前傾重心。そのこ
とからもスタートしてからのスピードの乗りが良く、無理なく常に好位からの競
馬が可能でしょう。また、キングカメハメハを送り出したマンファス牝系だけあ
り、良血らしい品のある顔つき。ステイゴールド系統の荒 し々さを感じさせつつ
も、どこか優等生的な雰囲気を醸し出しており、そのギャップも魅力の一つ、推
しのポイントと言えます。馬体的にまず目を引くのは、アンバランスに感じるくら
い大きなトモ。トモの大きさは絶対正義、スピードの源です。そして、歩かせた
際の後肢のバネ感は秀逸。バネ感を生む馬体の構造は様々な要素の組み合
わせによって成り立っていますが、その一つに後肢の繋の角度があげられま
す。本馬の繋は一般的な角度よりも立ち気味も、反発力を生むには適した造り
と言え、大きなトモが発する推進力をダイレクトに地面に伝えることができま
す。瞬時の反応とトップスピードに優れ、芝ダート問わず堅実な走りに繋がる
でしょう。マイルから中距離を中心にオールラウンダーとして幅広く活躍できる
好素材です。

JRA3勝ヒプノティストの半弟で、JRA3勝ターゲットマシンの甥で、JRA現役3
勝マッスルビーチのイトコ。牝祖マンファスは名馬名種牡馬キングカメハメハを
はじめ、サンタアニタダービー(米G1･ダ9F)のThe Deputy、フローラS2着レー
スパイロットを産んだ名繁殖牝馬です。父レインボーラインはステイゴールド産
駒の天皇賞馬(春)で、ステイゴールドとレインボーアンバー譲りのスタミナに加
え、母父がフレンチデピュティなので重馬場も鬼でした。本馬はサンデーサイレ
ンス3×3のクロスですが、アグネスタキオンやフレンチデピュティも強いシルエッ
トで、代々芝ダート兼用の血が重ねられており、早期のマイル戦にも対応できる
中距離馬というイメージです。ダートや道悪も巧者でしょうから、一言でいうと
活躍の場が幅広い、稼ぎ場所に困らないタイプでしょう。父レインボーラインも
3歳時はNHKマイルC路線で活躍し、古馬になってステイヤーとして完成しまし
たが、そんな蹄跡を楽しめる馬ではないかと思います。

血統評論家 望田潤によるコメント

Data

1口価格

募集価格

予定厩舎

円

万円

12,000
600

生産牧場 アフリートファーム
栗東・佐々木晶三

ハッピーディレンマ（07 栗 アグネスタキオン）入着
　　　　　　　〔産駒馬名登録数：７，勝馬（勝鞍）数：中央－１（３），地方－３（７）〕
 ハッピーシェフ（12 牡鹿*クロフネ）入着２回，［石川］１勝
 ヒプノティスト（13 牡栗*クロフネ）３勝，アイビーＳ-OP（芝1800）３着，
　　　　　　　水仙賞（芝2200）２着，葉牡丹賞（芝2000）２着
 ハッピーパーティー（14 牝芦*クロフネ）［岩手］３勝［南関東］２勝
 ナノハナバタケ（19 牝鹿 メイショウサムソン）現役［高知］１勝

*ハンターズマーク（00 鹿 Titus Livius）GB・USA１勝
 ミッキーハンター（05 牡 Street Cry）入着２回，［兵庫］６勝［南関東］
 ターゲットマシン（08 牡 ディープインパクト）３勝，寒竹賞，ｔｖｋ賞３着
 クロンヌドール（09 牝 アグネスタキオン）入着
 　　コーディネーター（13 牡*クロフネ）１勝
 　　マッスルビーチ（16 牡 メイショウサムソン）現役３勝，鳥取特別，白嶺Ｓ２着，
　　　　　　　伊丹Ｓ３着，障害１勝
 　　キンノマサカリ（17 牡 メイショウサムソン）３勝，苗場特別，五泉特別２着，
　　　　　　　ラジオ福島賞２着，もちの木賞２着
 　　モウショウ（19 牡*ザファクター）現役１勝
 シャガールバローズ（10 セン アグネスタキオン）入着２回，［南関東］３勝
 ナリノクインビー（13 牝*ワークフォース）入着，［東海］２勝［高知］入着
 グローリーハンター（14 牡 ヴィクトワールピサ）１勝
 エクレアハンターEclair Hunter（15 セン*ノヴェリスト）１勝，MAC３勝
 マイアマノイMyamanoi （17牡 Temple City）現役USA１勝

*マンファス（91 黒鹿*ラストタイクーン）GB入着
 ザデビュティ The Deputy（97 牡 Petardia）GB・USA４勝，サンタアニタダービー-G1，
　　　　　　　サンタカタリーナＳ-G2，Hill Rise H-L，etc.，種牡馬
 キングカメハメハ（01 牡Kingmambo）７勝，日本ダービー-Jpn1，
　　　　　　　ＮＨＫマイルＣ-Jpn1，神戸新聞杯-Jpn2，etc.，優３牡，種牡馬
 レースパイロット（02 牝*サンデーサイレンス）２勝，フローラＳ-Jpn2 ２着，
　　　　　　　エルフィンＳ-OP ３着，ミモザ賞
 ネオイリュージョン（06 牝 ネオユニヴァース）出走
 　　エアワイバーン（13 セン*ハービンジャー）１勝，燧ヶ岳特別２着，荒川峡特別３着

母

2代母

3代母

北枕鳩三郎氏によるコメント

3332



And Tomorrow 2021
父 リヤンドファミユ　牡　鹿毛　2021年5月18日生1 1 アンドトゥモローの2021

Pedigree

父リヤンドファミユは現3歳世代でようやく2頭のJRA勝馬を出しまし
た。しかし、昨年の種付けをもって種牡馬を引退。今年唯一の産駒も
生後すぐに死亡しましたので、クラブで募集できるファミユ産駒もこ
の馬で最後となります。本馬は桜花賞馬キストゥヘヴンの孫になりま
すので、品を感じ、どこといって欠点のない馬体です。遅生まれなの
で、これからどう成長してくれるか次第ではありますが、芝のレースで
活躍してくれる唯一の産駒になる期待を抱かせてくれる一頭です。

タイムトゥヘヴン(ダービー卿CT、ニュージーランドT2着)の甥で、ヒュ
ミドール(小倉記念2着、福島記念2着)のイトコ。母母キストゥヘヴン
は桜花賞など重賞4勝。アンドトゥモロー自身はJRA未勝利ですが、
道営で連勝して再転入後は主として芝マイルを稼ぎ場所としました。
ハービンジャー×キストゥヘヴンですから血統も完全に芝向きです。
父リヤンドファミユはオルフェーヴルやドリームジャーニーの全弟で、
自身も大きな怪我がありながらJRA4勝とオープン級の能力を垣間見
せました。リヤンドファミユ産駒はJRAではエアフォースワンがダ
1700mで、マメコが芝1200mで勝ち上がっていますが、本馬はこの
血統背景で牡ならば芝1600～2000mでの勝利をめざしたいところ
ですね。ちなみにヒュミドールは父がオルフェーヴルで母母がキストゥ
ヘヴンですから、本馬とは血脈構成の3/4が共通し、サンデーサイレ
ンス3×4、ノーザンテースト4･5×4のクロスが生じるのも同じ。ノーザ
ンテーストの継続クロスはマメコ(4･5×5)とも同じです。

血統評論家 望田潤によるコメント

京都サラブレッドクラブ代表
山上和良によるコメント

Data

1口価格

募集価格

予定厩舎

円

万円

6,000
300

生産牧場 村上 進治
美浦・伊藤伸一

Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Sanctus
Doronic

*ロイヤルサツシユ(GB)
メジロアサマ
*シエリル(FR)
*リマンド(GB)
メジロアイリス
Northern Dancer
Lady Victoria
Lt. Stevens
Dhow
Danzig
Razyana
Kahyasi
Kerali
Arctic Tern
Beaune
Shareef Dancer
Sauceboat
Halo
Wishing Well
*トニービン(IRE)
*アンテイツクヴアリユー(USA)
Northern Dancer
Lady Victoria
*テユーダーペリオツド(GB)
ゴールデンドラゴン

*ノーザンテースト(CAN)

Wishing Well

*デイクタス(FR)

ダイナサツシユ

メジロテイターン

メジロオーロラ

*グランマステイーヴンス(USA)

*デインヒル(USA)

Hasili

Bering

Guapa

ベガ

スイーブ

*ノーザンテースト(CAN)

*サンデーサイレンス(USA)

*ノーザンテースト(CAN)

*サンデーサイレンス(USA)
Halo

ゴールデンサッシュ

メジロマックイーン

エレクトロアート

Dansili

Penang Pearl

アドマイヤベガ

ロングバージン

キストゥヘヴン
鹿毛 2003

*ハービンジャー(GB)
鹿毛 2006

オリエンタルアート　
栗毛 1997

ステイゴールド　
黒鹿毛 1994

リヤンドファミユ
鹿毛 2010

アンドトゥモロー
鹿毛 2012

5代までのクロス：サンデーサイレンス(USA)：S3×M4　ノーザンテースト(CAN)：S4×M4×S5

アンドトゥモロー（12 鹿*ハービンジャー）入着，［北海道］２勝
　　　　　　　〔産駒馬名登録数：１〕
 ホイッスルベイト（19 牝鹿 アドマイヤムーン）現役出走

キストゥヘヴン（03 鹿 アドマイヤベガ）５勝，桜花賞-Jpn1，中山牝馬Ｓ-G3，
　　　　　　　京成杯オータムＨ-G3，フラワーＣ-Jpn3，京王杯スプリングＣ-G2 ２着，etc.
 ファミーユ（10 牡*チチカステナンゴ）入着，［東海］３勝［北海道］
 アヴェクトワ（11 牝*チチカステナンゴ）出走
 　　ヒュミドール（16 セン オルフェーヴル）現役４勝，福島記念-G3 ２着，
　　　　　　　小倉記念-G3 ２着，ノベンバーＳ，信夫山特別
 アマイロ（15 牝 オルフェーヴル）［南関東］１勝
 ガロシェ（16 牝 ルーラーシップ）２勝，三面川特別２着，テレ玉杯２着，寺泊特別２着，
　　　　　　　三面川特別３着，テイエムオペラオーＣ３着，etc.
 タイムトゥヘヴン（18 牡 ロードカナロア）現役２勝，ダービー卿ＣｈＴ-G3，
　　　　　　　ＮＺトロフィー-G2 ２着，京王杯スプリングＣ-G2 ３着，富士Ｓ-G2 ３着，
　　　　　　　京成杯-G3 ２着
 エールトゥヘヴン（19 牡 ロードカナロア）現役１勝

ロングバージン（87 栗*ノーザンテースト）１勝
 クリスタルコーラル（93 牝*ヘクタープロテクター）不出走
 　　レッドスパークル（07 牡 ニューイングランド）３勝，京成杯-G3 ３着，
　　　　　　　東スポ杯２歳Ｓ-Jpn3 ３着，すみれＳ-OP，etc.
 ゴールデンナゲット（94 牝*ヘクタープロテクター）出走
 　　ヴェルダージ（01 牝*スターオブコジーン）１勝
 　　　　エストレーモ（10 牡*スウェプトオーヴァーボード）［北海道］１勝［東海］６勝
　　　　　　　［南関東］入着，スプリングＣ，駿蹄賞２着
 マヤノユウシ（96 牡 サクラユタカオー）３勝，恵那特別
 フレンチバージン（02 牝*フレンチデピュティ）［岩手］１勝［北海道］入着
 　　ポメグラネイト（11 牡 ダイワメジャー）５勝，栗東Ｓ-L ２着，ポラリスＳ-L ２着，
　　　　　　　三河Ｓ，etc.
 キーラッキー（04 牝*ティンバーカントリー）入着
 　　デストロイ（14 セン キングヘイロー）現役１勝，利根川特別３着，障害１勝，
　　　　　　　［兵庫］３勝［東海］入着３回

母

2代母

3代母

3534



Antigravity 2021
父 シニスターミニスター　牝　鹿毛　2021年1月31日生12 アンティグラビティの2021

Pedigree

最近はダートであれば距離を問わず活躍馬を輩出するシニスターミ
ニスター産駒ですが、その本質はスピード能力にあります。祖母アン
ティフリーズの産駒もスピード能力にすぐれた馬が活躍しており本馬
の母もその1頭です。本馬の馬体、動きを見ていると、そのスピード能
力が正確に受け継がれているのがわかります。現在は大きなトモだけ
が目立ちますが、この系統はこれからの1年で馬体が見違えるように
成長しますので、その変化も楽しみにしておいてください。

母アンティグラビティはJRA2勝(ダ1000m)。母母アンティフリーズは
JRA3勝で、産駒はナイトブリーズ(JRA現役3勝)やゴールドフィン
ガー(JRA現役2勝)などコンスタントに上級で活躍しています。アン
ティグラビティの父エンパイアメーカーは名種牡馬Unbridledの最有
力後継で北米で父系を伸ばしていますが、肌に回っても優秀な血で
すから、エンパイアメーカー×アンティフリーズのアンティグラビティは
繁殖牝馬として有能な可能性は高いと考えられます。そこにテーオー
ケインズなどを輩出し、ダートの名種牡馬として確固たる地位を確立
したシニスターミニスターが配されました。シニスターミニスター×エ
ンパイアメーカー×タップダンスシチーと代々中距離型の種牡馬が配
されてきましたが、シニスターミニスターの牝駒はヤマニンアンプリメ
やゴールドクイーンのように短距離向きも少なくなく、またアンティフ
リーズの仔も専ら短距離を活躍の場としていることからも、早期から
ダート短距離で開花しても驚けません。

血統評論家 望田潤によるコメント

京都サラブレッドクラブ代表
山上和良によるコメント

Data

1口価格

募集価格

予定厩舎

円

万円

18,000
900

生産牧場 浜本牧場
美浦・中川 公成

Bold Reasoning
My Charmer
Secretariat
Lassie Dear
Grey Dawn
Relifordie
Crozier
Queenly Gift
Vice Regent
Mint Copy
Illustrious
Hail to Beauty
Mr. Leader
Blue Baroness

Miss Ironside

Killaloe
Le Fabuleux
Charedi

Sex Appeal
In Reality
Edee's Image
Pleasant Colony
Never Knock

All Rainbows
In The Wings
Glorious Song
Silver Hawk
Strait Lane

Northern Dancer

Northern Dancer

Mr. Prospector

Mr. Prospector

Seattle Slew

Weekend Surprise

Vigors

Linda Summers

Deputy Minister

Stick to Beauty

Hurry up Blue

Sugar Gold

Fappiano

Gana Facil

El Gran Senor

Image of Reality

Pleasant Tap

All Dance

Singspiel

*シルバーレーン(USA)

A.P. Indy

Lovlier Linda

The Prime Minister

Sweet Blue

Unbridled

Toussaud

*タップダンスシチー(USA)

シルバートレイン

アンティフリーズ
黒鹿毛 2007

*エンパイアメーカー(USA)
黒鹿毛 2000

Sweet Minister
鹿毛 1997

Old Trieste
栗毛 1995

*シニスターミニスター(USA)
鹿毛 2003

アンティグラビティ
黒鹿毛 2015

5代までのクロス：Mr. Prospector：S5×M5　Northern Dancer：M5×M5

アンティグラビティ（15 黒鹿*エンパイアメーカー）２勝
 初仔

アンティフリーズ（07 黒鹿*タップダンスシチー）３勝，外房特別
 バックパッカー（13 牡*プリサイスエンド）［高知］２勝
 グレイタグ（14 牡*クロフネ）［東海］２勝［兵庫］
 シルバークレイン（16 牝*クロフネ）２勝，妙高特別３着
 ナイトブリーズ（17 牝*キンシャサノキセキ）現役３勝，やまびこＳ３着，春風Ｓ３着，
　　　　　　　ブラッドストーンＳ３着
 ゴールドフィンガー（18 牝*サウスヴィグラス）現役２勝，西郷特別３着

シルバートレイン（03 黒鹿 Singspiel）入着２回
 アオイプリンセス（13 牝 キングカメハメハ）２勝，西尾特別２着（２回），粟島特別２着，
　　　　　　　赤松賞２着，etc.
 ニッポンテイオー（15 牡 キングカメハメハ）２勝，燧ヶ岳特別，現役［南関東］２勝

*シルバーレーン（85 黒鹿 Silver Hawk）GB・FR・IRE・USA３勝，グロット賞-G3，
　　　　　　　愛オークス-G1 ３着，ラクープドメゾンラフィット-G3 ２着，
　　　　　　　コリーダ賞-G3 ２着，P. de la Pepiniere-L ２着，etc.
　［子］ *ブラックホーク（94 牡 Nureyev）９勝，安田記念-Jpn1，
　　　　　　　スプリンターズＳ-Jpn1，スワンＳ-Jpn2，etc.，種牡馬
　　　 ピンクカメオ（04 牝*フレンチデピュティ）４勝，ＮＨＫマイルＣ-Jpn1，
　　　　　　　中山牝馬Ｓ-G3 ２着，オークス-Jpn1 ５着，etc.
　　　 カウアイレーン（06 牝 キングカメハメハ）５勝，ターコイズＳ-L，
　　　　　　　クイーンＳ-G3 ３着，東京スマイルプレミアム
　　　 シェイクスピア Shakespeare（97 センRainbow Quest）IRE・HKG５勝，
　　　　　　　Platinum S-L
　　　 スターメイニアク Starmaniac（93 牡 Septieme Ciel）FR・USA４勝，
　　　　　　　クリテリヨムドドゥーザン-G2 ２着，エクリプス賞-G3 ２着，
　　　　　　　P. de Pontarme-L ２着，etc.，種牡馬
　［孫］ ステイフーリッシュ（15 牡 ステイゴールド）現役２勝，京都新聞杯-G2，etc.，
　　　　　　　UAE・HKG・SAU２勝，ドバイゴールドＣ-G2，レッドシーターフＨ-G3

母

2代母

3代母

4代母

3736



Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Nijinsky
*シル(USA)
*セントクレスピン(GB)
ミスアシヤガワ
Boldnesian
Reason to Earn
Poker
Fair Charmer
Raise a Native
Gold Digger
Secretariat
Chris Evert

Coup de Folie
Troy
Waterway

Mississippi Mud
His Majesty
Long Legend
Deputy Minister
Mitterand
Classic Go Go
Eliza Blue

Pas de Nom

Six Crowns
Mr. Prospector

Northern Dancer

Northern Dancer

Mr. Prospector

Halo

Wishing Well

マルゼンスキー

レデイーシラオキ

Bold Reasoning

My Charmer

Six Crowns

Machiavellian

Helen Street

Dixieland Band

Majestic Legend

*フレンチデピュティ(USA)

*ブルーアヴェニュー(USA)

Danzig

*クラシッククラウン(USA)

*クラシッククラウン(USA)
Mr. Prospector

*サンデーサイレンス(USA)

キャンペンガール

Seattle Slew

Street Cry

Bedazzle

*クロフネ(USA)

*ファイナルキス(USA)

キストゥクラウン
芦毛 2006

*ストリートセンス(USA)
鹿毛 2004

クラウンピース
鹿毛 1997

スペシャルウィーク
黒鹿毛 1995

リーチザクラウン
青鹿毛 2006

ウマヤノニウシ
芦毛 2014

5代までのクロス：クラシッククラウン(USA)：S3×M4　Mr. Prospector：S4×M5×M5　Northern Dancer：M5×M5

Umayanoni Ushi 2021
父 リーチザクラウン　牝　芦毛　2021年4月30日生13 ウマヤノニウシの2021

Pedigree

父リーチザクラウンは大物こそ出さないものの、比較的勝ち上が
りもよく、悪い種牡馬ではないと考えています。この馬は配合から
選定していますが、体高があり、繋の長さからも、JRAの芝向きで
あろうと見ます。バネのある動きをしますし、早期デビューを目指
せるのではないかと考えています。母名はウシですが、この馬はラ
ビットのように、ピョンピョン飛び跳ねていくようなイメージの馬に
なりそうです。配合好きの方は是非ご検討ください。

近親に目立った活躍馬はいませんが、牝祖クラシッククラウンは
名種牡馬Chief's Crownの妹で、自身もフリゼットS(米G1･ダ8F)
とガゼルH(米G1･ダ9F)に勝った一流馬。孫にリーチザクラウン、
エーシンジーライン、エーシンエフダンズ、クラウンプリンセスと
いったオープン馬が出ており、繁殖としても有能でした。本馬の父
はそのリーチザクラウンですから、血統表を見てのとおりクラシッ
ククラウンのクロス3×4になります。子孫が大繁栄している名繁殖
Miss Carmieの直系で、BMSとして名高いMr.Prospectorと
Secretariatの血を引き、そのクロスは競走馬として以上に繁殖牝
馬として魅力。またストリートセンスもクロフネもフィリーサイアー
で母系に入って有能な血ですから、将来は京サラの根幹をなす
繁殖に…という期待を込めてサマーセールで購買していただきま
した。実馬も良いということなので、オールラウンドな血統ですが
芝なのかダートなのかマイラーなのか、どんな走りを見せてくれる
のか楽しみにしています。

血統評論家 望田潤によるコメント

京都サラブレッドクラブ代表
山上和良によるコメント

Data

1口価格

募集価格

予定厩舎

円

万円

17,000
850

生産牧場 村上 欽哉
美浦・中川 公成

ウマヤノニウシ（14 芦*ストリートセンス）［南関東］出走
　　　　　　　〔産駒馬名登録数：２，勝馬（勝鞍）数：地方－１（１）〕
 シークレットギア（18 牡鹿 リーチザクラウン）現役［南関東］１勝［兵庫・高知］
 ヤノニノキセキ（20 牡芦*キンシャサノキセキ）現役［北海道］入着

キストゥクラウン（06 芦*クロフネ）１勝
 フォーチュンラック（13 牝 ゼンノロブロイ）［岩手］１勝
 ラビングシーン（17 牝 スピルバーグ）［佐賀］２勝

*ファイナルキス（96 鹿 Danzig）１勝，フローラＳ-OP ２着，りんどう賞３着，［北海道］１勝

*クラシッククラウン（85 鹿 Mr. Prospector）USA４勝，フリゼットＳ-G1，ガゼルＨ-G1，
　　　　　　　ベルダムＳ-G1 ２着，ラフィアンＨ-G1 ２着，テストＳ-G1 ３着，etc.
　［子］*ルールオブライト（95 牡 Kris S.）３勝，立春賞，香取特別３着
　［孫］ リーチザクラウン（06 牡 スペシャルウィーク）４勝，マイラーズＣ-G2，
　　　　　　　きさらぎ賞-G3，日本ダービー-Jpn1 ２着，etc.，種牡馬
　　　 *エーシンジーライン（05 牡 Giant's Causeway）６勝，小倉大賞典-G3，
　　　　　　　朝日ＣｈＣ-G3 ２着，etc.，障害３勝，［東海］入着，
　　　　　　　名古屋大賞典-Jpn3 ３着，種牡馬
　　　 クラウンプリンセス（04 牝 スペシャルウィーク）７勝，ポートアイランドＳ-L，米子Ｓ-L，
　　　　　　　小倉記念-G3 ３着，etc.
　　　 *エーシンエフダンズ（04 牡 Forestry）５勝，オーシャンＳ-G3 ２着，船橋Ｓ，
　　　　　　　江差特別，etc.，［兵庫］１勝［東海］２勝［広島］１勝［高知］入着６回［北海道］
　　　 タマモグランプリ（07 セン*グランデラ）２勝，琵琶湖特別，香住特別２着，
　　　　　　　淡路特別３着，etc.
　　　 シンシアズブレス（13 牝 ダイワメジャー）１勝，羊ヶ丘特別２着，御在所特別３着
　　　 スナークハーバー（04 セン*ボストンハーバー）入着，舞子特別２着，
　　　　　　　［兵庫］５勝［東海］１勝
　　　  フルオブスターズ（13 牝*エンパイアメーカー）１勝，郡山特別３着
　［曾孫］ ケンホファヴァルト（13 牡 マーベラスサンデー）現役４勝，京橋特別，白川特別，
　　　　　　　etc.，障害２勝，京都ジャンプＳ-JG3，etc. 

母

2代母

3代母

4代母

3938



Tiz a Chick 2021
父 Omaha Beach　牝　栗毛　2021年4月7日生14 ティザチックの2021

Pedigree

父Omaha Beachについては、どのような産駒の傾向があるのか、
まったくわかりません。本馬の成長過程を見ていると、ラートリー
に似た印象を持っておりました。体幹がしっかりしていて、安定し
ています。爆発的なスピードがあるとは現時点では断言できませ
んが、スピードを維持する力がある印象です。ダート中距離を先
行して押し切るような馬に成長してくれるのではないかと期待し
つつ、今後の成長を見ていきたいと思います。

母ティザチックは北米で3戦未勝利も、その全姉Tizahitはデムワ
ゼルS(米G2･ダ9F)に勝っており、3代母Jeanoからは北米2歳牝
馬チャンピオンのFolklore(コントレイルの母母)や北米2歳＆3歳
チャンピオンのEssential Qualityが出ています。La Troienne直
系の名牝系で代々の配合も良いので、繁殖としての秘めたるポテ
ンシャルに注目したいですね。父Omaha Beachはデクラレーショ
ンオブウォーやアメリカンペイトリオットと同じWar Front産駒で、
6F～9Fの北米G1を3勝したスピード馬。出走を取り消したケン
タッキーダービーでも最有力に推されていました。この2021年生
が初年度産駒です。そんな父母をもつ本馬は、Moon Glitter＝
Relaunchの全きょうだいクロスをはじめ、FappianoやIn 
Realityといった両親の有力な北米血脈を綿密に増幅した配合
になっています。ダートでスピードとパワーを発揮するマイラーに
期待でき、また繁殖牝馬としても魅力的な血統といえます。

血統評論家 望田潤によるコメント

京都サラブレッドクラブ代表
山上和良によるコメント

Data

1口価格

募集価格

予定厩舎

円

万円

16,000
800

生産牧場 前谷 武志
美浦・和田勇介

Nearctic
Natalma
Admiral's Voyage
Petitioner

Ruby Slippers
Forli
True Reality
Raise a Native
Gold Digger
Buckpasser
Broadway
Deputy Minister
Sister Dot

Grand Bonheur
In Reality
Foggy Note
Lyphard
Tizna
Seattle Slew
Incantation
*ナイスダンサー(CAN)
Sleep Lonely
Hail to Reason
Bramalea
Princequillo
Bridgework

Killaloe

Stolen Base
In Reality

Mr. Prospector

Rubiano

Fappiano

Northern Dancer

Pas de Nom

Lara's Star

Con Game

*デヒア(USA)

Felicita

Relaunch

*テイズリー(USA)

Seattle Song

Lonely Dancer

Roberto

Sharp Queen

*バジー(USA)

Fappiano

Mr. Prospector

Rubiano

Danzig

Starry Dreamer

Seeking the Gold

Take Charge Lady

Cee's Tizzy

Cee's Song

Kris S.

Jeano

Never a No Hitter
黒鹿毛 2001

Tiznow
鹿毛 1997

Charming
栗毛 2005

War Front
鹿毛 2002

Omaha Beach
黒鹿毛 2016

*ティザチック(USA)
黒鹿毛 2011

5代までのクロス：Rubiano：S4×S5　Mr. Prospector：S4×M5　Fappiano：M4×S5　In Reality：M5×M5

*ティザチック（11 黒鹿 Tiznow）USA出走
　　　　　　　〔産駒馬名登録数：３，勝馬（勝鞍）数：海外-１（４）〕
 Shake Some Action（17 セン 黒鹿Into Mischief）現役USA４勝，John Henry S ２着
 Tiz Me Again（18 牡 黒鹿 Orb）現役海外未出走
 Love of My Life（19 牝 黒鹿 Practical Joke）現役USA入着

ネヴァーアノーヒッター Never a No Hitter（01 黒鹿 Kris S.）不出走
 Skipstone（06 牝 Montbrook）USA１勝
 　　Skipalute（12 牝 Midnight Lute）USA２勝，Brookmeade S-R，
　　　　　　　メイトロンＳ-G2 ２着，デルタダウンズプリンセスＳ-G3 ２着
 ティザヒット Tizahit （07 牝 Tiznow）USA・CAN２勝，デムワゼルＳ-G2，Blue Hen S-L ２着
 　　Come Dancing（14 牝 Malibu Moon）現役USA９勝，バレリーナＳ-G1，
　　　　　　　オノラブルミスＨ-G2，ギャラントブルームＨ-G2，ラフィアンＳ-G2，ディスタフＨ-G3，etc.
 　　So Darn Hot（17 牝 Ghostzapper）現役USA２勝，
　　　　　　　ターンバックジアラームＨ-G3 ２着，Summer Colony S-LR ３着
 J'ouvert （10 牡 Midnight Lute）TRI２勝，種牡馬
 Congrats to Ken（12 セン Congrats）USA２勝
 Occasionally（13 牝 Tiznow）USA１勝
 　　Oviatt Class（19 牡 Bernardini）現役USA１勝，アメリカンファロアＳ-G1 ３着，シャムＳ-G3 ３着

ジーノ Jeano（88 鹿 Fappiano）USA10勝，シャーリージョーンズＨ-G3，
　　　　　　　サラブレッドクラブオヴアメリカＳ-G3，Ellis Park H-L，
　　　　　　　Doubledogdare S（２回），シャーリージョーンズＨ-G3 ２着，etc.
 プリンツオスカー Prinz Oskar（96 牡 Dayjur）FR・SIN・MAL５勝，P. Hampton-L ３着
 キューガーデン Kew Garden（97 牝 Seattle Slew）USA１勝
 　　クイーンズプラザ Queens Plaza（02 牝 Forestry）USA２勝，Sorority S-L
 　　Lady Tiz（04 牝 Tiznow）USA出走
 　　　　Lord Alex（16 牡 Exchange Rate）現役ARG６勝，ベロシダド賞-G3，
　　　　　　　P. Antartida Argentina-L，P. Islas Malvinas-L，etc.
 コントライヴ Contrive（98 牝 Storm Cat）不出走
 　　フォークロア Folklore（03 牝 Tiznow）USA４勝，メイトロンＳ-G1，
　　　　　　　ＢＣジュヴェナイルフィリーズ-G1，アディロンダックＳ-G2，etc.
 　　ディライトフルクオリティ Delightful Quality（09 牝 Elusive Quality）USA２勝，　　　
　　　　　　　Correction S-L ２着，
　　　　　　　Cagey Exuberance S-R ２着，Garland of Roses S ２着，etc.
 　　　　イセンシャルクオリティ Essential Quality（18 牡 Tapit）USA８勝，
　　　　　　　ベルモントＳ－G1，ＢＣジュヴェナイル－G1，トラヴァーズＳ－G1，etc.，種牡馬
 　　ディヴァイデドアテンション Divided Attention（11 牝 A.P. Indy）USA３勝，
　　　　　　　Ladies H-L，テンプテドＳ-G3 ２着，Affectionately S-L ３着
 クイーンズレイディ Queen's Lady（99 牝 Storm Cat）不出走
 　　イクバール Iqbaal （06 牡 Medaglia d'Oro）USA２勝，ペガサスＳ－G3 ３着，種牡馬
 ストーミーアンティクス Stormy Antics（08 牝 Stormy Atlantic）CAN１勝
 　　スチューデントボディ Student Body（14 牝 Colonel John）USA５勝，Mardi Gras S

母

2代母

3代母

4140



Best Rate 2021
父 イスラボニータ　牝　青鹿毛　2021年4月14日生15 ベストレートの2021

Pedigree

シニスターミニスター産駒である姉2頭とは違い、イスラボニータ産
駒である本馬はスピード能力に秀でていると見てとれます。成功種牡
馬としての地位を築きつつあるイスラボニータですが、その産駒の本
質はスピード能力にあると私は見ています。本馬はその長所がよく出
ており、まだ幼い馬体をしておりますが、その動きの随所にスピードの
ありそうな雰囲気を出しております。馬体が大きくないので、お値打ち
価格に設定しておりますが、期待をかけてよい1頭であると思います。

JRA現役1勝ラートリーの半妹で、母ベストレートはJRA1勝(芝
2200m)。母母プロモーションはG3クイーンSに勝ち、アドマイヤメイ
ン(青葉賞、毎日杯)などを産んだ優秀な繁殖でもあり、孫の代にも昨
年の京成杯3着テンバガーや青葉賞3着レッドヴェロシティが出てい
ます。天皇賞・春のアドマイヤジュピタも近親。父イスラボニータは皐
月賞馬で、古馬になってからはマイル路線で大活躍しました。初年度
からプルパレイやバトルクライなどを輩出していますが、牝駒はJRA平
地15勝のうち11勝が1400ｍ以下で、先日ミカッテヨンデイイがフェ
ニックス賞を快勝しましたが、短距離でスピードを発揮するタイプが
多い印象です。本馬はスタミナ豊富な牝系なのでマイルぐらいはこな
しそうですが、本領発揮は短いところになるかもしれません。ちなみに
フジキセキ系種牡馬×アサーション系繁殖の組み合わせは、これまで
JRAに4頭が出走し、モアナ(5勝)、ジェイズミラクル(1勝)、トーセンマ
イスター(1勝)と3頭が勝ち馬となっています。

血統評論家 望田潤によるコメント

京都サラブレッドクラブ代表
山上和良によるコメント

Data

1口価格

募集価格

予定厩舎

円

万円

12,000
600

生産牧場 高橋ファーム
美浦・伊坂重信

Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Wild Risk
Anguar
In Reality
Millicent
*フオルテイノ(FR)
Chambord
Prince John
Wildwook

Real Crafty Lady
Far North
She Is Gorgeous
Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower

I Pass
Clever Trick
Pia's Lady

*プレイメイト(USA)
Riverman
Konafa
Be My Guest
Irish Bird
Mount Hagen
Thankfull

Mr. Prospector

Mr. Prospector

Mr. Prospector

Halo

Wishing Well

Le Fabuleux

Marston's Mill

Caro

Ride the Trails

Crafty Prospector

Lido Isle

Halo

Wishing Well

*マイニング(USA)

One Smart Lady

Woodman

Korveya

Assert

Yes Please

*ミルレーサー(USA)

Cozzene

Isla Mujeres

*ローミンレイチェル(USA)

*ヘクタープロテクター(USA)

*アサーション(GB)

*サンデーサイレンス(USA)

*サンデーサイレンス(USA)

プロモーション
鹿毛 1994

ゼンノロブロイ
黒鹿毛 2000

*イスラコジーン(USA)
鹿毛 2002

フジキセキ
青鹿毛 1992

イスラボニータ
黒鹿毛 2011

ベストレート
鹿毛 2013

5代までのクロス：サンデーサイレンス(USA)：S3×M3　Mr. Prospector：S5×M5×M5

ベストレート（13 鹿 ゼンノロブロイ）１勝
　　　　　　　〔産駒馬名登録数：１，勝馬（勝鞍）数：中央-１（１）〕
 ラートリー（19 牝栗*シニスターミニスター）現役１勝

プロモーション（94 鹿*ヘクタープロテクター）３勝，クイーンＳ-Jpn3，クイーンＣ-Jpn3 ２着，
　　　　　　　オークス-Jpn1 ４着，エリザベス女王杯-Jpn1 ４着，ＢＳＮオープン-OP，etc.
 プロモベール（01 牡*サンデーサイレンス）［佐賀］５勝［北海道］入着
 トップセラー（02 牝 スペシャルウィーク）３勝，スイートピーＳ-L ３着，本栖湖特別，
　　　　　　　信濃川特別３着，津田沼特別３着，カーネーションＣ３着
 　　ストーリーセラー（11 牡 カンパニー）１勝，熱田特別２着，種市特別３着
 　　プライムセラー（13 セン カンパニー）４勝，九十九里特別，瓢湖特別，開成山特別２着
 　　レジェンドセラー（14 セン ルーラーシップ）４勝，芙蓉Ｓ-LR ２着，オリオンＳ，
　　　　　　　横津岳特別，メルボルンＴ２着，ゆりかもめ賞３着，etc.，［高知］１勝
 　　レーガノミクス（15 牡 ロードカナロア）２勝，奥尻特別（２回），富良野特別３着
 　　クロスセル（17 牝 ルーラーシップ）２勝，水仙賞，精進湖特別３着
 　　テンバガー（18 牡 モーリス）現役２勝，京成杯-G3 ３着，隅田川特別３着，
　　　　　　　中京日経賞３着，五頭連峰特別３着，山吹賞３着
 アドマイヤメイン（03 牡*サンデーサイレンス）４勝，青葉賞-Jpn2，毎日杯-Jpn3，
　　　　　　　日本ダービー-Jpn1 ２着，菊花賞-Jpn1 ３着，黄菊賞２着，etc.，種牡馬
 プロミネント（04 牝*タイキシャトル）入着
 　　モアナ（14 牝*キンシャサノキセキ）５勝，秋風Ｓ，東雲賞，新潟日報賞２着，
　　　　　　　鷹巣山特別２着，錦Ｓ３着，etc.
 　　プロスペリティ（16 牝 ブラックタイド）１勝，喜多方特別３着，現役［南関東］出走
 トップモーション（06 牝*シンボリクリスエス）入着
 　　ディリジェンテ（12 牝 ステイゴールド）２勝，ホンコンＪＣＴ２着
 　　ジェットモーション（16 セン ハーツクライ）現役４勝，三方ヶ原Ｓ，八代特別
 　　レッドヴェロシティ（18 牡 ワールドエース）現役３勝，青葉賞-G2 ３着，陣馬特別，
　　　　　　　水仙賞，箱根特別２着，グッドラックＨ２着，etc.
 アドマイヤプリンス（07 牡 アグネスタキオン）３勝，三木特別，白藤賞
 アドマイヤバラード（09 牡 ハーツクライ）４勝，メトロポリタンＳ-L ３着，箱根特別，
　　　　　　　駒ケ岳特別，御堂筋Ｓ３着，雨飾山特別３着，etc.
 アドマイヤキンボシ（10 牡*チチカステナンゴ）［東海］３勝［佐賀］２勝［高知］
 ミトノマルーン（16 牡 ロードカナロア）３勝，美浦Ｓ２着，両国特別２着，賢島特別２着，
　　　　　　　元町Ｓ３着，赤倉特別３着

*アサーション（87 鹿 Assert）IRE１勝，愛オークス-G1 ３着
 ジェイズジュエリー（95 牝*リアルシヤダイ）２勝，笹山特別３着
 　　アドマイヤジュピタ（03 牡*フレンチデピュティ）７勝，天皇賞（春）-G1，
　　　　　　　阪神大賞典-G2，ＡＲ共和国杯-Jpn2，etc.，種牡馬
 　　ジェラルド（09 セン アグネスタキオン）３勝，南武特別，木曽川特別２着，芦ノ湖特別３着
 　　センティナリー（10 牝*フレンチデピュティ）１勝，矢車賞２着
 ジェイズミラクル（96 牝 フジキセキ）１勝
 　　ミラクルレイザー（01 牝*エルコンドルパサー）３勝，美濃特別２着，湯浜特別３着
 　　ペニーブラック（08 牝 Redoute's Choice）入着
 　　　　ミコブラック（18 牝*パイロ）１勝，［北海道］入着，エーデルワイス賞-Jpn3 ２着
 　　アドマイヤブルー（09 牡 キングカメハメハ）４勝，ホープフルＳ-LR，京成杯-G3 ３着，名古屋城Ｓ，etc.

母

2代母

3代母

4342



Surasura Suisui 2021
父 シュヴァルグラン　牝　栗毛　2021年3月3日生16 スラスラスイスイの2021

Pedigree

Data

1口価格

募集価格

予定厩舎

円

万円

12,000
600

生産牧場 グランデファーム
美浦・鈴木慎太郎

Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
*カンパラ(GB)
Severn Bridge

My Bupers
Raise a Native
Gold Digger

Raise the Standard
Northern Dancer
Special
Blushing Groom
Glorious Song
Seattle Slew
Weekend Surprise

Narrate
Icecapade
Bushel-n-Peck
Pass the Tab
Carols Christmas

Mudville
Reflected Glory
Blue Eyed Blonde

Spicy
*ヴエンチア(GB)
ヨシミドリ

Lyphard

Mr. Prospector

Mr. Prospector

Halo

Lyphard

Wishing Well

*トニービン(IRE)

*ビユーパーダンス(USA)

Coup de Folie

Nureyev

Morn of Song

A.P. Indy

Preach

Wild Again

Carol's Wonder

Naevus

Glorious Natalie

*ガロト(FR)

マツナミ

Mr. Prospector

Halo
*サンデーサイレンス(USA)

アイリッシュダンス

Machiavellian

*ハルーワソング(USA)

Pulpit

Wild Vision

*キンググローリアス(USA)

ドラマチックラブ

ドラールフォンテン
黒鹿毛 1999

*パイロ(USA)
黒鹿毛 2005

ハルーワスウィート
栗毛 2001

ハーツクライ
鹿毛 2001

シュヴァルグラン
栗毛 2012

スラスラスイスイ
栗毛 2016

5代までのクロス：Halo：S4×S5　Mr. Prospector：S4×M5×M5　Lyphard：S5×M5

スラスラスイスイ（16 栗*パイロ）不出走
　　　　　　　〔産駒馬名登録数：１〕
 ワクワクルンルン（20 牝 栗 ウインバリアシオン）現役未出走

ドラールフォンテン（99 黒鹿*キンググローリアス）［南関東］１勝［北海道］入着
 ホワイトイナバウア（04 牝 マーベラスサンデー）［石川］４勝［東海］入着
 マクロラファール（05 牝*アジュディケーティング）［南関東］９勝
 エレクトリックElectric（06 牝*アジュディケーティング）［北海道］１勝，SIN１勝
 ヴィルトファング（07 牡*アジュディケーティング）［北海道］１勝
 マスターゾロアーク（08 牝*スニッツェル）［北海道］１勝
 　　ニヨドスカイ（13 牝 ブラックタイド）［高知］３勝
 　　グランクエント（18 牡 ベルシャザール）［南関東］３勝
 ダンストンフィート（12 牝*アサクサデンエン）［岩手］１勝

ドラマチックラブ（87 青鹿*ガロト）入着４回
 ムーンエリーゼ（93 牝 ウィナーズサークル）［南関東］４勝
 ワンスモアラブ（94 牝 アイネスフウジン）［南関東］４勝［岩手・北海道］
 ドラールアモン（95 牝*オールドヴィック）［南関東］１勝

マツナミ（71 鹿*ヴエンチア）［新潟］出走
　［子］ テンザンハゴロモ（88 牝*スルーザドラゴン）４勝，サファイヤＳ-Jpn3，
　　　　　　　報知４歳牝馬特別-Jpn2 ３着，小倉記念-Jpn3 ３着，etc.
　　　 ノツクアウト（83 牡 トウシヨウボーイ）４勝，金鯱賞-Jpn3，中京記念-Jpn3 ２着，
　　　　　　　セントウルＳ-Jpn3 ３着，etc.
　　　 ビッグガビー（90 牝 ラグビーボール）４勝，鶴見特別，水無月Ｓ２着，うぐいす賞２着，etc.
　　　 ニシケンローマン（86 牝*ガロト）２勝，高山特別，夙川特別３着
　　　 マルル（91 牡 トウシヨウイレブン）２勝
　　　 テンザンナイーブ（93 牝*スルーザドラゴン）１勝
　　　 ツジノルマンディー（92 牡*スルーザドラゴン）１勝
　　　 ブルーエミ（80 牝*フアーストフアミリー）［新潟・山形］11勝
　　　 カズノキング（82 牡*ビービービー）［岩手］４勝
　　　 モンベツレデー（81 牝*ロイヤルドリマー）［熊本］４勝

母

2代母

3代母

4代母

母スラスラスイスイは育成段階から高い能力を見せていた馬で、後にJRAで勝ち
上がった同期生達相手の調教で何度も先着していたほどです。「問題なく勝ち上
がれる素材」と確信していたほどの馬だったのですが、残念ながらデビュー前にア
クシデントに見舞われ未出走で引退となってしまいました。しかし育成での並々な
らぬ手応えから成功を確信して繁殖入りさせました。繁殖としては一際目を引く
グッドルッキングな馬を出す優秀な繁殖牝馬です。
2番仔となる本馬も、生まれた時から馬体・動きとも同期の中で常にベスト3以内
にいるような良い馬です。
シュヴァルグラン産駒はセールで必ずチェックしています。トモが寂しい産駒も目
につきますが、本馬は立派なトモの持ち主で、まずそこから他馬とは一味違う素
質を感じています。
半姉のワクワクルンルンも初仔の割に馬格がありましたが、繁殖として体もできた
2年目の産駒となる本馬にはさらなる期待をかけています。

父シュヴァルグランはHaloクロスを3本持っているようにサンデーサイレンスの血
統を色濃く引き継ぐ種牡馬で、牝系はBallade～Glorious Songと折り紙付きの
名血。日本向きの軽い芝に向くスピードを強く伝える血統背景から見かけの競走
成績以上に種牡馬向きの馬です。集まっている繁殖牝馬の質はまだ今一つのよ
うですが、血統背景、産駒のデキの良さから成功する種牡馬だと予測しています。
さて、ディープインパクト系、ハーツクライ系の種牡馬で活躍馬が出るパターンとし
ては「アメリカ色の強い繁殖牝馬との配合」であることが知られています。本馬の
母スラスラスイスイはパイロでもない、キンググローリアスでもない、ダート血統と
は全く違う、独特の馬体を持つ魅力的な馬でしたが、血統的にも今や珍しい部類
になる「サンデーサイレンスの血を一滴も持たない」馬です。
こういう繁殖にサンデーサイレンスの血をしっかり加えることは大きなプラスにな
ると私は考えています。その「サンデーの血」をただ加えるだけではなく、成功パ
ターンに沿う形で加えたらどうなるか、そういう意図を持って配合したのが本馬
です。
シュヴァルグランはハーツクライ系の種牡馬ですが、ハーツクライでもディープイ
ンパクトでも必ず抑えておきたいポイントはLyphardクロスです。またハーツクラ
イ系種牡馬の配合において、非常に相性が良いのはBuckpasserとその母
Busandaのクロスです。
血統を見ていただければわかるように本馬の配合はこのセオリーをきっちり抑え
てあります。

グランデファーム 衣斐社長のコメント

4544



We Are One 2021
父 サトノクラウン　牝　鹿毛　2021年4月18日生17 ウィアーワンの2021

Pedigree

母ウィアーワンは500kgのサイズを持ち足元が丈夫で動きも魅力のある馬で
した。新馬戦は0.0秒差の3着、4戦目は勝ち馬とハナ差3着と本来であれば未
勝利で終わるべきではない能力を持っていました。そして何より「欧州のトレン
ド血統」をいち早く備えた血統背景から、繁殖として後々牧場にもたらしてくれ
るものは大きいはずと期待しています。
母ウィアーワンの産駒はどれも父に似る傾向が強く、母は繁殖牝馬として高い
潜在能力があるものと認識しています。
2019年産のデュアルパーパスは未勝利勝ちまであと一歩、本馬の全姉にあた
る2020年産のシュペールミミは2022年8月21日の高知競馬で800mという
超短距離の新馬戦を楽勝。2着、3着にそれぞれ5馬身、大差を付けての圧勝
でした。この配合は我々の想像以上に実戦向きなのだと意を強くしました。
本馬も我々の予想を大きく超えるような活躍を見せてくれるものと期待してい
ます。

本馬の母ウィアーワンは、その母マイホープの血統が今や「欧州で走る血のよ
くばりセット」であるデインヒル×Sadler's Wellsである事と、4代母Ivory 
Wand(スピンスターS-米G1・2着、孫に北米リーディングサイアーElusive 
Quality)である事に着目して導入しました。また名牝Natashka系である希少
性の高い魅力を持っています(Natashka系は日本ではシルクプリマドンナ、ヘ
ヴンリーロマンス、アウォーディーなどが直系子孫)。
サトノクラウンについては現役時代から国内最高の競走馬と評価していました
ので、種牡馬入り初年度からウィアーワンには3年連続で配合しました。
Ivory Wand5×5が、その父Sir Ivor・その祖父Sir Gaylordと「クロスが3代
継続」する特殊な配合が施せるだけでなく、Ivory Wandが持つ血のうち奥に
7つを更にクロスさせており「中身の詰まった」クロスにしてあります。
また、Sadler's WellsとMill Reefの欧州的な定番ニックスをはじめ、豊富な排
気量と一瞬の加速力をもたらすBuckpasser-Tom Foolのクロスを持つなど、
種牡馬サトノクラウンの配合として納得の行く配合だと確信しています。
サトノクラウン産駒は想像以上に実戦向きで、初年度産駒からJRAの芝で早
期から勝ち馬を続 と々輩出しています。来年以降は種付け料や産駒の取引額
も上がっていくでしょう。

グランデファーム 衣斐社長のコメントData

1口価格

募集価格

予定厩舎

円

万円

12,000
600

生産牧場 グランデファーム
栗東・笹田和秀

Sex Appeal
Mill Reef
Irish Lass
Round Table
Stylish Pattern
Welsh Pageant
Electric Flash
Mr. Prospector
Hopespringseternal
Hero's Honor

Machiavellian
Air Distingue
Pursuit of Love
Pato
Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Nijinsky
Foreseer
Lord Gayle
Santa Luciana

Pas de Nom
His Majesty
Spring Adieu

Fairy Bridge
Foolish Pleasure
Ivory Wand

Northern Dancer

Northern Dancer

Northern Dancer

Ivory Wand

*トライマイベスト(USA)

Mill Princess

*アーテイアス(USA)

Welsh Flame

Miswaki

Touch of Greatness

Vettori

Lust

Halo

Wishing Well

Caerleon

*アグサン(IRE)

Danzig

Razyana

Sadler's Wells

Radiant

*ラストタイクーン(IRE)

Flame of Tara

Rossini

La Joconde

*サンデーサイレンス(USA)

ビワハイジ

*デインヒル(USA)

Lady Elgar

*マイホープ(IRE)
鹿毛 2001

アドマイヤジャパン
栗毛 2002

*ジョコンダ２(IRE)
鹿毛 2003

Marju
黒鹿毛 1988

サトノクラウン
黒鹿毛 2012

ウィアーワン
鹿毛 2011

5代までのクロス：Northern Dancer：S5×M5×M5　Ivory Wand：S5×M5

ウィアーワン（11 鹿 アドマイヤジャパン）入着３回
　　　　　　　〔産駒馬名登録数：４，勝馬（勝鞍）数：地方-１（４）〕
 ヒューリット（18 牝 栗*ディスクリートキャット）現役［岩手］４勝［北海道］入着
 シュペールミミ（20 牝 黒鹿サトノクラウン）1勝,現役

*マイホープ（01 鹿*デインヒル）GB入着
 ゼイタクザンマイ（07 牝 アッミラーレ）［北海道］１勝［兵庫］１勝
 キング（08 牡*マリエンバード）［佐賀］６勝［熊本］入着［南関東・高知］，
　　　　　　　九州ジュニアＧＰ２着，文月賞３着
 ベクトル（09 牡*スタチューオブリバティ）１勝，［東海］１勝
 カクテルサンディ（10 牝 エイシンサンディ）［南関東］１勝
 レイズユアハンズ（12 牡 アッミラーレ）入着３回，［兵庫］２勝［南関東］１勝
 ウィズアウィッシュ（14 牝*ケイムホーム）１勝，現役［高知］７勝
 ホープフロムノース（15 牝 ローマンエンパイア）［北海道］２勝［南関東］２勝
 グロリアスホープ（16 牡 トゥザグローリー）２勝，現役［南関東］出走
 ノルフェーン（17 牝*キングズベスト）［石川］１勝

レイディエルガー Lady Elgar（97 鹿 Sadler's Wells）FR出走
 グランクテュリエ Grand Couturier（03 牡 Grand Lodge）FR・USA・CAN８勝，
　　　　　　　ジョーハーシュターフクラシック-G1，ソードダンサーＳ-G1（２回），
　　　　　　　ボーリンググリーンＨ-G2，etc.，種牡馬
 ヤキーン Yaqeen（04 牝 Green Desert）GB２勝，Virginia S-L
 　　サルーフ Sarookh（15 牡 Speightstown）現役GB・GER・NOR・SWE・DEN７勝，
　　　　　　　Bro Park Sprint Championship-L
 レイディズクエスト Lady's Quest （05 牝 Rainbow Quest）不出走
 　　アンジェラスウォリアー Angelus Warrior（17 牡 Jersey Town）現役USA３勝，
　　　　　　　Mystic Lake Derby-L ２着
 アルアインマール Alainmaar（06 セン Johar）GB５勝，Buckhounds S-L
 アスクリプション Ascription（09 セン Dansili）GB３勝，
　　　　　　　ジョンオヴゴーントＳ-G3 ２着，Dubai Duty Free C-L ２着
 ムラドハーン Murad Khan（13 セン Raven's Pass）現役GB・USA８勝，
　　　　　　　サンシメオンＳ－G3 ３着，Wickerr S-R ３着
 イルレディネッスーノ Il Re Di Nessuno（15 セン Sinndar）現役ITY２勝，
　　　　　　　P. Botticelli-L ３着

母

2代母

3代母
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Hail to Reason
Cosmah
Understanding
Mountain Flower
Sanctus
Doronic

*ロイヤルサツシユ(GB)
メジロアサマ
*シエリル(FR)
*リマンド(GB)
メジロアイリス

Lady Victoria
Lt. Stevens
Dhow
Nearctic
Natalma
Bold Reason
Special
Seattle Slew
Rare Bouquet
Lithiot
Nenana Road
Halo
Wishing Well
Le Fabuleux
Marston's Mill
Majestic Prince
Alluvial
Sir Ivor
Reputation

Northern Dancer

*ノーザンテースト(CAN)

Halo

Wishing Well

*デイクタス(FR)

ダイナサツシユ

メジロテイターン

メジロオーロラ

*グランマステイーヴンス(USA)

Fairy Bridge

Slewpy

Little Nana

*ミルレーサー(USA)

Coastal

Iva Reputation

*サンデーサイレンス(USA)

Northern Dancer

*ノーザンテースト(CAN)

ゴールデンサッシュ

メジロマックイーン

エレクトロアート

Fairy King

Gift of the Night

フジキセキ

*トリプルワウ(CAN)

ミラクルワウ
栗毛 2003

*ファルブラヴ(IRE)
鹿毛 1998

オリエンタルアート　
栗毛 1997

ステイゴールド　
黒鹿毛 1994

オルフェーヴル
栗毛 2008

ミラクルベリー
黒鹿毛 2008

5代までのクロス：サンデーサイレンス(USA)：S3×M4　ノーザンテースト(CAN)：S4×S5　Northern Dancer：M4×S5

*サンデーサイレンス(USA)

Miracle Berry 2021
父 オルフェーヴル　牝　鹿毛　2021年4月8日生18 ミラクルベリーの2021

Pedigree

父オルフェーヴルは種牡馬としては窮地に至っているといえる立場。
これから巻き返すことはできるのでしょうか。本馬は、オルフェーヴル
産駒らしく、時おり激しい気性を見せます。その影響もあるのか、現状
では体格的に小さめで、ダートよりは芝で走れるかどうかの馬に思え
ます。ただ血統馬らしく動き自体は小気味良く軽い動きを見せます。
丈夫で、早い時期から使っていけそうですし、牝馬は気で走りますか
ら、レースに向かう気持ち次第で活躍を期待できるかと思います。

朝日杯FS3着グランレイの半妹。牝祖トリプルワウはネクストムーヴH
(米G3･ダ9.5F)勝ち馬で、孫にマイル路線で活躍したCentury City
(愛2000ギニー2着、BCマイル3着)、エプソムCのダイワキャグニー、プ
リンシパルS2着ミエノワンダーなどが出ています。ミラクルベリーは
ファルブラヴ～Fairy Kingのライン特有の前進気勢も仔に伝えており、
本馬は父がオルフェーヴルに替わりましたが、おそらく芝マイル前後
が適舞台になるでしょう。母系にFairy Kingの血を引くオルフェーヴ
ル産駒はJRAに8頭が出走し、ソーヴァリアント(G3チャレンジC)、セ
ウラサーリ(JRA3勝)、モーベット(JRA2勝)、コンスタンティン(JRA現
役2勝)の4頭が勝ち馬に。牝馬に限れば4頭中3頭が勝ち馬となって
います。また母系にフジキセキの血を引くオルフェーヴル産駒はJRA出
走11頭中5頭が勝ち馬となっており、ライラック(フェアリーS)、ヘリオ
ス(根岸S2着、黒船賞2着、かきつばた記念2着)、ホウオウピースフル
(フローラS2着)とオープン級がよく出ています。

血統評論家 望田潤によるコメント

京都サラブレッドクラブ代表
山上和良によるコメント

Data

1口価格

募集価格

予定厩舎

円

万円

12,000
600

生産牧場 浜本牧場
栗東・宮本 博

ミラクルベリー（08 黒鹿*ファルブラヴ）１勝，志摩特別（芝1400）３着
　　　　　　　〔産駒馬名登録数：６，勝馬（勝鞍）数：中央－２（４），地方－２（８）〕
 アルスラーン（15 牡黒鹿 ヴィクトワールピサ）入着６回，春日山特別（芝2000）２着，
  　　　　［兵庫］３勝
 メイデンボヤージュ（16 牝芦*クロフネ）［石川］４勝［南関東］１勝
 グランレイ（17 牡鹿 ルーラーシップ）現役３勝，朝日杯フューチュリティＳ-G1 ３着，
 　　　　 別府Ｓ（芝1200）２着，耶馬渓特別（芝1200）２着，巌流島Ｓ（芝1200）３着
 クラーロイメル（18 牝青鹿ドゥラメンテ）１勝，現役［南関東］入着２回［兵庫］
 プレミアムベリー（19 牝鹿*ヘニーヒューズ）現役入着２回
 ユキノソックス（20 牝栗*ダンカーク）現役出走

ミラクルワウ（03 栗 フジキセキ）入着
 ダノンミシガン（11 牡*チチカステナンゴ）３勝，［高知］４勝
 チラリ（12 牝*チチカステナンゴ）［兵庫］入着５回
 　　ソウルトレイン（17 牡 レッドスパーダ）現役３勝，札幌道新スポーツ賞，白梅賞，
 　　　　 心斎橋Ｓ２着，長篠Ｓ２着，千両賞２着，etc.

*トリプルワウ（83 鹿 Coastal）USA14勝，ネクストムーヴＨ-G3，Durham C-L，
　　　　　　　Maple Leaf S-LR，Ontario Matron H-LR，Woodbine BC S-L，etc.
 アリワウ Alywow（91 牝 Alysheba）USA７勝，ニジャナＳ-G3，Canadian H-L，
　　　　　　　Lady Dean S-L，etc.
 　　ヒドンキャット Hidden Cat （97 牝 Storm Cat）USA４勝，Twixtslusive H-L
 　　　　Pegasusbystorm（03 牡 Fusaichi Pegasus）USA２勝，Storm Cat S，種牡馬
 　　　　グローバルパワー Global Power（08 牡 Pulpit）USA・CAN７勝，
　　　　　　　West Virginia Speaker's Cup S-L，Lad Unbridled S-L，
　　　　　　　Sussex S-L，etc.，種牡馬
 　　スータブリーディスクリート Suitably Discreet （98 牝 Mr. Prospector）不出走
 　　　　キャピタルイクスポージャー Capital Exposure（04 牡 Danzig）IRE１勝，
　　　　　　　ベレスフォードＳ-G2 ２着，種牡馬
 　　　　スピーキングオヴホイッチ Speaking of Which（09 牡 Invincible Spirit）
　　　　　　　IRE・USA５勝，モンマスＳ-G2，トロピカルターフＨ-G3，
　　　　　　　ガリニュールＳ-G3，etc.，種牡馬
 　　センチュリーシティ Century City（99 牡 Danzig）GB・IRE・USA６勝，
　　　　　　　アルカディアＨ-G2，愛インターナショナルＳ-G2，テトラークＳ-G3，etc.，種牡馬

母

2代母

3代母
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会員規約

競走用馬ファンドの契約にあたって
 《契約成立前（時）の交付書面》
発行：株式会社京都サラブレッドクラブ
作成年月日:2022年8月26日

競走用馬ファンドのリスク等
特徴について
競走用馬ファンド(以下、「本ファンド」といいま
す。)は、出資された元本を保証するものではあ
りません。匿名組合契約の締結にあたっては、
本書面をよく読み、商品の特性、リスクをご理
解頂いたうえで、自己の判断と責任において
ご出資をご検討下さいますようお願いいたし
ます。
◎顧客(会員)は、ホームページまたはパンフ

レットに記載する募集馬から競走用馬を選
択し、当該馬に出資することにより獲得賞金
等の分配を受けます。当該出資馬は当社よ
り、JRA(日本中央競馬会)に馬主登録のある
クラブ法人に現物出資された後、競走の用
に供されます。会員の支払う馬代金相当額、
競走馬の維持費、保険料等は出資金として
扱われ、会員の受領する賞金、事故見舞金、
売却代金、保険金等はすべて分配金(利益
若しくは出資金の返還)として扱われます。

◎競走馬によっては、馬体状況等により競走
に出走することなく引退することがあり、ま
た、出走した場合においても、競走成績不振
により出資元本を上回る賞金を獲得できな
いことがあります。したがいまして、競走用馬
ファンドは、収入の保証されているものでは
なく、また、会員が出資した元本の保証はあ
りません。

◎本商品投資契約は、商法第535条に規定さ
れる匿名組合契約に基づいており、匿名組
合営業者(「当社」及び「クラブ法人」を包括
的にさし、以下「営業者」といいます。)の報
酬は、当該出資馬が獲得した賞金の３％及
び当該出資馬を種牡馬として転用する場合

目　次
1. 当社及びクラブ法人 　
 ⑴ 当社
 ⑵ クラブ法人
2. 会員から出資された財産の運用形態
3. 当社への入会
 ⑴ 出資資格と出資手続
 ⑵ 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約
 ⑶ 「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」
4. 商品投資受益権の販売に関する事項　
 ⑴ 出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等
 ⑵ 会員資格の喪失及び遅延利息の支払等
 ⑶ 販売予定総額及び口数
 ⑷ 販売単位
 ⑸ 出資申込期間及び取扱場所 
 ⑹ 本店・営業所の所在地等及び顧客が営業者に連絡する方法
 ⑺ 競走馬出資金のクラブポイント制度について
5. 当社が会員から徴収する会費及び追加出資金等の 徴収方法 　　
 ⑴ 維持費出資金
 ⑵ 保険料出資金（競走馬保険料相当額）
 ⑶ 海外遠征出資金
 ⑷ 事故見舞金返還義務出資金
 ⑸ 一般会費
 ⑹ 輸入経費出資金
6.    『請求明細書』の通知
7. 会員への利益分配額に対する課税方法及び税率　
 ⑴ 会員が個人の場合
 ⑵ 会員が法人の場合
8.　匿名組合損益の帰属
9. 匿名組合契約（商品投資契約）の期間及び変更に関する事項
 ⑴ 匿名組合契約（商品投資契約）の期間に関する事項
 ⑵ 匿名組合契約（商品投資契約）の変更に関する事項
10. 匿名組合契約の解除に関する事項 　
 ⑴ 解約の可否及び買取りの有無
 ⑵ 商品投資契約解除によるファンドへの影響
 ⑶ クーリングオフ制度
 ⑷ 匿名組合員（会員）の破産
11． 商品投資受益権の譲渡及び相続等に関する事項
 ⑴ 商品投資受益権の譲渡
 ⑵ 相続と相続放棄について
12． 会員から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に
　　関する事項 　
 ⑴ 商品投資の内容及び投資制限
 ⑵ 借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に
           欠ける投資対象への投資の有無
 ⑶ 当該出資馬の繰上げ運用終了の有無
 ⑷ 運用開始予定日について
 ⑸ 運用終了予定日について
 ⑹ 競走用馬ファンドの運用に係る計算期間
 ⑺ 会員から出資を受けた財産の管理口座
13． 商品投資販売契約等の種類並びに出資者の権利及び責任の範囲
 ⑴ 商品投資販売契約の種類 
 ⑵ 事業報告書の縦覧について
 ⑶ 会員から出資された財産の所有関係
 ⑷ 会員の第三者に対する責任の範囲
 ⑸ 出資された財産が損失により減じた場合の出資者の損失 　
　　　分担に関する事項について
 ⑹ 会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の
　　　売却に伴う代金の受領権 
14． 競走用馬ファンド（当該出資馬）の賞金から出費・拠出される

り得られた賞金(※後述「13.(6)1」参照)その他収入から諸税金等
を控除した額(本書面において税金等を控除した額は「獲得賞金
等分配対象額」という)を、当社に対して分配する。

⑥当社は、当該分配額を出資口数に応じて算出し、会員に対して分
配する。

⑦会員は、競走用馬の購入代金に対応する出資金(以下「競走馬出
資金」という)のほか、維持費出資金その他の追加出資金(後述

「5.」参照)を支払う。獲得賞金等分配対象額は、一定の基準(後述
「15.」記載のとおり)に従い、出資返戻金(出資の返還)と利益分配
額に区分計算します。当社は、この分配作業を基本的に月次にお
いて行い、会員に分配します(以下「月次分配」という)。獲得賞金
等分配対象額のうち、JRAがクラブ法人に支払う賞金からは、源
泉徴収が行われます(以下「JRAの源泉徴収」という)。また、当社
とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で
行われることから、クラブ法人から当社に賞金等が分配される
際、匿名組合の利益分配に対して20%(復興特別所得税を含める
と20.42%)が源泉徴収されます(以下「クラブ法人の源泉徴収」と
いう)。JRAの源泉徴収に伴う源泉徴収所得税はクラブ法人に帰
属し、また、クラブ法人の源泉徴収に伴う源泉徴収所得税は当社
に帰属しますが、計算期間(※後述「12.(6)」参照)終了後におい
て、クラブ法人及び当社の各々の決算にあたって上記各源泉徴
収所得税を精算し、クラブ法人が「JRAの源泉徴収」を、当社が

「クラブ法人の源泉徴収」を受けた場合には、このいずれの源泉
徴収所得税についても、源泉税精算相当額として当社から会員
に分配されるものとします。この分配作業は年次において行い、
一定の基準(※後述「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利
益分配額に区分計算して会員に分配します(以下「年次分配」と
いう)。当該出資馬について、やむを得ない理由によりJRAの競走
馬登録を断念せざるを得ない、あるいはJRAの競走馬登録を抹
消する、などの事由で運用が終了する際に分配金のある場合に
は、当社は引退時における分配作業を行い、一定の基準(※後述

「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分して
会員に分配します(以下「引退精算分配」という)。なお、分配は収
入を得た場合に行われますので、「月次・年次・引退精算」による
各分配は、必ずしも予定されたものではありません。当社は、月ご
との計算期間(当該月の1日から31日)末日に会員への分配金・追
加出資金・未分配金の額等をまとめ、原則として翌月末日に通知
します。

3. 当社への入会(新規にご入会される方はよくお読みください)
⑴ 出資資格と出資手続 　　 　

募集馬に対して出資を希望する顧客は、まず、当社に入会し会員資
格を取得していただく必要があります。本書面を熟読の上、以下に
定める所定の手続きを行ってください。ただし、20歳未満の者、出
資について必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことが困難と
判断される者、破産者、競馬関与禁(停)止者、暴力団関係者等のい
わゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる者は出資できません。
顧客は、暴力団等反社会的勢力でないことを表明、確約します(次
項(2)を参照)。また、顧客自らの事業目的に愛馬情報等を利用する
蓋然性があると当社が判断した場合、出資をお断りする場合があり
ます。そのほか、本書面記載内容を理解するに十分な日本語の素養
がないと思われる外国人の方や、海外に居住する等の理由により、
出資、請求、分配等に関わる当社と会員間の通信事務が滞る恐れ
が生じる、もしくは当社が行う源泉徴収において国内居住者と同様
の整合性確保が難しいと判断される恐れのある場合など、出資を
お断りすること があります。
出資希望者は、事前に後述「4.(1)1」に記載の「出資申込みの方法
等」をお読みいただいたうえ、出資希望馬の選択を行って下さい。
その後、
・『預金口座振替依頼書』

の売却代金等利益金の40%相当額(消費税
別途)です。会員の出資としては、競走馬の
代金に相当する競走用馬出資金納入のほ
か、競走用馬の維持費相当額等を毎月追加
出資する仕組みとなります。

◎当該出資馬が牝馬の場合は、原則として、6
歳3月末を引退・運用終了期限とします。当
該出資馬が牡馬の場合は、原則として、引退
時期の定めはありません。但し、牝馬・牡馬
を問わず、クラブ法人が馬体状況及び競走
成績等を考慮して、運用期間を延長又は短
縮することがあります。

◎本商品投資契約の運用開始は、2歳1月1日
(募集開始が2歳1月1日以降の場合は募集
開始日)からとなります。運用開始後は、当該
出資馬が死亡もしくは競走能力喪失により
廃用となった場合を含め、いかなる理由に
よっても会員は、支払方法にかかわらず、募
集価格全額の競走馬出資金納入義務を免
れることはできません。上記運用開始期日
前に当該出資馬が死亡もしくは廃用となり
運用できなくなった場合には、本商品投資
契約は遡及的に解除となり、納入済みの出
資金は会員あてに返還されます。

◎競走用馬ファンドは金融商品取引法第37
条6(書面による解除)の適用を受けないた
め、本商品投資契約にクーリングオフ制度
(契約成立直後の一定期間内における無条
件契約解除)はありません(ただし、当社がや
むを得ないと認めた場合を除く)。また、本商
品投資契約成立から終了までの間に中途
解約がなされた場合、会員に対する当社か
らの返還金はなく、会員資格が失効するとと
もに、出資馬に係わる一切の権利が消滅し
ます。

◎会員は当該出資馬に関する権利義務(商品
投資受益権や維持費出資義務等)は第三者
に譲渡、移転できません。また、当該出資馬
に関する会員の名義変更は、 相続等による
包括承継を除いて行うことができません。

◎当社では、お客様からお預かりした金銭及
び出資金を金融商品取引法第40条の3及
び金融商品取引業等に関する内閣府令第
125条に則り、当社の自己の資金とは区分
して管理します。また、クラブ法人では、当社
からの出資金を自己の資産とは区分して管
理します。

◎金融商品取引法第47条3により、顧客は、金
融商品取引業者が内閣府令に基づいて提
出した事業報告書を、営業者の本店・営業
所において縦覧することができます。

◎本商品投資契約の詳細については、以下の
会員規約(以下「会員規約」といいます)に記
載されています。よくお読みいただき、競走
用馬ファンド及び本商品投資契約の特徴と
リスクをご理解のうえ出資申込みをご検討
ください。

◎本書面(会員規約を含みます。以下同じ。)
は、金融商品取引法第37条3に規定する

『契約締結前の交付書面』及び同法第37条
4に規定する『契約締結時の交付書面』を兼
ねるものです。本書面に基づいて当該出資
馬の運用等が行われますので、契約終了ま
で保管するようにしてください。

◎出資申込み方法について、顧客は当社の
ホームページにて案内に従い出資申込みを
行います。商品投資契約は、会員の出資申
込みに対して当社から受諾の通知が成され
た日をもって、契約成立となります。

       管理報酬及び手数料について 　
 ⑴ 賞金からの控除 
 ⑵ 営業者の報酬
15． 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく
　　利益分配額 への区分方法
16． 競走用馬ファンド（当該出資馬）の支払金の分配方法及び

 分配時期に関する事項 
 ⑴ 月次分配
 ⑵ 年次分配 
 ⑶ 引退精算分配
 ⑷ 適用除外（支払金の留保）
17． 運用終了（引退）時の支払について 　
 ⑴ 引退精算分配の金額の計算方法
 ⑵ 支払方法及び支払時期
18． 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 
19． 競走用馬ファンド（当該出資馬）に係る資産評価に関する事項
20． 計算期間に係る競走用馬ファンド（当該出資馬）の貸借対照表　　
　　及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の
　　監査を受ける予定の有無
21．当該商品投資契約に関わる紛議について
22．商品投資契約に係る法令等の概要
23． 当社の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨
24．当該出資馬の海外遠征 
25．中央入厩予定馬の地方転籍とその判断について
26．当該出資馬が種牡馬となる場合について

1. 当社及びクラブ法人
 ⑴ 当社（愛馬会法人）
  ・商　　号 ：株式会社京都サラブレッドクラブ　　
  ・住　　所 ：滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 　　
  ・代 表 者 ：山上和良 　 　　
  ・登録番号 ：近畿財務局長(金商)第 410 号 　　　　
  ・資 本 金 ：1,000万円 　　 　　
  ・主要株主 ：山上和良 　　 　　
  ・他に行っている事業：該当なし 
  ⑵ クラブ法人 　　 　　
  ・商　　号 ：株式会社京都ホースレーシング 　　 　　
  ・住　　所 ：滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 　　 
  ・代 表 者 ：マイケル・タバート 　　 　　
  ・登録番号 ：近畿財務局長（金商）第411号　　
  ・資 本 金 ：1,000万円 　　 　　
  ・主要株主 ：マイケル・タバート、山上和良
  ・他に行っている事業：競走馬の保有、育成、管理、
　　　　販売及びこれらに付帯する一切の業務
 
2. 会員から出資された財産の運用形態 　 　

顧客は、当社の運営する愛馬会に入会し愛馬会会員となります(以下「会
員」 または「出資会員」という)。会員と当社との間の匿名組合契約及び当
社とクラブ法人との匿名組合契約を通じて行われる競走用馬(または「競
走馬」という)への出資、運用、分配の仕組の概略は、以下のとおりとなり
ます。

①会員は、出資の対象となる競走用馬を選択し、当社との匿名組合
契約に基づき、これに対応する出資金を当社に支払う。

②当社は、この出資金をもって競走用馬(本書面において「当該出
資馬」という)を取得する。

③当社は、クラブ法人との匿名組合契約に基づき、当該出資馬をク
ラブ法人に現物出資する。 

④クラブ法人は、当該出資馬を日本中央競馬会等(以下「JRA」とい
う)の競走に出走させることにより運用する。

⑤クラブ法人は、当該出資馬をJRA等の競走に出走させることによ

・『本人確認書類』（※運転免許証等のコピ－）
を当社に提出して下さい。なお、会員資格の成立については、出資
申込みを経て商品投資契約が成立した後となります。また、会員資
格が喪失する場合については、後述「4.(2)」に記載しています。な
お、本人確認書類に関しまして、ファンド運用期間前・運用期間中に
関わらず再提出を求めることができるものとします。

⑵暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約   
①会員（顧客）は、現在または将来にわたって、次に掲げる反社会的

勢力のいずれにも該当しないことを表明、確約します。 
・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋

等もしくは社会運動等標榜ゴロ    
・その他前記に準ずる者   

②会員（顧客）は、自らまたは第三者を利用して次に掲げる事項に
該当する行為を行なわないことを表明、確約します。会員が、次
の事項に該当して当社の円滑な運営を妨げた場合等、当社はか
かる会員に対して、新たな出資申込みを受け付けない、または会
員資格を喪失させる場合があります。 
・暴力的な要求行為。法的な責任を超えた不当な要求行為 
・取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 
・風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、業務を

妨害する行為 
・その他前記に準ずる行為 

③会員（顧客）は、上記①の各種のいずれかに該当し、もしくは②の
各種のいずれかに該当する行為をし、または①にもとづく表明・
確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、通知に
より会員資格が失効したとしても一切異議を申し立てることがで
きません。また、これにより損害が生じた場合でも、一切会員（顧
客）の責任とします。

⑶「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」 　　 　
①犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)

に規定する本人確認作業は、『出資申込書』等を本人確認書類記
載の顧客住所に送付することにより実施します。したがって当社
は、会員指定の郵便物送付先が自宅であるか否かにかかわらず、
当該『出資申込書』等を本人確認住所(自宅)に送付し、会員とな
られた方にはこの方法にてお受取りいただきます。あらかじめご
了承ください。 

②行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律(マイナンバー法)に規定する、いわゆるマイナン
バーの収集、保管等に関わる作業に関し、当該マイナンバーは、
当社の行う会員の所得税源泉徴収についての官公庁への届出
事務に限って使用されます。

4. 商品投資受益権の販売に関する事項  
⑴出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等 　 　

①出資申込の方法等 　　　　　　
　会員は、当社の案内に従い出資申し込みを行います。商品投資

契約は、会員の出資申込み（出資申込書の送付）に対して当社か
ら受諾の通知を行った日をもって、契約成立となります。商品投
資契約が成立した場合、当社は会員に対して、初めて出資される
会員には『ご請求書』を送付、それ以外の会員には月末にホーム
ページの『マイページ』上へ掲載されるご請求書に競走馬出資金
等を計上します。

②お支払いの方法
ⅰ　初めて出資される会員の場合 　　　　

　送付した『請求明細書』に記載している金額を、出資の申込
み(商品投資契約成立の日)から10日以内に、当社指定の銀
行口座へ送金(振込手数料は会員負担となります)して下さ
い。なお、初回の競走馬出資金をお振込みいただきました会
員に対して、2回目以降のお支払いスケジュールを記載した

『請求明細書』をホームページ上「マイページ」にて掲載しま

すので、後述「iiそれ以外の会員の場合」を参照して下さい。
ⅱ　それ以外の会員の場合 　　　　　　　　 　　　　

　会員指定の金融機関口座から自動振替による方法となりま
す。会員指定の銀行口座に、振替日の前日までに資金をご用
意ください。振替日は、毎月12日(金融機関が休業日の場合
は翌営業日)となります。また、自動振替の手続きが完了して
いない会員は、『請求明細書』に記載されている金額を振替
日と同月の15日までに当社が指定する金融機関口座に入
金されるようお振込み下さい(振込手数料は会員負担となり
ます)。自動振替が振替不能となった場合についても、同様
の取扱いとなります。

③ご注意 
　本商品投資契約につきましては、出資元本の保証されたもので

はありません(※後述「13.(5)」参照)。また、契約成立から契約終
了までの間に中途解約を行う場合、「10.」に記載のとおり扱われ
ます。当該出資馬の血統等につきましては、パンフレットまたは京
都サラブレッドクラブホームページに記載しています。

　本書面並びに京都サラブレッドクラブホームページをよくお読み
いただき、競走用馬ファンドの特徴とリスクをご理解のうえ、出資
をお申込みください。　

④『ご請求書』または『請求明細書』の記載事項 　
ⅰ　基本的な記載項目

　○競走馬出資金:1頭の募集総額並びに1口当りの募集価格
については京都サラブレッドクラブホームページに明記し
ています。競走馬出資金のお支払い方法については、一
括払いのみとなっております。

　　なお、当該出資馬の運用開始は2歳1月1日からとなります
ので(後述「12.(4)」及び「13.(5)」参照)、同日以降に当該
出資馬の死亡その他の理由により運用が終了した時点で
なお未払いの競走馬出資金がある場合には、会員はかか
る未払い競走馬出資金(募集価格に出資口数を乗じた金
額から既払い分を控除した残額)を当社に対し納入するこ
とを要します。後述「5.(2)」に記載する保険金(死亡保険金
及び、同項「2vii」に掲げる特約保険金)を受ける場合な
ど、保険金を含む引退精算分配総額は競走馬出資金の未
払い分に充当されます。充当後に未払い分が残る場合、
会員は一括してこれを当社に支払います。また、充当後に
保険金等が残余となる場合、当該残余金は会員に分配さ
れます。　

ⅱ　当該出資馬の1歳11月以降に出資する場合に付加する項目
　○維持費出資金（飼養管理費用相当額）：※後述「5．⑴」参照。  
　○保険料出資金（競走馬保険料相当額）：※後述「5．⑵」参照。
（『ご請求書』等の記載によらず、別紙記載にてご案内する場
合があります）

⑵会員資格の喪失及び遅延利息の支払等 　
①会員が、支払義務の発生している競走馬出資金、維持費出資金、

保険料出資金、会費等について、当社指定の納入期日までに支
払いを履行しない場合、当社は会員に対して、当該債務額に対し
て年率14.6%の割合による延滞利息の支払を求めます。また、当
社から会員に分配される予定の支払いは、保留・延期されます
(後述「16.(4)」参照)。なお、かかる滞納が頻繁に繰り返される場
合、当社は当該会員の会員資格を喪失させる、または新たな出資
申込をお断りすることができるものとします。　

②会員が、前項の納入期日から2ヵ月以上納入義務を履行しない
場合には、その会員資格は喪失するものとし、さらに会員が有し
ていた分配請求権(「27.」に記載する種牡馬転用に関する分配金
を含む)並びに出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします
(納入済みの出資金等は一切ご返金いたしかねます。また、会員
資格が喪失したことを当社が会員に通知する以前に当社から発
せられた維持費出資金、競走馬出資金、遅延利息等の支払いに

ついて、当該会員は支払いを免れることはできません)。この場
合、 出資馬の商品投資受益権は当社が承継します。　

③会員が、次の事項に該当して当社の円滑な運営を妨げた場合
等、当社はかかる会員に対して、新たな出資申込みを受け付けな
い、または会員資格を喪失させる場合があります。
・本書面の後述「13.(4)」の記載内容に違反した場合
・いわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる場合(前述「3.(2)」

参照)及び、前述「3.(1)」に掲げる、出資をお断りする事由に該当
する方に、出資後に至った、もしくは当該事実が判明した場合

・当社、クラブ法人等と、あたかも密接な係わり合いのあるよう公
表する、もしくは、当社の主催するイベント等において撮影した
写真等を無断で使用するなどし、事業目的に利用するなどの迷
惑行為をした場合

・当社が会員に提供する物品及び記念品等を転売目的で公にす
るなどし、当社及び、物品提供元のある場合はその提供元等に
対して迷惑行為をした場合

・当社以外の関係各所に、みだりに訪問・連絡するなど迷惑行為
をした場合

・当社が会員に貸与しているホームページの会員個々のユー
ザーID、パスワードを公表漏洩し、不正使用と認められた場合

・機関誌、ホームページ等、当社に権利が属するものを無断に複
製・転載等した場合

・当社、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対して、公
共の媒体(テレビ、ラジオ、インターネット、雑誌等)または公の場
にて、誹謗中傷と受け取れる内容の発言等を行い、社会的評価
を低下させ、当社及びクラブ法人に不利益を及ぼし、あるいは
その可能性が生じた場合

・上記の他、公序良俗に反する行為を行った場合
・有効な出資持分のない期間が1年を経過した場合

⑶販売予定総額及び口数 　　 
　1頭当りの募集価格・販売口数は、募集馬によってそれぞれ異なり

ますので、京都サラブレッドクラブホームページ、または京都サラ
ブレッドクラブパンフレットをご参照下さい。

⑷販売単位 　　 
　当社では、全ての募集馬について1口単位で販売しています。 
⑸出資申込期間及び取扱場所 　 　  　 

①申込期間
　募集開始日から、
　・当該馬がJRAのトレーニングセンターに入厩する日の前日
　・募集口数が満口になった時点
　・その他当社が別途指定する日
　のいずれかの早い日までとします。
②申込取扱場所 　　　
　お申込みは、当社の事務所(※後述(6)参照)において営業時間内

(午前10時より午後6時まで。休業日は土・日・祝日です)に受け付
けています。

⑹本店・営業所の所在地等及び顧客が営業者に連絡する方法
本店・営業所所在地並びに電話番号は以下のとおりです。顧客が営
業者(当社)に連絡する方法等については、訪問もしくは電話連絡の
方法等により、本店のほか営業所において、以下の時間帯で受け付
けます。　
本 社：〒525-0037　　
滋賀県草津市西大路町 9-13  西大路ビル 2F-D 　
TEL.077-584-5015　　　　 　　

（午前10時より午後6時まで。休業日は土曜・日曜・祝日です。変更
する場合、事前に周知します。）

⑺競走馬出資金のクラブポイント制度について
　当社は会員が競走馬に出資した際、その月の競走馬出資金にかか

る支払金額(ポイント使用額を差し引いた、実際にお支払いただく
金額。以下「ポイント付与対象額」という)の一定割合を会員にポイ

ントとして付与するものとします(以下この制度を「クラブポイント制
度」と称し、付与されるポイントを「クラブポイント」という)。クラブポ
イントの利用については、別途定めるポイント利用規定に従いま
す。

5. 当社が会員から徴収する会費及び追加出資金等の徴収方法　
当社は、以下の項目について、その支払義務の発生に応じて会員指
定の金融機関口座から自動振替をする該当月の前月の原則末日に、
会員に対して計算月分ごとの『請求明細書』 を送付します。
⑴維持費出資金　　
　当該出資金は、当該出資馬の運用において生じる費用(育成費及

び厩舎預託料、各種登録料、治療費、輸送費、重賞競走以外の競走
に優勝した場合に払う祝儀(本賞の1%)など。以下「維持費」という)
に充当するためのものであって、1頭当たり月額60万円(海外遠征
時については別途定める)と設定し、各販売口数で除したものが1口
当たりの維持費出資金となります。

　当該出資馬の募集開始日が2歳1月までの場合には、2歳1月に到
達した月から顧客の支払義務が発生します(募集開始日が2歳2月
以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の属す
る月より発生)。

　なお、当該出資馬が2歳2月に到達した月以降に出資申込をした場
合であっても、支払義務が発生している維持費出資金を遡及して請
求し、当該出資申込の支払いに加算しますのでご注意ください。愛
馬会法人が指定する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募
集馬)については、維持費出資金を年額にて請求することがありま
す。この場合、維持費出資金は2歳1月より、年1回支払うものとしま
す。また、無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)を途中
解約の場合、顧客から納付のあった年額の維持費出資金は返金の
対象にはなりません。　
①申込月分のお支払い方法

ⅰ　申込月が当該出資馬1歳12月までの場合
　維持費出資金の支払義務はございません。これにより『請求

明細書』には当該出資馬の維持費出資金は記載されません。
ⅱ　申込月が当該出資馬2歳1月以降の場合

　維持費出資金の支払義務が生じます。これにより『請求明細
書』には当該出資馬の2歳1月分から申込月の前月分までの
維持費出資金が記載されます。

②申込月の翌月分以降のお支払い方法
ⅰ　申込月が当該出資馬1歳12月までの場合

  当該出資馬が1歳12月までの間は維持費出資金の支払義務
はございません。2歳1月に到達した月から顧客の支払義務
が発生し、発生月の翌々月12日(金融機関が休業日の場合
は翌営業日)がお支払いの期日となります。なお、原則として
自動振替でのお支払いとなりますが、手続き未了等の理由
により自動振替ができない場合には、愛馬会法人指定の金
融機関口座に振り込んで頂くこととなります。(※振込手数料
は顧客負担となります)

ⅱ　申込月が当該出資馬2歳1月以降の場合
   発生月の翌々月12日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)

がお支払いの期日となります。なお、原則として自動振替で
のお支払いとなりますが、手続き未了等の理由により自動振
替ができない場合には、愛馬会法人指定の金融機関口座に
振り込んで頂くこととなります(※振込手数料は顧客負担と
なります)。

⑵保険料出資金（競走馬保険料相当額） 　　　
　当該出資馬は、民間の損害保険会社が取り扱う競走馬保険(死亡保

険)に2歳1月1日より加入するものとし、保険年度は1月1日に始まり 
12月31日までとします。但し、愛馬会法人が指定する無料提供馬
(競走馬出資金を必要としない募集馬)のうち、別途定める馬につい
ては、加入いたしません。

　2歳馬の保険料に係る会員の負担義務は、当該出資馬が2歳1月に
到達した月に発生します。同様に3歳馬以降の競走馬保険料のお支
払いについては、当該馬齢に到達する当該年1月に負担義務が発
生します。会員には、保険料出資金を当該出資馬の出資口数に応 
じて当該年齢に達する前月(12月)に下記①の方法によりお支払い
いただきます。なお、負担義務発生後に会員が当該出資馬に出資
申込みをした場合であっても、2歳馬の年間保険料出資金は、会員
に負担していただくこととなりますので、初回の競走馬出資金お支
払いと合わせてお支払いいただきます。

①当該出資金のお支払い方法　　　
　当該出資馬の1歳12月に自動振替、または出資金支払いと同

時にお支払いいただきます。
　3歳馬以降の競走馬保険については、当該馬齢に到達する前

年12月に自動振替によりお支払いいただきます。また、自動振
替の手続きが完了していない会員は、『請求明細書』に記載さ
れている金額を振替日と同月の15日までに当社が指定する金
融機関口座に入金されるようお振込み下さい(振込手数料は
会員負担となります)。自動振替が振替不能となった場合につ
いても、同様の取扱いとなります。 　　

②注意事項　　　
　クラブ法人は、保険約款に従って当該出資馬の競走馬保険に

対応することになります。当該保険約款を要約すると以下のと
おりとなりますのでご注意下さい。
ⅰ　当該出資馬の保険加入額は、2歳馬については募集価格

の100%、3歳馬については70%、4歳馬については50%と
し、5歳馬以降は保険の更新を行いません。ただし、当該
出資馬がGIII以上の平地重賞競走(海外におけるGIII以
上、地方競馬におけるJpnIII・SIII以上、および新設もしく
は条件変更などの理由により本来の格付が付されなかっ
た場合の重賞競走を含む)において優勝した場合には、馬
齢に関係なく募集価格の100%が保険加入額となります
ので、不足金額が生じた場合には日割り計算して会員に
は負担していただく必要があります。また、種牡馬としての
価値が本項記載の加入額を著しく上回ると想定される場
合などで、会員の利益保護を主な目的として加入額を適
宜増額する判断を営業者は行うことがあります。この場合
の増額に対応する保険料についても会員の負担となりま
す。

ⅱ　年間の保険料は、保険加入額の3.05%(本書面作成日現
在)となっています。 

ⅲ　当該出資馬が障害競走に出走する場合、レース当日のみ
(障害競走中に起因した事故によりレース翌日以降に保険
金支払い対象となる場合を含む)、馬齢、募集価格に係り
なく死亡した場合を含め、給付限度額は 200万円に変更
となります。この場合でも、保険料の追徴・返戻等は行わ
れません。　　

ⅳ　当該出資馬が年度途中に引退した際に保険会社より支払
われる解約返戻金があった場合には、引退精算分配(※後
述「16.(3)」に記載のとおり)により会員に返戻、分配しま
す。

ⅴ　当該出資馬につき不慮の事故が起こった場合は、支給さ
れた保険金をもってその損害全てに対する補填とします。
会員は、当社及びその関係者に対して一切損害賠償請求
はできません。

ⅵ　競走馬出資金に未払分のある会員が保険給付を受ける
場合の保険金については、前述「4.(1)4i」の記載にした
がって、まず競走馬出資金の未払分に充当され、残余の保
険金のみが会員に分配されます。

ⅶ　競走馬保険は死亡保険ですが、保険料の増額を伴わない
限度で、本書面作成日現在、以下の特約が付加されてい

ます。下記a~eいずれにおいても、保険金額全額が、出資
口数に応じて会員に分配されます。(以下a~cの重複適用
はありません。また、同一保険年度においてdまたはeの給
付と死亡保険の給付を合わせて受ける場合、保険加入額
が限度となります。)dまたはeの給付を2歳1月1日から5月
31日までに受けた場合、会員への分配時期は原則6月末
日となります。
ａ． 保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断

を受けた場合、死亡保険加入額の20%(ただし、障害
競走に起因する事故の場合は、1頭あたり200万円が
金額限度)が加入者に給付されます。

ｂ． 傷害または疾病により競走に一度も出走できないこ
と(未出走)が確定した場合、死亡保険加入額20%が
加入者に給付されます。　

ｃ． 保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断
を受けた未出走馬で、且つ日本中央競馬会馬主相互
会の競走能力喪失に係わる「規程 3 号・4 号の事故
見舞金」支給要件に該当しない場合(原則として、い
わゆる未入厩馬が主な対象)、死亡保険加入額の
50%が加入者に給付されます。　　　　　

ｄ． 「手術費用特約」として、傷病により主に全身麻酔を
伴う外科手術が実施された場合には、死亡保険加入
額の3%を支払い限度として、当該手術代金相当額が
加入者に給付されます。当該特約は、局部縫合など部
分麻酔による手術や去勢は対象となりません。具体
的には、上部気道手術、開腹手術、眼科手術、副鼻腔
手術、歯科手術、種痬摘出手術、外傷手術、骨摘出手
術、軟部組織摘出手術、関節鏡手術(臨床症状のない
OCD[離断性骨軟骨症]に対する手術を除く)、切開・ド
レナージ(洗浄)手術、骨折内部固定手術、腱・靭帯切
断手術のうち、保険会社が認定した場合に給付対象
となります。手術当日の費用が対象となりますので、
入院費用や後治療、後遺症の手当ては対象外です。
手術回数に制限はなく何度でも給付を受けることが
できますが、当該年度の保険期間における総給付の
限度額は死亡保険加入額の3%となります。また、同一
の傷病に起因する手術について複数回の外科手術 
を受けた場合の2回目以降は給付対象となりません。
但し、完治が証明された後に同様の傷病が生じたこと
により外科手術を受けた際には給付対象となる場合
があ ります。　 

ｅ． 「屈腱炎見舞金特約」として、初めて屈腱炎と診断さ
れた場合、50万円を限度として死亡保険加入額の5 
%相当額が加入者に給付されます(再発は対象外で
す)。給付対象となるのは1度限りですが、当該特約に
ついては、上記b.「未出走が確定した場合」の特約給
付と合わせ適用となる場合があります。

⑶海外遠征出資金　　
当該出資馬が海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)す
るために生じた、輸送費、検疫・輸送等の帯同人件費、登録料、海上
保険等の経費について、会員は、これを出資口数に応じて負担する
義務があります。この経費を賄うため、海外遠征以前に概算による
費用見込み額を、またはレース後に生じた費用を、当社所定の指示
に従って会員は追加出資します(※詳細については後述「24.当該
出資馬の海外遠征」を参照)。

⑷事故見舞金返還義務出資金　　
　事故見舞金支給規定に定められた休養期間の満了前に当該出資

馬が復帰・出走した場合、受領済みの従前の事故見舞金の一部金
額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる場合がありま
す。従前の事故見舞金が会員に分配された後に当該返還請求を受

ける場合、会員に返還義務が生じ、会員は当該出資金を追加出資
のかたちで返還します。

⑸一般会費（契約成立日の属する月から発生します）
550円から5,500円（全て税込）の会費プランがあります。詳細はパン
フレットまたは京都サラブレッドクラブホームページに記載していま
す。退会は申告制とし、申告した日の属する月までに発生した出資金・
会費を全て支払った段階で退会完了となります。
⑹輸入経費出資金　

当該出資金は、当該出資馬が外国産馬の場合において、日本国へ
輸入する際に掛かった諸経費相当分(輸入関税、輸送保険料、出入
国検疫費、付添人費、軽種馬協会登録費及び輸送費等)を指し、出
資割合に応じて負担して頂くこととなります。当該出資金の支払は、
当該出資馬が日本国へ輸入される月の前月12日（金融機関休業日
は翌営業日）に、1頭当たり800万円を顧客指定の金融機関口座か
ら自動振替を行い、支払金額が確定した翌月12日（金融機関休業
日は翌営業日）に、差額分を顧客指定の金融機関口座に振込、もし
くは不足分を顧客指定の金融機関口座から自動振替を行います。
なお、支払方法については、当該出資馬の出資申込の際に支払金
額が既に確定している場合には、出資金等と合わせて当該出資馬
の『請求明細書』に記載されます。

6. 『請求明細書』の通知
当社は、原則毎月末日に『請求明細書』を会員にホームページ上にて
通知します。当該書面には会費・出資金等のご請求金額や決済日、並
びに当月分賞金等分配金の支払金額や送金日等の内容が記載され
ます。会費、出資金等については自動振替予定日の記載があります。
当該書面をもって領収書と同様の役割としますので、会員は当該書面
を保管してください。また、自動振替登録手続未了の方は、振込用紙
の控えまたはこれに代わる振込を証明する控えを保管してください。
いずれも再発行はいたしかねますのでご了承ください。また当該書面
は後述「18.」に記載する会員への運用状況の報告を兼ねます。

7. 会員への利益分配額に対する課税方法及び税率
当社は、確定申告の用に供するため、『匿名組合契約等利益の分配金
の所得税申告資料』 を会員に送付します。
⑴会員が個人の場合 　　　　　　
　個人会員(当社の個人会員)の「2.及び15.」で定める獲得賞金等分

配対象額のうち利益分配額となる金額は、雑所得として他の所得と
合算され通常の所得税率により総合課税されます。(分配の際に源
泉徴収の対象となり徴収された所定の所得税(20.42%)は、確定申
告時に精算となります。)また、計算期間中に当該出資馬の匿名組
合契約から生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益によ
り補填されるまで繰越します。したがって、他の出資馬の匿名組合
契約から生ずる利益に対する必要経費に算入することはできませ
ん。ただし、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に生じた損失
金は雑所得内で損益通算が可能です。なお、雑所得は他の所得と
は損益通算できません。

⑵会員が法人の場合 　　　　　　
　法人会員(当社の法人会員)の「2.及び15.」で定める獲得賞金等分

配対象額のうち利益分配額となる金額は、法人税の課税所得の計
算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます。ま
た、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は当
該法人会員の課税所得の計算上損金の額に算入されます。当該出
資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受け取った
金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、当該出
資馬の匿名組合契約が終了した際の損失金については、法人税の
課税所得の計算上、損金の額に算入されます。

8. 匿名組合損益の帰属 　　
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成
します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競

走馬の減価償却費、進上金、営業者報酬等の費用を控除して、利益あ
るいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対す
る出資口数の割合に応じ会員に帰属します。

9. 匿名組合契約（商品投資契約）の期間及び変更に関する事項 
⑴匿名組合契約（商品投資契約）期間に関する事項 　　　　
　当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と当社との商品投資契約

成立日から、当該出資馬の運用終了(「12.(5)1」参照)後、当社から
会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納
入、及び当社から会員に支払う引退精算分配等(後述「16.(3)」参
照)に係る引退精算金等の分配の、双方の支払いが完了した期日ま
でとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上記の「双方の支払
いが完了した期日」をもって終了します。

⑵匿名組合契約（商品投資契約）の変更に関する事項 　　　　　
　当該出資馬の商品投資契約は、当該契約が終了するまで本書面に

記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容に
ついて変更しなければならない事態が生じた場合には、当社は、原
則として会員に対して同意を得たうえで変更を行います。また、現在
適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受け
る事となった場合においてはその法律が優先されるため、記載事
項の内容について変更しなければならない場合があります。 

10. 匿名組合契約の解除に関する事項 
 ⑴解約の可否及び買取りの有無 　　　

　当該出資馬の匿名組合契約の終了（後述「12．⑸①」記載の「引退」
もしくは「運用終了」）をむかえるまでの間の中途解約は会員がクラ
ブに申告を行うことにより可能です。なお、申告した日の属する月ま
でに発生した出資金・会費を全て支払った段階で退会完了となりま
す。中途解約をする場合、会員に対する当社からの返還金はありま
せん。また、当該中途解約については、「4．⑵②」に記載する、「2ヵ
月以上納入義務を履行しない場合」と同様に扱われますので、同条
項にしたがい会員資格は喪失します。ご注意ください。中途解約に
より消滅した会員の出資持分に関わる権利義務は、当社に引き継
がれます。

 ⑵商品投資契約解除によるファンドへの影響 　　　
　会員資格喪失などにより、万が一多数の商品投資契約解除があっ

た場合でも、当該出資馬の運用に影響はありません。 
 ⑶クーリングオフ制度　　

　クーリングオフ制度はありません。競走用馬ファンドは金融商品取
引法第37条の6(書面による契約解除)の適用を受けず、本商品投
資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内無条件
契約解除)はありません。ただし、当社がやむを得ないと判断した場
合は、当該契約の解除を認める場合があります。この場合会員は、
出資契約が成立した日から5日以内にあらかじめ当社に電話等に
よる連絡をして確認した後、契約解除を希望する旨を通知します。 
かかる契約解除が頻繁に行われる場合など、当社は、当該会員に
対して新たな出資申込みを受け付けかねる場合があります。

 ⑷匿名組合員(会員)の破産　　
　破産により匿名組合契約が終了した場合、商法第542条に基づき、

当社は出資の価額を返還します。出資の返還時期は、他の匿名組
合員(会員)への出資の返還時期と同時期になります。

11. 商品投資受益権の譲渡及び相続等に関する事項 
⑴商品投資受益権の譲渡 　　　　

会員は、会員資格並びに商品投資契約上の地位又は商品投資契
約上の権利義務につき、当社が特に認めた場合を除き、これを第三
者に譲渡することはできません。また、商品投資契約上の地位又は
商品投資契約上の諸権利を、第三者のために質入、その他担保設
定することはできません。

⑵相続と相続放棄について 　　　

会員資格並びに商品投資契約上の地位もしくはその権利義務(「商
品投資受益権等」)の相続又は遺贈がなされた場合は、以下による
ものとします。　
①相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益権等を相続又

は受遺する場合相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資受
益権等の承継を希望する場合は、当社からの案内に従って当該
相続又は遺贈を証する所定の書類を提出し、被相続人(遺贈者)
に代わる新しい名義人を届け出ます。但し、被相続人(遺贈者)が
有した商品投資受益権等の数量に係らず、当社との関係でその
承継者となりうる新名義人(相続人又は受遺者)は1名に限るもの
とします。かかる届出があった場合には、当社は届出書その他の
提出書類に不備のないことを確認の上、手数料を徴収すること
なくその名義変更を行います。名義変更が完了すると同時に、新
名義人は、被相続人(遺贈者)が有した会員資格及び商品投資受
益権等のすべてをその会員番号とともに包括承継します。

②相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益権等を相続又
は受遺しない場合相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資
受益権等の承継を希望しない場合には、これを放棄することが
できます。放棄を希望する相続人又は受遺者は、当社の案内に
従って所定の書類を提出し、会員資格及び商品投資受益権等を
放棄する意思を届け出ます。かかる放棄の届出は、被相続人(遺
贈者)が複数の商品投資受益権等を有する場合であっても一括
してこれを行うものとします。この場合には、前条「10.(1)解約の
可否及び買取りの有無」が適用されて中途解約をする場合と同
様の扱いとなり、当社から相続人への返還金はありません。

③相続又は遺贈(以下「相続等」)の手続未了と当該未了期間におけ
る経過措置相続等が発生した場合であっても、前述「4.(2)2」に
記載する、「2ヵ月以上納入義務を履行しない場合」に該当するに
至った場合には、同条項の規定に従って会員資格及び出資馬に
係る一切の権利は消滅します。したがって、相続人又は受遺者が
1記載の相続等による承継を希望する場合には、当社からの請求
にしたがって、競走馬出資金(「4.(1)4」参照)、維持費出資金及び
会費等(「5.」参照)を期日までに納入することを要します。他方、後
述「16.」に記載する賞金等の分配は、相続等の手続未了の間は
保留されるものとし、前記1記載の名義変更手続完了後、当社所
定の手続にしたがって、相続人又は受遺者(新名義人)の指定銀
行口座宛に送金されます。

12. 会員から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する
事項 
⑴商品投資の内容及び投資制限 　　　　 　　

会員から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令
第7条4ニ記載の競走用馬投資関連業務の規定に基づき、競走用
馬(競馬法第14条及び第22条に基づき、JRAが行う登録を受け又
は受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。出資金の
使途や収支の状況等については、後述「18.」記載のとおり当社から
会員に通知されますので、運用実態の整合性について、会員自身で
確認してください。

⑵借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける
投資対象への投資の有無　
①借入れについて 　　　　　 　　　

当該出資馬の運用に伴う預託料等の費用は、会員から出資され
る維持費出資金で充当します。会員から出資された維持費出資
金で賄えない超過額が発生した場合、及び見込むことが困難な
出来事に伴う費用については、一時的に当社等から資金を借入
れることによって補い、最終的な費用負担は当該匿名組合の損
益計算を通じて、会員に帰属しますので、会員に対して負担を求
めることとなります。

②集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資
対象への投資の有無

　クラブ法人は、JRAから支払われた賞金等を活用して、別のファン
ド等への投資は一切行いません。また、当社においても利益分配
額、出資返戻金を活用して別のファンド等への投資は一切行い
ません。よって、利益分配額、出資返戻金については、会員に対し
て支払うまでの間、後述(7)のとおり、銀行等の金融機関へ預託
し、適切な資金管理を行います。

⑶当該出資馬の繰上げ運用終了の有無 　　　　
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用
終了日が繰上がる場合があります。

⑷運用開始予定日について 　　　　 　　
当該出資馬の運用開始予定日は、2歳1月到達時(募集開始日が2
歳2月以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の
属する月)とします。 

⑸運用終了予定日について 　　
①運用終了 　　　
　当該出資馬の所有権を有するクラブ法人は、馬体状況や競走成

績等を考慮し、JRAの競走馬登録を抹消する(未登録馬について
は登録しない)ことを決定します。クラブ法人は、登録抹消済みま
たは未登録の当該出資馬を第三者等に譲渡するなどの手続開
始を当社に伝達し、当社は会員宛に『出資馬引退に関わるご案
内』を通知します。これをもって競走用馬ファンドは運用終了(もし
くは競走馬の「引退」という)となりますので、運用終了予定日の定
めはありません。ただし、後述③のとおり、牝馬については引退期
限の定めがあります。また、後述②のとおり、牡馬については競走
馬を引退した後も種牡馬賃貸契約の締結により種牡馬として運
用を継続する場合があります。なお運用終了後、当該出資契約
は、前述「8.」に記載のとおり、最終となる出資・分配双方の履行
が完了した期日をもって終了します。

②牡馬（去勢馬を含む）の場合 　　　　　　　　
　引退期限の定めはありません。当該出資馬の引退後における第

三者等への売却もしくは無償供与等についてはクラブ法人が判
断します。なお、当該出資馬が種牡馬賃貸契約により種牡馬とし
て供されることとなった場合には、種牡馬の賃貸収入が数年にわ
たり会員に支払われる場合があります(後述「27.(3)」参照)。よっ
て、この場合の「運用終了」とは、上記賃貸収入が最後に会員に支
払われた時として読み替えるものとします。また、この場合は、競
走生活終了と同時にクラブ法人は当社に当該出資馬を現物で返
却しますので、当該種牡馬賃貸契約の貸主は当社となります。   

③牝馬の場合 　　　　 　　
ⅰ　中央入厩予定馬である当該出資馬が牝馬の場合には、6 

歳3月末を引退期限としますが、馬体状況及び競走成績
等を考慮し運用終了日が繰上がる場合があります。また、
牝馬が引退する際には、後述「13.(6)3iii」のとおり、買戻
し代金の規定があります。

④サラブレッドオークション利用による売却 　　　　　
ⅰ サラブレッドオークションへの出品　　　　
 当該出資馬の引退・運用終了に際してクラブ法人は、楽天

サラブレッドオークション(以下「オークション」という)に出
品して売却する場合があります。オークションへの出品要
領については概略以下のとおりとなります。オークション
は毎週木曜日に開催され、落札馬の売却代金は翌日金曜
日(金融機関非営業日の場合はその翌日)に決済されま
す。繋養経費については決済日まで売主負担となり、決済
日翌日の出品馬引渡し以降は買主の負担となります。落
札価格に消費税を加えた金額が売却代金となり、ここから
銀行振込手数料が控除され入金を受けます。出品馬に応
札がないなど、いわゆる「主取り」となる場合、売却申込料
は、売主には返却されることなくオークション事務局の受
領となります。

ⅱ　売却代金と売却経費　　　

 売却経費については落札価格からクラブ法人営業手数料
(金額については、オークションの都度、落札が決定した後
に会員へ通知します。)および消費税を控除した金額とな
ります。牝馬については、当該出資馬の売主において繁殖
牝馬となる場合には、販売総額の5%で買い戻した代金と
なります。但し、当該出資馬が競走能力喪失に基づいて支
給される事故見舞金(中央競馬馬主相互会規定3号及び4
号)の支給対象となる場合にあっては、5%代金から、当該
事故見舞金を控除した額とします。当該事故見舞金額が
5%代金を超過する場合には売却代金の適用はありませ
んのでご了承願います。また、ネットオークションで売却で
きた場合には、落札価格からクラブ法人営業手数料およ
び消費税を控除した金額と、販売総額の5％の金額を比
較し、高い方の金額が当該出資馬の売却代金となります。

⑹競走用馬ファンドの運用に係る計算期間 　　　　 　　
当該出資馬の計算期間は、毎年11月1日に始まり翌年10月31日に
終了するものとし、毎年10月31日を決算日とします。したがって、11
月1日から10月31日までに出走した場合の賞金等、並びに同時期
に当社が受領した事故見舞金等に係わる分配金は、当計算期間
(当年の所得計算)に帰属します。ただし、計算期間末の10月に抹消
引退となった競走馬の引退精算分配並びに後述「16.(1)」に記載の
10月26日から10月31日の間に地方競馬指定交流競走等に出走し
た場合の賞金については、収入費用が計算期間終了後の11月の事
務計算にて確定となることから、翌計算期間に帰属するものとしま
す。その他、費用収益が確定していない事項については、費用収益
が確定した時期の計算期間に帰属するものとします。

⑺会員から出資を受けた財産の管理口座　　　　　
　金融商品取引法第40条の3及び内閣府令第125条の求めにした

がって、事業者の財産と出資財産とを分別管理するため、営業者
(当社及びクラブ法人)は、匿名組合運用に関わる顧客から受けた出
資金を下記の口座にて適切に資金管理します。
①当社における出資財産の資金管理口座 　　　　
　・滋賀銀行草津支店   普通預金 460135　 　　　
　口座名義人 株式会社京都サラブレッドクラブ会員口

②クラブ法人における出資財産の資金管理口座 　　　　　　
　・滋賀銀行草津支店   普通預金 460124　 　　　　　　
　口座名義人 株式会社京都ホースレーシング匿名組合口 

13. 商品投資販売契約等の種類並びに出資者の権利及び責任の範囲    
 ⑴商品投資販売契約の種類 　　　　　　

商法(明治32年法律第48号、以降の改正を含む)第三篇第四章第
535条により規定された匿名組合の契約形態であって、会員が匿名
組合員となり営業者(本書面において「当社」という)に出資し、当社
が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「会員」と
いう)に分配することを約束する契約です。

 ⑵事業報告書の縦覧について
金融商品取引法第47条二に基づき、金融商品取引業者(クラブ法
人及び当社)が内閣府令に基づき内閣総理大臣に提出する事業報
告書は、事業年度終了4ヵ月後から1年の間縦覧することができま
す。希望する顧客(会員に限らず広く一般が対象となります)は、3営
業日前に通知したうえで、通常の営業時間中に当社の本店・営業所
にて縦覧を行いま す。

⑶会員から出資された財産の所有関係 　　　　
会員から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において

「当該出資馬」という)の所有権は、商法第536条の規定に基づき当
社に帰属します。当社は、当該出資馬の所有権により、商法第535
条の規定に基づきJRAに馬主登録のあるクラブ法人に対して現物
出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに
伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、JRAへの競走用馬とし
ての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(地方

指定交流競走、海外の競走、地方競馬の競走を含む)の選択、当該
出資馬の引退手続及び引退後の第三者等への処分を行うものとし
ます。

⑷会員の第三者に対する責任の範囲　　　
当該出資馬の会員は、組合員として匿名組合契約に基づき出資し
た資金及びそれより得られた利益の範囲内で当社の行為に責任を
負うことになります。また、当該出資馬に出資した会員は、当社の経
営及び運用管理に参加することはできません。なお、会員は当該出
資馬の会員であるが故をもって当該出資馬について馬主行為を
行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と
接触すること及びJRAの厩舎地区に立ち入ることはできません。会
員が当該出資馬に関しての問い合わせ等は、必ず当社を通じて行
うものとします。

⑸出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担に関す
る事項について

　獲得賞金等分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出
資した元本を下回る場合があり、この場合、会員が出資した元本の
全額は戻りませんので、本商品投資契約は元本が保証されたもの
ではありません。また、競走用馬によっては、馬体状況等により、競
馬に出走することなく引退してしまうこともあるため、収益が保証さ
れているものでもありません。なお、当該出資馬に関する会員の損
失負担は2歳1月到達時(募集開始日が2歳2月以降となる場合、維
持費出資金の支払義務は、募集開始日の属する月)より発生します。
従って、2歳到達前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失し
たことにより廃用となった場合は、やむを得ず本商品投資契約の効
力が失われることとなりますので、当該出資馬の納入済みの競走馬
出資金及び保険料出資金は、会員に対して全額返金されます。当該
出資馬の運用開始以降においては、死亡、競走能力を喪失して廃
用となった事態を含めて、当該出資馬の競走成績の如何に関わら
ず、当該出資馬の競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金
等その他当社に納入済みの一切の金額は会員に対して返金致しま
せん。また、競走馬出資金について会員は、当社の請求にしたがっ
て募集価格に充つるまでの金額納入義務から逃れられないものと
します。

⑹会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代
金の受領権以下に定める受領権は、当該出資馬の競走馬出資金を
完納した会員が所有します。
①賞金の受領権 　　　　　　　　
　会員が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主とし

て当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞金、距離別出走奨励
賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金および特別出走手
当の合計額(本書面において「賞金」という)から、JRAからの賞金
交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が当社に分配
する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税、所
定の進上金、消費税、クラブ法人営業経費(営業者報酬)の各項目
の合計額、及び当社が会員に利益の分配を行う際の源泉徴収所
得税を控除した金額にあります。ただし、JRAからの賞金交付時
に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が当社に分配する際
に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税(※後述

「3v」参照)及び消費税(※後述「3vi」参照)は、クラブ法人及び当
社が精算又は還付後に会員に分配する方法により、次の2に掲
げる、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金
として分配されるため、会員に受益権があ ります。

②その他の受領権
　会員が所有する前記1以外の受領権は、賞品売却分配金(消費税

抜き。※後述「3i」参照)、事故見舞金(※後述「3ii」参照)、JRA源泉
精算金・クラブ法人源泉精算金、競走取り止め交付金、(賞金にこ
れらを加えたものを本書面において「賞金等」という)、及び、競走
馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(※後述「3iiia及びb」参
照)、保険金(保険事故により支給された額または解約保険料返戻

金)、消費税精算金(※後述「3vi」参照)の各項目の合計額を合算
した額(本書面において「引退精算金」という)並びに診療費補助
金、装蹄費補助金(※後述「3vii」参照)にあります(賞金及び本項
のその他の受領権から診療費補助金、装蹄費補助金を除いたも
のを本書面において「支払金」という)。但し、愛馬会法人が指定
する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)のうち、別
途定める馬については、受領権の範囲並びに分配時期を変更で
きるものとします。

③注意事項 　　
ⅰ　賞品売却分配金の算出について 　　　　　　　

　クラブ法人が馬主としてJRA及びNARの管轄する競馬主催
者から取得した純金メダル、金製品、宝飾品等の賞品につい
ての受領権はクラブ法人にあり、顧客に受領権はありません。

ⅱ　事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金について
　事故で一定期間出走できない場合、またはJRAの競走用馬

としての登録を抹消する場合に日本中央競馬会馬主相互会
より支給を受けるものです。なお、休養に係る事故見舞金は、
支給規程に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支
給済みの金額の一部について返還を求められる場合があり
ます。当該事故見舞金がすでに会員に分配済みの場合は、
前述「5.(4)」の事故見舞金返還義務出資金の対象となり、当
社は会員に返還を求めます。　

ⅲ　当該出資馬の売却代金の算出 　　　 　　　
ａ 牡馬(去勢馬を含む)について、競走馬として売却が

できた場合は、その売却代金(消費税抜き)を会員に
分配します。(前述「12.(5)2及び4」参照)また、種牡馬
となる場合には、その売却代金(種牡馬賃貸契約によ
る場合の利益金を含む)の60%相当額(消費税控除
後)を会員に対して分配します(詳細については、後述
の「26.当該出資馬が種牡馬となる場合について」を
参照)。

ｂ 牝馬については、当該出資馬の売主において繁殖牝
馬となる場合には、販売総額の5%で買い戻した代金
となります。但し、当該出資馬が競走能力喪失に基づ
いて支給される事故見舞金(中央競馬馬主相互会規
定3号及び4号)の支給対象となる場合にあっては、
5%から当該事故見舞金を控除した額とします。当該
事故見舞金額が販売総額の5%を超過する場合には
売却代金の適用はありませんのでご了承願います。
また、ネットオークションで売却できた場合には、落札
価格からクラブ法人営業手数料および消費税を控除
した金額と、販売総額の5％の金額を比較し、高い方
の金額が当該出資馬の売却代金となります。

ⅳ　JRA源泉精算金 　　　　　　　
　JRA(NARの管轄する地方競馬主催者の場合があります)が

賞金支払時に控除した源泉徴収所得税額は、クラブ法人の
決算において法人税額に充当し精算します。精算後のJRA
源泉税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人が当社に支払
い、支払いを受けた当社は、会員に支払います(※後述「16.
(2)年次分配」参照)。

ⅴ　クラブ法人源泉精算金 　　　　　　　　　　　
　クラブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配

より控除した源泉徴収所得税額は、当社の決算において法
人税額に充当し精算します。精算後のクラブ法人源泉税は、
クラブ法人源泉精算金として当社を通じて会員に支払いま
す(※後述「16. (2)年次分配」参照)。

ⅵ　消費税精算金 　　　　　
　匿名組合契約に係わる税務規定にしたがって、営業者(クラ

ブ法人及び当社)は、匿名組合員(会員)に代わって消費税を
確定申告します。営業者は、賞金分配等に際して消費税を預

かり、また、競走馬の購入・預託料等の維持経費について、牧
場・調教師等に税込みの金額で支払いますので、会員は、消
費税を含んだ金額で、競走馬出資金・維持費出資金を支払
います。営業者は、確定申告を通じて消費税の精算をし、そ
の結果として、会員は、競走馬の購入代金及び預託料等維
持経費に係わる消費税の合計額について消費税精算金とし
て分配を受けます。当該精算金に係る会員の分配請求権
は、運用終了時に生じます(後述「16.(3)引退精算分配」参
照)。なお、今後の税制改正並びに営業者の消費税申告にお
いて、競走馬の購入代金・預託料等の消費税が全額控除で
きなくなった場合など、営業者の申告内容が本項記載の内
容と異なることとなった場合、当該精算金が減額もしくは分
配対象ではなくなる場合があります。

ⅶ　診療費補助金・装蹄費補助金等
　中央競馬馬主相互会から診療費補助金及び装蹄費補助金

が支給されます。当該補助金は、当該出資馬に毎月生じる維
持費と適宜相殺する方法により精算します。現役競走期間
中に当該補助金が交付されている場合は、会員に受領権が
ありますが、運用終了・引退後に交付を受けたなど、上記の
方法により精算のできない当該補助金については、当社に
受領権があるものとします。また地方競馬において、賞金と
は異なる、いわゆる補助金・給付金等で、月次分配・年次分
配・引退精算分配の方法をとらない金員を当社が受領した
場合の扱いについては、本項viiの規定を準用します。

ⅷ　顧客にはない受領権
　以下に定めるものの受領権は当社にあり、顧客に受領権は

ありません。クラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払い
を受ける装蹄費補助金及び診療費補助金のうち、引退精算
書の発行日を超えて中央競馬馬主相互会から支払いを受
けたもの。

14. 競走用馬ファンド（当該出資馬）の賞金から出費・拠出される管理報
酬及び手数料について  
⑴賞金からの控除 　　　　

クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、以下
の項目のうち1及び2に掲げる額をJRAにより控除されて支払を受
けます。また、クラブ法人は、JRAから支払われた金額から、以下の
項目のうち3及び4に掲げる額を控除し、このうちから5の源泉徴収
所得税を除いた額(獲得賞金等分配対象額)を当社に支払います。
支払を受けた当社は、当該支払金額から、以下の項目のうち6に掲
げる額を控除して会員の出資口数に応じて支払います。　　
①進上金
　当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出

資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、平地競走
の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の
20%を、付加賞の5%をそれぞれ乗じた額が支払われます。また、
障害競走の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除
いた額)の22%を、付加賞の7%をそれぞれ乗じた額が支払われ
ます。ただし、騎手に関わる進上金のうち、外国人騎手(中央競馬
の通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合
については、後述「14.(1)8」をご覧ください。

②JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税 　　　　　
　当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金額が75万

円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、JRAが賞金
から源泉徴収所得税として控除します。なお、源泉徴収所得税の
計算方法は以下のとおりです。
○源泉徴収所得税の計算式
　{賞金－(賞金×0.2＋60万円）}×10.21％ (東日本大震災復興

に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]が
含まれます)

　※当該源泉徴収所得税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人
の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。 　

③消費税　
　当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金から、以下

の計算方法により控 除されます。
○消費税の計算式
　(賞金進上金)×10/110
　※1円未満は切り捨て。 ※「10/110」は、本書面作成日現在の

消費税率。税率変更とともに変更となります。
④クラブ法人が当社に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源

泉徴収所得税
○源泉徴収所得税の計算式
　クラブ法人が当社に支払う利益分配額×20.42%(東日本大震

災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の 
2.1%]が含まれます) ※当該源泉徴収所得税は、クラブ法人源
泉精算金として、当社の決算において法人税額に充当精算後
に年次分配します。

⑤営業者報酬 
　クラブ法人は、日本中央競馬会等から支払われた賞金の3%の額

を、営業者報酬として賞金から控除します。
⑥特別営業者報酬(記念品製作費、祝賀会開催費等)　　　
　クラブ法人は、当該出資馬が重賞競走(中央、地方、海外を含む)

に出走して優勝した際に、馬主としてクラブ法人が所属厩舎に対
して支払う祝儀(本賞の1%)及び一般の馬主慣行に従って行った
祝賀会費用、優勝記念品の製作等の実費の合計額を、当該競走
により取得した賞金の10%相当額を超えない範囲で、別途、特別
営業者報酬として控除します。

⑦当社が会員に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴
収所得税　　

　当該項目は、当社が利益分配額を支払う場合には所得税が課税
されることとなり、当社が利益分配額から源泉徴収所得税として
控除します。 なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりで
す。
○源泉徴収所得税の計算式
　当社が会員に支払う利益分配額×20.42%(東日本大震災復

興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]
が含ま れます)

⑧外国人騎手の騎乗と「国外事業者進上金」について
　消費税法改正により平成28年4月1日以降、国外事業者が日本

国内で行う役務提供について、いわゆる「特定役務の提供」と位
置づけること、並びにいわゆる「リバースチャージ方式による消費
税の申告・納税」を実施することなどの仕組みが導入されました。 
外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手
を除く)が騎乗した場合の進上金(ここでは「国外事業者進上金」
といい「特定役務の提供」に該当)にかかる消費税の申告・納付に
ついても同規定が適用となりますので、JRAが賞金を馬主に支払
う際や、クラブ法人が消費税の申告・納付を行う際などでは、本邦
騎手が騎乗した場合と異なる事務対応が求められます。ただし、
本項記載の分配作業並びに「13.(6)3vi」に記載の会員が受領す
る「消費税精算金」の計算など、当社が会員に対して行う分配等
の事務作業については本書面記載のとおりとなります。したがっ
て、騎乗者の国籍等による取扱いの相違はありませんが、進上金
のうちに「国外事業者進上金」を含む場合は、前述「6.」の『請求
明細書』に附属する明細等に該当する旨を記載します。

⑵営業者の報酬 　　
①クラブ法人の営業者報酬 　　　　　

ⅰ　上記「(1)5」記載の営業者報酬(賞金[特別出走手当を除く]
の3%)　

ⅱ　種牡馬売却手数料(消費税控除前の売却代金の40%)
ⅲ　前述「13.(6)」に規定される会員の受領権以外の全ての受領

権
②当社の営業者報酬 　　 　　

ⅰ   一般会費
ⅱ　種牡馬売却手数料(消費税控除前の売却代金の40%)

③営業者報酬の対象外となる会員の受領権　　　　　
　賞金のうち特別出走手当、事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・

同付加金、競走取り止め交付金、売却代金(牝馬の場合の買戻し
代金を含む。但し、サラブレッドオークション利用による売却[12.
(5)4参照]及び種牡馬となる場合[26.参照]を除く)、保険金、解約
保険料返戻金、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金、消費税
精算金、診療費補助金、装蹄費補助金は、営業者報酬の対象外と
して獲得金額全額が会員への分配対象となります。地方競馬に
おいても、手当等の名称に関わらず同様の趣旨に基づく金員に
ついては適宜営業者報酬の対象外とします。

15. 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分
方法 

　獲得賞金等分配対象額(※前述「14.」記載のとおり)及びその他の分
配のうち、1の金額から2の金額を控除した金額を限度として出資返
戻金とします。
①賞金等(引退精算金を含む)獲得時における競走馬出資金及び維

持費出資金、保険料出資金、海外遠征出資金、事故見舞金返還義
務出資金の累積出資金額(過去に出資返戻金があった場合は当該
金額控除後の金額)

②競走馬の賞金分配月の前月末簿価　　　　　
　なお、上記金額の計算方法は以下の通りです。
 ○競走馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法
　・競走馬の取得価格の算出

取得価格={(競走馬の募集価格)+(2歳1月~3月の預託料)}×  
100/110 ・減価償却累計額の算出

　取得価格÷48×(2歳4月1日から賞金分配月の前月までの月数)・
前月末簿価の算出

取得価格 減価償却累計額
※1円未満は切り捨て。 ※分配月:金融機関営業日、非営業日に係らず

当該月の月末 ※100/110 は消費税率変更とともに改定されます。
　獲得賞金等分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合

契約に基づく利益分配額となります。

16. 競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金の分配方法及び分配時期に
関する事項
当社は、支払金がある場合には、以下の月次分配、年次分配、引退精
算分配の方法により、当該支払金のうち、利益分配額(※前述「15.」記
載のとおり)にかかる源泉徴収額を控 除して出資口数に応じて会員に
支払います。したがって、月次分配、年次分配、引退精算分配は、当該
収入を得た場合であって、必ずしも予定されたものではありません。支
払時期は、月次分配の賞金は、原則として、当該出資馬がJRAの競走
に出走した日の属する月の当月または翌月末日、また、賞金以外の受
領権に係る項目については、当該収入をクラブ法人が受領した日の
属する月の当月または翌月末日とします。年次分配は、計算期間終了
後の翌年3月末日とします。また、引退精算分配は、当該出資馬の運用
終了に際して会員が支払う最後の維持費出資金の自動振替が行われ
た月の月末とします。いずれも原則として月末に会員に対して分配時
期を記載した明細を掲示します。なお、月次分配・年次分配について
分配時の合計金額が3,000円に満たない場合、次月に繰越とします。
⑴月次分配　　 　　

当該計算期間内(11月1日から10月31日)の出走により得た賞金、
及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の
獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間
に属し、当月もしくは翌月分配いたします。賞金(※控除される内容
など分配方法は前述「14.」参照)及び、賞品売却分配金(消費税抜

き)、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取
り止めまたは不成立となった場合に交付)及び特約保険金(「5.
(2)2viid及びe」)は、月次分配の方法により分配します。　　　　

⑵年次分配 　
当該計算期間内(11月1日から10月31日)に出走して獲得した賞金
に係る、JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラ
ブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源
泉徴収所得税は、それぞれJRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金
として、当該計算期間終了後の翌年3月末日に会員に分配します。
年次分配における会員の分配請求権は翌年3月末日に生じ、分配
金受取り時の計算期間の所得として扱われます。

⑶引退精算分配 　　
当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・同
付加金、売却代金(消費税抜き。牝馬の場合に規定される買戻し売
却代金を含む)、保険金(死亡、競走能力喪失及び傷病により未出走
が確定した場合)、保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、消
費税精算金は、引退精算分配の方法により分配します。引退精算分
配は、競走馬登録の抹消・競走馬の死亡といった引退事由の生じた
月の翌月の事務計算により金額が確定し、金額が確定した月の翌
月末日に原則として分配が行われます。引退精算分配に係わる会
員の分配請求権は、事務計算により金額が確定した日に生じます。
また、上記(2)の年次分配を予定していたJRA源泉精算金、クラブ法
人源泉精算金は、運用終了に際して分配時期を繰り上げて、引退精
算分配します。
なお、前述「4.(1)4i」に記載のとおり、引退精算分配の一部若しくは
全額は、競走馬出資金の未払分に充当される場合があります。
維持費の精算金は、会員から預託されている維持費出資金の合計
額から、当該出資馬の運用に際し実際に要した預託料等の合計額
を差し引いて算出した額とします。その精算額に余剰が生じた場合
には会員に支払うものとし、不足が生じた場合には他の分配額より
充当するものとします。

⑷適用除外（支払金の留保）　 　　　　　 　　
会員が、納入期限の到来した会費、競走馬出資金、維持費出資金、
保険料出資金並びにその他の競走用馬ファンドに係る追加出資金
等が未納になっている場合は、当該会員に対する支払金の分配は
留保します。完納後は、当社所定の手続に従って会員に分配されま
す。

17. 運用終了（引退）時の支払について 
⑴引退精算分配の金額の計算方法 　　　　　　

当社は、当該出資馬の引退時に、当該出資馬に係る引退精算分配
に係る分配金がある場合には、当該精算金額を出資返戻金と利益
分配額に区分し、出資口数に応じて算出し、当該算出額から利益分
配額に対する源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め20.42%)を
控除して会員に支払います。

⑵支払方法及び支払時期 　　　 　　
当社は、当該精算金額を原則として、当該出資馬の運用を終了する
こととなった日の属する月(もしくはその翌月)の翌々月末日に、出資
口数に応じて会員指定の金融機関口座へ振込みます。なお、会員
に対して事前に『請求明細書』及び『支払通知書』を通知します。
　　　　　　　　　　　　　

18. 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 　
当社は、金融商品取引法第42条七の定めに従って、運用報告書とし
て、当該出資馬の運用状況、獲得した賞金等に関わる『請求明細書』
及び『支払通知書』及び必要に応じてその補助明細書を、原則として
毎月末日に会員に掲示します。

19. 競走用馬ファンド（当該出資馬）に係る資産評価に関する事項 　　
前記「18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照し
て下さい。

20. 計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損
益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける
予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公
認会計士または監査法人の監査を受ける予定はありません。

21. 当該商品投資契約に関わる紛議について 
⑴当社が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託

する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及
び住所 

　・特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
　東京都中央区日本橋茅場町 2-1-13 第3証券会館

⑵当該商品投資契約に関わる訴訟について管轄権を有する裁判所
の名称及び住所

　・東京地方裁判所 〒100-8920 東京都千代田区霞が関 1-1-4
　・東京簡易裁判所 〒100-8971 東京都千代田区霞が関 1-1-2

22. 商品投資契約に係る法令等の概要 　　
匿名組合契約は、商法535条から同法542条に規定されている匿名
組合契約であって、匿名組合員となる会員が営業者の営業のために
出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合
においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業の
ため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる
会員は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及び
それより得られた利益を限度に責任を負担します。また、会員に対し
交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品
取引法第38条及び第40条など、金融商品取引法の規定に基づいて
行為規制を受けております。
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法
(昭和23年法律第158号)の規定に基づいて規制を受けております。
会員の出資については、「3.(3)」に記載する「犯罪収益移転防止法」及
び「マイナンバー法」の規制を受けております。

23. 当社の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨 　
前述「13.(2)」記載のとおり、顧客は事業報告書を縦覧することができ
ます。

24. 当該出資馬の海外遠征
当該出資馬を海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)させ
る場合には、当該出資馬の所有権があるクラブ法人が決定し、愛馬会
法人は顧客に対してその旨を通知します。海外遠征の場合、進上金の
取扱いについては、遠征先のルールに従うものとし、一方、日本中央
競馬会交付の褒賞金についてはこれを進上金の対象とします。また、
遠征に際して生じた、検疫・輸送の帯同人件費、登録料、海外保険等
の経費について、顧客は、遠征馬の競走成績に関わりなく、これを維
持費出資金に相当するものとして出資割合に応じて別途負担して頂
きます。　　　

25. 中央入厩予定馬の地方転籍とその判断について 　
当社は、未勝利及び未出走のまま引退した当該出資馬について、日本
中央競馬会に競走用馬として再登録する意思がある場合には、当該
出資馬を地方競馬に馬主登録のある第三者(山上和良)に売却しま
す。これを予定している場合には、当社は、その旨を記載した書面を
当該出資馬の顧客に事前にお知らせします。当該出資馬の匿名組合
を解散後、日本中央競馬会が競走用馬として再登録するために定め
た条件を、当該出資馬が満たした場合には、当社が当該出資馬の所
有権を再取得して、従前の匿名組合の顧客に限定して再出資の募集
(以下、「再ファンド」という)をします。但し、前述の条件を満たさない場
合もしくは1年以内に再登録する意思を取り下げる場合には、速やか
に従前の匿名組合の顧客に対して通知します。なお、従前の匿名組合

の顧客が、当該出資馬の再出資に応じるかどうかは自由とします。ま
た、再ファンドの詳細については以下のとおり定めるものとします。
⑴地方競馬在籍時の当該出資馬に係る馬主等 　　　 　　

①地方在籍時の地方馬主は、山上和良とします。
②地方在籍時の当該出資馬の支出に係わる経費及び、収入に係わ

る金品についての権利は、当該出資馬の所有権がある地方馬主
にあります。

⑵当該出資馬の当初引退から日本中央競馬会に競走用馬として再登
録するまでの期間当該出資馬が再登録の条件を満たした時点で、
地方馬主は、クラブ法人にその旨速やかに報告し、クラブ法人、当
社は、その日から3か月以内に再ファンド及び再登録の手続きをと
るものとします。但し、厩舎に空き馬房がない等、再登録の手続きを
とることができない場合は、再ファンドのみ行ない牧場等で待機さ
せます。なお、地方競馬で再登録の条件を満たした後に、故障、疾病
を発症し休養を余儀なくされた場合はこの限りではありません。

⑶再ファンドの対象者
　　当該出資馬に対し出資を行っていたことを条件とします。
⑷再ファンドにおける当該出資馬に関する事項

①販売総額
　地方馬主に売却した際の金額とし、一口当たりの競走馬出資金

は、販売口数（従前の匿名組合の販売口数と同数）で除したもの
になります。

②出資口数
　当該出資馬を従前所有していた口数と同数以下とします。
③維持費出資金
　従前の運用時と同様の請求方法とします。なお、顧客の支払義務

は、地方競馬の競走用馬登録を抹消した翌日分より発生します。
④競走用馬保険
　年齢に関わらず加入しません。
⑤その他の条項

　　　その他の条項については、本書面に定めるとおりとします。
⑸クラブ法人がNAR馬主免許を取得した場合の取り扱いについて

JRA未勝利馬が地方に転籍してその後再度JRAに登録する制度を
利用いたします。

　当該出資馬がJRAの平地競走において未勝利(平地重賞競走にお
いて2着のある場合を除く。未出走の場合を含む)の場合、3歳未勝
利戦の番組終了と同時に、平地競走においては、原則いわゆるロー
カル開催にしか出走できなくなります。また、自動的に1勝クラス
(500万下条件)に編入されますが、出走は、収得賞金のある馬が優
先されるため、収得賞金が「0」の未勝利馬は最初に除外の対象と
なってしまいます。但し、JRAの競走馬登録を抹消した後地方競馬
に転籍してJRAの定める成績(本書面作成時では、JRAに再登録す
る際において、地方競馬の競走で2勝以上を挙げている2~3歳馬、
もしくは、3勝以上を挙げている4歳以上の競走馬)を挙げた競走馬
については、再度JRAの競走馬登録を行った場合(以下本書面にお
いて「JRAの再登録」という)収得賞金が「0」でなくなり、未勝利馬ゆ
えの出走制限を受けることなく出走できることとなります。当該出資
馬がこの制度を利用してJRAの再登録を目的にNARに競走馬登録
したうえ、地方競馬の競走において運用される場合があります。

　また、JRAの競走馬登録を抹消する、あるいはJRA未登録の当該出
資馬の競走馬登録を行わないことをもって、引退・運用終了、匿名
組合契約終了とする判断については、当該出資馬の運用継続によ
る採算性を予測し、その時点での見通しをもとにクラブ法人が行い
ます。従って、当該出資馬が未勝利馬の場合において、地方への転
籍は必ずしも行われるものではありません。また、地方競馬に転籍
後、地方競馬にて運用中に、引退・運用終了、匿名組合契約終了と
する判断をとる場合がありますので、「JRAの再登録」は必ずしも行
われるものではありません。また、愛馬会法人と会員との間の当該
出資馬の匿名組合契約が終了する際、当該出資馬が譲渡されるこ
とがありますが、当該譲渡によりあらたに当該競走馬の所有権を取

得した第三者もしくは営業者(クラブ法人・愛馬会法人)に関わりの
ある生産(提供)牧場の馬主登録者が、当該競走馬を地方競馬等の
競走に出走させることのあることを、当該出資馬の会員は了承する
ものとします。クラブ法人は、かかる匿名組合契約終了とする判断
について、出資会員の利益を最優先に誠実に行うものとします(但
し、その判断の結果責任を負うものではありません)。当該出資馬が
牡馬またはせん馬の場合で、第三者以外(営業者に関わりのある提
供牧場等)に競走馬として譲渡される場合の譲渡価格は売買実例
等を基にクラブ法人が適宜判断します。牝馬の場合は、前述「13.
(6)3iiib」に従います。

26. 当該出資馬が種牡馬となる場合について　
⑴転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者 　　　 　　
　当該出資馬の種牡馬への転用の可否、転用時期、繋養先等は、クラ

ブ法人が決定します。但し、種牡馬としての価値が比較的高額とな
る場合には、売却する方法でなく、次項(3)に掲げる種牡馬賃貸契
約を締結する方法を採ることがあります。この場合、クラブ法人は当
該出資馬の所有権を当社に返還するものとし、当社が種牡馬賃貸
に関する諸事項を決定します。

⑵繋養先並びに売却価格等の決定方法 　　
　種牡馬転用時の評価(売却価格もしくは賃貸価格)は、競走成績、血

統背景、景気動向等による需要予測、過去の類似売買(もしくは賃
貸)実例などを参考にして、売却先または賃貸先(繋養種馬場)と協
議の上決定します(無償で寄贈する場合があります)。種牡馬として
売却できた場合(種牡馬転用前に売却先等の馬主名義にて競走出
走を条件とする譲渡契約を締結した場合を含む)の売却代金につ
いては、その売却代金(消費税込み)の40%を営業者の報酬とし(前
述「14.(2)営業者の報酬」を参照)当該営業者報酬を除いた残額
60%相当額(「売却代金(税込)×100/110売却代金(税込)×40%」
の式にて算出)が会員に分配されます(前述「13.(6)3iiia」参照)。

⑶種牡馬賃貸契約の概要について　　
　種牡馬賃貸契約の契約内容については、個々によって一部異なる

場合がありますが、概ね次の形式となります。クラブ法人が競走馬
登録を抹消した当該出資馬の所有権は、当社に返還されます。当社
は、契約開始から複数年(最長5年)にわたり当該出資馬を第三者に
賃貸します。得られた賃貸収入(消費税控除後)から繋養経費(預託
料、保険料、種牡馬登録料等。消費税控除後)を除いた純利益金の
うち60%が会員に対する獲得賞金等分配対象額となります。(「13.
(6)3iiia」に記載する「当該出資馬の売却代金の算出」及び「14.
(2)2」に記載する「営業者の報酬」を参照)。当社は、獲得賞金等分
配対象額のうちから匿名組合契約に関わる源泉徴収所得税(復興
特別所得税を含め20.42%)を控除のうえ、各年度の種付シーズン
終了後に出資口数に応じて会員あてに分配します。導入初年度に
受胎率保険に加入するほか、その後の傷害や疾病による当該年度
の種付頭数減少、受胎率の低下及び種付不能など不測の事態につ
いては、一部の免責事項を除いて保険により補填される仕組みを
採用しており、予定した賃貸収入が会員に分配される内容が基本と
なります。賃貸期間終了後は、10万円に消費税を加えた金額(1頭
の価格)で借り主に譲渡されます。

株式会社京都サラブレッドクラブ
〒525-0037　滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 
TEL.077-584-5015

愛馬の競走生活における危険負担を考慮し、会員の皆様が安心してご出資できるよう、
1歳末までに運用を断念する場合は全額返金、2歳馬以降は死亡・競走能力喪失・傷病により未出走となるリスク等を保険が補填します。

■1歳末までの危険負担
1歳末までに傷病などで競走用馬ファンドとしての運用を断念する場合は、お支払いいただいた競走馬出資金、保険料出資金の全額を返金い
たします。

■競走馬保険
募集場は万一の事故、疾病に備えて、2歳1月1日より競走馬保険に加入いたします。2歳馬以降、死亡・競走能力喪失・未出走引退などのリスク
に対しては、この競走馬保険でカバーします。保険加入額は馬齢を基準としており、2歳馬は募集価格の100％、3歳馬は70％、4歳馬について
は50％加入が原則となります。5歳馬以降は保険には加入いたしません。
競走中やJRA施設内での調教中の事故や疾病に対しては、JRAでは事故見舞金規程があって、症例の程度によって一定の金額が支給されま
す。一方でこの事故見舞金では補えない、牧場育成時においての競走能力喪失による引退、疾病や傷害での未出走引退に対しても、充実した
補償内容で対応できるものとなっています。

［死亡保険金］
偶発的な事故や疾病が原因での死亡、または指定獣医師に安楽死と認定された場合に保険金をお支払いいたします。保険金額（保険加入額）
は、募集価格に対して2歳馬100％、3歳馬70％、4歳馬は50％のお支払いとなります。ただし、障害競走（障害レース出走のために当該競馬場に
搬入した時から搬出された時まで）に起因する事故の場合は、保険加入額にかかわらず一律200万円が給付限度となります（特約対象事故も
含む）。

［見舞金給付特約］
①未出走の主に2～ 3歳馬が競走能力喪失と診断された場合で、かつ中央競馬馬主相互会の事故見舞金規程3号と4号の支給要件に該当し
ない場合（いわゆる「未入厩馬」が主に該当）・・・保険加入額の50％給付
②競走能力喪失の診断を受けた場合・・・保険加入額の20％給付
③傷病などにより、未出走引退が確定した場合・・・保険加入額の20％給付
※①～③は重複して支払われることはありません。いずれか1つの給付となります。
④「手術費用特約」として、全身麻酔を伴う外科手術の費用（主にJRA施設外で行われた手術で保険会社が認めたもの）を、保険加入額の3％
を限度として給付
⑤「屈腱炎見舞金特約」として、初めて屈腱炎と診断された場合、保険加入額の5％（限度額は50万円）を給付

競走馬保険などの安心システム

競走馬保険（特約保険金）図解 保険適用の条件 ▼傷害・疾病が起因であること。
給付％は、保険加入額に対して給付する ▼ 3歳の未出走・未入廐馬にも適用される。

1月
2 歳

保険加入なし 保険加入

牧場調教

※運用開始前に運用断念
全額返金

JRA事故見舞金支給なし JRA事故見舞金支給あり
（在廐60日以上、抹消給付金支給対象）

能失診断による引退 50％給付
傷病などによる
未出走での引退 20％給付

傷病などによる
未出走での引退

20％給付

能失診断による
引退の場合のみ

20％給付

牧場調教

未入廐での引退 入廐後の未出走引退

廐舎在廐 放牧

1 歳
12月11月10月9月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

出走後の能力喪失引退

入廐 出走

5150



競走用馬ファンドの契約にあたって
 《契約成立前（時）の交付書面》
発行：株式会社京都サラブレッドクラブ
作成年月日:2022年8月26日

競走用馬ファンドのリスク等
特徴について
競走用馬ファンド(以下、「本ファンド」といいま
す。)は、出資された元本を保証するものではあ
りません。匿名組合契約の締結にあたっては、
本書面をよく読み、商品の特性、リスクをご理
解頂いたうえで、自己の判断と責任において
ご出資をご検討下さいますようお願いいたし
ます。
◎顧客(会員)は、ホームページまたはパンフ

レットに記載する募集馬から競走用馬を選
択し、当該馬に出資することにより獲得賞金
等の分配を受けます。当該出資馬は当社よ
り、JRA(日本中央競馬会)に馬主登録のある
クラブ法人に現物出資された後、競走の用
に供されます。会員の支払う馬代金相当額、
競走馬の維持費、保険料等は出資金として
扱われ、会員の受領する賞金、事故見舞金、
売却代金、保険金等はすべて分配金(利益
若しくは出資金の返還)として扱われます。

◎競走馬によっては、馬体状況等により競走
に出走することなく引退することがあり、ま
た、出走した場合においても、競走成績不振
により出資元本を上回る賞金を獲得できな
いことがあります。したがいまして、競走用馬
ファンドは、収入の保証されているものでは
なく、また、会員が出資した元本の保証はあ
りません。

◎本商品投資契約は、商法第535条に規定さ
れる匿名組合契約に基づいており、匿名組
合営業者(「当社」及び「クラブ法人」を包括
的にさし、以下「営業者」といいます。)の報
酬は、当該出資馬が獲得した賞金の３％及
び当該出資馬を種牡馬として転用する場合
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14． 競走用馬ファンド（当該出資馬）の賞金から出費・拠出される

り得られた賞金(※後述「13.(6)1」参照)その他収入から諸税金等
を控除した額(本書面において税金等を控除した額は「獲得賞金
等分配対象額」という)を、当社に対して分配する。

⑥当社は、当該分配額を出資口数に応じて算出し、会員に対して分
配する。

⑦会員は、競走用馬の購入代金に対応する出資金(以下「競走馬出
資金」という)のほか、維持費出資金その他の追加出資金(後述

「5.」参照)を支払う。獲得賞金等分配対象額は、一定の基準(後述
「15.」記載のとおり)に従い、出資返戻金(出資の返還)と利益分配
額に区分計算します。当社は、この分配作業を基本的に月次にお
いて行い、会員に分配します(以下「月次分配」という)。獲得賞金
等分配対象額のうち、JRAがクラブ法人に支払う賞金からは、源
泉徴収が行われます(以下「JRAの源泉徴収」という)。また、当社
とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で
行われることから、クラブ法人から当社に賞金等が分配される
際、匿名組合の利益分配に対して20%(復興特別所得税を含める
と20.42%)が源泉徴収されます(以下「クラブ法人の源泉徴収」と
いう)。JRAの源泉徴収に伴う源泉徴収所得税はクラブ法人に帰
属し、また、クラブ法人の源泉徴収に伴う源泉徴収所得税は当社
に帰属しますが、計算期間(※後述「12.(6)」参照)終了後におい
て、クラブ法人及び当社の各々の決算にあたって上記各源泉徴
収所得税を精算し、クラブ法人が「JRAの源泉徴収」を、当社が

「クラブ法人の源泉徴収」を受けた場合には、このいずれの源泉
徴収所得税についても、源泉税精算相当額として当社から会員
に分配されるものとします。この分配作業は年次において行い、
一定の基準(※後述「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利
益分配額に区分計算して会員に分配します(以下「年次分配」と
いう)。当該出資馬について、やむを得ない理由によりJRAの競走
馬登録を断念せざるを得ない、あるいはJRAの競走馬登録を抹
消する、などの事由で運用が終了する際に分配金のある場合に
は、当社は引退時における分配作業を行い、一定の基準(※後述

「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分して
会員に分配します(以下「引退精算分配」という)。なお、分配は収
入を得た場合に行われますので、「月次・年次・引退精算」による
各分配は、必ずしも予定されたものではありません。当社は、月ご
との計算期間(当該月の1日から31日)末日に会員への分配金・追
加出資金・未分配金の額等をまとめ、原則として翌月末日に通知
します。

3. 当社への入会(新規にご入会される方はよくお読みください)
⑴ 出資資格と出資手続 　　 　

募集馬に対して出資を希望する顧客は、まず、当社に入会し会員資
格を取得していただく必要があります。本書面を熟読の上、以下に
定める所定の手続きを行ってください。ただし、20歳未満の者、出
資について必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことが困難と
判断される者、破産者、競馬関与禁(停)止者、暴力団関係者等のい
わゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる者は出資できません。
顧客は、暴力団等反社会的勢力でないことを表明、確約します(次
項(2)を参照)。また、顧客自らの事業目的に愛馬情報等を利用する
蓋然性があると当社が判断した場合、出資をお断りする場合があり
ます。そのほか、本書面記載内容を理解するに十分な日本語の素養
がないと思われる外国人の方や、海外に居住する等の理由により、
出資、請求、分配等に関わる当社と会員間の通信事務が滞る恐れ
が生じる、もしくは当社が行う源泉徴収において国内居住者と同様
の整合性確保が難しいと判断される恐れのある場合など、出資を
お断りすること があります。
出資希望者は、事前に後述「4.(1)1」に記載の「出資申込みの方法
等」をお読みいただいたうえ、出資希望馬の選択を行って下さい。
その後、
・『預金口座振替依頼書』

の売却代金等利益金の40%相当額(消費税
別途)です。会員の出資としては、競走馬の
代金に相当する競走用馬出資金納入のほ
か、競走用馬の維持費相当額等を毎月追加
出資する仕組みとなります。

◎当該出資馬が牝馬の場合は、原則として、6
歳3月末を引退・運用終了期限とします。当
該出資馬が牡馬の場合は、原則として、引退
時期の定めはありません。但し、牝馬・牡馬
を問わず、クラブ法人が馬体状況及び競走
成績等を考慮して、運用期間を延長又は短
縮することがあります。

◎本商品投資契約の運用開始は、2歳1月1日
(募集開始が2歳1月1日以降の場合は募集
開始日)からとなります。運用開始後は、当該
出資馬が死亡もしくは競走能力喪失により
廃用となった場合を含め、いかなる理由に
よっても会員は、支払方法にかかわらず、募
集価格全額の競走馬出資金納入義務を免
れることはできません。上記運用開始期日
前に当該出資馬が死亡もしくは廃用となり
運用できなくなった場合には、本商品投資
契約は遡及的に解除となり、納入済みの出
資金は会員あてに返還されます。

◎競走用馬ファンドは金融商品取引法第37
条6(書面による解除)の適用を受けないた
め、本商品投資契約にクーリングオフ制度
(契約成立直後の一定期間内における無条
件契約解除)はありません(ただし、当社がや
むを得ないと認めた場合を除く)。また、本商
品投資契約成立から終了までの間に中途
解約がなされた場合、会員に対する当社か
らの返還金はなく、会員資格が失効するとと
もに、出資馬に係わる一切の権利が消滅し
ます。

◎会員は当該出資馬に関する権利義務(商品
投資受益権や維持費出資義務等)は第三者
に譲渡、移転できません。また、当該出資馬
に関する会員の名義変更は、 相続等による
包括承継を除いて行うことができません。

◎当社では、お客様からお預かりした金銭及
び出資金を金融商品取引法第40条の3及
び金融商品取引業等に関する内閣府令第
125条に則り、当社の自己の資金とは区分
して管理します。また、クラブ法人では、当社
からの出資金を自己の資産とは区分して管
理します。

◎金融商品取引法第47条3により、顧客は、金
融商品取引業者が内閣府令に基づいて提
出した事業報告書を、営業者の本店・営業
所において縦覧することができます。

◎本商品投資契約の詳細については、以下の
会員規約(以下「会員規約」といいます)に記
載されています。よくお読みいただき、競走
用馬ファンド及び本商品投資契約の特徴と
リスクをご理解のうえ出資申込みをご検討
ください。

◎本書面(会員規約を含みます。以下同じ。)
は、金融商品取引法第37条3に規定する

『契約締結前の交付書面』及び同法第37条
4に規定する『契約締結時の交付書面』を兼
ねるものです。本書面に基づいて当該出資
馬の運用等が行われますので、契約終了ま
で保管するようにしてください。

◎出資申込み方法について、顧客は当社の
ホームページにて案内に従い出資申込みを
行います。商品投資契約は、会員の出資申
込みに対して当社から受諾の通知が成され
た日をもって、契約成立となります。

       管理報酬及び手数料について 　
 ⑴ 賞金からの控除 
 ⑵ 営業者の報酬
15． 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく
　　利益分配額 への区分方法
16． 競走用馬ファンド（当該出資馬）の支払金の分配方法及び

 分配時期に関する事項 
 ⑴ 月次分配
 ⑵ 年次分配 
 ⑶ 引退精算分配
 ⑷ 適用除外（支払金の留保）
17． 運用終了（引退）時の支払について 　
 ⑴ 引退精算分配の金額の計算方法
 ⑵ 支払方法及び支払時期
18． 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 
19． 競走用馬ファンド（当該出資馬）に係る資産評価に関する事項
20． 計算期間に係る競走用馬ファンド（当該出資馬）の貸借対照表　　
　　及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の
　　監査を受ける予定の有無
21．当該商品投資契約に関わる紛議について
22．商品投資契約に係る法令等の概要
23． 当社の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨
24．当該出資馬の海外遠征 
25．中央入厩予定馬の地方転籍とその判断について
26．当該出資馬が種牡馬となる場合について

1. 当社及びクラブ法人
 ⑴ 当社（愛馬会法人）
  ・商　　号 ：株式会社京都サラブレッドクラブ　　
  ・住　　所 ：滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 　　
  ・代 表 者 ：山上和良 　 　　
  ・登録番号 ：近畿財務局長(金商)第 410 号 　　　　
  ・資 本 金 ：1,000万円 　　 　　
  ・主要株主 ：山上和良 　　 　　
  ・他に行っている事業：該当なし 
  ⑵ クラブ法人 　　 　　
  ・商　　号 ：株式会社京都ホースレーシング 　　 　　
  ・住　　所 ：滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 　　 
  ・代 表 者 ：マイケル・タバート 　　 　　
  ・登録番号 ：近畿財務局長（金商）第411号　　
  ・資 本 金 ：1,000万円 　　 　　
  ・主要株主 ：マイケル・タバート、山上和良
  ・他に行っている事業：競走馬の保有、育成、管理、
　　　　販売及びこれらに付帯する一切の業務
 
2. 会員から出資された財産の運用形態 　 　

顧客は、当社の運営する愛馬会に入会し愛馬会会員となります(以下「会
員」 または「出資会員」という)。会員と当社との間の匿名組合契約及び当
社とクラブ法人との匿名組合契約を通じて行われる競走用馬(または「競
走馬」という)への出資、運用、分配の仕組の概略は、以下のとおりとなり
ます。

①会員は、出資の対象となる競走用馬を選択し、当社との匿名組合
契約に基づき、これに対応する出資金を当社に支払う。

②当社は、この出資金をもって競走用馬(本書面において「当該出
資馬」という)を取得する。

③当社は、クラブ法人との匿名組合契約に基づき、当該出資馬をク
ラブ法人に現物出資する。 

④クラブ法人は、当該出資馬を日本中央競馬会等(以下「JRA」とい
う)の競走に出走させることにより運用する。

⑤クラブ法人は、当該出資馬をJRA等の競走に出走させることによ

・『本人確認書類』（※運転免許証等のコピ－）
を当社に提出して下さい。なお、会員資格の成立については、出資
申込みを経て商品投資契約が成立した後となります。また、会員資
格が喪失する場合については、後述「4.(2)」に記載しています。な
お、本人確認書類に関しまして、ファンド運用期間前・運用期間中に
関わらず再提出を求めることができるものとします。

⑵暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約   
①会員（顧客）は、現在または将来にわたって、次に掲げる反社会的

勢力のいずれにも該当しないことを表明、確約します。 
・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋

等もしくは社会運動等標榜ゴロ    
・その他前記に準ずる者   

②会員（顧客）は、自らまたは第三者を利用して次に掲げる事項に
該当する行為を行なわないことを表明、確約します。会員が、次
の事項に該当して当社の円滑な運営を妨げた場合等、当社はか
かる会員に対して、新たな出資申込みを受け付けない、または会
員資格を喪失させる場合があります。 
・暴力的な要求行為。法的な責任を超えた不当な要求行為 
・取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 
・風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、業務を

妨害する行為 
・その他前記に準ずる行為 

③会員（顧客）は、上記①の各種のいずれかに該当し、もしくは②の
各種のいずれかに該当する行為をし、または①にもとづく表明・
確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、通知に
より会員資格が失効したとしても一切異議を申し立てることがで
きません。また、これにより損害が生じた場合でも、一切会員（顧
客）の責任とします。

⑶「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」 　　 　
①犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)

に規定する本人確認作業は、『出資申込書』等を本人確認書類記
載の顧客住所に送付することにより実施します。したがって当社
は、会員指定の郵便物送付先が自宅であるか否かにかかわらず、
当該『出資申込書』等を本人確認住所(自宅)に送付し、会員とな
られた方にはこの方法にてお受取りいただきます。あらかじめご
了承ください。 

②行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律(マイナンバー法)に規定する、いわゆるマイナン
バーの収集、保管等に関わる作業に関し、当該マイナンバーは、
当社の行う会員の所得税源泉徴収についての官公庁への届出
事務に限って使用されます。

4. 商品投資受益権の販売に関する事項  
⑴出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等 　 　

①出資申込の方法等 　　　　　　
　会員は、当社の案内に従い出資申し込みを行います。商品投資

契約は、会員の出資申込み（出資申込書の送付）に対して当社か
ら受諾の通知を行った日をもって、契約成立となります。商品投
資契約が成立した場合、当社は会員に対して、初めて出資される
会員には『ご請求書』を送付、それ以外の会員には月末にホーム
ページの『マイページ』上へ掲載されるご請求書に競走馬出資金
等を計上します。

②お支払いの方法
ⅰ　初めて出資される会員の場合 　　　　

　送付した『請求明細書』に記載している金額を、出資の申込
み(商品投資契約成立の日)から10日以内に、当社指定の銀
行口座へ送金(振込手数料は会員負担となります)して下さ
い。なお、初回の競走馬出資金をお振込みいただきました会
員に対して、2回目以降のお支払いスケジュールを記載した

『請求明細書』をホームページ上「マイページ」にて掲載しま

すので、後述「iiそれ以外の会員の場合」を参照して下さい。
ⅱ　それ以外の会員の場合 　　　　　　　　 　　　　

　会員指定の金融機関口座から自動振替による方法となりま
す。会員指定の銀行口座に、振替日の前日までに資金をご用
意ください。振替日は、毎月12日(金融機関が休業日の場合
は翌営業日)となります。また、自動振替の手続きが完了して
いない会員は、『請求明細書』に記載されている金額を振替
日と同月の15日までに当社が指定する金融機関口座に入
金されるようお振込み下さい(振込手数料は会員負担となり
ます)。自動振替が振替不能となった場合についても、同様
の取扱いとなります。

③ご注意 
　本商品投資契約につきましては、出資元本の保証されたもので

はありません(※後述「13.(5)」参照)。また、契約成立から契約終
了までの間に中途解約を行う場合、「10.」に記載のとおり扱われ
ます。当該出資馬の血統等につきましては、パンフレットまたは京
都サラブレッドクラブホームページに記載しています。

　本書面並びに京都サラブレッドクラブホームページをよくお読み
いただき、競走用馬ファンドの特徴とリスクをご理解のうえ、出資
をお申込みください。　

④『ご請求書』または『請求明細書』の記載事項 　
ⅰ　基本的な記載項目

　○競走馬出資金:1頭の募集総額並びに1口当りの募集価格
については京都サラブレッドクラブホームページに明記し
ています。競走馬出資金のお支払い方法については、一
括払いのみとなっております。

　　なお、当該出資馬の運用開始は2歳1月1日からとなります
ので(後述「12.(4)」及び「13.(5)」参照)、同日以降に当該
出資馬の死亡その他の理由により運用が終了した時点で
なお未払いの競走馬出資金がある場合には、会員はかか
る未払い競走馬出資金(募集価格に出資口数を乗じた金
額から既払い分を控除した残額)を当社に対し納入するこ
とを要します。後述「5.(2)」に記載する保険金(死亡保険金
及び、同項「2vii」に掲げる特約保険金)を受ける場合な
ど、保険金を含む引退精算分配総額は競走馬出資金の未
払い分に充当されます。充当後に未払い分が残る場合、
会員は一括してこれを当社に支払います。また、充当後に
保険金等が残余となる場合、当該残余金は会員に分配さ
れます。　

ⅱ　当該出資馬の1歳11月以降に出資する場合に付加する項目
　○維持費出資金（飼養管理費用相当額）：※後述「5．⑴」参照。  
　○保険料出資金（競走馬保険料相当額）：※後述「5．⑵」参照。
（『ご請求書』等の記載によらず、別紙記載にてご案内する場
合があります）

⑵会員資格の喪失及び遅延利息の支払等 　
①会員が、支払義務の発生している競走馬出資金、維持費出資金、

保険料出資金、会費等について、当社指定の納入期日までに支
払いを履行しない場合、当社は会員に対して、当該債務額に対し
て年率14.6%の割合による延滞利息の支払を求めます。また、当
社から会員に分配される予定の支払いは、保留・延期されます
(後述「16.(4)」参照)。なお、かかる滞納が頻繁に繰り返される場
合、当社は当該会員の会員資格を喪失させる、または新たな出資
申込をお断りすることができるものとします。　

②会員が、前項の納入期日から2ヵ月以上納入義務を履行しない
場合には、その会員資格は喪失するものとし、さらに会員が有し
ていた分配請求権(「27.」に記載する種牡馬転用に関する分配金
を含む)並びに出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします
(納入済みの出資金等は一切ご返金いたしかねます。また、会員
資格が喪失したことを当社が会員に通知する以前に当社から発
せられた維持費出資金、競走馬出資金、遅延利息等の支払いに

ついて、当該会員は支払いを免れることはできません)。この場
合、 出資馬の商品投資受益権は当社が承継します。　

③会員が、次の事項に該当して当社の円滑な運営を妨げた場合
等、当社はかかる会員に対して、新たな出資申込みを受け付けな
い、または会員資格を喪失させる場合があります。
・本書面の後述「13.(4)」の記載内容に違反した場合
・いわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる場合(前述「3.(2)」

参照)及び、前述「3.(1)」に掲げる、出資をお断りする事由に該当
する方に、出資後に至った、もしくは当該事実が判明した場合

・当社、クラブ法人等と、あたかも密接な係わり合いのあるよう公
表する、もしくは、当社の主催するイベント等において撮影した
写真等を無断で使用するなどし、事業目的に利用するなどの迷
惑行為をした場合

・当社が会員に提供する物品及び記念品等を転売目的で公にす
るなどし、当社及び、物品提供元のある場合はその提供元等に
対して迷惑行為をした場合

・当社以外の関係各所に、みだりに訪問・連絡するなど迷惑行為
をした場合

・当社が会員に貸与しているホームページの会員個々のユー
ザーID、パスワードを公表漏洩し、不正使用と認められた場合

・機関誌、ホームページ等、当社に権利が属するものを無断に複
製・転載等した場合

・当社、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対して、公
共の媒体(テレビ、ラジオ、インターネット、雑誌等)または公の場
にて、誹謗中傷と受け取れる内容の発言等を行い、社会的評価
を低下させ、当社及びクラブ法人に不利益を及ぼし、あるいは
その可能性が生じた場合

・上記の他、公序良俗に反する行為を行った場合
・有効な出資持分のない期間が1年を経過した場合

⑶販売予定総額及び口数 　　 
　1頭当りの募集価格・販売口数は、募集馬によってそれぞれ異なり

ますので、京都サラブレッドクラブホームページ、または京都サラ
ブレッドクラブパンフレットをご参照下さい。

⑷販売単位 　　 
　当社では、全ての募集馬について1口単位で販売しています。 
⑸出資申込期間及び取扱場所 　 　  　 

①申込期間
　募集開始日から、
　・当該馬がJRAのトレーニングセンターに入厩する日の前日
　・募集口数が満口になった時点
　・その他当社が別途指定する日
　のいずれかの早い日までとします。
②申込取扱場所 　　　
　お申込みは、当社の事務所(※後述(6)参照)において営業時間内

(午前10時より午後6時まで。休業日は土・日・祝日です)に受け付
けています。

⑹本店・営業所の所在地等及び顧客が営業者に連絡する方法
本店・営業所所在地並びに電話番号は以下のとおりです。顧客が営
業者(当社)に連絡する方法等については、訪問もしくは電話連絡の
方法等により、本店のほか営業所において、以下の時間帯で受け付
けます。　
本 社：〒525-0037　　
滋賀県草津市西大路町 9-13  西大路ビル 2F-D 　
TEL.077-584-5015　　　　 　　

（午前10時より午後6時まで。休業日は土曜・日曜・祝日です。変更
する場合、事前に周知します。）

⑺競走馬出資金のクラブポイント制度について
　当社は会員が競走馬に出資した際、その月の競走馬出資金にかか

る支払金額(ポイント使用額を差し引いた、実際にお支払いただく
金額。以下「ポイント付与対象額」という)の一定割合を会員にポイ

ントとして付与するものとします(以下この制度を「クラブポイント制
度」と称し、付与されるポイントを「クラブポイント」という)。クラブポ
イントの利用については、別途定めるポイント利用規定に従いま
す。

5. 当社が会員から徴収する会費及び追加出資金等の徴収方法　
当社は、以下の項目について、その支払義務の発生に応じて会員指
定の金融機関口座から自動振替をする該当月の前月の原則末日に、
会員に対して計算月分ごとの『請求明細書』 を送付します。
⑴維持費出資金　　
　当該出資金は、当該出資馬の運用において生じる費用(育成費及

び厩舎預託料、各種登録料、治療費、輸送費、重賞競走以外の競走
に優勝した場合に払う祝儀(本賞の1%)など。以下「維持費」という)
に充当するためのものであって、1頭当たり月額60万円(海外遠征
時については別途定める)と設定し、各販売口数で除したものが1口
当たりの維持費出資金となります。

　当該出資馬の募集開始日が2歳1月までの場合には、2歳1月に到
達した月から顧客の支払義務が発生します(募集開始日が2歳2月
以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の属す
る月より発生)。

　なお、当該出資馬が2歳2月に到達した月以降に出資申込をした場
合であっても、支払義務が発生している維持費出資金を遡及して請
求し、当該出資申込の支払いに加算しますのでご注意ください。愛
馬会法人が指定する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募
集馬)については、維持費出資金を年額にて請求することがありま
す。この場合、維持費出資金は2歳1月より、年1回支払うものとしま
す。また、無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)を途中
解約の場合、顧客から納付のあった年額の維持費出資金は返金の
対象にはなりません。　
①申込月分のお支払い方法

ⅰ　申込月が当該出資馬1歳12月までの場合
　維持費出資金の支払義務はございません。これにより『請求

明細書』には当該出資馬の維持費出資金は記載されません。
ⅱ　申込月が当該出資馬2歳1月以降の場合

　維持費出資金の支払義務が生じます。これにより『請求明細
書』には当該出資馬の2歳1月分から申込月の前月分までの
維持費出資金が記載されます。

②申込月の翌月分以降のお支払い方法
ⅰ　申込月が当該出資馬1歳12月までの場合

  当該出資馬が1歳12月までの間は維持費出資金の支払義務
はございません。2歳1月に到達した月から顧客の支払義務
が発生し、発生月の翌々月12日(金融機関が休業日の場合
は翌営業日)がお支払いの期日となります。なお、原則として
自動振替でのお支払いとなりますが、手続き未了等の理由
により自動振替ができない場合には、愛馬会法人指定の金
融機関口座に振り込んで頂くこととなります。(※振込手数料
は顧客負担となります)

ⅱ　申込月が当該出資馬2歳1月以降の場合
   発生月の翌々月12日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)

がお支払いの期日となります。なお、原則として自動振替で
のお支払いとなりますが、手続き未了等の理由により自動振
替ができない場合には、愛馬会法人指定の金融機関口座に
振り込んで頂くこととなります(※振込手数料は顧客負担と
なります)。

⑵保険料出資金（競走馬保険料相当額） 　　　
　当該出資馬は、民間の損害保険会社が取り扱う競走馬保険(死亡保

険)に2歳1月1日より加入するものとし、保険年度は1月1日に始まり 
12月31日までとします。但し、愛馬会法人が指定する無料提供馬
(競走馬出資金を必要としない募集馬)のうち、別途定める馬につい
ては、加入いたしません。

　2歳馬の保険料に係る会員の負担義務は、当該出資馬が2歳1月に
到達した月に発生します。同様に3歳馬以降の競走馬保険料のお支
払いについては、当該馬齢に到達する当該年1月に負担義務が発
生します。会員には、保険料出資金を当該出資馬の出資口数に応 
じて当該年齢に達する前月(12月)に下記①の方法によりお支払い
いただきます。なお、負担義務発生後に会員が当該出資馬に出資
申込みをした場合であっても、2歳馬の年間保険料出資金は、会員
に負担していただくこととなりますので、初回の競走馬出資金お支
払いと合わせてお支払いいただきます。

①当該出資金のお支払い方法　　　
　当該出資馬の1歳12月に自動振替、または出資金支払いと同

時にお支払いいただきます。
　3歳馬以降の競走馬保険については、当該馬齢に到達する前

年12月に自動振替によりお支払いいただきます。また、自動振
替の手続きが完了していない会員は、『請求明細書』に記載さ
れている金額を振替日と同月の15日までに当社が指定する金
融機関口座に入金されるようお振込み下さい(振込手数料は
会員負担となります)。自動振替が振替不能となった場合につ
いても、同様の取扱いとなります。 　　

②注意事項　　　
　クラブ法人は、保険約款に従って当該出資馬の競走馬保険に

対応することになります。当該保険約款を要約すると以下のと
おりとなりますのでご注意下さい。
ⅰ　当該出資馬の保険加入額は、2歳馬については募集価格

の100%、3歳馬については70%、4歳馬については50%と
し、5歳馬以降は保険の更新を行いません。ただし、当該
出資馬がGIII以上の平地重賞競走(海外におけるGIII以
上、地方競馬におけるJpnIII・SIII以上、および新設もしく
は条件変更などの理由により本来の格付が付されなかっ
た場合の重賞競走を含む)において優勝した場合には、馬
齢に関係なく募集価格の100%が保険加入額となります
ので、不足金額が生じた場合には日割り計算して会員に
は負担していただく必要があります。また、種牡馬としての
価値が本項記載の加入額を著しく上回ると想定される場
合などで、会員の利益保護を主な目的として加入額を適
宜増額する判断を営業者は行うことがあります。この場合
の増額に対応する保険料についても会員の負担となりま
す。

ⅱ　年間の保険料は、保険加入額の3.05%(本書面作成日現
在)となっています。 

ⅲ　当該出資馬が障害競走に出走する場合、レース当日のみ
(障害競走中に起因した事故によりレース翌日以降に保険
金支払い対象となる場合を含む)、馬齢、募集価格に係り
なく死亡した場合を含め、給付限度額は 200万円に変更
となります。この場合でも、保険料の追徴・返戻等は行わ
れません。　　

ⅳ　当該出資馬が年度途中に引退した際に保険会社より支払
われる解約返戻金があった場合には、引退精算分配(※後
述「16.(3)」に記載のとおり)により会員に返戻、分配しま
す。

ⅴ　当該出資馬につき不慮の事故が起こった場合は、支給さ
れた保険金をもってその損害全てに対する補填とします。
会員は、当社及びその関係者に対して一切損害賠償請求
はできません。

ⅵ　競走馬出資金に未払分のある会員が保険給付を受ける
場合の保険金については、前述「4.(1)4i」の記載にした
がって、まず競走馬出資金の未払分に充当され、残余の保
険金のみが会員に分配されます。

ⅶ　競走馬保険は死亡保険ですが、保険料の増額を伴わない
限度で、本書面作成日現在、以下の特約が付加されてい

ます。下記a~eいずれにおいても、保険金額全額が、出資
口数に応じて会員に分配されます。(以下a~cの重複適用
はありません。また、同一保険年度においてdまたはeの給
付と死亡保険の給付を合わせて受ける場合、保険加入額
が限度となります。)dまたはeの給付を2歳1月1日から5月
31日までに受けた場合、会員への分配時期は原則6月末
日となります。
ａ． 保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断

を受けた場合、死亡保険加入額の20%(ただし、障害
競走に起因する事故の場合は、1頭あたり200万円が
金額限度)が加入者に給付されます。

ｂ． 傷害または疾病により競走に一度も出走できないこ
と(未出走)が確定した場合、死亡保険加入額20%が
加入者に給付されます。　

ｃ． 保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断
を受けた未出走馬で、且つ日本中央競馬会馬主相互
会の競走能力喪失に係わる「規程 3 号・4 号の事故
見舞金」支給要件に該当しない場合(原則として、い
わゆる未入厩馬が主な対象)、死亡保険加入額の
50%が加入者に給付されます。　　　　　

ｄ． 「手術費用特約」として、傷病により主に全身麻酔を
伴う外科手術が実施された場合には、死亡保険加入
額の3%を支払い限度として、当該手術代金相当額が
加入者に給付されます。当該特約は、局部縫合など部
分麻酔による手術や去勢は対象となりません。具体
的には、上部気道手術、開腹手術、眼科手術、副鼻腔
手術、歯科手術、種痬摘出手術、外傷手術、骨摘出手
術、軟部組織摘出手術、関節鏡手術(臨床症状のない
OCD[離断性骨軟骨症]に対する手術を除く)、切開・ド
レナージ(洗浄)手術、骨折内部固定手術、腱・靭帯切
断手術のうち、保険会社が認定した場合に給付対象
となります。手術当日の費用が対象となりますので、
入院費用や後治療、後遺症の手当ては対象外です。
手術回数に制限はなく何度でも給付を受けることが
できますが、当該年度の保険期間における総給付の
限度額は死亡保険加入額の3%となります。また、同一
の傷病に起因する手術について複数回の外科手術 
を受けた場合の2回目以降は給付対象となりません。
但し、完治が証明された後に同様の傷病が生じたこと
により外科手術を受けた際には給付対象となる場合
があ ります。　 

ｅ． 「屈腱炎見舞金特約」として、初めて屈腱炎と診断さ
れた場合、50万円を限度として死亡保険加入額の5 
%相当額が加入者に給付されます(再発は対象外で
す)。給付対象となるのは1度限りですが、当該特約に
ついては、上記b.「未出走が確定した場合」の特約給
付と合わせ適用となる場合があります。

⑶海外遠征出資金　　
当該出資馬が海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)す
るために生じた、輸送費、検疫・輸送等の帯同人件費、登録料、海上
保険等の経費について、会員は、これを出資口数に応じて負担する
義務があります。この経費を賄うため、海外遠征以前に概算による
費用見込み額を、またはレース後に生じた費用を、当社所定の指示
に従って会員は追加出資します(※詳細については後述「24.当該
出資馬の海外遠征」を参照)。

⑷事故見舞金返還義務出資金　　
　事故見舞金支給規定に定められた休養期間の満了前に当該出資

馬が復帰・出走した場合、受領済みの従前の事故見舞金の一部金
額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる場合がありま
す。従前の事故見舞金が会員に分配された後に当該返還請求を受

ける場合、会員に返還義務が生じ、会員は当該出資金を追加出資
のかたちで返還します。

⑸一般会費（契約成立日の属する月から発生します）
550円から5,500円（全て税込）の会費プランがあります。詳細はパン
フレットまたは京都サラブレッドクラブホームページに記載していま
す。退会は申告制とし、申告した日の属する月までに発生した出資金・
会費を全て支払った段階で退会完了となります。
⑹輸入経費出資金　

当該出資金は、当該出資馬が外国産馬の場合において、日本国へ
輸入する際に掛かった諸経費相当分(輸入関税、輸送保険料、出入
国検疫費、付添人費、軽種馬協会登録費及び輸送費等)を指し、出
資割合に応じて負担して頂くこととなります。当該出資金の支払は、
当該出資馬が日本国へ輸入される月の前月12日（金融機関休業日
は翌営業日）に、1頭当たり800万円を顧客指定の金融機関口座か
ら自動振替を行い、支払金額が確定した翌月12日（金融機関休業
日は翌営業日）に、差額分を顧客指定の金融機関口座に振込、もし
くは不足分を顧客指定の金融機関口座から自動振替を行います。
なお、支払方法については、当該出資馬の出資申込の際に支払金
額が既に確定している場合には、出資金等と合わせて当該出資馬
の『請求明細書』に記載されます。

6. 『請求明細書』の通知
当社は、原則毎月末日に『請求明細書』を会員にホームページ上にて
通知します。当該書面には会費・出資金等のご請求金額や決済日、並
びに当月分賞金等分配金の支払金額や送金日等の内容が記載され
ます。会費、出資金等については自動振替予定日の記載があります。
当該書面をもって領収書と同様の役割としますので、会員は当該書面
を保管してください。また、自動振替登録手続未了の方は、振込用紙
の控えまたはこれに代わる振込を証明する控えを保管してください。
いずれも再発行はいたしかねますのでご了承ください。また当該書面
は後述「18.」に記載する会員への運用状況の報告を兼ねます。

7. 会員への利益分配額に対する課税方法及び税率
当社は、確定申告の用に供するため、『匿名組合契約等利益の分配金
の所得税申告資料』 を会員に送付します。
⑴会員が個人の場合 　　　　　　
　個人会員(当社の個人会員)の「2.及び15.」で定める獲得賞金等分

配対象額のうち利益分配額となる金額は、雑所得として他の所得と
合算され通常の所得税率により総合課税されます。(分配の際に源
泉徴収の対象となり徴収された所定の所得税(20.42%)は、確定申
告時に精算となります。)また、計算期間中に当該出資馬の匿名組
合契約から生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益によ
り補填されるまで繰越します。したがって、他の出資馬の匿名組合
契約から生ずる利益に対する必要経費に算入することはできませ
ん。ただし、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に生じた損失
金は雑所得内で損益通算が可能です。なお、雑所得は他の所得と
は損益通算できません。

⑵会員が法人の場合 　　　　　　
　法人会員(当社の法人会員)の「2.及び15.」で定める獲得賞金等分

配対象額のうち利益分配額となる金額は、法人税の課税所得の計
算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます。ま
た、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は当
該法人会員の課税所得の計算上損金の額に算入されます。当該出
資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受け取った
金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、当該出
資馬の匿名組合契約が終了した際の損失金については、法人税の
課税所得の計算上、損金の額に算入されます。

8. 匿名組合損益の帰属 　　
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成
します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競

走馬の減価償却費、進上金、営業者報酬等の費用を控除して、利益あ
るいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対す
る出資口数の割合に応じ会員に帰属します。

9. 匿名組合契約（商品投資契約）の期間及び変更に関する事項 
⑴匿名組合契約（商品投資契約）期間に関する事項 　　　　
　当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と当社との商品投資契約

成立日から、当該出資馬の運用終了(「12.(5)1」参照)後、当社から
会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納
入、及び当社から会員に支払う引退精算分配等(後述「16.(3)」参
照)に係る引退精算金等の分配の、双方の支払いが完了した期日ま
でとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上記の「双方の支払
いが完了した期日」をもって終了します。

⑵匿名組合契約（商品投資契約）の変更に関する事項 　　　　　
　当該出資馬の商品投資契約は、当該契約が終了するまで本書面に

記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容に
ついて変更しなければならない事態が生じた場合には、当社は、原
則として会員に対して同意を得たうえで変更を行います。また、現在
適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受け
る事となった場合においてはその法律が優先されるため、記載事
項の内容について変更しなければならない場合があります。 

10. 匿名組合契約の解除に関する事項 
 ⑴解約の可否及び買取りの有無 　　　

　当該出資馬の匿名組合契約の終了（後述「12．⑸①」記載の「引退」
もしくは「運用終了」）をむかえるまでの間の中途解約は会員がクラ
ブに申告を行うことにより可能です。なお、申告した日の属する月ま
でに発生した出資金・会費を全て支払った段階で退会完了となりま
す。中途解約をする場合、会員に対する当社からの返還金はありま
せん。また、当該中途解約については、「4．⑵②」に記載する、「2ヵ
月以上納入義務を履行しない場合」と同様に扱われますので、同条
項にしたがい会員資格は喪失します。ご注意ください。中途解約に
より消滅した会員の出資持分に関わる権利義務は、当社に引き継
がれます。

 ⑵商品投資契約解除によるファンドへの影響 　　　
　会員資格喪失などにより、万が一多数の商品投資契約解除があっ

た場合でも、当該出資馬の運用に影響はありません。 
 ⑶クーリングオフ制度　　

　クーリングオフ制度はありません。競走用馬ファンドは金融商品取
引法第37条の6(書面による契約解除)の適用を受けず、本商品投
資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内無条件
契約解除)はありません。ただし、当社がやむを得ないと判断した場
合は、当該契約の解除を認める場合があります。この場合会員は、
出資契約が成立した日から5日以内にあらかじめ当社に電話等に
よる連絡をして確認した後、契約解除を希望する旨を通知します。 
かかる契約解除が頻繁に行われる場合など、当社は、当該会員に
対して新たな出資申込みを受け付けかねる場合があります。

 ⑷匿名組合員(会員)の破産　　
　破産により匿名組合契約が終了した場合、商法第542条に基づき、

当社は出資の価額を返還します。出資の返還時期は、他の匿名組
合員(会員)への出資の返還時期と同時期になります。

11. 商品投資受益権の譲渡及び相続等に関する事項 
⑴商品投資受益権の譲渡 　　　　

会員は、会員資格並びに商品投資契約上の地位又は商品投資契
約上の権利義務につき、当社が特に認めた場合を除き、これを第三
者に譲渡することはできません。また、商品投資契約上の地位又は
商品投資契約上の諸権利を、第三者のために質入、その他担保設
定することはできません。

⑵相続と相続放棄について 　　　

会員資格並びに商品投資契約上の地位もしくはその権利義務(「商
品投資受益権等」)の相続又は遺贈がなされた場合は、以下による
ものとします。　
①相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益権等を相続又

は受遺する場合相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資受
益権等の承継を希望する場合は、当社からの案内に従って当該
相続又は遺贈を証する所定の書類を提出し、被相続人(遺贈者)
に代わる新しい名義人を届け出ます。但し、被相続人(遺贈者)が
有した商品投資受益権等の数量に係らず、当社との関係でその
承継者となりうる新名義人(相続人又は受遺者)は1名に限るもの
とします。かかる届出があった場合には、当社は届出書その他の
提出書類に不備のないことを確認の上、手数料を徴収すること
なくその名義変更を行います。名義変更が完了すると同時に、新
名義人は、被相続人(遺贈者)が有した会員資格及び商品投資受
益権等のすべてをその会員番号とともに包括承継します。

②相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益権等を相続又
は受遺しない場合相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資
受益権等の承継を希望しない場合には、これを放棄することが
できます。放棄を希望する相続人又は受遺者は、当社の案内に
従って所定の書類を提出し、会員資格及び商品投資受益権等を
放棄する意思を届け出ます。かかる放棄の届出は、被相続人(遺
贈者)が複数の商品投資受益権等を有する場合であっても一括
してこれを行うものとします。この場合には、前条「10.(1)解約の
可否及び買取りの有無」が適用されて中途解約をする場合と同
様の扱いとなり、当社から相続人への返還金はありません。

③相続又は遺贈(以下「相続等」)の手続未了と当該未了期間におけ
る経過措置相続等が発生した場合であっても、前述「4.(2)2」に
記載する、「2ヵ月以上納入義務を履行しない場合」に該当するに
至った場合には、同条項の規定に従って会員資格及び出資馬に
係る一切の権利は消滅します。したがって、相続人又は受遺者が
1記載の相続等による承継を希望する場合には、当社からの請求
にしたがって、競走馬出資金(「4.(1)4」参照)、維持費出資金及び
会費等(「5.」参照)を期日までに納入することを要します。他方、後
述「16.」に記載する賞金等の分配は、相続等の手続未了の間は
保留されるものとし、前記1記載の名義変更手続完了後、当社所
定の手続にしたがって、相続人又は受遺者(新名義人)の指定銀
行口座宛に送金されます。

12. 会員から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する
事項 
⑴商品投資の内容及び投資制限 　　　　 　　

会員から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令
第7条4ニ記載の競走用馬投資関連業務の規定に基づき、競走用
馬(競馬法第14条及び第22条に基づき、JRAが行う登録を受け又
は受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。出資金の
使途や収支の状況等については、後述「18.」記載のとおり当社から
会員に通知されますので、運用実態の整合性について、会員自身で
確認してください。

⑵借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける
投資対象への投資の有無　
①借入れについて 　　　　　 　　　

当該出資馬の運用に伴う預託料等の費用は、会員から出資され
る維持費出資金で充当します。会員から出資された維持費出資
金で賄えない超過額が発生した場合、及び見込むことが困難な
出来事に伴う費用については、一時的に当社等から資金を借入
れることによって補い、最終的な費用負担は当該匿名組合の損
益計算を通じて、会員に帰属しますので、会員に対して負担を求
めることとなります。

②集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資
対象への投資の有無

　クラブ法人は、JRAから支払われた賞金等を活用して、別のファン
ド等への投資は一切行いません。また、当社においても利益分配
額、出資返戻金を活用して別のファンド等への投資は一切行い
ません。よって、利益分配額、出資返戻金については、会員に対し
て支払うまでの間、後述(7)のとおり、銀行等の金融機関へ預託
し、適切な資金管理を行います。

⑶当該出資馬の繰上げ運用終了の有無 　　　　
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用
終了日が繰上がる場合があります。

⑷運用開始予定日について 　　　　 　　
当該出資馬の運用開始予定日は、2歳1月到達時(募集開始日が2
歳2月以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の
属する月)とします。 

⑸運用終了予定日について 　　
①運用終了 　　　
　当該出資馬の所有権を有するクラブ法人は、馬体状況や競走成

績等を考慮し、JRAの競走馬登録を抹消する(未登録馬について
は登録しない)ことを決定します。クラブ法人は、登録抹消済みま
たは未登録の当該出資馬を第三者等に譲渡するなどの手続開
始を当社に伝達し、当社は会員宛に『出資馬引退に関わるご案
内』を通知します。これをもって競走用馬ファンドは運用終了(もし
くは競走馬の「引退」という)となりますので、運用終了予定日の定
めはありません。ただし、後述③のとおり、牝馬については引退期
限の定めがあります。また、後述②のとおり、牡馬については競走
馬を引退した後も種牡馬賃貸契約の締結により種牡馬として運
用を継続する場合があります。なお運用終了後、当該出資契約
は、前述「8.」に記載のとおり、最終となる出資・分配双方の履行
が完了した期日をもって終了します。

②牡馬（去勢馬を含む）の場合 　　　　　　　　
　引退期限の定めはありません。当該出資馬の引退後における第

三者等への売却もしくは無償供与等についてはクラブ法人が判
断します。なお、当該出資馬が種牡馬賃貸契約により種牡馬とし
て供されることとなった場合には、種牡馬の賃貸収入が数年にわ
たり会員に支払われる場合があります(後述「27.(3)」参照)。よっ
て、この場合の「運用終了」とは、上記賃貸収入が最後に会員に支
払われた時として読み替えるものとします。また、この場合は、競
走生活終了と同時にクラブ法人は当社に当該出資馬を現物で返
却しますので、当該種牡馬賃貸契約の貸主は当社となります。   

③牝馬の場合 　　　　 　　
ⅰ　中央入厩予定馬である当該出資馬が牝馬の場合には、6 

歳3月末を引退期限としますが、馬体状況及び競走成績
等を考慮し運用終了日が繰上がる場合があります。また、
牝馬が引退する際には、後述「13.(6)3iii」のとおり、買戻
し代金の規定があります。

④サラブレッドオークション利用による売却 　　　　　
ⅰ サラブレッドオークションへの出品　　　　
 当該出資馬の引退・運用終了に際してクラブ法人は、楽天

サラブレッドオークション(以下「オークション」という)に出
品して売却する場合があります。オークションへの出品要
領については概略以下のとおりとなります。オークション
は毎週木曜日に開催され、落札馬の売却代金は翌日金曜
日(金融機関非営業日の場合はその翌日)に決済されま
す。繋養経費については決済日まで売主負担となり、決済
日翌日の出品馬引渡し以降は買主の負担となります。落
札価格に消費税を加えた金額が売却代金となり、ここから
銀行振込手数料が控除され入金を受けます。出品馬に応
札がないなど、いわゆる「主取り」となる場合、売却申込料
は、売主には返却されることなくオークション事務局の受
領となります。

ⅱ　売却代金と売却経費　　　

 売却経費については落札価格からクラブ法人営業手数料
(金額については、オークションの都度、落札が決定した後
に会員へ通知します。)および消費税を控除した金額とな
ります。牝馬については、当該出資馬の売主において繁殖
牝馬となる場合には、販売総額の5%で買い戻した代金と
なります。但し、当該出資馬が競走能力喪失に基づいて支
給される事故見舞金(中央競馬馬主相互会規定3号及び4
号)の支給対象となる場合にあっては、5%代金から、当該
事故見舞金を控除した額とします。当該事故見舞金額が
5%代金を超過する場合には売却代金の適用はありませ
んのでご了承願います。また、ネットオークションで売却で
きた場合には、落札価格からクラブ法人営業手数料およ
び消費税を控除した金額と、販売総額の5％の金額を比
較し、高い方の金額が当該出資馬の売却代金となります。

⑹競走用馬ファンドの運用に係る計算期間 　　　　 　　
当該出資馬の計算期間は、毎年11月1日に始まり翌年10月31日に
終了するものとし、毎年10月31日を決算日とします。したがって、11
月1日から10月31日までに出走した場合の賞金等、並びに同時期
に当社が受領した事故見舞金等に係わる分配金は、当計算期間
(当年の所得計算)に帰属します。ただし、計算期間末の10月に抹消
引退となった競走馬の引退精算分配並びに後述「16.(1)」に記載の
10月26日から10月31日の間に地方競馬指定交流競走等に出走し
た場合の賞金については、収入費用が計算期間終了後の11月の事
務計算にて確定となることから、翌計算期間に帰属するものとしま
す。その他、費用収益が確定していない事項については、費用収益
が確定した時期の計算期間に帰属するものとします。

⑺会員から出資を受けた財産の管理口座　　　　　
　金融商品取引法第40条の3及び内閣府令第125条の求めにした

がって、事業者の財産と出資財産とを分別管理するため、営業者
(当社及びクラブ法人)は、匿名組合運用に関わる顧客から受けた出
資金を下記の口座にて適切に資金管理します。
①当社における出資財産の資金管理口座 　　　　
　・滋賀銀行草津支店   普通預金 460135　 　　　
　口座名義人 株式会社京都サラブレッドクラブ会員口

②クラブ法人における出資財産の資金管理口座 　　　　　　
　・滋賀銀行草津支店   普通預金 460124　 　　　　　　
　口座名義人 株式会社京都ホースレーシング匿名組合口 

13. 商品投資販売契約等の種類並びに出資者の権利及び責任の範囲    
 ⑴商品投資販売契約の種類 　　　　　　

商法(明治32年法律第48号、以降の改正を含む)第三篇第四章第
535条により規定された匿名組合の契約形態であって、会員が匿名
組合員となり営業者(本書面において「当社」という)に出資し、当社
が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「会員」と
いう)に分配することを約束する契約です。

 ⑵事業報告書の縦覧について
金融商品取引法第47条二に基づき、金融商品取引業者(クラブ法
人及び当社)が内閣府令に基づき内閣総理大臣に提出する事業報
告書は、事業年度終了4ヵ月後から1年の間縦覧することができま
す。希望する顧客(会員に限らず広く一般が対象となります)は、3営
業日前に通知したうえで、通常の営業時間中に当社の本店・営業所
にて縦覧を行いま す。

⑶会員から出資された財産の所有関係 　　　　
会員から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において

「当該出資馬」という)の所有権は、商法第536条の規定に基づき当
社に帰属します。当社は、当該出資馬の所有権により、商法第535
条の規定に基づきJRAに馬主登録のあるクラブ法人に対して現物
出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに
伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、JRAへの競走用馬とし
ての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(地方

指定交流競走、海外の競走、地方競馬の競走を含む)の選択、当該
出資馬の引退手続及び引退後の第三者等への処分を行うものとし
ます。

⑷会員の第三者に対する責任の範囲　　　
当該出資馬の会員は、組合員として匿名組合契約に基づき出資し
た資金及びそれより得られた利益の範囲内で当社の行為に責任を
負うことになります。また、当該出資馬に出資した会員は、当社の経
営及び運用管理に参加することはできません。なお、会員は当該出
資馬の会員であるが故をもって当該出資馬について馬主行為を
行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と
接触すること及びJRAの厩舎地区に立ち入ることはできません。会
員が当該出資馬に関しての問い合わせ等は、必ず当社を通じて行
うものとします。

⑸出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担に関す
る事項について

　獲得賞金等分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出
資した元本を下回る場合があり、この場合、会員が出資した元本の
全額は戻りませんので、本商品投資契約は元本が保証されたもの
ではありません。また、競走用馬によっては、馬体状況等により、競
馬に出走することなく引退してしまうこともあるため、収益が保証さ
れているものでもありません。なお、当該出資馬に関する会員の損
失負担は2歳1月到達時(募集開始日が2歳2月以降となる場合、維
持費出資金の支払義務は、募集開始日の属する月)より発生します。
従って、2歳到達前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失し
たことにより廃用となった場合は、やむを得ず本商品投資契約の効
力が失われることとなりますので、当該出資馬の納入済みの競走馬
出資金及び保険料出資金は、会員に対して全額返金されます。当該
出資馬の運用開始以降においては、死亡、競走能力を喪失して廃
用となった事態を含めて、当該出資馬の競走成績の如何に関わら
ず、当該出資馬の競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金
等その他当社に納入済みの一切の金額は会員に対して返金致しま
せん。また、競走馬出資金について会員は、当社の請求にしたがっ
て募集価格に充つるまでの金額納入義務から逃れられないものと
します。

⑹会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代
金の受領権以下に定める受領権は、当該出資馬の競走馬出資金を
完納した会員が所有します。
①賞金の受領権 　　　　　　　　
　会員が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主とし

て当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞金、距離別出走奨励
賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金および特別出走手
当の合計額(本書面において「賞金」という)から、JRAからの賞金
交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が当社に分配
する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税、所
定の進上金、消費税、クラブ法人営業経費(営業者報酬)の各項目
の合計額、及び当社が会員に利益の分配を行う際の源泉徴収所
得税を控除した金額にあります。ただし、JRAからの賞金交付時
に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が当社に分配する際
に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税(※後述

「3v」参照)及び消費税(※後述「3vi」参照)は、クラブ法人及び当
社が精算又は還付後に会員に分配する方法により、次の2に掲
げる、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金
として分配されるため、会員に受益権があ ります。

②その他の受領権
　会員が所有する前記1以外の受領権は、賞品売却分配金(消費税

抜き。※後述「3i」参照)、事故見舞金(※後述「3ii」参照)、JRA源泉
精算金・クラブ法人源泉精算金、競走取り止め交付金、(賞金にこ
れらを加えたものを本書面において「賞金等」という)、及び、競走
馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(※後述「3iiia及びb」参
照)、保険金(保険事故により支給された額または解約保険料返戻

金)、消費税精算金(※後述「3vi」参照)の各項目の合計額を合算
した額(本書面において「引退精算金」という)並びに診療費補助
金、装蹄費補助金(※後述「3vii」参照)にあります(賞金及び本項
のその他の受領権から診療費補助金、装蹄費補助金を除いたも
のを本書面において「支払金」という)。但し、愛馬会法人が指定
する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)のうち、別
途定める馬については、受領権の範囲並びに分配時期を変更で
きるものとします。

③注意事項 　　
ⅰ　賞品売却分配金の算出について 　　　　　　　

　クラブ法人が馬主としてJRA及びNARの管轄する競馬主催
者から取得した純金メダル、金製品、宝飾品等の賞品につい
ての受領権はクラブ法人にあり、顧客に受領権はありません。

ⅱ　事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金について
　事故で一定期間出走できない場合、またはJRAの競走用馬

としての登録を抹消する場合に日本中央競馬会馬主相互会
より支給を受けるものです。なお、休養に係る事故見舞金は、
支給規程に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支
給済みの金額の一部について返還を求められる場合があり
ます。当該事故見舞金がすでに会員に分配済みの場合は、
前述「5.(4)」の事故見舞金返還義務出資金の対象となり、当
社は会員に返還を求めます。　

ⅲ　当該出資馬の売却代金の算出 　　　 　　　
ａ 牡馬(去勢馬を含む)について、競走馬として売却が

できた場合は、その売却代金(消費税抜き)を会員に
分配します。(前述「12.(5)2及び4」参照)また、種牡馬
となる場合には、その売却代金(種牡馬賃貸契約によ
る場合の利益金を含む)の60%相当額(消費税控除
後)を会員に対して分配します(詳細については、後述
の「26.当該出資馬が種牡馬となる場合について」を
参照)。

ｂ 牝馬については、当該出資馬の売主において繁殖牝
馬となる場合には、販売総額の5%で買い戻した代金
となります。但し、当該出資馬が競走能力喪失に基づ
いて支給される事故見舞金(中央競馬馬主相互会規
定3号及び4号)の支給対象となる場合にあっては、
5%から当該事故見舞金を控除した額とします。当該
事故見舞金額が販売総額の5%を超過する場合には
売却代金の適用はありませんのでご了承願います。
また、ネットオークションで売却できた場合には、落札
価格からクラブ法人営業手数料および消費税を控除
した金額と、販売総額の5％の金額を比較し、高い方
の金額が当該出資馬の売却代金となります。

ⅳ　JRA源泉精算金 　　　　　　　
　JRA(NARの管轄する地方競馬主催者の場合があります)が

賞金支払時に控除した源泉徴収所得税額は、クラブ法人の
決算において法人税額に充当し精算します。精算後のJRA
源泉税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人が当社に支払
い、支払いを受けた当社は、会員に支払います(※後述「16.
(2)年次分配」参照)。

ⅴ　クラブ法人源泉精算金 　　　　　　　　　　　
　クラブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配

より控除した源泉徴収所得税額は、当社の決算において法
人税額に充当し精算します。精算後のクラブ法人源泉税は、
クラブ法人源泉精算金として当社を通じて会員に支払いま
す(※後述「16. (2)年次分配」参照)。

ⅵ　消費税精算金 　　　　　
　匿名組合契約に係わる税務規定にしたがって、営業者(クラ

ブ法人及び当社)は、匿名組合員(会員)に代わって消費税を
確定申告します。営業者は、賞金分配等に際して消費税を預

かり、また、競走馬の購入・預託料等の維持経費について、牧
場・調教師等に税込みの金額で支払いますので、会員は、消
費税を含んだ金額で、競走馬出資金・維持費出資金を支払
います。営業者は、確定申告を通じて消費税の精算をし、そ
の結果として、会員は、競走馬の購入代金及び預託料等維
持経費に係わる消費税の合計額について消費税精算金とし
て分配を受けます。当該精算金に係る会員の分配請求権
は、運用終了時に生じます(後述「16.(3)引退精算分配」参
照)。なお、今後の税制改正並びに営業者の消費税申告にお
いて、競走馬の購入代金・預託料等の消費税が全額控除で
きなくなった場合など、営業者の申告内容が本項記載の内
容と異なることとなった場合、当該精算金が減額もしくは分
配対象ではなくなる場合があります。

ⅶ　診療費補助金・装蹄費補助金等
　中央競馬馬主相互会から診療費補助金及び装蹄費補助金

が支給されます。当該補助金は、当該出資馬に毎月生じる維
持費と適宜相殺する方法により精算します。現役競走期間
中に当該補助金が交付されている場合は、会員に受領権が
ありますが、運用終了・引退後に交付を受けたなど、上記の
方法により精算のできない当該補助金については、当社に
受領権があるものとします。また地方競馬において、賞金と
は異なる、いわゆる補助金・給付金等で、月次分配・年次分
配・引退精算分配の方法をとらない金員を当社が受領した
場合の扱いについては、本項viiの規定を準用します。

ⅷ　顧客にはない受領権
　以下に定めるものの受領権は当社にあり、顧客に受領権は

ありません。クラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払い
を受ける装蹄費補助金及び診療費補助金のうち、引退精算
書の発行日を超えて中央競馬馬主相互会から支払いを受
けたもの。

14. 競走用馬ファンド（当該出資馬）の賞金から出費・拠出される管理報
酬及び手数料について  
⑴賞金からの控除 　　　　

クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、以下
の項目のうち1及び2に掲げる額をJRAにより控除されて支払を受
けます。また、クラブ法人は、JRAから支払われた金額から、以下の
項目のうち3及び4に掲げる額を控除し、このうちから5の源泉徴収
所得税を除いた額(獲得賞金等分配対象額)を当社に支払います。
支払を受けた当社は、当該支払金額から、以下の項目のうち6に掲
げる額を控除して会員の出資口数に応じて支払います。　　
①進上金
　当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出

資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、平地競走
の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の
20%を、付加賞の5%をそれぞれ乗じた額が支払われます。また、
障害競走の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除
いた額)の22%を、付加賞の7%をそれぞれ乗じた額が支払われ
ます。ただし、騎手に関わる進上金のうち、外国人騎手(中央競馬
の通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合
については、後述「14.(1)8」をご覧ください。

②JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税 　　　　　
　当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金額が75万

円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、JRAが賞金
から源泉徴収所得税として控除します。なお、源泉徴収所得税の
計算方法は以下のとおりです。
○源泉徴収所得税の計算式
　{賞金－(賞金×0.2＋60万円）}×10.21％ (東日本大震災復興

に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]が
含まれます)

　※当該源泉徴収所得税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人
の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。 　

③消費税　
　当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金から、以下

の計算方法により控 除されます。
○消費税の計算式
　(賞金進上金)×10/110
　※1円未満は切り捨て。 ※「10/110」は、本書面作成日現在の

消費税率。税率変更とともに変更となります。
④クラブ法人が当社に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源

泉徴収所得税
○源泉徴収所得税の計算式
　クラブ法人が当社に支払う利益分配額×20.42%(東日本大震

災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の 
2.1%]が含まれます) ※当該源泉徴収所得税は、クラブ法人源
泉精算金として、当社の決算において法人税額に充当精算後
に年次分配します。

⑤営業者報酬 
　クラブ法人は、日本中央競馬会等から支払われた賞金の3%の額

を、営業者報酬として賞金から控除します。
⑥特別営業者報酬(記念品製作費、祝賀会開催費等)　　　
　クラブ法人は、当該出資馬が重賞競走(中央、地方、海外を含む)

に出走して優勝した際に、馬主としてクラブ法人が所属厩舎に対
して支払う祝儀(本賞の1%)及び一般の馬主慣行に従って行った
祝賀会費用、優勝記念品の製作等の実費の合計額を、当該競走
により取得した賞金の10%相当額を超えない範囲で、別途、特別
営業者報酬として控除します。

⑦当社が会員に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴
収所得税　　

　当該項目は、当社が利益分配額を支払う場合には所得税が課税
されることとなり、当社が利益分配額から源泉徴収所得税として
控除します。 なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりで
す。
○源泉徴収所得税の計算式
　当社が会員に支払う利益分配額×20.42%(東日本大震災復

興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]
が含ま れます)

⑧外国人騎手の騎乗と「国外事業者進上金」について
　消費税法改正により平成28年4月1日以降、国外事業者が日本

国内で行う役務提供について、いわゆる「特定役務の提供」と位
置づけること、並びにいわゆる「リバースチャージ方式による消費
税の申告・納税」を実施することなどの仕組みが導入されました。 
外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手
を除く)が騎乗した場合の進上金(ここでは「国外事業者進上金」
といい「特定役務の提供」に該当)にかかる消費税の申告・納付に
ついても同規定が適用となりますので、JRAが賞金を馬主に支払
う際や、クラブ法人が消費税の申告・納付を行う際などでは、本邦
騎手が騎乗した場合と異なる事務対応が求められます。ただし、
本項記載の分配作業並びに「13.(6)3vi」に記載の会員が受領す
る「消費税精算金」の計算など、当社が会員に対して行う分配等
の事務作業については本書面記載のとおりとなります。したがっ
て、騎乗者の国籍等による取扱いの相違はありませんが、進上金
のうちに「国外事業者進上金」を含む場合は、前述「6.」の『請求
明細書』に附属する明細等に該当する旨を記載します。

⑵営業者の報酬 　　
①クラブ法人の営業者報酬 　　　　　

ⅰ　上記「(1)5」記載の営業者報酬(賞金[特別出走手当を除く]
の3%)　

ⅱ　種牡馬売却手数料(消費税控除前の売却代金の40%)
ⅲ　前述「13.(6)」に規定される会員の受領権以外の全ての受領

権
②当社の営業者報酬 　　 　　

ⅰ   一般会費
ⅱ　種牡馬売却手数料(消費税控除前の売却代金の40%)

③営業者報酬の対象外となる会員の受領権　　　　　
　賞金のうち特別出走手当、事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・

同付加金、競走取り止め交付金、売却代金(牝馬の場合の買戻し
代金を含む。但し、サラブレッドオークション利用による売却[12.
(5)4参照]及び種牡馬となる場合[26.参照]を除く)、保険金、解約
保険料返戻金、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金、消費税
精算金、診療費補助金、装蹄費補助金は、営業者報酬の対象外と
して獲得金額全額が会員への分配対象となります。地方競馬に
おいても、手当等の名称に関わらず同様の趣旨に基づく金員に
ついては適宜営業者報酬の対象外とします。

15. 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分
方法 

　獲得賞金等分配対象額(※前述「14.」記載のとおり)及びその他の分
配のうち、1の金額から2の金額を控除した金額を限度として出資返
戻金とします。
①賞金等(引退精算金を含む)獲得時における競走馬出資金及び維

持費出資金、保険料出資金、海外遠征出資金、事故見舞金返還義
務出資金の累積出資金額(過去に出資返戻金があった場合は当該
金額控除後の金額)

②競走馬の賞金分配月の前月末簿価　　　　　
　なお、上記金額の計算方法は以下の通りです。
 ○競走馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法
　・競走馬の取得価格の算出

取得価格={(競走馬の募集価格)+(2歳1月~3月の預託料)}×  
100/110 ・減価償却累計額の算出

　取得価格÷48×(2歳4月1日から賞金分配月の前月までの月数)・
前月末簿価の算出

取得価格 減価償却累計額
※1円未満は切り捨て。 ※分配月:金融機関営業日、非営業日に係らず

当該月の月末 ※100/110 は消費税率変更とともに改定されます。
　獲得賞金等分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合

契約に基づく利益分配額となります。

16. 競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金の分配方法及び分配時期に
関する事項
当社は、支払金がある場合には、以下の月次分配、年次分配、引退精
算分配の方法により、当該支払金のうち、利益分配額(※前述「15.」記
載のとおり)にかかる源泉徴収額を控 除して出資口数に応じて会員に
支払います。したがって、月次分配、年次分配、引退精算分配は、当該
収入を得た場合であって、必ずしも予定されたものではありません。支
払時期は、月次分配の賞金は、原則として、当該出資馬がJRAの競走
に出走した日の属する月の当月または翌月末日、また、賞金以外の受
領権に係る項目については、当該収入をクラブ法人が受領した日の
属する月の当月または翌月末日とします。年次分配は、計算期間終了
後の翌年3月末日とします。また、引退精算分配は、当該出資馬の運用
終了に際して会員が支払う最後の維持費出資金の自動振替が行われ
た月の月末とします。いずれも原則として月末に会員に対して分配時
期を記載した明細を掲示します。なお、月次分配・年次分配について
分配時の合計金額が3,000円に満たない場合、次月に繰越とします。
⑴月次分配　　 　　

当該計算期間内(11月1日から10月31日)の出走により得た賞金、
及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の
獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間
に属し、当月もしくは翌月分配いたします。賞金(※控除される内容
など分配方法は前述「14.」参照)及び、賞品売却分配金(消費税抜

き)、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取
り止めまたは不成立となった場合に交付)及び特約保険金(「5.
(2)2viid及びe」)は、月次分配の方法により分配します。　　　　

⑵年次分配 　
当該計算期間内(11月1日から10月31日)に出走して獲得した賞金
に係る、JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラ
ブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源
泉徴収所得税は、それぞれJRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金
として、当該計算期間終了後の翌年3月末日に会員に分配します。
年次分配における会員の分配請求権は翌年3月末日に生じ、分配
金受取り時の計算期間の所得として扱われます。

⑶引退精算分配 　　
当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・同
付加金、売却代金(消費税抜き。牝馬の場合に規定される買戻し売
却代金を含む)、保険金(死亡、競走能力喪失及び傷病により未出走
が確定した場合)、保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、消
費税精算金は、引退精算分配の方法により分配します。引退精算分
配は、競走馬登録の抹消・競走馬の死亡といった引退事由の生じた
月の翌月の事務計算により金額が確定し、金額が確定した月の翌
月末日に原則として分配が行われます。引退精算分配に係わる会
員の分配請求権は、事務計算により金額が確定した日に生じます。
また、上記(2)の年次分配を予定していたJRA源泉精算金、クラブ法
人源泉精算金は、運用終了に際して分配時期を繰り上げて、引退精
算分配します。
なお、前述「4.(1)4i」に記載のとおり、引退精算分配の一部若しくは
全額は、競走馬出資金の未払分に充当される場合があります。
維持費の精算金は、会員から預託されている維持費出資金の合計
額から、当該出資馬の運用に際し実際に要した預託料等の合計額
を差し引いて算出した額とします。その精算額に余剰が生じた場合
には会員に支払うものとし、不足が生じた場合には他の分配額より
充当するものとします。

⑷適用除外（支払金の留保）　 　　　　　 　　
会員が、納入期限の到来した会費、競走馬出資金、維持費出資金、
保険料出資金並びにその他の競走用馬ファンドに係る追加出資金
等が未納になっている場合は、当該会員に対する支払金の分配は
留保します。完納後は、当社所定の手続に従って会員に分配されま
す。

17. 運用終了（引退）時の支払について 
⑴引退精算分配の金額の計算方法 　　　　　　

当社は、当該出資馬の引退時に、当該出資馬に係る引退精算分配
に係る分配金がある場合には、当該精算金額を出資返戻金と利益
分配額に区分し、出資口数に応じて算出し、当該算出額から利益分
配額に対する源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め20.42%)を
控除して会員に支払います。

⑵支払方法及び支払時期 　　　 　　
当社は、当該精算金額を原則として、当該出資馬の運用を終了する
こととなった日の属する月(もしくはその翌月)の翌々月末日に、出資
口数に応じて会員指定の金融機関口座へ振込みます。なお、会員
に対して事前に『請求明細書』及び『支払通知書』を通知します。
　　　　　　　　　　　　　

18. 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 　
当社は、金融商品取引法第42条七の定めに従って、運用報告書とし
て、当該出資馬の運用状況、獲得した賞金等に関わる『請求明細書』
及び『支払通知書』及び必要に応じてその補助明細書を、原則として
毎月末日に会員に掲示します。

19. 競走用馬ファンド（当該出資馬）に係る資産評価に関する事項 　　
前記「18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照し
て下さい。

20. 計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損
益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける
予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公
認会計士または監査法人の監査を受ける予定はありません。

21. 当該商品投資契約に関わる紛議について 
⑴当社が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託

する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及
び住所 

　・特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
　東京都中央区日本橋茅場町 2-1-13 第3証券会館

⑵当該商品投資契約に関わる訴訟について管轄権を有する裁判所
の名称及び住所

　・東京地方裁判所 〒100-8920 東京都千代田区霞が関 1-1-4
　・東京簡易裁判所 〒100-8971 東京都千代田区霞が関 1-1-2

22. 商品投資契約に係る法令等の概要 　　
匿名組合契約は、商法535条から同法542条に規定されている匿名
組合契約であって、匿名組合員となる会員が営業者の営業のために
出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合
においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業の
ため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる
会員は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及び
それより得られた利益を限度に責任を負担します。また、会員に対し
交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品
取引法第38条及び第40条など、金融商品取引法の規定に基づいて
行為規制を受けております。
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法
(昭和23年法律第158号)の規定に基づいて規制を受けております。
会員の出資については、「3.(3)」に記載する「犯罪収益移転防止法」及
び「マイナンバー法」の規制を受けております。

23. 当社の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨 　
前述「13.(2)」記載のとおり、顧客は事業報告書を縦覧することができ
ます。

24. 当該出資馬の海外遠征
当該出資馬を海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)させ
る場合には、当該出資馬の所有権があるクラブ法人が決定し、愛馬会
法人は顧客に対してその旨を通知します。海外遠征の場合、進上金の
取扱いについては、遠征先のルールに従うものとし、一方、日本中央
競馬会交付の褒賞金についてはこれを進上金の対象とします。また、
遠征に際して生じた、検疫・輸送の帯同人件費、登録料、海外保険等
の経費について、顧客は、遠征馬の競走成績に関わりなく、これを維
持費出資金に相当するものとして出資割合に応じて別途負担して頂
きます。　　　

25. 中央入厩予定馬の地方転籍とその判断について 　
当社は、未勝利及び未出走のまま引退した当該出資馬について、日本
中央競馬会に競走用馬として再登録する意思がある場合には、当該
出資馬を地方競馬に馬主登録のある第三者(山上和良)に売却しま
す。これを予定している場合には、当社は、その旨を記載した書面を
当該出資馬の顧客に事前にお知らせします。当該出資馬の匿名組合
を解散後、日本中央競馬会が競走用馬として再登録するために定め
た条件を、当該出資馬が満たした場合には、当社が当該出資馬の所
有権を再取得して、従前の匿名組合の顧客に限定して再出資の募集
(以下、「再ファンド」という)をします。但し、前述の条件を満たさない場
合もしくは1年以内に再登録する意思を取り下げる場合には、速やか
に従前の匿名組合の顧客に対して通知します。なお、従前の匿名組合

の顧客が、当該出資馬の再出資に応じるかどうかは自由とします。ま
た、再ファンドの詳細については以下のとおり定めるものとします。
⑴地方競馬在籍時の当該出資馬に係る馬主等 　　　 　　

①地方在籍時の地方馬主は、山上和良とします。
②地方在籍時の当該出資馬の支出に係わる経費及び、収入に係わ

る金品についての権利は、当該出資馬の所有権がある地方馬主
にあります。

⑵当該出資馬の当初引退から日本中央競馬会に競走用馬として再登
録するまでの期間当該出資馬が再登録の条件を満たした時点で、
地方馬主は、クラブ法人にその旨速やかに報告し、クラブ法人、当
社は、その日から3か月以内に再ファンド及び再登録の手続きをと
るものとします。但し、厩舎に空き馬房がない等、再登録の手続きを
とることができない場合は、再ファンドのみ行ない牧場等で待機さ
せます。なお、地方競馬で再登録の条件を満たした後に、故障、疾病
を発症し休養を余儀なくされた場合はこの限りではありません。

⑶再ファンドの対象者
　　当該出資馬に対し出資を行っていたことを条件とします。
⑷再ファンドにおける当該出資馬に関する事項

①販売総額
　地方馬主に売却した際の金額とし、一口当たりの競走馬出資金

は、販売口数（従前の匿名組合の販売口数と同数）で除したもの
になります。

②出資口数
　当該出資馬を従前所有していた口数と同数以下とします。
③維持費出資金
　従前の運用時と同様の請求方法とします。なお、顧客の支払義務

は、地方競馬の競走用馬登録を抹消した翌日分より発生します。
④競走用馬保険
　年齢に関わらず加入しません。
⑤その他の条項

　　　その他の条項については、本書面に定めるとおりとします。
⑸クラブ法人がNAR馬主免許を取得した場合の取り扱いについて

JRA未勝利馬が地方に転籍してその後再度JRAに登録する制度を
利用いたします。

　当該出資馬がJRAの平地競走において未勝利(平地重賞競走にお
いて2着のある場合を除く。未出走の場合を含む)の場合、3歳未勝
利戦の番組終了と同時に、平地競走においては、原則いわゆるロー
カル開催にしか出走できなくなります。また、自動的に1勝クラス
(500万下条件)に編入されますが、出走は、収得賞金のある馬が優
先されるため、収得賞金が「0」の未勝利馬は最初に除外の対象と
なってしまいます。但し、JRAの競走馬登録を抹消した後地方競馬
に転籍してJRAの定める成績(本書面作成時では、JRAに再登録す
る際において、地方競馬の競走で2勝以上を挙げている2~3歳馬、
もしくは、3勝以上を挙げている4歳以上の競走馬)を挙げた競走馬
については、再度JRAの競走馬登録を行った場合(以下本書面にお
いて「JRAの再登録」という)収得賞金が「0」でなくなり、未勝利馬ゆ
えの出走制限を受けることなく出走できることとなります。当該出資
馬がこの制度を利用してJRAの再登録を目的にNARに競走馬登録
したうえ、地方競馬の競走において運用される場合があります。

　また、JRAの競走馬登録を抹消する、あるいはJRA未登録の当該出
資馬の競走馬登録を行わないことをもって、引退・運用終了、匿名
組合契約終了とする判断については、当該出資馬の運用継続によ
る採算性を予測し、その時点での見通しをもとにクラブ法人が行い
ます。従って、当該出資馬が未勝利馬の場合において、地方への転
籍は必ずしも行われるものではありません。また、地方競馬に転籍
後、地方競馬にて運用中に、引退・運用終了、匿名組合契約終了と
する判断をとる場合がありますので、「JRAの再登録」は必ずしも行
われるものではありません。また、愛馬会法人と会員との間の当該
出資馬の匿名組合契約が終了する際、当該出資馬が譲渡されるこ
とがありますが、当該譲渡によりあらたに当該競走馬の所有権を取

得した第三者もしくは営業者(クラブ法人・愛馬会法人)に関わりの
ある生産(提供)牧場の馬主登録者が、当該競走馬を地方競馬等の
競走に出走させることのあることを、当該出資馬の会員は了承する
ものとします。クラブ法人は、かかる匿名組合契約終了とする判断
について、出資会員の利益を最優先に誠実に行うものとします(但
し、その判断の結果責任を負うものではありません)。当該出資馬が
牡馬またはせん馬の場合で、第三者以外(営業者に関わりのある提
供牧場等)に競走馬として譲渡される場合の譲渡価格は売買実例
等を基にクラブ法人が適宜判断します。牝馬の場合は、前述「13.
(6)3iiib」に従います。

26. 当該出資馬が種牡馬となる場合について　
⑴転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者 　　　 　　
　当該出資馬の種牡馬への転用の可否、転用時期、繋養先等は、クラ

ブ法人が決定します。但し、種牡馬としての価値が比較的高額とな
る場合には、売却する方法でなく、次項(3)に掲げる種牡馬賃貸契
約を締結する方法を採ることがあります。この場合、クラブ法人は当
該出資馬の所有権を当社に返還するものとし、当社が種牡馬賃貸
に関する諸事項を決定します。

⑵繋養先並びに売却価格等の決定方法 　　
　種牡馬転用時の評価(売却価格もしくは賃貸価格)は、競走成績、血

統背景、景気動向等による需要予測、過去の類似売買(もしくは賃
貸)実例などを参考にして、売却先または賃貸先(繋養種馬場)と協
議の上決定します(無償で寄贈する場合があります)。種牡馬として
売却できた場合(種牡馬転用前に売却先等の馬主名義にて競走出
走を条件とする譲渡契約を締結した場合を含む)の売却代金につ
いては、その売却代金(消費税込み)の40%を営業者の報酬とし(前
述「14.(2)営業者の報酬」を参照)当該営業者報酬を除いた残額
60%相当額(「売却代金(税込)×100/110売却代金(税込)×40%」
の式にて算出)が会員に分配されます(前述「13.(6)3iiia」参照)。

⑶種牡馬賃貸契約の概要について　　
　種牡馬賃貸契約の契約内容については、個々によって一部異なる

場合がありますが、概ね次の形式となります。クラブ法人が競走馬
登録を抹消した当該出資馬の所有権は、当社に返還されます。当社
は、契約開始から複数年(最長5年)にわたり当該出資馬を第三者に
賃貸します。得られた賃貸収入(消費税控除後)から繋養経費(預託
料、保険料、種牡馬登録料等。消費税控除後)を除いた純利益金の
うち60%が会員に対する獲得賞金等分配対象額となります。(「13.
(6)3iiia」に記載する「当該出資馬の売却代金の算出」及び「14.
(2)2」に記載する「営業者の報酬」を参照)。当社は、獲得賞金等分
配対象額のうちから匿名組合契約に関わる源泉徴収所得税(復興
特別所得税を含め20.42%)を控除のうえ、各年度の種付シーズン
終了後に出資口数に応じて会員あてに分配します。導入初年度に
受胎率保険に加入するほか、その後の傷害や疾病による当該年度
の種付頭数減少、受胎率の低下及び種付不能など不測の事態につ
いては、一部の免責事項を除いて保険により補填される仕組みを
採用しており、予定した賃貸収入が会員に分配される内容が基本と
なります。賃貸期間終了後は、10万円に消費税を加えた金額(1頭
の価格)で借り主に譲渡されます。

株式会社京都サラブレッドクラブ
〒525-0037　滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 
TEL.077-584-5015
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競走用馬ファンドの契約にあたって
 《契約成立前（時）の交付書面》
発行：株式会社京都サラブレッドクラブ
作成年月日:2022年8月26日

競走用馬ファンドのリスク等
特徴について
競走用馬ファンド(以下、「本ファンド」といいま
す。)は、出資された元本を保証するものではあ
りません。匿名組合契約の締結にあたっては、
本書面をよく読み、商品の特性、リスクをご理
解頂いたうえで、自己の判断と責任において
ご出資をご検討下さいますようお願いいたし
ます。
◎顧客(会員)は、ホームページまたはパンフ

レットに記載する募集馬から競走用馬を選
択し、当該馬に出資することにより獲得賞金
等の分配を受けます。当該出資馬は当社よ
り、JRA(日本中央競馬会)に馬主登録のある
クラブ法人に現物出資された後、競走の用
に供されます。会員の支払う馬代金相当額、
競走馬の維持費、保険料等は出資金として
扱われ、会員の受領する賞金、事故見舞金、
売却代金、保険金等はすべて分配金(利益
若しくは出資金の返還)として扱われます。

◎競走馬によっては、馬体状況等により競走
に出走することなく引退することがあり、ま
た、出走した場合においても、競走成績不振
により出資元本を上回る賞金を獲得できな
いことがあります。したがいまして、競走用馬
ファンドは、収入の保証されているものでは
なく、また、会員が出資した元本の保証はあ
りません。

◎本商品投資契約は、商法第535条に規定さ
れる匿名組合契約に基づいており、匿名組
合営業者(「当社」及び「クラブ法人」を包括
的にさし、以下「営業者」といいます。)の報
酬は、当該出資馬が獲得した賞金の３％及
び当該出資馬を種牡馬として転用する場合
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り得られた賞金(※後述「13.(6)1」参照)その他収入から諸税金等
を控除した額(本書面において税金等を控除した額は「獲得賞金
等分配対象額」という)を、当社に対して分配する。

⑥当社は、当該分配額を出資口数に応じて算出し、会員に対して分
配する。

⑦会員は、競走用馬の購入代金に対応する出資金(以下「競走馬出
資金」という)のほか、維持費出資金その他の追加出資金(後述

「5.」参照)を支払う。獲得賞金等分配対象額は、一定の基準(後述
「15.」記載のとおり)に従い、出資返戻金(出資の返還)と利益分配
額に区分計算します。当社は、この分配作業を基本的に月次にお
いて行い、会員に分配します(以下「月次分配」という)。獲得賞金
等分配対象額のうち、JRAがクラブ法人に支払う賞金からは、源
泉徴収が行われます(以下「JRAの源泉徴収」という)。また、当社
とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で
行われることから、クラブ法人から当社に賞金等が分配される
際、匿名組合の利益分配に対して20%(復興特別所得税を含める
と20.42%)が源泉徴収されます(以下「クラブ法人の源泉徴収」と
いう)。JRAの源泉徴収に伴う源泉徴収所得税はクラブ法人に帰
属し、また、クラブ法人の源泉徴収に伴う源泉徴収所得税は当社
に帰属しますが、計算期間(※後述「12.(6)」参照)終了後におい
て、クラブ法人及び当社の各々の決算にあたって上記各源泉徴
収所得税を精算し、クラブ法人が「JRAの源泉徴収」を、当社が

「クラブ法人の源泉徴収」を受けた場合には、このいずれの源泉
徴収所得税についても、源泉税精算相当額として当社から会員
に分配されるものとします。この分配作業は年次において行い、
一定の基準(※後述「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利
益分配額に区分計算して会員に分配します(以下「年次分配」と
いう)。当該出資馬について、やむを得ない理由によりJRAの競走
馬登録を断念せざるを得ない、あるいはJRAの競走馬登録を抹
消する、などの事由で運用が終了する際に分配金のある場合に
は、当社は引退時における分配作業を行い、一定の基準(※後述

「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分して
会員に分配します(以下「引退精算分配」という)。なお、分配は収
入を得た場合に行われますので、「月次・年次・引退精算」による
各分配は、必ずしも予定されたものではありません。当社は、月ご
との計算期間(当該月の1日から31日)末日に会員への分配金・追
加出資金・未分配金の額等をまとめ、原則として翌月末日に通知
します。

3. 当社への入会(新規にご入会される方はよくお読みください)
⑴ 出資資格と出資手続 　　 　

募集馬に対して出資を希望する顧客は、まず、当社に入会し会員資
格を取得していただく必要があります。本書面を熟読の上、以下に
定める所定の手続きを行ってください。ただし、20歳未満の者、出
資について必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことが困難と
判断される者、破産者、競馬関与禁(停)止者、暴力団関係者等のい
わゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる者は出資できません。
顧客は、暴力団等反社会的勢力でないことを表明、確約します(次
項(2)を参照)。また、顧客自らの事業目的に愛馬情報等を利用する
蓋然性があると当社が判断した場合、出資をお断りする場合があり
ます。そのほか、本書面記載内容を理解するに十分な日本語の素養
がないと思われる外国人の方や、海外に居住する等の理由により、
出資、請求、分配等に関わる当社と会員間の通信事務が滞る恐れ
が生じる、もしくは当社が行う源泉徴収において国内居住者と同様
の整合性確保が難しいと判断される恐れのある場合など、出資を
お断りすること があります。
出資希望者は、事前に後述「4.(1)1」に記載の「出資申込みの方法
等」をお読みいただいたうえ、出資希望馬の選択を行って下さい。
その後、
・『預金口座振替依頼書』

の売却代金等利益金の40%相当額(消費税
別途)です。会員の出資としては、競走馬の
代金に相当する競走用馬出資金納入のほ
か、競走用馬の維持費相当額等を毎月追加
出資する仕組みとなります。

◎当該出資馬が牝馬の場合は、原則として、6
歳3月末を引退・運用終了期限とします。当
該出資馬が牡馬の場合は、原則として、引退
時期の定めはありません。但し、牝馬・牡馬
を問わず、クラブ法人が馬体状況及び競走
成績等を考慮して、運用期間を延長又は短
縮することがあります。

◎本商品投資契約の運用開始は、2歳1月1日
(募集開始が2歳1月1日以降の場合は募集
開始日)からとなります。運用開始後は、当該
出資馬が死亡もしくは競走能力喪失により
廃用となった場合を含め、いかなる理由に
よっても会員は、支払方法にかかわらず、募
集価格全額の競走馬出資金納入義務を免
れることはできません。上記運用開始期日
前に当該出資馬が死亡もしくは廃用となり
運用できなくなった場合には、本商品投資
契約は遡及的に解除となり、納入済みの出
資金は会員あてに返還されます。

◎競走用馬ファンドは金融商品取引法第37
条6(書面による解除)の適用を受けないた
め、本商品投資契約にクーリングオフ制度
(契約成立直後の一定期間内における無条
件契約解除)はありません(ただし、当社がや
むを得ないと認めた場合を除く)。また、本商
品投資契約成立から終了までの間に中途
解約がなされた場合、会員に対する当社か
らの返還金はなく、会員資格が失効するとと
もに、出資馬に係わる一切の権利が消滅し
ます。

◎会員は当該出資馬に関する権利義務(商品
投資受益権や維持費出資義務等)は第三者
に譲渡、移転できません。また、当該出資馬
に関する会員の名義変更は、 相続等による
包括承継を除いて行うことができません。

◎当社では、お客様からお預かりした金銭及
び出資金を金融商品取引法第40条の3及
び金融商品取引業等に関する内閣府令第
125条に則り、当社の自己の資金とは区分
して管理します。また、クラブ法人では、当社
からの出資金を自己の資産とは区分して管
理します。

◎金融商品取引法第47条3により、顧客は、金
融商品取引業者が内閣府令に基づいて提
出した事業報告書を、営業者の本店・営業
所において縦覧することができます。

◎本商品投資契約の詳細については、以下の
会員規約(以下「会員規約」といいます)に記
載されています。よくお読みいただき、競走
用馬ファンド及び本商品投資契約の特徴と
リスクをご理解のうえ出資申込みをご検討
ください。

◎本書面(会員規約を含みます。以下同じ。)
は、金融商品取引法第37条3に規定する

『契約締結前の交付書面』及び同法第37条
4に規定する『契約締結時の交付書面』を兼
ねるものです。本書面に基づいて当該出資
馬の運用等が行われますので、契約終了ま
で保管するようにしてください。

◎出資申込み方法について、顧客は当社の
ホームページにて案内に従い出資申込みを
行います。商品投資契約は、会員の出資申
込みに対して当社から受諾の通知が成され
た日をもって、契約成立となります。

       管理報酬及び手数料について 　
 ⑴ 賞金からの控除 
 ⑵ 営業者の報酬
15． 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく
　　利益分配額 への区分方法
16． 競走用馬ファンド（当該出資馬）の支払金の分配方法及び

 分配時期に関する事項 
 ⑴ 月次分配
 ⑵ 年次分配 
 ⑶ 引退精算分配
 ⑷ 適用除外（支払金の留保）
17． 運用終了（引退）時の支払について 　
 ⑴ 引退精算分配の金額の計算方法
 ⑵ 支払方法及び支払時期
18． 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 
19． 競走用馬ファンド（当該出資馬）に係る資産評価に関する事項
20． 計算期間に係る競走用馬ファンド（当該出資馬）の貸借対照表　　
　　及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の
　　監査を受ける予定の有無
21．当該商品投資契約に関わる紛議について
22．商品投資契約に係る法令等の概要
23． 当社の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨
24．当該出資馬の海外遠征 
25．中央入厩予定馬の地方転籍とその判断について
26．当該出資馬が種牡馬となる場合について

1. 当社及びクラブ法人
 ⑴ 当社（愛馬会法人）
  ・商　　号 ：株式会社京都サラブレッドクラブ　　
  ・住　　所 ：滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 　　
  ・代 表 者 ：山上和良 　 　　
  ・登録番号 ：近畿財務局長(金商)第 410 号 　　　　
  ・資 本 金 ：1,000万円 　　 　　
  ・主要株主 ：山上和良 　　 　　
  ・他に行っている事業：該当なし 
  ⑵ クラブ法人 　　 　　
  ・商　　号 ：株式会社京都ホースレーシング 　　 　　
  ・住　　所 ：滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 　　 
  ・代 表 者 ：マイケル・タバート 　　 　　
  ・登録番号 ：近畿財務局長（金商）第411号　　
  ・資 本 金 ：1,000万円 　　 　　
  ・主要株主 ：マイケル・タバート、山上和良
  ・他に行っている事業：競走馬の保有、育成、管理、
　　　　販売及びこれらに付帯する一切の業務
 
2. 会員から出資された財産の運用形態 　 　

顧客は、当社の運営する愛馬会に入会し愛馬会会員となります(以下「会
員」 または「出資会員」という)。会員と当社との間の匿名組合契約及び当
社とクラブ法人との匿名組合契約を通じて行われる競走用馬(または「競
走馬」という)への出資、運用、分配の仕組の概略は、以下のとおりとなり
ます。

①会員は、出資の対象となる競走用馬を選択し、当社との匿名組合
契約に基づき、これに対応する出資金を当社に支払う。

②当社は、この出資金をもって競走用馬(本書面において「当該出
資馬」という)を取得する。

③当社は、クラブ法人との匿名組合契約に基づき、当該出資馬をク
ラブ法人に現物出資する。 

④クラブ法人は、当該出資馬を日本中央競馬会等(以下「JRA」とい
う)の競走に出走させることにより運用する。

⑤クラブ法人は、当該出資馬をJRA等の競走に出走させることによ

・『本人確認書類』（※運転免許証等のコピ－）
を当社に提出して下さい。なお、会員資格の成立については、出資
申込みを経て商品投資契約が成立した後となります。また、会員資
格が喪失する場合については、後述「4.(2)」に記載しています。な
お、本人確認書類に関しまして、ファンド運用期間前・運用期間中に
関わらず再提出を求めることができるものとします。

⑵暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約   
①会員（顧客）は、現在または将来にわたって、次に掲げる反社会的

勢力のいずれにも該当しないことを表明、確約します。 
・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋

等もしくは社会運動等標榜ゴロ    
・その他前記に準ずる者   

②会員（顧客）は、自らまたは第三者を利用して次に掲げる事項に
該当する行為を行なわないことを表明、確約します。会員が、次
の事項に該当して当社の円滑な運営を妨げた場合等、当社はか
かる会員に対して、新たな出資申込みを受け付けない、または会
員資格を喪失させる場合があります。 
・暴力的な要求行為。法的な責任を超えた不当な要求行為 
・取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 
・風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、業務を

妨害する行為 
・その他前記に準ずる行為 

③会員（顧客）は、上記①の各種のいずれかに該当し、もしくは②の
各種のいずれかに該当する行為をし、または①にもとづく表明・
確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、通知に
より会員資格が失効したとしても一切異議を申し立てることがで
きません。また、これにより損害が生じた場合でも、一切会員（顧
客）の責任とします。

⑶「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」 　　 　
①犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)

に規定する本人確認作業は、『出資申込書』等を本人確認書類記
載の顧客住所に送付することにより実施します。したがって当社
は、会員指定の郵便物送付先が自宅であるか否かにかかわらず、
当該『出資申込書』等を本人確認住所(自宅)に送付し、会員とな
られた方にはこの方法にてお受取りいただきます。あらかじめご
了承ください。 

②行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律(マイナンバー法)に規定する、いわゆるマイナン
バーの収集、保管等に関わる作業に関し、当該マイナンバーは、
当社の行う会員の所得税源泉徴収についての官公庁への届出
事務に限って使用されます。

4. 商品投資受益権の販売に関する事項  
⑴出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等 　 　

①出資申込の方法等 　　　　　　
　会員は、当社の案内に従い出資申し込みを行います。商品投資

契約は、会員の出資申込み（出資申込書の送付）に対して当社か
ら受諾の通知を行った日をもって、契約成立となります。商品投
資契約が成立した場合、当社は会員に対して、初めて出資される
会員には『ご請求書』を送付、それ以外の会員には月末にホーム
ページの『マイページ』上へ掲載されるご請求書に競走馬出資金
等を計上します。

②お支払いの方法
ⅰ　初めて出資される会員の場合 　　　　

　送付した『請求明細書』に記載している金額を、出資の申込
み(商品投資契約成立の日)から10日以内に、当社指定の銀
行口座へ送金(振込手数料は会員負担となります)して下さ
い。なお、初回の競走馬出資金をお振込みいただきました会
員に対して、2回目以降のお支払いスケジュールを記載した

『請求明細書』をホームページ上「マイページ」にて掲載しま

すので、後述「iiそれ以外の会員の場合」を参照して下さい。
ⅱ　それ以外の会員の場合 　　　　　　　　 　　　　

　会員指定の金融機関口座から自動振替による方法となりま
す。会員指定の銀行口座に、振替日の前日までに資金をご用
意ください。振替日は、毎月12日(金融機関が休業日の場合
は翌営業日)となります。また、自動振替の手続きが完了して
いない会員は、『請求明細書』に記載されている金額を振替
日と同月の15日までに当社が指定する金融機関口座に入
金されるようお振込み下さい(振込手数料は会員負担となり
ます)。自動振替が振替不能となった場合についても、同様
の取扱いとなります。

③ご注意 
　本商品投資契約につきましては、出資元本の保証されたもので

はありません(※後述「13.(5)」参照)。また、契約成立から契約終
了までの間に中途解約を行う場合、「10.」に記載のとおり扱われ
ます。当該出資馬の血統等につきましては、パンフレットまたは京
都サラブレッドクラブホームページに記載しています。

　本書面並びに京都サラブレッドクラブホームページをよくお読み
いただき、競走用馬ファンドの特徴とリスクをご理解のうえ、出資
をお申込みください。　

④『ご請求書』または『請求明細書』の記載事項 　
ⅰ　基本的な記載項目

　○競走馬出資金:1頭の募集総額並びに1口当りの募集価格
については京都サラブレッドクラブホームページに明記し
ています。競走馬出資金のお支払い方法については、一
括払いのみとなっております。

　　なお、当該出資馬の運用開始は2歳1月1日からとなります
ので(後述「12.(4)」及び「13.(5)」参照)、同日以降に当該
出資馬の死亡その他の理由により運用が終了した時点で
なお未払いの競走馬出資金がある場合には、会員はかか
る未払い競走馬出資金(募集価格に出資口数を乗じた金
額から既払い分を控除した残額)を当社に対し納入するこ
とを要します。後述「5.(2)」に記載する保険金(死亡保険金
及び、同項「2vii」に掲げる特約保険金)を受ける場合な
ど、保険金を含む引退精算分配総額は競走馬出資金の未
払い分に充当されます。充当後に未払い分が残る場合、
会員は一括してこれを当社に支払います。また、充当後に
保険金等が残余となる場合、当該残余金は会員に分配さ
れます。　

ⅱ　当該出資馬の1歳11月以降に出資する場合に付加する項目
　○維持費出資金（飼養管理費用相当額）：※後述「5．⑴」参照。  
　○保険料出資金（競走馬保険料相当額）：※後述「5．⑵」参照。
（『ご請求書』等の記載によらず、別紙記載にてご案内する場
合があります）

⑵会員資格の喪失及び遅延利息の支払等 　
①会員が、支払義務の発生している競走馬出資金、維持費出資金、

保険料出資金、会費等について、当社指定の納入期日までに支
払いを履行しない場合、当社は会員に対して、当該債務額に対し
て年率14.6%の割合による延滞利息の支払を求めます。また、当
社から会員に分配される予定の支払いは、保留・延期されます
(後述「16.(4)」参照)。なお、かかる滞納が頻繁に繰り返される場
合、当社は当該会員の会員資格を喪失させる、または新たな出資
申込をお断りすることができるものとします。　

②会員が、前項の納入期日から2ヵ月以上納入義務を履行しない
場合には、その会員資格は喪失するものとし、さらに会員が有し
ていた分配請求権(「27.」に記載する種牡馬転用に関する分配金
を含む)並びに出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします
(納入済みの出資金等は一切ご返金いたしかねます。また、会員
資格が喪失したことを当社が会員に通知する以前に当社から発
せられた維持費出資金、競走馬出資金、遅延利息等の支払いに

ついて、当該会員は支払いを免れることはできません)。この場
合、 出資馬の商品投資受益権は当社が承継します。　

③会員が、次の事項に該当して当社の円滑な運営を妨げた場合
等、当社はかかる会員に対して、新たな出資申込みを受け付けな
い、または会員資格を喪失させる場合があります。
・本書面の後述「13.(4)」の記載内容に違反した場合
・いわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる場合(前述「3.(2)」

参照)及び、前述「3.(1)」に掲げる、出資をお断りする事由に該当
する方に、出資後に至った、もしくは当該事実が判明した場合

・当社、クラブ法人等と、あたかも密接な係わり合いのあるよう公
表する、もしくは、当社の主催するイベント等において撮影した
写真等を無断で使用するなどし、事業目的に利用するなどの迷
惑行為をした場合

・当社が会員に提供する物品及び記念品等を転売目的で公にす
るなどし、当社及び、物品提供元のある場合はその提供元等に
対して迷惑行為をした場合

・当社以外の関係各所に、みだりに訪問・連絡するなど迷惑行為
をした場合

・当社が会員に貸与しているホームページの会員個々のユー
ザーID、パスワードを公表漏洩し、不正使用と認められた場合

・機関誌、ホームページ等、当社に権利が属するものを無断に複
製・転載等した場合

・当社、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対して、公
共の媒体(テレビ、ラジオ、インターネット、雑誌等)または公の場
にて、誹謗中傷と受け取れる内容の発言等を行い、社会的評価
を低下させ、当社及びクラブ法人に不利益を及ぼし、あるいは
その可能性が生じた場合

・上記の他、公序良俗に反する行為を行った場合
・有効な出資持分のない期間が1年を経過した場合

⑶販売予定総額及び口数 　　 
　1頭当りの募集価格・販売口数は、募集馬によってそれぞれ異なり

ますので、京都サラブレッドクラブホームページ、または京都サラ
ブレッドクラブパンフレットをご参照下さい。

⑷販売単位 　　 
　当社では、全ての募集馬について1口単位で販売しています。 
⑸出資申込期間及び取扱場所 　 　  　 

①申込期間
　募集開始日から、
　・当該馬がJRAのトレーニングセンターに入厩する日の前日
　・募集口数が満口になった時点
　・その他当社が別途指定する日
　のいずれかの早い日までとします。
②申込取扱場所 　　　
　お申込みは、当社の事務所(※後述(6)参照)において営業時間内

(午前10時より午後6時まで。休業日は土・日・祝日です)に受け付
けています。

⑹本店・営業所の所在地等及び顧客が営業者に連絡する方法
本店・営業所所在地並びに電話番号は以下のとおりです。顧客が営
業者(当社)に連絡する方法等については、訪問もしくは電話連絡の
方法等により、本店のほか営業所において、以下の時間帯で受け付
けます。　
本 社：〒525-0037　　
滋賀県草津市西大路町 9-13  西大路ビル 2F-D 　
TEL.077-584-5015　　　　 　　

（午前10時より午後6時まで。休業日は土曜・日曜・祝日です。変更
する場合、事前に周知します。）

⑺競走馬出資金のクラブポイント制度について
　当社は会員が競走馬に出資した際、その月の競走馬出資金にかか

る支払金額(ポイント使用額を差し引いた、実際にお支払いただく
金額。以下「ポイント付与対象額」という)の一定割合を会員にポイ

ントとして付与するものとします(以下この制度を「クラブポイント制
度」と称し、付与されるポイントを「クラブポイント」という)。クラブポ
イントの利用については、別途定めるポイント利用規定に従いま
す。

5. 当社が会員から徴収する会費及び追加出資金等の徴収方法　
当社は、以下の項目について、その支払義務の発生に応じて会員指
定の金融機関口座から自動振替をする該当月の前月の原則末日に、
会員に対して計算月分ごとの『請求明細書』 を送付します。
⑴維持費出資金　　
　当該出資金は、当該出資馬の運用において生じる費用(育成費及

び厩舎預託料、各種登録料、治療費、輸送費、重賞競走以外の競走
に優勝した場合に払う祝儀(本賞の1%)など。以下「維持費」という)
に充当するためのものであって、1頭当たり月額60万円(海外遠征
時については別途定める)と設定し、各販売口数で除したものが1口
当たりの維持費出資金となります。

　当該出資馬の募集開始日が2歳1月までの場合には、2歳1月に到
達した月から顧客の支払義務が発生します(募集開始日が2歳2月
以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の属す
る月より発生)。

　なお、当該出資馬が2歳2月に到達した月以降に出資申込をした場
合であっても、支払義務が発生している維持費出資金を遡及して請
求し、当該出資申込の支払いに加算しますのでご注意ください。愛
馬会法人が指定する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募
集馬)については、維持費出資金を年額にて請求することがありま
す。この場合、維持費出資金は2歳1月より、年1回支払うものとしま
す。また、無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)を途中
解約の場合、顧客から納付のあった年額の維持費出資金は返金の
対象にはなりません。　
①申込月分のお支払い方法

ⅰ　申込月が当該出資馬1歳12月までの場合
　維持費出資金の支払義務はございません。これにより『請求

明細書』には当該出資馬の維持費出資金は記載されません。
ⅱ　申込月が当該出資馬2歳1月以降の場合

　維持費出資金の支払義務が生じます。これにより『請求明細
書』には当該出資馬の2歳1月分から申込月の前月分までの
維持費出資金が記載されます。

②申込月の翌月分以降のお支払い方法
ⅰ　申込月が当該出資馬1歳12月までの場合

  当該出資馬が1歳12月までの間は維持費出資金の支払義務
はございません。2歳1月に到達した月から顧客の支払義務
が発生し、発生月の翌々月12日(金融機関が休業日の場合
は翌営業日)がお支払いの期日となります。なお、原則として
自動振替でのお支払いとなりますが、手続き未了等の理由
により自動振替ができない場合には、愛馬会法人指定の金
融機関口座に振り込んで頂くこととなります。(※振込手数料
は顧客負担となります)

ⅱ　申込月が当該出資馬2歳1月以降の場合
   発生月の翌々月12日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)

がお支払いの期日となります。なお、原則として自動振替で
のお支払いとなりますが、手続き未了等の理由により自動振
替ができない場合には、愛馬会法人指定の金融機関口座に
振り込んで頂くこととなります(※振込手数料は顧客負担と
なります)。

⑵保険料出資金（競走馬保険料相当額） 　　　
　当該出資馬は、民間の損害保険会社が取り扱う競走馬保険(死亡保

険)に2歳1月1日より加入するものとし、保険年度は1月1日に始まり 
12月31日までとします。但し、愛馬会法人が指定する無料提供馬
(競走馬出資金を必要としない募集馬)のうち、別途定める馬につい
ては、加入いたしません。

　2歳馬の保険料に係る会員の負担義務は、当該出資馬が2歳1月に
到達した月に発生します。同様に3歳馬以降の競走馬保険料のお支
払いについては、当該馬齢に到達する当該年1月に負担義務が発
生します。会員には、保険料出資金を当該出資馬の出資口数に応 
じて当該年齢に達する前月(12月)に下記①の方法によりお支払い
いただきます。なお、負担義務発生後に会員が当該出資馬に出資
申込みをした場合であっても、2歳馬の年間保険料出資金は、会員
に負担していただくこととなりますので、初回の競走馬出資金お支
払いと合わせてお支払いいただきます。

①当該出資金のお支払い方法　　　
　当該出資馬の1歳12月に自動振替、または出資金支払いと同

時にお支払いいただきます。
　3歳馬以降の競走馬保険については、当該馬齢に到達する前

年12月に自動振替によりお支払いいただきます。また、自動振
替の手続きが完了していない会員は、『請求明細書』に記載さ
れている金額を振替日と同月の15日までに当社が指定する金
融機関口座に入金されるようお振込み下さい(振込手数料は
会員負担となります)。自動振替が振替不能となった場合につ
いても、同様の取扱いとなります。 　　

②注意事項　　　
　クラブ法人は、保険約款に従って当該出資馬の競走馬保険に

対応することになります。当該保険約款を要約すると以下のと
おりとなりますのでご注意下さい。
ⅰ　当該出資馬の保険加入額は、2歳馬については募集価格

の100%、3歳馬については70%、4歳馬については50%と
し、5歳馬以降は保険の更新を行いません。ただし、当該
出資馬がGIII以上の平地重賞競走(海外におけるGIII以
上、地方競馬におけるJpnIII・SIII以上、および新設もしく
は条件変更などの理由により本来の格付が付されなかっ
た場合の重賞競走を含む)において優勝した場合には、馬
齢に関係なく募集価格の100%が保険加入額となります
ので、不足金額が生じた場合には日割り計算して会員に
は負担していただく必要があります。また、種牡馬としての
価値が本項記載の加入額を著しく上回ると想定される場
合などで、会員の利益保護を主な目的として加入額を適
宜増額する判断を営業者は行うことがあります。この場合
の増額に対応する保険料についても会員の負担となりま
す。

ⅱ　年間の保険料は、保険加入額の3.05%(本書面作成日現
在)となっています。 

ⅲ　当該出資馬が障害競走に出走する場合、レース当日のみ
(障害競走中に起因した事故によりレース翌日以降に保険
金支払い対象となる場合を含む)、馬齢、募集価格に係り
なく死亡した場合を含め、給付限度額は 200万円に変更
となります。この場合でも、保険料の追徴・返戻等は行わ
れません。　　

ⅳ　当該出資馬が年度途中に引退した際に保険会社より支払
われる解約返戻金があった場合には、引退精算分配(※後
述「16.(3)」に記載のとおり)により会員に返戻、分配しま
す。

ⅴ　当該出資馬につき不慮の事故が起こった場合は、支給さ
れた保険金をもってその損害全てに対する補填とします。
会員は、当社及びその関係者に対して一切損害賠償請求
はできません。

ⅵ　競走馬出資金に未払分のある会員が保険給付を受ける
場合の保険金については、前述「4.(1)4i」の記載にした
がって、まず競走馬出資金の未払分に充当され、残余の保
険金のみが会員に分配されます。

ⅶ　競走馬保険は死亡保険ですが、保険料の増額を伴わない
限度で、本書面作成日現在、以下の特約が付加されてい

ます。下記a~eいずれにおいても、保険金額全額が、出資
口数に応じて会員に分配されます。(以下a~cの重複適用
はありません。また、同一保険年度においてdまたはeの給
付と死亡保険の給付を合わせて受ける場合、保険加入額
が限度となります。)dまたはeの給付を2歳1月1日から5月
31日までに受けた場合、会員への分配時期は原則6月末
日となります。
ａ． 保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断

を受けた場合、死亡保険加入額の20%(ただし、障害
競走に起因する事故の場合は、1頭あたり200万円が
金額限度)が加入者に給付されます。

ｂ． 傷害または疾病により競走に一度も出走できないこ
と(未出走)が確定した場合、死亡保険加入額20%が
加入者に給付されます。　

ｃ． 保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断
を受けた未出走馬で、且つ日本中央競馬会馬主相互
会の競走能力喪失に係わる「規程 3 号・4 号の事故
見舞金」支給要件に該当しない場合(原則として、い
わゆる未入厩馬が主な対象)、死亡保険加入額の
50%が加入者に給付されます。　　　　　

ｄ． 「手術費用特約」として、傷病により主に全身麻酔を
伴う外科手術が実施された場合には、死亡保険加入
額の3%を支払い限度として、当該手術代金相当額が
加入者に給付されます。当該特約は、局部縫合など部
分麻酔による手術や去勢は対象となりません。具体
的には、上部気道手術、開腹手術、眼科手術、副鼻腔
手術、歯科手術、種痬摘出手術、外傷手術、骨摘出手
術、軟部組織摘出手術、関節鏡手術(臨床症状のない
OCD[離断性骨軟骨症]に対する手術を除く)、切開・ド
レナージ(洗浄)手術、骨折内部固定手術、腱・靭帯切
断手術のうち、保険会社が認定した場合に給付対象
となります。手術当日の費用が対象となりますので、
入院費用や後治療、後遺症の手当ては対象外です。
手術回数に制限はなく何度でも給付を受けることが
できますが、当該年度の保険期間における総給付の
限度額は死亡保険加入額の3%となります。また、同一
の傷病に起因する手術について複数回の外科手術 
を受けた場合の2回目以降は給付対象となりません。
但し、完治が証明された後に同様の傷病が生じたこと
により外科手術を受けた際には給付対象となる場合
があ ります。　 

ｅ． 「屈腱炎見舞金特約」として、初めて屈腱炎と診断さ
れた場合、50万円を限度として死亡保険加入額の5 
%相当額が加入者に給付されます(再発は対象外で
す)。給付対象となるのは1度限りですが、当該特約に
ついては、上記b.「未出走が確定した場合」の特約給
付と合わせ適用となる場合があります。

⑶海外遠征出資金　　
当該出資馬が海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)す
るために生じた、輸送費、検疫・輸送等の帯同人件費、登録料、海上
保険等の経費について、会員は、これを出資口数に応じて負担する
義務があります。この経費を賄うため、海外遠征以前に概算による
費用見込み額を、またはレース後に生じた費用を、当社所定の指示
に従って会員は追加出資します(※詳細については後述「24.当該
出資馬の海外遠征」を参照)。

⑷事故見舞金返還義務出資金　　
　事故見舞金支給規定に定められた休養期間の満了前に当該出資

馬が復帰・出走した場合、受領済みの従前の事故見舞金の一部金
額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる場合がありま
す。従前の事故見舞金が会員に分配された後に当該返還請求を受

ける場合、会員に返還義務が生じ、会員は当該出資金を追加出資
のかたちで返還します。

⑸一般会費（契約成立日の属する月から発生します）
550円から5,500円（全て税込）の会費プランがあります。詳細はパン
フレットまたは京都サラブレッドクラブホームページに記載していま
す。退会は申告制とし、申告した日の属する月までに発生した出資金・
会費を全て支払った段階で退会完了となります。
⑹輸入経費出資金　

当該出資金は、当該出資馬が外国産馬の場合において、日本国へ
輸入する際に掛かった諸経費相当分(輸入関税、輸送保険料、出入
国検疫費、付添人費、軽種馬協会登録費及び輸送費等)を指し、出
資割合に応じて負担して頂くこととなります。当該出資金の支払は、
当該出資馬が日本国へ輸入される月の前月12日（金融機関休業日
は翌営業日）に、1頭当たり800万円を顧客指定の金融機関口座か
ら自動振替を行い、支払金額が確定した翌月12日（金融機関休業
日は翌営業日）に、差額分を顧客指定の金融機関口座に振込、もし
くは不足分を顧客指定の金融機関口座から自動振替を行います。
なお、支払方法については、当該出資馬の出資申込の際に支払金
額が既に確定している場合には、出資金等と合わせて当該出資馬
の『請求明細書』に記載されます。

6. 『請求明細書』の通知
当社は、原則毎月末日に『請求明細書』を会員にホームページ上にて
通知します。当該書面には会費・出資金等のご請求金額や決済日、並
びに当月分賞金等分配金の支払金額や送金日等の内容が記載され
ます。会費、出資金等については自動振替予定日の記載があります。
当該書面をもって領収書と同様の役割としますので、会員は当該書面
を保管してください。また、自動振替登録手続未了の方は、振込用紙
の控えまたはこれに代わる振込を証明する控えを保管してください。
いずれも再発行はいたしかねますのでご了承ください。また当該書面
は後述「18.」に記載する会員への運用状況の報告を兼ねます。

7. 会員への利益分配額に対する課税方法及び税率
当社は、確定申告の用に供するため、『匿名組合契約等利益の分配金
の所得税申告資料』 を会員に送付します。
⑴会員が個人の場合 　　　　　　
　個人会員(当社の個人会員)の「2.及び15.」で定める獲得賞金等分

配対象額のうち利益分配額となる金額は、雑所得として他の所得と
合算され通常の所得税率により総合課税されます。(分配の際に源
泉徴収の対象となり徴収された所定の所得税(20.42%)は、確定申
告時に精算となります。)また、計算期間中に当該出資馬の匿名組
合契約から生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益によ
り補填されるまで繰越します。したがって、他の出資馬の匿名組合
契約から生ずる利益に対する必要経費に算入することはできませ
ん。ただし、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に生じた損失
金は雑所得内で損益通算が可能です。なお、雑所得は他の所得と
は損益通算できません。

⑵会員が法人の場合 　　　　　　
　法人会員(当社の法人会員)の「2.及び15.」で定める獲得賞金等分

配対象額のうち利益分配額となる金額は、法人税の課税所得の計
算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます。ま
た、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は当
該法人会員の課税所得の計算上損金の額に算入されます。当該出
資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受け取った
金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、当該出
資馬の匿名組合契約が終了した際の損失金については、法人税の
課税所得の計算上、損金の額に算入されます。

8. 匿名組合損益の帰属 　　
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成
します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競

走馬の減価償却費、進上金、営業者報酬等の費用を控除して、利益あ
るいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対す
る出資口数の割合に応じ会員に帰属します。

9. 匿名組合契約（商品投資契約）の期間及び変更に関する事項 
⑴匿名組合契約（商品投資契約）期間に関する事項 　　　　
　当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と当社との商品投資契約

成立日から、当該出資馬の運用終了(「12.(5)1」参照)後、当社から
会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納
入、及び当社から会員に支払う引退精算分配等(後述「16.(3)」参
照)に係る引退精算金等の分配の、双方の支払いが完了した期日ま
でとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上記の「双方の支払
いが完了した期日」をもって終了します。

⑵匿名組合契約（商品投資契約）の変更に関する事項 　　　　　
　当該出資馬の商品投資契約は、当該契約が終了するまで本書面に

記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容に
ついて変更しなければならない事態が生じた場合には、当社は、原
則として会員に対して同意を得たうえで変更を行います。また、現在
適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受け
る事となった場合においてはその法律が優先されるため、記載事
項の内容について変更しなければならない場合があります。 

10. 匿名組合契約の解除に関する事項 
 ⑴解約の可否及び買取りの有無 　　　

　当該出資馬の匿名組合契約の終了（後述「12．⑸①」記載の「引退」
もしくは「運用終了」）をむかえるまでの間の中途解約は会員がクラ
ブに申告を行うことにより可能です。なお、申告した日の属する月ま
でに発生した出資金・会費を全て支払った段階で退会完了となりま
す。中途解約をする場合、会員に対する当社からの返還金はありま
せん。また、当該中途解約については、「4．⑵②」に記載する、「2ヵ
月以上納入義務を履行しない場合」と同様に扱われますので、同条
項にしたがい会員資格は喪失します。ご注意ください。中途解約に
より消滅した会員の出資持分に関わる権利義務は、当社に引き継
がれます。

 ⑵商品投資契約解除によるファンドへの影響 　　　
　会員資格喪失などにより、万が一多数の商品投資契約解除があっ

た場合でも、当該出資馬の運用に影響はありません。 
 ⑶クーリングオフ制度　　

　クーリングオフ制度はありません。競走用馬ファンドは金融商品取
引法第37条の6(書面による契約解除)の適用を受けず、本商品投
資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内無条件
契約解除)はありません。ただし、当社がやむを得ないと判断した場
合は、当該契約の解除を認める場合があります。この場合会員は、
出資契約が成立した日から5日以内にあらかじめ当社に電話等に
よる連絡をして確認した後、契約解除を希望する旨を通知します。 
かかる契約解除が頻繁に行われる場合など、当社は、当該会員に
対して新たな出資申込みを受け付けかねる場合があります。

 ⑷匿名組合員(会員)の破産　　
　破産により匿名組合契約が終了した場合、商法第542条に基づき、

当社は出資の価額を返還します。出資の返還時期は、他の匿名組
合員(会員)への出資の返還時期と同時期になります。

11. 商品投資受益権の譲渡及び相続等に関する事項 
⑴商品投資受益権の譲渡 　　　　

会員は、会員資格並びに商品投資契約上の地位又は商品投資契
約上の権利義務につき、当社が特に認めた場合を除き、これを第三
者に譲渡することはできません。また、商品投資契約上の地位又は
商品投資契約上の諸権利を、第三者のために質入、その他担保設
定することはできません。

⑵相続と相続放棄について 　　　

会員資格並びに商品投資契約上の地位もしくはその権利義務(「商
品投資受益権等」)の相続又は遺贈がなされた場合は、以下による
ものとします。　
①相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益権等を相続又

は受遺する場合相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資受
益権等の承継を希望する場合は、当社からの案内に従って当該
相続又は遺贈を証する所定の書類を提出し、被相続人(遺贈者)
に代わる新しい名義人を届け出ます。但し、被相続人(遺贈者)が
有した商品投資受益権等の数量に係らず、当社との関係でその
承継者となりうる新名義人(相続人又は受遺者)は1名に限るもの
とします。かかる届出があった場合には、当社は届出書その他の
提出書類に不備のないことを確認の上、手数料を徴収すること
なくその名義変更を行います。名義変更が完了すると同時に、新
名義人は、被相続人(遺贈者)が有した会員資格及び商品投資受
益権等のすべてをその会員番号とともに包括承継します。

②相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益権等を相続又
は受遺しない場合相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資
受益権等の承継を希望しない場合には、これを放棄することが
できます。放棄を希望する相続人又は受遺者は、当社の案内に
従って所定の書類を提出し、会員資格及び商品投資受益権等を
放棄する意思を届け出ます。かかる放棄の届出は、被相続人(遺
贈者)が複数の商品投資受益権等を有する場合であっても一括
してこれを行うものとします。この場合には、前条「10.(1)解約の
可否及び買取りの有無」が適用されて中途解約をする場合と同
様の扱いとなり、当社から相続人への返還金はありません。

③相続又は遺贈(以下「相続等」)の手続未了と当該未了期間におけ
る経過措置相続等が発生した場合であっても、前述「4.(2)2」に
記載する、「2ヵ月以上納入義務を履行しない場合」に該当するに
至った場合には、同条項の規定に従って会員資格及び出資馬に
係る一切の権利は消滅します。したがって、相続人又は受遺者が
1記載の相続等による承継を希望する場合には、当社からの請求
にしたがって、競走馬出資金(「4.(1)4」参照)、維持費出資金及び
会費等(「5.」参照)を期日までに納入することを要します。他方、後
述「16.」に記載する賞金等の分配は、相続等の手続未了の間は
保留されるものとし、前記1記載の名義変更手続完了後、当社所
定の手続にしたがって、相続人又は受遺者(新名義人)の指定銀
行口座宛に送金されます。

12. 会員から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する
事項 
⑴商品投資の内容及び投資制限 　　　　 　　

会員から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令
第7条4ニ記載の競走用馬投資関連業務の規定に基づき、競走用
馬(競馬法第14条及び第22条に基づき、JRAが行う登録を受け又
は受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。出資金の
使途や収支の状況等については、後述「18.」記載のとおり当社から
会員に通知されますので、運用実態の整合性について、会員自身で
確認してください。

⑵借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける
投資対象への投資の有無　
①借入れについて 　　　　　 　　　

当該出資馬の運用に伴う預託料等の費用は、会員から出資され
る維持費出資金で充当します。会員から出資された維持費出資
金で賄えない超過額が発生した場合、及び見込むことが困難な
出来事に伴う費用については、一時的に当社等から資金を借入
れることによって補い、最終的な費用負担は当該匿名組合の損
益計算を通じて、会員に帰属しますので、会員に対して負担を求
めることとなります。

②集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資
対象への投資の有無

　クラブ法人は、JRAから支払われた賞金等を活用して、別のファン
ド等への投資は一切行いません。また、当社においても利益分配
額、出資返戻金を活用して別のファンド等への投資は一切行い
ません。よって、利益分配額、出資返戻金については、会員に対し
て支払うまでの間、後述(7)のとおり、銀行等の金融機関へ預託
し、適切な資金管理を行います。

⑶当該出資馬の繰上げ運用終了の有無 　　　　
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用
終了日が繰上がる場合があります。

⑷運用開始予定日について 　　　　 　　
当該出資馬の運用開始予定日は、2歳1月到達時(募集開始日が2
歳2月以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の
属する月)とします。 

⑸運用終了予定日について 　　
①運用終了 　　　
　当該出資馬の所有権を有するクラブ法人は、馬体状況や競走成

績等を考慮し、JRAの競走馬登録を抹消する(未登録馬について
は登録しない)ことを決定します。クラブ法人は、登録抹消済みま
たは未登録の当該出資馬を第三者等に譲渡するなどの手続開
始を当社に伝達し、当社は会員宛に『出資馬引退に関わるご案
内』を通知します。これをもって競走用馬ファンドは運用終了(もし
くは競走馬の「引退」という)となりますので、運用終了予定日の定
めはありません。ただし、後述③のとおり、牝馬については引退期
限の定めがあります。また、後述②のとおり、牡馬については競走
馬を引退した後も種牡馬賃貸契約の締結により種牡馬として運
用を継続する場合があります。なお運用終了後、当該出資契約
は、前述「8.」に記載のとおり、最終となる出資・分配双方の履行
が完了した期日をもって終了します。

②牡馬（去勢馬を含む）の場合 　　　　　　　　
　引退期限の定めはありません。当該出資馬の引退後における第

三者等への売却もしくは無償供与等についてはクラブ法人が判
断します。なお、当該出資馬が種牡馬賃貸契約により種牡馬とし
て供されることとなった場合には、種牡馬の賃貸収入が数年にわ
たり会員に支払われる場合があります(後述「27.(3)」参照)。よっ
て、この場合の「運用終了」とは、上記賃貸収入が最後に会員に支
払われた時として読み替えるものとします。また、この場合は、競
走生活終了と同時にクラブ法人は当社に当該出資馬を現物で返
却しますので、当該種牡馬賃貸契約の貸主は当社となります。   

③牝馬の場合 　　　　 　　
ⅰ　中央入厩予定馬である当該出資馬が牝馬の場合には、6 

歳3月末を引退期限としますが、馬体状況及び競走成績
等を考慮し運用終了日が繰上がる場合があります。また、
牝馬が引退する際には、後述「13.(6)3iii」のとおり、買戻
し代金の規定があります。

④サラブレッドオークション利用による売却 　　　　　
ⅰ サラブレッドオークションへの出品　　　　
 当該出資馬の引退・運用終了に際してクラブ法人は、楽天

サラブレッドオークション(以下「オークション」という)に出
品して売却する場合があります。オークションへの出品要
領については概略以下のとおりとなります。オークション
は毎週木曜日に開催され、落札馬の売却代金は翌日金曜
日(金融機関非営業日の場合はその翌日)に決済されま
す。繋養経費については決済日まで売主負担となり、決済
日翌日の出品馬引渡し以降は買主の負担となります。落
札価格に消費税を加えた金額が売却代金となり、ここから
銀行振込手数料が控除され入金を受けます。出品馬に応
札がないなど、いわゆる「主取り」となる場合、売却申込料
は、売主には返却されることなくオークション事務局の受
領となります。

ⅱ　売却代金と売却経費　　　

 売却経費については落札価格からクラブ法人営業手数料
(金額については、オークションの都度、落札が決定した後
に会員へ通知します。)および消費税を控除した金額とな
ります。牝馬については、当該出資馬の売主において繁殖
牝馬となる場合には、販売総額の5%で買い戻した代金と
なります。但し、当該出資馬が競走能力喪失に基づいて支
給される事故見舞金(中央競馬馬主相互会規定3号及び4
号)の支給対象となる場合にあっては、5%代金から、当該
事故見舞金を控除した額とします。当該事故見舞金額が
5%代金を超過する場合には売却代金の適用はありませ
んのでご了承願います。また、ネットオークションで売却で
きた場合には、落札価格からクラブ法人営業手数料およ
び消費税を控除した金額と、販売総額の5％の金額を比
較し、高い方の金額が当該出資馬の売却代金となります。

⑹競走用馬ファンドの運用に係る計算期間 　　　　 　　
当該出資馬の計算期間は、毎年11月1日に始まり翌年10月31日に
終了するものとし、毎年10月31日を決算日とします。したがって、11
月1日から10月31日までに出走した場合の賞金等、並びに同時期
に当社が受領した事故見舞金等に係わる分配金は、当計算期間
(当年の所得計算)に帰属します。ただし、計算期間末の10月に抹消
引退となった競走馬の引退精算分配並びに後述「16.(1)」に記載の
10月26日から10月31日の間に地方競馬指定交流競走等に出走し
た場合の賞金については、収入費用が計算期間終了後の11月の事
務計算にて確定となることから、翌計算期間に帰属するものとしま
す。その他、費用収益が確定していない事項については、費用収益
が確定した時期の計算期間に帰属するものとします。

⑺会員から出資を受けた財産の管理口座　　　　　
　金融商品取引法第40条の3及び内閣府令第125条の求めにした

がって、事業者の財産と出資財産とを分別管理するため、営業者
(当社及びクラブ法人)は、匿名組合運用に関わる顧客から受けた出
資金を下記の口座にて適切に資金管理します。
①当社における出資財産の資金管理口座 　　　　
　・滋賀銀行草津支店   普通預金 460135　 　　　
　口座名義人 株式会社京都サラブレッドクラブ会員口

②クラブ法人における出資財産の資金管理口座 　　　　　　
　・滋賀銀行草津支店   普通預金 460124　 　　　　　　
　口座名義人 株式会社京都ホースレーシング匿名組合口 

13. 商品投資販売契約等の種類並びに出資者の権利及び責任の範囲    
 ⑴商品投資販売契約の種類 　　　　　　

商法(明治32年法律第48号、以降の改正を含む)第三篇第四章第
535条により規定された匿名組合の契約形態であって、会員が匿名
組合員となり営業者(本書面において「当社」という)に出資し、当社
が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「会員」と
いう)に分配することを約束する契約です。

 ⑵事業報告書の縦覧について
金融商品取引法第47条二に基づき、金融商品取引業者(クラブ法
人及び当社)が内閣府令に基づき内閣総理大臣に提出する事業報
告書は、事業年度終了4ヵ月後から1年の間縦覧することができま
す。希望する顧客(会員に限らず広く一般が対象となります)は、3営
業日前に通知したうえで、通常の営業時間中に当社の本店・営業所
にて縦覧を行いま す。

⑶会員から出資された財産の所有関係 　　　　
会員から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において

「当該出資馬」という)の所有権は、商法第536条の規定に基づき当
社に帰属します。当社は、当該出資馬の所有権により、商法第535
条の規定に基づきJRAに馬主登録のあるクラブ法人に対して現物
出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに
伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、JRAへの競走用馬とし
ての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(地方

指定交流競走、海外の競走、地方競馬の競走を含む)の選択、当該
出資馬の引退手続及び引退後の第三者等への処分を行うものとし
ます。

⑷会員の第三者に対する責任の範囲　　　
当該出資馬の会員は、組合員として匿名組合契約に基づき出資し
た資金及びそれより得られた利益の範囲内で当社の行為に責任を
負うことになります。また、当該出資馬に出資した会員は、当社の経
営及び運用管理に参加することはできません。なお、会員は当該出
資馬の会員であるが故をもって当該出資馬について馬主行為を
行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と
接触すること及びJRAの厩舎地区に立ち入ることはできません。会
員が当該出資馬に関しての問い合わせ等は、必ず当社を通じて行
うものとします。

⑸出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担に関す
る事項について

　獲得賞金等分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出
資した元本を下回る場合があり、この場合、会員が出資した元本の
全額は戻りませんので、本商品投資契約は元本が保証されたもの
ではありません。また、競走用馬によっては、馬体状況等により、競
馬に出走することなく引退してしまうこともあるため、収益が保証さ
れているものでもありません。なお、当該出資馬に関する会員の損
失負担は2歳1月到達時(募集開始日が2歳2月以降となる場合、維
持費出資金の支払義務は、募集開始日の属する月)より発生します。
従って、2歳到達前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失し
たことにより廃用となった場合は、やむを得ず本商品投資契約の効
力が失われることとなりますので、当該出資馬の納入済みの競走馬
出資金及び保険料出資金は、会員に対して全額返金されます。当該
出資馬の運用開始以降においては、死亡、競走能力を喪失して廃
用となった事態を含めて、当該出資馬の競走成績の如何に関わら
ず、当該出資馬の競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金
等その他当社に納入済みの一切の金額は会員に対して返金致しま
せん。また、競走馬出資金について会員は、当社の請求にしたがっ
て募集価格に充つるまでの金額納入義務から逃れられないものと
します。

⑹会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代
金の受領権以下に定める受領権は、当該出資馬の競走馬出資金を
完納した会員が所有します。
①賞金の受領権 　　　　　　　　
　会員が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主とし

て当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞金、距離別出走奨励
賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金および特別出走手
当の合計額(本書面において「賞金」という)から、JRAからの賞金
交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が当社に分配
する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税、所
定の進上金、消費税、クラブ法人営業経費(営業者報酬)の各項目
の合計額、及び当社が会員に利益の分配を行う際の源泉徴収所
得税を控除した金額にあります。ただし、JRAからの賞金交付時
に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が当社に分配する際
に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税(※後述

「3v」参照)及び消費税(※後述「3vi」参照)は、クラブ法人及び当
社が精算又は還付後に会員に分配する方法により、次の2に掲
げる、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金
として分配されるため、会員に受益権があ ります。

②その他の受領権
　会員が所有する前記1以外の受領権は、賞品売却分配金(消費税

抜き。※後述「3i」参照)、事故見舞金(※後述「3ii」参照)、JRA源泉
精算金・クラブ法人源泉精算金、競走取り止め交付金、(賞金にこ
れらを加えたものを本書面において「賞金等」という)、及び、競走
馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(※後述「3iiia及びb」参
照)、保険金(保険事故により支給された額または解約保険料返戻

金)、消費税精算金(※後述「3vi」参照)の各項目の合計額を合算
した額(本書面において「引退精算金」という)並びに診療費補助
金、装蹄費補助金(※後述「3vii」参照)にあります(賞金及び本項
のその他の受領権から診療費補助金、装蹄費補助金を除いたも
のを本書面において「支払金」という)。但し、愛馬会法人が指定
する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)のうち、別
途定める馬については、受領権の範囲並びに分配時期を変更で
きるものとします。

③注意事項 　　
ⅰ　賞品売却分配金の算出について 　　　　　　　

　クラブ法人が馬主としてJRA及びNARの管轄する競馬主催
者から取得した純金メダル、金製品、宝飾品等の賞品につい
ての受領権はクラブ法人にあり、顧客に受領権はありません。

ⅱ　事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金について
　事故で一定期間出走できない場合、またはJRAの競走用馬

としての登録を抹消する場合に日本中央競馬会馬主相互会
より支給を受けるものです。なお、休養に係る事故見舞金は、
支給規程に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支
給済みの金額の一部について返還を求められる場合があり
ます。当該事故見舞金がすでに会員に分配済みの場合は、
前述「5.(4)」の事故見舞金返還義務出資金の対象となり、当
社は会員に返還を求めます。　

ⅲ　当該出資馬の売却代金の算出 　　　 　　　
ａ 牡馬(去勢馬を含む)について、競走馬として売却が

できた場合は、その売却代金(消費税抜き)を会員に
分配します。(前述「12.(5)2及び4」参照)また、種牡馬
となる場合には、その売却代金(種牡馬賃貸契約によ
る場合の利益金を含む)の60%相当額(消費税控除
後)を会員に対して分配します(詳細については、後述
の「26.当該出資馬が種牡馬となる場合について」を
参照)。

ｂ 牝馬については、当該出資馬の売主において繁殖牝
馬となる場合には、販売総額の5%で買い戻した代金
となります。但し、当該出資馬が競走能力喪失に基づ
いて支給される事故見舞金(中央競馬馬主相互会規
定3号及び4号)の支給対象となる場合にあっては、
5%から当該事故見舞金を控除した額とします。当該
事故見舞金額が販売総額の5%を超過する場合には
売却代金の適用はありませんのでご了承願います。
また、ネットオークションで売却できた場合には、落札
価格からクラブ法人営業手数料および消費税を控除
した金額と、販売総額の5％の金額を比較し、高い方
の金額が当該出資馬の売却代金となります。

ⅳ　JRA源泉精算金 　　　　　　　
　JRA(NARの管轄する地方競馬主催者の場合があります)が

賞金支払時に控除した源泉徴収所得税額は、クラブ法人の
決算において法人税額に充当し精算します。精算後のJRA
源泉税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人が当社に支払
い、支払いを受けた当社は、会員に支払います(※後述「16.
(2)年次分配」参照)。

ⅴ　クラブ法人源泉精算金 　　　　　　　　　　　
　クラブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配

より控除した源泉徴収所得税額は、当社の決算において法
人税額に充当し精算します。精算後のクラブ法人源泉税は、
クラブ法人源泉精算金として当社を通じて会員に支払いま
す(※後述「16. (2)年次分配」参照)。

ⅵ　消費税精算金 　　　　　
　匿名組合契約に係わる税務規定にしたがって、営業者(クラ

ブ法人及び当社)は、匿名組合員(会員)に代わって消費税を
確定申告します。営業者は、賞金分配等に際して消費税を預

かり、また、競走馬の購入・預託料等の維持経費について、牧
場・調教師等に税込みの金額で支払いますので、会員は、消
費税を含んだ金額で、競走馬出資金・維持費出資金を支払
います。営業者は、確定申告を通じて消費税の精算をし、そ
の結果として、会員は、競走馬の購入代金及び預託料等維
持経費に係わる消費税の合計額について消費税精算金とし
て分配を受けます。当該精算金に係る会員の分配請求権
は、運用終了時に生じます(後述「16.(3)引退精算分配」参
照)。なお、今後の税制改正並びに営業者の消費税申告にお
いて、競走馬の購入代金・預託料等の消費税が全額控除で
きなくなった場合など、営業者の申告内容が本項記載の内
容と異なることとなった場合、当該精算金が減額もしくは分
配対象ではなくなる場合があります。

ⅶ　診療費補助金・装蹄費補助金等
　中央競馬馬主相互会から診療費補助金及び装蹄費補助金

が支給されます。当該補助金は、当該出資馬に毎月生じる維
持費と適宜相殺する方法により精算します。現役競走期間
中に当該補助金が交付されている場合は、会員に受領権が
ありますが、運用終了・引退後に交付を受けたなど、上記の
方法により精算のできない当該補助金については、当社に
受領権があるものとします。また地方競馬において、賞金と
は異なる、いわゆる補助金・給付金等で、月次分配・年次分
配・引退精算分配の方法をとらない金員を当社が受領した
場合の扱いについては、本項viiの規定を準用します。

ⅷ　顧客にはない受領権
　以下に定めるものの受領権は当社にあり、顧客に受領権は

ありません。クラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払い
を受ける装蹄費補助金及び診療費補助金のうち、引退精算
書の発行日を超えて中央競馬馬主相互会から支払いを受
けたもの。

14. 競走用馬ファンド（当該出資馬）の賞金から出費・拠出される管理報
酬及び手数料について  
⑴賞金からの控除 　　　　

クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、以下
の項目のうち1及び2に掲げる額をJRAにより控除されて支払を受
けます。また、クラブ法人は、JRAから支払われた金額から、以下の
項目のうち3及び4に掲げる額を控除し、このうちから5の源泉徴収
所得税を除いた額(獲得賞金等分配対象額)を当社に支払います。
支払を受けた当社は、当該支払金額から、以下の項目のうち6に掲
げる額を控除して会員の出資口数に応じて支払います。　　
①進上金
　当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出

資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、平地競走
の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の
20%を、付加賞の5%をそれぞれ乗じた額が支払われます。また、
障害競走の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除
いた額)の22%を、付加賞の7%をそれぞれ乗じた額が支払われ
ます。ただし、騎手に関わる進上金のうち、外国人騎手(中央競馬
の通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合
については、後述「14.(1)8」をご覧ください。

②JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税 　　　　　
　当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金額が75万

円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、JRAが賞金
から源泉徴収所得税として控除します。なお、源泉徴収所得税の
計算方法は以下のとおりです。
○源泉徴収所得税の計算式
　{賞金－(賞金×0.2＋60万円）}×10.21％ (東日本大震災復興

に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]が
含まれます)

　※当該源泉徴収所得税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人
の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。 　

③消費税　
　当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金から、以下

の計算方法により控 除されます。
○消費税の計算式
　(賞金進上金)×10/110
　※1円未満は切り捨て。 ※「10/110」は、本書面作成日現在の

消費税率。税率変更とともに変更となります。
④クラブ法人が当社に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源

泉徴収所得税
○源泉徴収所得税の計算式
　クラブ法人が当社に支払う利益分配額×20.42%(東日本大震

災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の 
2.1%]が含まれます) ※当該源泉徴収所得税は、クラブ法人源
泉精算金として、当社の決算において法人税額に充当精算後
に年次分配します。

⑤営業者報酬 
　クラブ法人は、日本中央競馬会等から支払われた賞金の3%の額

を、営業者報酬として賞金から控除します。
⑥特別営業者報酬(記念品製作費、祝賀会開催費等)　　　
　クラブ法人は、当該出資馬が重賞競走(中央、地方、海外を含む)

に出走して優勝した際に、馬主としてクラブ法人が所属厩舎に対
して支払う祝儀(本賞の1%)及び一般の馬主慣行に従って行った
祝賀会費用、優勝記念品の製作等の実費の合計額を、当該競走
により取得した賞金の10%相当額を超えない範囲で、別途、特別
営業者報酬として控除します。

⑦当社が会員に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴
収所得税　　

　当該項目は、当社が利益分配額を支払う場合には所得税が課税
されることとなり、当社が利益分配額から源泉徴収所得税として
控除します。 なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりで
す。
○源泉徴収所得税の計算式
　当社が会員に支払う利益分配額×20.42%(東日本大震災復

興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]
が含ま れます)

⑧外国人騎手の騎乗と「国外事業者進上金」について
　消費税法改正により平成28年4月1日以降、国外事業者が日本

国内で行う役務提供について、いわゆる「特定役務の提供」と位
置づけること、並びにいわゆる「リバースチャージ方式による消費
税の申告・納税」を実施することなどの仕組みが導入されました。 
外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手
を除く)が騎乗した場合の進上金(ここでは「国外事業者進上金」
といい「特定役務の提供」に該当)にかかる消費税の申告・納付に
ついても同規定が適用となりますので、JRAが賞金を馬主に支払
う際や、クラブ法人が消費税の申告・納付を行う際などでは、本邦
騎手が騎乗した場合と異なる事務対応が求められます。ただし、
本項記載の分配作業並びに「13.(6)3vi」に記載の会員が受領す
る「消費税精算金」の計算など、当社が会員に対して行う分配等
の事務作業については本書面記載のとおりとなります。したがっ
て、騎乗者の国籍等による取扱いの相違はありませんが、進上金
のうちに「国外事業者進上金」を含む場合は、前述「6.」の『請求
明細書』に附属する明細等に該当する旨を記載します。

⑵営業者の報酬 　　
①クラブ法人の営業者報酬 　　　　　

ⅰ　上記「(1)5」記載の営業者報酬(賞金[特別出走手当を除く]
の3%)　

ⅱ　種牡馬売却手数料(消費税控除前の売却代金の40%)
ⅲ　前述「13.(6)」に規定される会員の受領権以外の全ての受領

権
②当社の営業者報酬 　　 　　

ⅰ   一般会費
ⅱ　種牡馬売却手数料(消費税控除前の売却代金の40%)

③営業者報酬の対象外となる会員の受領権　　　　　
　賞金のうち特別出走手当、事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・

同付加金、競走取り止め交付金、売却代金(牝馬の場合の買戻し
代金を含む。但し、サラブレッドオークション利用による売却[12.
(5)4参照]及び種牡馬となる場合[26.参照]を除く)、保険金、解約
保険料返戻金、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金、消費税
精算金、診療費補助金、装蹄費補助金は、営業者報酬の対象外と
して獲得金額全額が会員への分配対象となります。地方競馬に
おいても、手当等の名称に関わらず同様の趣旨に基づく金員に
ついては適宜営業者報酬の対象外とします。

15. 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分
方法 

　獲得賞金等分配対象額(※前述「14.」記載のとおり)及びその他の分
配のうち、1の金額から2の金額を控除した金額を限度として出資返
戻金とします。
①賞金等(引退精算金を含む)獲得時における競走馬出資金及び維

持費出資金、保険料出資金、海外遠征出資金、事故見舞金返還義
務出資金の累積出資金額(過去に出資返戻金があった場合は当該
金額控除後の金額)

②競走馬の賞金分配月の前月末簿価　　　　　
　なお、上記金額の計算方法は以下の通りです。
 ○競走馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法
　・競走馬の取得価格の算出

取得価格={(競走馬の募集価格)+(2歳1月~3月の預託料)}×  
100/110 ・減価償却累計額の算出

　取得価格÷48×(2歳4月1日から賞金分配月の前月までの月数)・
前月末簿価の算出

取得価格 減価償却累計額
※1円未満は切り捨て。 ※分配月:金融機関営業日、非営業日に係らず

当該月の月末 ※100/110 は消費税率変更とともに改定されます。
　獲得賞金等分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合

契約に基づく利益分配額となります。

16. 競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金の分配方法及び分配時期に
関する事項
当社は、支払金がある場合には、以下の月次分配、年次分配、引退精
算分配の方法により、当該支払金のうち、利益分配額(※前述「15.」記
載のとおり)にかかる源泉徴収額を控 除して出資口数に応じて会員に
支払います。したがって、月次分配、年次分配、引退精算分配は、当該
収入を得た場合であって、必ずしも予定されたものではありません。支
払時期は、月次分配の賞金は、原則として、当該出資馬がJRAの競走
に出走した日の属する月の当月または翌月末日、また、賞金以外の受
領権に係る項目については、当該収入をクラブ法人が受領した日の
属する月の当月または翌月末日とします。年次分配は、計算期間終了
後の翌年3月末日とします。また、引退精算分配は、当該出資馬の運用
終了に際して会員が支払う最後の維持費出資金の自動振替が行われ
た月の月末とします。いずれも原則として月末に会員に対して分配時
期を記載した明細を掲示します。なお、月次分配・年次分配について
分配時の合計金額が3,000円に満たない場合、次月に繰越とします。
⑴月次分配　　 　　

当該計算期間内(11月1日から10月31日)の出走により得た賞金、
及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の
獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間
に属し、当月もしくは翌月分配いたします。賞金(※控除される内容
など分配方法は前述「14.」参照)及び、賞品売却分配金(消費税抜

き)、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取
り止めまたは不成立となった場合に交付)及び特約保険金(「5.
(2)2viid及びe」)は、月次分配の方法により分配します。　　　　

⑵年次分配 　
当該計算期間内(11月1日から10月31日)に出走して獲得した賞金
に係る、JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラ
ブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源
泉徴収所得税は、それぞれJRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金
として、当該計算期間終了後の翌年3月末日に会員に分配します。
年次分配における会員の分配請求権は翌年3月末日に生じ、分配
金受取り時の計算期間の所得として扱われます。

⑶引退精算分配 　　
当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・同
付加金、売却代金(消費税抜き。牝馬の場合に規定される買戻し売
却代金を含む)、保険金(死亡、競走能力喪失及び傷病により未出走
が確定した場合)、保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、消
費税精算金は、引退精算分配の方法により分配します。引退精算分
配は、競走馬登録の抹消・競走馬の死亡といった引退事由の生じた
月の翌月の事務計算により金額が確定し、金額が確定した月の翌
月末日に原則として分配が行われます。引退精算分配に係わる会
員の分配請求権は、事務計算により金額が確定した日に生じます。
また、上記(2)の年次分配を予定していたJRA源泉精算金、クラブ法
人源泉精算金は、運用終了に際して分配時期を繰り上げて、引退精
算分配します。
なお、前述「4.(1)4i」に記載のとおり、引退精算分配の一部若しくは
全額は、競走馬出資金の未払分に充当される場合があります。
維持費の精算金は、会員から預託されている維持費出資金の合計
額から、当該出資馬の運用に際し実際に要した預託料等の合計額
を差し引いて算出した額とします。その精算額に余剰が生じた場合
には会員に支払うものとし、不足が生じた場合には他の分配額より
充当するものとします。

⑷適用除外（支払金の留保）　 　　　　　 　　
会員が、納入期限の到来した会費、競走馬出資金、維持費出資金、
保険料出資金並びにその他の競走用馬ファンドに係る追加出資金
等が未納になっている場合は、当該会員に対する支払金の分配は
留保します。完納後は、当社所定の手続に従って会員に分配されま
す。

17. 運用終了（引退）時の支払について 
⑴引退精算分配の金額の計算方法 　　　　　　

当社は、当該出資馬の引退時に、当該出資馬に係る引退精算分配
に係る分配金がある場合には、当該精算金額を出資返戻金と利益
分配額に区分し、出資口数に応じて算出し、当該算出額から利益分
配額に対する源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め20.42%)を
控除して会員に支払います。

⑵支払方法及び支払時期 　　　 　　
当社は、当該精算金額を原則として、当該出資馬の運用を終了する
こととなった日の属する月(もしくはその翌月)の翌々月末日に、出資
口数に応じて会員指定の金融機関口座へ振込みます。なお、会員
に対して事前に『請求明細書』及び『支払通知書』を通知します。
　　　　　　　　　　　　　

18. 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 　
当社は、金融商品取引法第42条七の定めに従って、運用報告書とし
て、当該出資馬の運用状況、獲得した賞金等に関わる『請求明細書』
及び『支払通知書』及び必要に応じてその補助明細書を、原則として
毎月末日に会員に掲示します。

19. 競走用馬ファンド（当該出資馬）に係る資産評価に関する事項 　　
前記「18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照し
て下さい。

20. 計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損
益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける
予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公
認会計士または監査法人の監査を受ける予定はありません。

21. 当該商品投資契約に関わる紛議について 
⑴当社が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託

する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及
び住所 

　・特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
　東京都中央区日本橋茅場町 2-1-13 第3証券会館

⑵当該商品投資契約に関わる訴訟について管轄権を有する裁判所
の名称及び住所

　・東京地方裁判所 〒100-8920 東京都千代田区霞が関 1-1-4
　・東京簡易裁判所 〒100-8971 東京都千代田区霞が関 1-1-2

22. 商品投資契約に係る法令等の概要 　　
匿名組合契約は、商法535条から同法542条に規定されている匿名
組合契約であって、匿名組合員となる会員が営業者の営業のために
出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合
においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業の
ため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる
会員は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及び
それより得られた利益を限度に責任を負担します。また、会員に対し
交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品
取引法第38条及び第40条など、金融商品取引法の規定に基づいて
行為規制を受けております。
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法
(昭和23年法律第158号)の規定に基づいて規制を受けております。
会員の出資については、「3.(3)」に記載する「犯罪収益移転防止法」及
び「マイナンバー法」の規制を受けております。

23. 当社の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨 　
前述「13.(2)」記載のとおり、顧客は事業報告書を縦覧することができ
ます。

24. 当該出資馬の海外遠征
当該出資馬を海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)させ
る場合には、当該出資馬の所有権があるクラブ法人が決定し、愛馬会
法人は顧客に対してその旨を通知します。海外遠征の場合、進上金の
取扱いについては、遠征先のルールに従うものとし、一方、日本中央
競馬会交付の褒賞金についてはこれを進上金の対象とします。また、
遠征に際して生じた、検疫・輸送の帯同人件費、登録料、海外保険等
の経費について、顧客は、遠征馬の競走成績に関わりなく、これを維
持費出資金に相当するものとして出資割合に応じて別途負担して頂
きます。　　　

25. 中央入厩予定馬の地方転籍とその判断について 　
当社は、未勝利及び未出走のまま引退した当該出資馬について、日本
中央競馬会に競走用馬として再登録する意思がある場合には、当該
出資馬を地方競馬に馬主登録のある第三者(山上和良)に売却しま
す。これを予定している場合には、当社は、その旨を記載した書面を
当該出資馬の顧客に事前にお知らせします。当該出資馬の匿名組合
を解散後、日本中央競馬会が競走用馬として再登録するために定め
た条件を、当該出資馬が満たした場合には、当社が当該出資馬の所
有権を再取得して、従前の匿名組合の顧客に限定して再出資の募集
(以下、「再ファンド」という)をします。但し、前述の条件を満たさない場
合もしくは1年以内に再登録する意思を取り下げる場合には、速やか
に従前の匿名組合の顧客に対して通知します。なお、従前の匿名組合

の顧客が、当該出資馬の再出資に応じるかどうかは自由とします。ま
た、再ファンドの詳細については以下のとおり定めるものとします。
⑴地方競馬在籍時の当該出資馬に係る馬主等 　　　 　　

①地方在籍時の地方馬主は、山上和良とします。
②地方在籍時の当該出資馬の支出に係わる経費及び、収入に係わ

る金品についての権利は、当該出資馬の所有権がある地方馬主
にあります。

⑵当該出資馬の当初引退から日本中央競馬会に競走用馬として再登
録するまでの期間当該出資馬が再登録の条件を満たした時点で、
地方馬主は、クラブ法人にその旨速やかに報告し、クラブ法人、当
社は、その日から3か月以内に再ファンド及び再登録の手続きをと
るものとします。但し、厩舎に空き馬房がない等、再登録の手続きを
とることができない場合は、再ファンドのみ行ない牧場等で待機さ
せます。なお、地方競馬で再登録の条件を満たした後に、故障、疾病
を発症し休養を余儀なくされた場合はこの限りではありません。

⑶再ファンドの対象者
　　当該出資馬に対し出資を行っていたことを条件とします。
⑷再ファンドにおける当該出資馬に関する事項

①販売総額
　地方馬主に売却した際の金額とし、一口当たりの競走馬出資金

は、販売口数（従前の匿名組合の販売口数と同数）で除したもの
になります。

②出資口数
　当該出資馬を従前所有していた口数と同数以下とします。
③維持費出資金
　従前の運用時と同様の請求方法とします。なお、顧客の支払義務

は、地方競馬の競走用馬登録を抹消した翌日分より発生します。
④競走用馬保険
　年齢に関わらず加入しません。
⑤その他の条項

　　　その他の条項については、本書面に定めるとおりとします。
⑸クラブ法人がNAR馬主免許を取得した場合の取り扱いについて

JRA未勝利馬が地方に転籍してその後再度JRAに登録する制度を
利用いたします。

　当該出資馬がJRAの平地競走において未勝利(平地重賞競走にお
いて2着のある場合を除く。未出走の場合を含む)の場合、3歳未勝
利戦の番組終了と同時に、平地競走においては、原則いわゆるロー
カル開催にしか出走できなくなります。また、自動的に1勝クラス
(500万下条件)に編入されますが、出走は、収得賞金のある馬が優
先されるため、収得賞金が「0」の未勝利馬は最初に除外の対象と
なってしまいます。但し、JRAの競走馬登録を抹消した後地方競馬
に転籍してJRAの定める成績(本書面作成時では、JRAに再登録す
る際において、地方競馬の競走で2勝以上を挙げている2~3歳馬、
もしくは、3勝以上を挙げている4歳以上の競走馬)を挙げた競走馬
については、再度JRAの競走馬登録を行った場合(以下本書面にお
いて「JRAの再登録」という)収得賞金が「0」でなくなり、未勝利馬ゆ
えの出走制限を受けることなく出走できることとなります。当該出資
馬がこの制度を利用してJRAの再登録を目的にNARに競走馬登録
したうえ、地方競馬の競走において運用される場合があります。

　また、JRAの競走馬登録を抹消する、あるいはJRA未登録の当該出
資馬の競走馬登録を行わないことをもって、引退・運用終了、匿名
組合契約終了とする判断については、当該出資馬の運用継続によ
る採算性を予測し、その時点での見通しをもとにクラブ法人が行い
ます。従って、当該出資馬が未勝利馬の場合において、地方への転
籍は必ずしも行われるものではありません。また、地方競馬に転籍
後、地方競馬にて運用中に、引退・運用終了、匿名組合契約終了と
する判断をとる場合がありますので、「JRAの再登録」は必ずしも行
われるものではありません。また、愛馬会法人と会員との間の当該
出資馬の匿名組合契約が終了する際、当該出資馬が譲渡されるこ
とがありますが、当該譲渡によりあらたに当該競走馬の所有権を取

得した第三者もしくは営業者(クラブ法人・愛馬会法人)に関わりの
ある生産(提供)牧場の馬主登録者が、当該競走馬を地方競馬等の
競走に出走させることのあることを、当該出資馬の会員は了承する
ものとします。クラブ法人は、かかる匿名組合契約終了とする判断
について、出資会員の利益を最優先に誠実に行うものとします(但
し、その判断の結果責任を負うものではありません)。当該出資馬が
牡馬またはせん馬の場合で、第三者以外(営業者に関わりのある提
供牧場等)に競走馬として譲渡される場合の譲渡価格は売買実例
等を基にクラブ法人が適宜判断します。牝馬の場合は、前述「13.
(6)3iiib」に従います。

26. 当該出資馬が種牡馬となる場合について　
⑴転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者 　　　 　　
　当該出資馬の種牡馬への転用の可否、転用時期、繋養先等は、クラ

ブ法人が決定します。但し、種牡馬としての価値が比較的高額とな
る場合には、売却する方法でなく、次項(3)に掲げる種牡馬賃貸契
約を締結する方法を採ることがあります。この場合、クラブ法人は当
該出資馬の所有権を当社に返還するものとし、当社が種牡馬賃貸
に関する諸事項を決定します。

⑵繋養先並びに売却価格等の決定方法 　　
　種牡馬転用時の評価(売却価格もしくは賃貸価格)は、競走成績、血

統背景、景気動向等による需要予測、過去の類似売買(もしくは賃
貸)実例などを参考にして、売却先または賃貸先(繋養種馬場)と協
議の上決定します(無償で寄贈する場合があります)。種牡馬として
売却できた場合(種牡馬転用前に売却先等の馬主名義にて競走出
走を条件とする譲渡契約を締結した場合を含む)の売却代金につ
いては、その売却代金(消費税込み)の40%を営業者の報酬とし(前
述「14.(2)営業者の報酬」を参照)当該営業者報酬を除いた残額
60%相当額(「売却代金(税込)×100/110売却代金(税込)×40%」
の式にて算出)が会員に分配されます(前述「13.(6)3iiia」参照)。

⑶種牡馬賃貸契約の概要について　　
　種牡馬賃貸契約の契約内容については、個々によって一部異なる

場合がありますが、概ね次の形式となります。クラブ法人が競走馬
登録を抹消した当該出資馬の所有権は、当社に返還されます。当社
は、契約開始から複数年(最長5年)にわたり当該出資馬を第三者に
賃貸します。得られた賃貸収入(消費税控除後)から繋養経費(預託
料、保険料、種牡馬登録料等。消費税控除後)を除いた純利益金の
うち60%が会員に対する獲得賞金等分配対象額となります。(「13.
(6)3iiia」に記載する「当該出資馬の売却代金の算出」及び「14.
(2)2」に記載する「営業者の報酬」を参照)。当社は、獲得賞金等分
配対象額のうちから匿名組合契約に関わる源泉徴収所得税(復興
特別所得税を含め20.42%)を控除のうえ、各年度の種付シーズン
終了後に出資口数に応じて会員あてに分配します。導入初年度に
受胎率保険に加入するほか、その後の傷害や疾病による当該年度
の種付頭数減少、受胎率の低下及び種付不能など不測の事態につ
いては、一部の免責事項を除いて保険により補填される仕組みを
採用しており、予定した賃貸収入が会員に分配される内容が基本と
なります。賃貸期間終了後は、10万円に消費税を加えた金額(1頭
の価格)で借り主に譲渡されます。

株式会社京都サラブレッドクラブ
〒525-0037　滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 
TEL.077-584-5015
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競走用馬ファンドの契約にあたって
 《契約成立前（時）の交付書面》
発行：株式会社京都サラブレッドクラブ
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競走用馬ファンドのリスク等
特徴について
競走用馬ファンド(以下、「本ファンド」といいま
す。)は、出資された元本を保証するものではあ
りません。匿名組合契約の締結にあたっては、
本書面をよく読み、商品の特性、リスクをご理
解頂いたうえで、自己の判断と責任において
ご出資をご検討下さいますようお願いいたし
ます。
◎顧客(会員)は、ホームページまたはパンフ

レットに記載する募集馬から競走用馬を選
択し、当該馬に出資することにより獲得賞金
等の分配を受けます。当該出資馬は当社よ
り、JRA(日本中央競馬会)に馬主登録のある
クラブ法人に現物出資された後、競走の用
に供されます。会員の支払う馬代金相当額、
競走馬の維持費、保険料等は出資金として
扱われ、会員の受領する賞金、事故見舞金、
売却代金、保険金等はすべて分配金(利益
若しくは出資金の返還)として扱われます。

◎競走馬によっては、馬体状況等により競走
に出走することなく引退することがあり、ま
た、出走した場合においても、競走成績不振
により出資元本を上回る賞金を獲得できな
いことがあります。したがいまして、競走用馬
ファンドは、収入の保証されているものでは
なく、また、会員が出資した元本の保証はあ
りません。

◎本商品投資契約は、商法第535条に規定さ
れる匿名組合契約に基づいており、匿名組
合営業者(「当社」及び「クラブ法人」を包括
的にさし、以下「営業者」といいます。)の報
酬は、当該出資馬が獲得した賞金の３％及
び当該出資馬を種牡馬として転用する場合
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14． 競走用馬ファンド（当該出資馬）の賞金から出費・拠出される

り得られた賞金(※後述「13.(6)1」参照)その他収入から諸税金等
を控除した額(本書面において税金等を控除した額は「獲得賞金
等分配対象額」という)を、当社に対して分配する。

⑥当社は、当該分配額を出資口数に応じて算出し、会員に対して分
配する。

⑦会員は、競走用馬の購入代金に対応する出資金(以下「競走馬出
資金」という)のほか、維持費出資金その他の追加出資金(後述

「5.」参照)を支払う。獲得賞金等分配対象額は、一定の基準(後述
「15.」記載のとおり)に従い、出資返戻金(出資の返還)と利益分配
額に区分計算します。当社は、この分配作業を基本的に月次にお
いて行い、会員に分配します(以下「月次分配」という)。獲得賞金
等分配対象額のうち、JRAがクラブ法人に支払う賞金からは、源
泉徴収が行われます(以下「JRAの源泉徴収」という)。また、当社
とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で
行われることから、クラブ法人から当社に賞金等が分配される
際、匿名組合の利益分配に対して20%(復興特別所得税を含める
と20.42%)が源泉徴収されます(以下「クラブ法人の源泉徴収」と
いう)。JRAの源泉徴収に伴う源泉徴収所得税はクラブ法人に帰
属し、また、クラブ法人の源泉徴収に伴う源泉徴収所得税は当社
に帰属しますが、計算期間(※後述「12.(6)」参照)終了後におい
て、クラブ法人及び当社の各々の決算にあたって上記各源泉徴
収所得税を精算し、クラブ法人が「JRAの源泉徴収」を、当社が

「クラブ法人の源泉徴収」を受けた場合には、このいずれの源泉
徴収所得税についても、源泉税精算相当額として当社から会員
に分配されるものとします。この分配作業は年次において行い、
一定の基準(※後述「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利
益分配額に区分計算して会員に分配します(以下「年次分配」と
いう)。当該出資馬について、やむを得ない理由によりJRAの競走
馬登録を断念せざるを得ない、あるいはJRAの競走馬登録を抹
消する、などの事由で運用が終了する際に分配金のある場合に
は、当社は引退時における分配作業を行い、一定の基準(※後述

「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分して
会員に分配します(以下「引退精算分配」という)。なお、分配は収
入を得た場合に行われますので、「月次・年次・引退精算」による
各分配は、必ずしも予定されたものではありません。当社は、月ご
との計算期間(当該月の1日から31日)末日に会員への分配金・追
加出資金・未分配金の額等をまとめ、原則として翌月末日に通知
します。

3. 当社への入会(新規にご入会される方はよくお読みください)
⑴ 出資資格と出資手続 　　 　

募集馬に対して出資を希望する顧客は、まず、当社に入会し会員資
格を取得していただく必要があります。本書面を熟読の上、以下に
定める所定の手続きを行ってください。ただし、20歳未満の者、出
資について必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことが困難と
判断される者、破産者、競馬関与禁(停)止者、暴力団関係者等のい
わゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる者は出資できません。
顧客は、暴力団等反社会的勢力でないことを表明、確約します(次
項(2)を参照)。また、顧客自らの事業目的に愛馬情報等を利用する
蓋然性があると当社が判断した場合、出資をお断りする場合があり
ます。そのほか、本書面記載内容を理解するに十分な日本語の素養
がないと思われる外国人の方や、海外に居住する等の理由により、
出資、請求、分配等に関わる当社と会員間の通信事務が滞る恐れ
が生じる、もしくは当社が行う源泉徴収において国内居住者と同様
の整合性確保が難しいと判断される恐れのある場合など、出資を
お断りすること があります。
出資希望者は、事前に後述「4.(1)1」に記載の「出資申込みの方法
等」をお読みいただいたうえ、出資希望馬の選択を行って下さい。
その後、
・『預金口座振替依頼書』

の売却代金等利益金の40%相当額(消費税
別途)です。会員の出資としては、競走馬の
代金に相当する競走用馬出資金納入のほ
か、競走用馬の維持費相当額等を毎月追加
出資する仕組みとなります。

◎当該出資馬が牝馬の場合は、原則として、6
歳3月末を引退・運用終了期限とします。当
該出資馬が牡馬の場合は、原則として、引退
時期の定めはありません。但し、牝馬・牡馬
を問わず、クラブ法人が馬体状況及び競走
成績等を考慮して、運用期間を延長又は短
縮することがあります。

◎本商品投資契約の運用開始は、2歳1月1日
(募集開始が2歳1月1日以降の場合は募集
開始日)からとなります。運用開始後は、当該
出資馬が死亡もしくは競走能力喪失により
廃用となった場合を含め、いかなる理由に
よっても会員は、支払方法にかかわらず、募
集価格全額の競走馬出資金納入義務を免
れることはできません。上記運用開始期日
前に当該出資馬が死亡もしくは廃用となり
運用できなくなった場合には、本商品投資
契約は遡及的に解除となり、納入済みの出
資金は会員あてに返還されます。

◎競走用馬ファンドは金融商品取引法第37
条6(書面による解除)の適用を受けないた
め、本商品投資契約にクーリングオフ制度
(契約成立直後の一定期間内における無条
件契約解除)はありません(ただし、当社がや
むを得ないと認めた場合を除く)。また、本商
品投資契約成立から終了までの間に中途
解約がなされた場合、会員に対する当社か
らの返還金はなく、会員資格が失効するとと
もに、出資馬に係わる一切の権利が消滅し
ます。

◎会員は当該出資馬に関する権利義務(商品
投資受益権や維持費出資義務等)は第三者
に譲渡、移転できません。また、当該出資馬
に関する会員の名義変更は、 相続等による
包括承継を除いて行うことができません。

◎当社では、お客様からお預かりした金銭及
び出資金を金融商品取引法第40条の3及
び金融商品取引業等に関する内閣府令第
125条に則り、当社の自己の資金とは区分
して管理します。また、クラブ法人では、当社
からの出資金を自己の資産とは区分して管
理します。

◎金融商品取引法第47条3により、顧客は、金
融商品取引業者が内閣府令に基づいて提
出した事業報告書を、営業者の本店・営業
所において縦覧することができます。

◎本商品投資契約の詳細については、以下の
会員規約(以下「会員規約」といいます)に記
載されています。よくお読みいただき、競走
用馬ファンド及び本商品投資契約の特徴と
リスクをご理解のうえ出資申込みをご検討
ください。

◎本書面(会員規約を含みます。以下同じ。)
は、金融商品取引法第37条3に規定する

『契約締結前の交付書面』及び同法第37条
4に規定する『契約締結時の交付書面』を兼
ねるものです。本書面に基づいて当該出資
馬の運用等が行われますので、契約終了ま
で保管するようにしてください。

◎出資申込み方法について、顧客は当社の
ホームページにて案内に従い出資申込みを
行います。商品投資契約は、会員の出資申
込みに対して当社から受諾の通知が成され
た日をもって、契約成立となります。

       管理報酬及び手数料について 　
 ⑴ 賞金からの控除 
 ⑵ 営業者の報酬
15． 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく
　　利益分配額 への区分方法
16． 競走用馬ファンド（当該出資馬）の支払金の分配方法及び

 分配時期に関する事項 
 ⑴ 月次分配
 ⑵ 年次分配 
 ⑶ 引退精算分配
 ⑷ 適用除外（支払金の留保）
17． 運用終了（引退）時の支払について 　
 ⑴ 引退精算分配の金額の計算方法
 ⑵ 支払方法及び支払時期
18． 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 
19． 競走用馬ファンド（当該出資馬）に係る資産評価に関する事項
20． 計算期間に係る競走用馬ファンド（当該出資馬）の貸借対照表　　
　　及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の
　　監査を受ける予定の有無
21．当該商品投資契約に関わる紛議について
22．商品投資契約に係る法令等の概要
23． 当社の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨
24．当該出資馬の海外遠征 
25．中央入厩予定馬の地方転籍とその判断について
26．当該出資馬が種牡馬となる場合について

1. 当社及びクラブ法人
 ⑴ 当社（愛馬会法人）
  ・商　　号 ：株式会社京都サラブレッドクラブ　　
  ・住　　所 ：滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 　　
  ・代 表 者 ：山上和良 　 　　
  ・登録番号 ：近畿財務局長(金商)第 410 号 　　　　
  ・資 本 金 ：1,000万円 　　 　　
  ・主要株主 ：山上和良 　　 　　
  ・他に行っている事業：該当なし 
  ⑵ クラブ法人 　　 　　
  ・商　　号 ：株式会社京都ホースレーシング 　　 　　
  ・住　　所 ：滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 　　 
  ・代 表 者 ：マイケル・タバート 　　 　　
  ・登録番号 ：近畿財務局長（金商）第411号　　
  ・資 本 金 ：1,000万円 　　 　　
  ・主要株主 ：マイケル・タバート、山上和良
  ・他に行っている事業：競走馬の保有、育成、管理、
　　　　販売及びこれらに付帯する一切の業務
 
2. 会員から出資された財産の運用形態 　 　

顧客は、当社の運営する愛馬会に入会し愛馬会会員となります(以下「会
員」 または「出資会員」という)。会員と当社との間の匿名組合契約及び当
社とクラブ法人との匿名組合契約を通じて行われる競走用馬(または「競
走馬」という)への出資、運用、分配の仕組の概略は、以下のとおりとなり
ます。

①会員は、出資の対象となる競走用馬を選択し、当社との匿名組合
契約に基づき、これに対応する出資金を当社に支払う。

②当社は、この出資金をもって競走用馬(本書面において「当該出
資馬」という)を取得する。

③当社は、クラブ法人との匿名組合契約に基づき、当該出資馬をク
ラブ法人に現物出資する。 

④クラブ法人は、当該出資馬を日本中央競馬会等(以下「JRA」とい
う)の競走に出走させることにより運用する。

⑤クラブ法人は、当該出資馬をJRA等の競走に出走させることによ

・『本人確認書類』（※運転免許証等のコピ－）
を当社に提出して下さい。なお、会員資格の成立については、出資
申込みを経て商品投資契約が成立した後となります。また、会員資
格が喪失する場合については、後述「4.(2)」に記載しています。な
お、本人確認書類に関しまして、ファンド運用期間前・運用期間中に
関わらず再提出を求めることができるものとします。

⑵暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約   
①会員（顧客）は、現在または将来にわたって、次に掲げる反社会的

勢力のいずれにも該当しないことを表明、確約します。 
・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋

等もしくは社会運動等標榜ゴロ    
・その他前記に準ずる者   

②会員（顧客）は、自らまたは第三者を利用して次に掲げる事項に
該当する行為を行なわないことを表明、確約します。会員が、次
の事項に該当して当社の円滑な運営を妨げた場合等、当社はか
かる会員に対して、新たな出資申込みを受け付けない、または会
員資格を喪失させる場合があります。 
・暴力的な要求行為。法的な責任を超えた不当な要求行為 
・取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 
・風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、業務を

妨害する行為 
・その他前記に準ずる行為 

③会員（顧客）は、上記①の各種のいずれかに該当し、もしくは②の
各種のいずれかに該当する行為をし、または①にもとづく表明・
確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、通知に
より会員資格が失効したとしても一切異議を申し立てることがで
きません。また、これにより損害が生じた場合でも、一切会員（顧
客）の責任とします。

⑶「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」 　　 　
①犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)

に規定する本人確認作業は、『出資申込書』等を本人確認書類記
載の顧客住所に送付することにより実施します。したがって当社
は、会員指定の郵便物送付先が自宅であるか否かにかかわらず、
当該『出資申込書』等を本人確認住所(自宅)に送付し、会員とな
られた方にはこの方法にてお受取りいただきます。あらかじめご
了承ください。 

②行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律(マイナンバー法)に規定する、いわゆるマイナン
バーの収集、保管等に関わる作業に関し、当該マイナンバーは、
当社の行う会員の所得税源泉徴収についての官公庁への届出
事務に限って使用されます。

4. 商品投資受益権の販売に関する事項  
⑴出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等 　 　

①出資申込の方法等 　　　　　　
　会員は、当社の案内に従い出資申し込みを行います。商品投資

契約は、会員の出資申込み（出資申込書の送付）に対して当社か
ら受諾の通知を行った日をもって、契約成立となります。商品投
資契約が成立した場合、当社は会員に対して、初めて出資される
会員には『ご請求書』を送付、それ以外の会員には月末にホーム
ページの『マイページ』上へ掲載されるご請求書に競走馬出資金
等を計上します。

②お支払いの方法
ⅰ　初めて出資される会員の場合 　　　　

　送付した『請求明細書』に記載している金額を、出資の申込
み(商品投資契約成立の日)から10日以内に、当社指定の銀
行口座へ送金(振込手数料は会員負担となります)して下さ
い。なお、初回の競走馬出資金をお振込みいただきました会
員に対して、2回目以降のお支払いスケジュールを記載した

『請求明細書』をホームページ上「マイページ」にて掲載しま

すので、後述「iiそれ以外の会員の場合」を参照して下さい。
ⅱ　それ以外の会員の場合 　　　　　　　　 　　　　

　会員指定の金融機関口座から自動振替による方法となりま
す。会員指定の銀行口座に、振替日の前日までに資金をご用
意ください。振替日は、毎月12日(金融機関が休業日の場合
は翌営業日)となります。また、自動振替の手続きが完了して
いない会員は、『請求明細書』に記載されている金額を振替
日と同月の15日までに当社が指定する金融機関口座に入
金されるようお振込み下さい(振込手数料は会員負担となり
ます)。自動振替が振替不能となった場合についても、同様
の取扱いとなります。

③ご注意 
　本商品投資契約につきましては、出資元本の保証されたもので

はありません(※後述「13.(5)」参照)。また、契約成立から契約終
了までの間に中途解約を行う場合、「10.」に記載のとおり扱われ
ます。当該出資馬の血統等につきましては、パンフレットまたは京
都サラブレッドクラブホームページに記載しています。

　本書面並びに京都サラブレッドクラブホームページをよくお読み
いただき、競走用馬ファンドの特徴とリスクをご理解のうえ、出資
をお申込みください。　

④『ご請求書』または『請求明細書』の記載事項 　
ⅰ　基本的な記載項目

　○競走馬出資金:1頭の募集総額並びに1口当りの募集価格
については京都サラブレッドクラブホームページに明記し
ています。競走馬出資金のお支払い方法については、一
括払いのみとなっております。

　　なお、当該出資馬の運用開始は2歳1月1日からとなります
ので(後述「12.(4)」及び「13.(5)」参照)、同日以降に当該
出資馬の死亡その他の理由により運用が終了した時点で
なお未払いの競走馬出資金がある場合には、会員はかか
る未払い競走馬出資金(募集価格に出資口数を乗じた金
額から既払い分を控除した残額)を当社に対し納入するこ
とを要します。後述「5.(2)」に記載する保険金(死亡保険金
及び、同項「2vii」に掲げる特約保険金)を受ける場合な
ど、保険金を含む引退精算分配総額は競走馬出資金の未
払い分に充当されます。充当後に未払い分が残る場合、
会員は一括してこれを当社に支払います。また、充当後に
保険金等が残余となる場合、当該残余金は会員に分配さ
れます。　

ⅱ　当該出資馬の1歳11月以降に出資する場合に付加する項目
　○維持費出資金（飼養管理費用相当額）：※後述「5．⑴」参照。  
　○保険料出資金（競走馬保険料相当額）：※後述「5．⑵」参照。
（『ご請求書』等の記載によらず、別紙記載にてご案内する場
合があります）

⑵会員資格の喪失及び遅延利息の支払等 　
①会員が、支払義務の発生している競走馬出資金、維持費出資金、

保険料出資金、会費等について、当社指定の納入期日までに支
払いを履行しない場合、当社は会員に対して、当該債務額に対し
て年率14.6%の割合による延滞利息の支払を求めます。また、当
社から会員に分配される予定の支払いは、保留・延期されます
(後述「16.(4)」参照)。なお、かかる滞納が頻繁に繰り返される場
合、当社は当該会員の会員資格を喪失させる、または新たな出資
申込をお断りすることができるものとします。　

②会員が、前項の納入期日から2ヵ月以上納入義務を履行しない
場合には、その会員資格は喪失するものとし、さらに会員が有し
ていた分配請求権(「27.」に記載する種牡馬転用に関する分配金
を含む)並びに出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします
(納入済みの出資金等は一切ご返金いたしかねます。また、会員
資格が喪失したことを当社が会員に通知する以前に当社から発
せられた維持費出資金、競走馬出資金、遅延利息等の支払いに

ついて、当該会員は支払いを免れることはできません)。この場
合、 出資馬の商品投資受益権は当社が承継します。　

③会員が、次の事項に該当して当社の円滑な運営を妨げた場合
等、当社はかかる会員に対して、新たな出資申込みを受け付けな
い、または会員資格を喪失させる場合があります。
・本書面の後述「13.(4)」の記載内容に違反した場合
・いわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる場合(前述「3.(2)」

参照)及び、前述「3.(1)」に掲げる、出資をお断りする事由に該当
する方に、出資後に至った、もしくは当該事実が判明した場合

・当社、クラブ法人等と、あたかも密接な係わり合いのあるよう公
表する、もしくは、当社の主催するイベント等において撮影した
写真等を無断で使用するなどし、事業目的に利用するなどの迷
惑行為をした場合

・当社が会員に提供する物品及び記念品等を転売目的で公にす
るなどし、当社及び、物品提供元のある場合はその提供元等に
対して迷惑行為をした場合

・当社以外の関係各所に、みだりに訪問・連絡するなど迷惑行為
をした場合

・当社が会員に貸与しているホームページの会員個々のユー
ザーID、パスワードを公表漏洩し、不正使用と認められた場合

・機関誌、ホームページ等、当社に権利が属するものを無断に複
製・転載等した場合

・当社、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対して、公
共の媒体(テレビ、ラジオ、インターネット、雑誌等)または公の場
にて、誹謗中傷と受け取れる内容の発言等を行い、社会的評価
を低下させ、当社及びクラブ法人に不利益を及ぼし、あるいは
その可能性が生じた場合

・上記の他、公序良俗に反する行為を行った場合
・有効な出資持分のない期間が1年を経過した場合

⑶販売予定総額及び口数 　　 
　1頭当りの募集価格・販売口数は、募集馬によってそれぞれ異なり

ますので、京都サラブレッドクラブホームページ、または京都サラ
ブレッドクラブパンフレットをご参照下さい。

⑷販売単位 　　 
　当社では、全ての募集馬について1口単位で販売しています。 
⑸出資申込期間及び取扱場所 　 　  　 

①申込期間
　募集開始日から、
　・当該馬がJRAのトレーニングセンターに入厩する日の前日
　・募集口数が満口になった時点
　・その他当社が別途指定する日
　のいずれかの早い日までとします。
②申込取扱場所 　　　
　お申込みは、当社の事務所(※後述(6)参照)において営業時間内

(午前10時より午後6時まで。休業日は土・日・祝日です)に受け付
けています。

⑹本店・営業所の所在地等及び顧客が営業者に連絡する方法
本店・営業所所在地並びに電話番号は以下のとおりです。顧客が営
業者(当社)に連絡する方法等については、訪問もしくは電話連絡の
方法等により、本店のほか営業所において、以下の時間帯で受け付
けます。　
本 社：〒525-0037　　
滋賀県草津市西大路町 9-13  西大路ビル 2F-D 　
TEL.077-584-5015　　　　 　　

（午前10時より午後6時まで。休業日は土曜・日曜・祝日です。変更
する場合、事前に周知します。）

⑺競走馬出資金のクラブポイント制度について
　当社は会員が競走馬に出資した際、その月の競走馬出資金にかか

る支払金額(ポイント使用額を差し引いた、実際にお支払いただく
金額。以下「ポイント付与対象額」という)の一定割合を会員にポイ

ントとして付与するものとします(以下この制度を「クラブポイント制
度」と称し、付与されるポイントを「クラブポイント」という)。クラブポ
イントの利用については、別途定めるポイント利用規定に従いま
す。

5. 当社が会員から徴収する会費及び追加出資金等の徴収方法　
当社は、以下の項目について、その支払義務の発生に応じて会員指
定の金融機関口座から自動振替をする該当月の前月の原則末日に、
会員に対して計算月分ごとの『請求明細書』 を送付します。
⑴維持費出資金　　
　当該出資金は、当該出資馬の運用において生じる費用(育成費及

び厩舎預託料、各種登録料、治療費、輸送費、重賞競走以外の競走
に優勝した場合に払う祝儀(本賞の1%)など。以下「維持費」という)
に充当するためのものであって、1頭当たり月額60万円(海外遠征
時については別途定める)と設定し、各販売口数で除したものが1口
当たりの維持費出資金となります。

　当該出資馬の募集開始日が2歳1月までの場合には、2歳1月に到
達した月から顧客の支払義務が発生します(募集開始日が2歳2月
以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の属す
る月より発生)。

　なお、当該出資馬が2歳2月に到達した月以降に出資申込をした場
合であっても、支払義務が発生している維持費出資金を遡及して請
求し、当該出資申込の支払いに加算しますのでご注意ください。愛
馬会法人が指定する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募
集馬)については、維持費出資金を年額にて請求することがありま
す。この場合、維持費出資金は2歳1月より、年1回支払うものとしま
す。また、無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)を途中
解約の場合、顧客から納付のあった年額の維持費出資金は返金の
対象にはなりません。　
①申込月分のお支払い方法

ⅰ　申込月が当該出資馬1歳12月までの場合
　維持費出資金の支払義務はございません。これにより『請求

明細書』には当該出資馬の維持費出資金は記載されません。
ⅱ　申込月が当該出資馬2歳1月以降の場合

　維持費出資金の支払義務が生じます。これにより『請求明細
書』には当該出資馬の2歳1月分から申込月の前月分までの
維持費出資金が記載されます。

②申込月の翌月分以降のお支払い方法
ⅰ　申込月が当該出資馬1歳12月までの場合

  当該出資馬が1歳12月までの間は維持費出資金の支払義務
はございません。2歳1月に到達した月から顧客の支払義務
が発生し、発生月の翌々月12日(金融機関が休業日の場合
は翌営業日)がお支払いの期日となります。なお、原則として
自動振替でのお支払いとなりますが、手続き未了等の理由
により自動振替ができない場合には、愛馬会法人指定の金
融機関口座に振り込んで頂くこととなります。(※振込手数料
は顧客負担となります)

ⅱ　申込月が当該出資馬2歳1月以降の場合
   発生月の翌々月12日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)

がお支払いの期日となります。なお、原則として自動振替で
のお支払いとなりますが、手続き未了等の理由により自動振
替ができない場合には、愛馬会法人指定の金融機関口座に
振り込んで頂くこととなります(※振込手数料は顧客負担と
なります)。

⑵保険料出資金（競走馬保険料相当額） 　　　
　当該出資馬は、民間の損害保険会社が取り扱う競走馬保険(死亡保

険)に2歳1月1日より加入するものとし、保険年度は1月1日に始まり 
12月31日までとします。但し、愛馬会法人が指定する無料提供馬
(競走馬出資金を必要としない募集馬)のうち、別途定める馬につい
ては、加入いたしません。

　2歳馬の保険料に係る会員の負担義務は、当該出資馬が2歳1月に
到達した月に発生します。同様に3歳馬以降の競走馬保険料のお支
払いについては、当該馬齢に到達する当該年1月に負担義務が発
生します。会員には、保険料出資金を当該出資馬の出資口数に応 
じて当該年齢に達する前月(12月)に下記①の方法によりお支払い
いただきます。なお、負担義務発生後に会員が当該出資馬に出資
申込みをした場合であっても、2歳馬の年間保険料出資金は、会員
に負担していただくこととなりますので、初回の競走馬出資金お支
払いと合わせてお支払いいただきます。

①当該出資金のお支払い方法　　　
　当該出資馬の1歳12月に自動振替、または出資金支払いと同

時にお支払いいただきます。
　3歳馬以降の競走馬保険については、当該馬齢に到達する前

年12月に自動振替によりお支払いいただきます。また、自動振
替の手続きが完了していない会員は、『請求明細書』に記載さ
れている金額を振替日と同月の15日までに当社が指定する金
融機関口座に入金されるようお振込み下さい(振込手数料は
会員負担となります)。自動振替が振替不能となった場合につ
いても、同様の取扱いとなります。 　　

②注意事項　　　
　クラブ法人は、保険約款に従って当該出資馬の競走馬保険に

対応することになります。当該保険約款を要約すると以下のと
おりとなりますのでご注意下さい。
ⅰ　当該出資馬の保険加入額は、2歳馬については募集価格

の100%、3歳馬については70%、4歳馬については50%と
し、5歳馬以降は保険の更新を行いません。ただし、当該
出資馬がGIII以上の平地重賞競走(海外におけるGIII以
上、地方競馬におけるJpnIII・SIII以上、および新設もしく
は条件変更などの理由により本来の格付が付されなかっ
た場合の重賞競走を含む)において優勝した場合には、馬
齢に関係なく募集価格の100%が保険加入額となります
ので、不足金額が生じた場合には日割り計算して会員に
は負担していただく必要があります。また、種牡馬としての
価値が本項記載の加入額を著しく上回ると想定される場
合などで、会員の利益保護を主な目的として加入額を適
宜増額する判断を営業者は行うことがあります。この場合
の増額に対応する保険料についても会員の負担となりま
す。

ⅱ　年間の保険料は、保険加入額の3.05%(本書面作成日現
在)となっています。 

ⅲ　当該出資馬が障害競走に出走する場合、レース当日のみ
(障害競走中に起因した事故によりレース翌日以降に保険
金支払い対象となる場合を含む)、馬齢、募集価格に係り
なく死亡した場合を含め、給付限度額は 200万円に変更
となります。この場合でも、保険料の追徴・返戻等は行わ
れません。　　

ⅳ　当該出資馬が年度途中に引退した際に保険会社より支払
われる解約返戻金があった場合には、引退精算分配(※後
述「16.(3)」に記載のとおり)により会員に返戻、分配しま
す。

ⅴ　当該出資馬につき不慮の事故が起こった場合は、支給さ
れた保険金をもってその損害全てに対する補填とします。
会員は、当社及びその関係者に対して一切損害賠償請求
はできません。

ⅵ　競走馬出資金に未払分のある会員が保険給付を受ける
場合の保険金については、前述「4.(1)4i」の記載にした
がって、まず競走馬出資金の未払分に充当され、残余の保
険金のみが会員に分配されます。

ⅶ　競走馬保険は死亡保険ですが、保険料の増額を伴わない
限度で、本書面作成日現在、以下の特約が付加されてい

ます。下記a~eいずれにおいても、保険金額全額が、出資
口数に応じて会員に分配されます。(以下a~cの重複適用
はありません。また、同一保険年度においてdまたはeの給
付と死亡保険の給付を合わせて受ける場合、保険加入額
が限度となります。)dまたはeの給付を2歳1月1日から5月
31日までに受けた場合、会員への分配時期は原則6月末
日となります。
ａ． 保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断

を受けた場合、死亡保険加入額の20%(ただし、障害
競走に起因する事故の場合は、1頭あたり200万円が
金額限度)が加入者に給付されます。

ｂ． 傷害または疾病により競走に一度も出走できないこ
と(未出走)が確定した場合、死亡保険加入額20%が
加入者に給付されます。　

ｃ． 保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断
を受けた未出走馬で、且つ日本中央競馬会馬主相互
会の競走能力喪失に係わる「規程 3 号・4 号の事故
見舞金」支給要件に該当しない場合(原則として、い
わゆる未入厩馬が主な対象)、死亡保険加入額の
50%が加入者に給付されます。　　　　　

ｄ． 「手術費用特約」として、傷病により主に全身麻酔を
伴う外科手術が実施された場合には、死亡保険加入
額の3%を支払い限度として、当該手術代金相当額が
加入者に給付されます。当該特約は、局部縫合など部
分麻酔による手術や去勢は対象となりません。具体
的には、上部気道手術、開腹手術、眼科手術、副鼻腔
手術、歯科手術、種痬摘出手術、外傷手術、骨摘出手
術、軟部組織摘出手術、関節鏡手術(臨床症状のない
OCD[離断性骨軟骨症]に対する手術を除く)、切開・ド
レナージ(洗浄)手術、骨折内部固定手術、腱・靭帯切
断手術のうち、保険会社が認定した場合に給付対象
となります。手術当日の費用が対象となりますので、
入院費用や後治療、後遺症の手当ては対象外です。
手術回数に制限はなく何度でも給付を受けることが
できますが、当該年度の保険期間における総給付の
限度額は死亡保険加入額の3%となります。また、同一
の傷病に起因する手術について複数回の外科手術 
を受けた場合の2回目以降は給付対象となりません。
但し、完治が証明された後に同様の傷病が生じたこと
により外科手術を受けた際には給付対象となる場合
があ ります。　 

ｅ． 「屈腱炎見舞金特約」として、初めて屈腱炎と診断さ
れた場合、50万円を限度として死亡保険加入額の5 
%相当額が加入者に給付されます(再発は対象外で
す)。給付対象となるのは1度限りですが、当該特約に
ついては、上記b.「未出走が確定した場合」の特約給
付と合わせ適用となる場合があります。

⑶海外遠征出資金　　
当該出資馬が海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)す
るために生じた、輸送費、検疫・輸送等の帯同人件費、登録料、海上
保険等の経費について、会員は、これを出資口数に応じて負担する
義務があります。この経費を賄うため、海外遠征以前に概算による
費用見込み額を、またはレース後に生じた費用を、当社所定の指示
に従って会員は追加出資します(※詳細については後述「24.当該
出資馬の海外遠征」を参照)。

⑷事故見舞金返還義務出資金　　
　事故見舞金支給規定に定められた休養期間の満了前に当該出資

馬が復帰・出走した場合、受領済みの従前の事故見舞金の一部金
額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる場合がありま
す。従前の事故見舞金が会員に分配された後に当該返還請求を受

ける場合、会員に返還義務が生じ、会員は当該出資金を追加出資
のかたちで返還します。

⑸一般会費（契約成立日の属する月から発生します）
550円から5,500円（全て税込）の会費プランがあります。詳細はパン
フレットまたは京都サラブレッドクラブホームページに記載していま
す。退会は申告制とし、申告した日の属する月までに発生した出資金・
会費を全て支払った段階で退会完了となります。
⑹輸入経費出資金　

当該出資金は、当該出資馬が外国産馬の場合において、日本国へ
輸入する際に掛かった諸経費相当分(輸入関税、輸送保険料、出入
国検疫費、付添人費、軽種馬協会登録費及び輸送費等)を指し、出
資割合に応じて負担して頂くこととなります。当該出資金の支払は、
当該出資馬が日本国へ輸入される月の前月12日（金融機関休業日
は翌営業日）に、1頭当たり800万円を顧客指定の金融機関口座か
ら自動振替を行い、支払金額が確定した翌月12日（金融機関休業
日は翌営業日）に、差額分を顧客指定の金融機関口座に振込、もし
くは不足分を顧客指定の金融機関口座から自動振替を行います。
なお、支払方法については、当該出資馬の出資申込の際に支払金
額が既に確定している場合には、出資金等と合わせて当該出資馬
の『請求明細書』に記載されます。

6. 『請求明細書』の通知
当社は、原則毎月末日に『請求明細書』を会員にホームページ上にて
通知します。当該書面には会費・出資金等のご請求金額や決済日、並
びに当月分賞金等分配金の支払金額や送金日等の内容が記載され
ます。会費、出資金等については自動振替予定日の記載があります。
当該書面をもって領収書と同様の役割としますので、会員は当該書面
を保管してください。また、自動振替登録手続未了の方は、振込用紙
の控えまたはこれに代わる振込を証明する控えを保管してください。
いずれも再発行はいたしかねますのでご了承ください。また当該書面
は後述「18.」に記載する会員への運用状況の報告を兼ねます。

7. 会員への利益分配額に対する課税方法及び税率
当社は、確定申告の用に供するため、『匿名組合契約等利益の分配金
の所得税申告資料』 を会員に送付します。
⑴会員が個人の場合 　　　　　　
　個人会員(当社の個人会員)の「2.及び15.」で定める獲得賞金等分

配対象額のうち利益分配額となる金額は、雑所得として他の所得と
合算され通常の所得税率により総合課税されます。(分配の際に源
泉徴収の対象となり徴収された所定の所得税(20.42%)は、確定申
告時に精算となります。)また、計算期間中に当該出資馬の匿名組
合契約から生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益によ
り補填されるまで繰越します。したがって、他の出資馬の匿名組合
契約から生ずる利益に対する必要経費に算入することはできませ
ん。ただし、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に生じた損失
金は雑所得内で損益通算が可能です。なお、雑所得は他の所得と
は損益通算できません。

⑵会員が法人の場合 　　　　　　
　法人会員(当社の法人会員)の「2.及び15.」で定める獲得賞金等分

配対象額のうち利益分配額となる金額は、法人税の課税所得の計
算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます。ま
た、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は当
該法人会員の課税所得の計算上損金の額に算入されます。当該出
資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受け取った
金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、当該出
資馬の匿名組合契約が終了した際の損失金については、法人税の
課税所得の計算上、損金の額に算入されます。

8. 匿名組合損益の帰属 　　
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成
します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競

走馬の減価償却費、進上金、営業者報酬等の費用を控除して、利益あ
るいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対す
る出資口数の割合に応じ会員に帰属します。

9. 匿名組合契約（商品投資契約）の期間及び変更に関する事項 
⑴匿名組合契約（商品投資契約）期間に関する事項 　　　　
　当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と当社との商品投資契約

成立日から、当該出資馬の運用終了(「12.(5)1」参照)後、当社から
会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納
入、及び当社から会員に支払う引退精算分配等(後述「16.(3)」参
照)に係る引退精算金等の分配の、双方の支払いが完了した期日ま
でとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上記の「双方の支払
いが完了した期日」をもって終了します。

⑵匿名組合契約（商品投資契約）の変更に関する事項 　　　　　
　当該出資馬の商品投資契約は、当該契約が終了するまで本書面に

記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容に
ついて変更しなければならない事態が生じた場合には、当社は、原
則として会員に対して同意を得たうえで変更を行います。また、現在
適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受け
る事となった場合においてはその法律が優先されるため、記載事
項の内容について変更しなければならない場合があります。 

10. 匿名組合契約の解除に関する事項 
 ⑴解約の可否及び買取りの有無 　　　

　当該出資馬の匿名組合契約の終了（後述「12．⑸①」記載の「引退」
もしくは「運用終了」）をむかえるまでの間の中途解約は会員がクラ
ブに申告を行うことにより可能です。なお、申告した日の属する月ま
でに発生した出資金・会費を全て支払った段階で退会完了となりま
す。中途解約をする場合、会員に対する当社からの返還金はありま
せん。また、当該中途解約については、「4．⑵②」に記載する、「2ヵ
月以上納入義務を履行しない場合」と同様に扱われますので、同条
項にしたがい会員資格は喪失します。ご注意ください。中途解約に
より消滅した会員の出資持分に関わる権利義務は、当社に引き継
がれます。

 ⑵商品投資契約解除によるファンドへの影響 　　　
　会員資格喪失などにより、万が一多数の商品投資契約解除があっ

た場合でも、当該出資馬の運用に影響はありません。 
 ⑶クーリングオフ制度　　

　クーリングオフ制度はありません。競走用馬ファンドは金融商品取
引法第37条の6(書面による契約解除)の適用を受けず、本商品投
資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内無条件
契約解除)はありません。ただし、当社がやむを得ないと判断した場
合は、当該契約の解除を認める場合があります。この場合会員は、
出資契約が成立した日から5日以内にあらかじめ当社に電話等に
よる連絡をして確認した後、契約解除を希望する旨を通知します。 
かかる契約解除が頻繁に行われる場合など、当社は、当該会員に
対して新たな出資申込みを受け付けかねる場合があります。

 ⑷匿名組合員(会員)の破産　　
　破産により匿名組合契約が終了した場合、商法第542条に基づき、

当社は出資の価額を返還します。出資の返還時期は、他の匿名組
合員(会員)への出資の返還時期と同時期になります。

11. 商品投資受益権の譲渡及び相続等に関する事項 
⑴商品投資受益権の譲渡 　　　　

会員は、会員資格並びに商品投資契約上の地位又は商品投資契
約上の権利義務につき、当社が特に認めた場合を除き、これを第三
者に譲渡することはできません。また、商品投資契約上の地位又は
商品投資契約上の諸権利を、第三者のために質入、その他担保設
定することはできません。

⑵相続と相続放棄について 　　　

会員資格並びに商品投資契約上の地位もしくはその権利義務(「商
品投資受益権等」)の相続又は遺贈がなされた場合は、以下による
ものとします。　
①相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益権等を相続又

は受遺する場合相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資受
益権等の承継を希望する場合は、当社からの案内に従って当該
相続又は遺贈を証する所定の書類を提出し、被相続人(遺贈者)
に代わる新しい名義人を届け出ます。但し、被相続人(遺贈者)が
有した商品投資受益権等の数量に係らず、当社との関係でその
承継者となりうる新名義人(相続人又は受遺者)は1名に限るもの
とします。かかる届出があった場合には、当社は届出書その他の
提出書類に不備のないことを確認の上、手数料を徴収すること
なくその名義変更を行います。名義変更が完了すると同時に、新
名義人は、被相続人(遺贈者)が有した会員資格及び商品投資受
益権等のすべてをその会員番号とともに包括承継します。

②相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益権等を相続又
は受遺しない場合相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資
受益権等の承継を希望しない場合には、これを放棄することが
できます。放棄を希望する相続人又は受遺者は、当社の案内に
従って所定の書類を提出し、会員資格及び商品投資受益権等を
放棄する意思を届け出ます。かかる放棄の届出は、被相続人(遺
贈者)が複数の商品投資受益権等を有する場合であっても一括
してこれを行うものとします。この場合には、前条「10.(1)解約の
可否及び買取りの有無」が適用されて中途解約をする場合と同
様の扱いとなり、当社から相続人への返還金はありません。

③相続又は遺贈(以下「相続等」)の手続未了と当該未了期間におけ
る経過措置相続等が発生した場合であっても、前述「4.(2)2」に
記載する、「2ヵ月以上納入義務を履行しない場合」に該当するに
至った場合には、同条項の規定に従って会員資格及び出資馬に
係る一切の権利は消滅します。したがって、相続人又は受遺者が
1記載の相続等による承継を希望する場合には、当社からの請求
にしたがって、競走馬出資金(「4.(1)4」参照)、維持費出資金及び
会費等(「5.」参照)を期日までに納入することを要します。他方、後
述「16.」に記載する賞金等の分配は、相続等の手続未了の間は
保留されるものとし、前記1記載の名義変更手続完了後、当社所
定の手続にしたがって、相続人又は受遺者(新名義人)の指定銀
行口座宛に送金されます。

12. 会員から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する
事項 
⑴商品投資の内容及び投資制限 　　　　 　　

会員から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令
第7条4ニ記載の競走用馬投資関連業務の規定に基づき、競走用
馬(競馬法第14条及び第22条に基づき、JRAが行う登録を受け又
は受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。出資金の
使途や収支の状況等については、後述「18.」記載のとおり当社から
会員に通知されますので、運用実態の整合性について、会員自身で
確認してください。

⑵借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける
投資対象への投資の有無　
①借入れについて 　　　　　 　　　

当該出資馬の運用に伴う預託料等の費用は、会員から出資され
る維持費出資金で充当します。会員から出資された維持費出資
金で賄えない超過額が発生した場合、及び見込むことが困難な
出来事に伴う費用については、一時的に当社等から資金を借入
れることによって補い、最終的な費用負担は当該匿名組合の損
益計算を通じて、会員に帰属しますので、会員に対して負担を求
めることとなります。

②集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資
対象への投資の有無

　クラブ法人は、JRAから支払われた賞金等を活用して、別のファン
ド等への投資は一切行いません。また、当社においても利益分配
額、出資返戻金を活用して別のファンド等への投資は一切行い
ません。よって、利益分配額、出資返戻金については、会員に対し
て支払うまでの間、後述(7)のとおり、銀行等の金融機関へ預託
し、適切な資金管理を行います。

⑶当該出資馬の繰上げ運用終了の有無 　　　　
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用
終了日が繰上がる場合があります。

⑷運用開始予定日について 　　　　 　　
当該出資馬の運用開始予定日は、2歳1月到達時(募集開始日が2
歳2月以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の
属する月)とします。 

⑸運用終了予定日について 　　
①運用終了 　　　
　当該出資馬の所有権を有するクラブ法人は、馬体状況や競走成

績等を考慮し、JRAの競走馬登録を抹消する(未登録馬について
は登録しない)ことを決定します。クラブ法人は、登録抹消済みま
たは未登録の当該出資馬を第三者等に譲渡するなどの手続開
始を当社に伝達し、当社は会員宛に『出資馬引退に関わるご案
内』を通知します。これをもって競走用馬ファンドは運用終了(もし
くは競走馬の「引退」という)となりますので、運用終了予定日の定
めはありません。ただし、後述③のとおり、牝馬については引退期
限の定めがあります。また、後述②のとおり、牡馬については競走
馬を引退した後も種牡馬賃貸契約の締結により種牡馬として運
用を継続する場合があります。なお運用終了後、当該出資契約
は、前述「8.」に記載のとおり、最終となる出資・分配双方の履行
が完了した期日をもって終了します。

②牡馬（去勢馬を含む）の場合 　　　　　　　　
　引退期限の定めはありません。当該出資馬の引退後における第

三者等への売却もしくは無償供与等についてはクラブ法人が判
断します。なお、当該出資馬が種牡馬賃貸契約により種牡馬とし
て供されることとなった場合には、種牡馬の賃貸収入が数年にわ
たり会員に支払われる場合があります(後述「27.(3)」参照)。よっ
て、この場合の「運用終了」とは、上記賃貸収入が最後に会員に支
払われた時として読み替えるものとします。また、この場合は、競
走生活終了と同時にクラブ法人は当社に当該出資馬を現物で返
却しますので、当該種牡馬賃貸契約の貸主は当社となります。   

③牝馬の場合 　　　　 　　
ⅰ　中央入厩予定馬である当該出資馬が牝馬の場合には、6 

歳3月末を引退期限としますが、馬体状況及び競走成績
等を考慮し運用終了日が繰上がる場合があります。また、
牝馬が引退する際には、後述「13.(6)3iii」のとおり、買戻
し代金の規定があります。

④サラブレッドオークション利用による売却 　　　　　
ⅰ サラブレッドオークションへの出品　　　　
 当該出資馬の引退・運用終了に際してクラブ法人は、楽天

サラブレッドオークション(以下「オークション」という)に出
品して売却する場合があります。オークションへの出品要
領については概略以下のとおりとなります。オークション
は毎週木曜日に開催され、落札馬の売却代金は翌日金曜
日(金融機関非営業日の場合はその翌日)に決済されま
す。繋養経費については決済日まで売主負担となり、決済
日翌日の出品馬引渡し以降は買主の負担となります。落
札価格に消費税を加えた金額が売却代金となり、ここから
銀行振込手数料が控除され入金を受けます。出品馬に応
札がないなど、いわゆる「主取り」となる場合、売却申込料
は、売主には返却されることなくオークション事務局の受
領となります。

ⅱ　売却代金と売却経費　　　

 売却経費については落札価格からクラブ法人営業手数料
(金額については、オークションの都度、落札が決定した後
に会員へ通知します。)および消費税を控除した金額とな
ります。牝馬については、当該出資馬の売主において繁殖
牝馬となる場合には、販売総額の5%で買い戻した代金と
なります。但し、当該出資馬が競走能力喪失に基づいて支
給される事故見舞金(中央競馬馬主相互会規定3号及び4
号)の支給対象となる場合にあっては、5%代金から、当該
事故見舞金を控除した額とします。当該事故見舞金額が
5%代金を超過する場合には売却代金の適用はありませ
んのでご了承願います。また、ネットオークションで売却で
きた場合には、落札価格からクラブ法人営業手数料およ
び消費税を控除した金額と、販売総額の5％の金額を比
較し、高い方の金額が当該出資馬の売却代金となります。

⑹競走用馬ファンドの運用に係る計算期間 　　　　 　　
当該出資馬の計算期間は、毎年11月1日に始まり翌年10月31日に
終了するものとし、毎年10月31日を決算日とします。したがって、11
月1日から10月31日までに出走した場合の賞金等、並びに同時期
に当社が受領した事故見舞金等に係わる分配金は、当計算期間
(当年の所得計算)に帰属します。ただし、計算期間末の10月に抹消
引退となった競走馬の引退精算分配並びに後述「16.(1)」に記載の
10月26日から10月31日の間に地方競馬指定交流競走等に出走し
た場合の賞金については、収入費用が計算期間終了後の11月の事
務計算にて確定となることから、翌計算期間に帰属するものとしま
す。その他、費用収益が確定していない事項については、費用収益
が確定した時期の計算期間に帰属するものとします。

⑺会員から出資を受けた財産の管理口座　　　　　
　金融商品取引法第40条の3及び内閣府令第125条の求めにした

がって、事業者の財産と出資財産とを分別管理するため、営業者
(当社及びクラブ法人)は、匿名組合運用に関わる顧客から受けた出
資金を下記の口座にて適切に資金管理します。
①当社における出資財産の資金管理口座 　　　　
　・滋賀銀行草津支店   普通預金 460135　 　　　
　口座名義人 株式会社京都サラブレッドクラブ会員口

②クラブ法人における出資財産の資金管理口座 　　　　　　
　・滋賀銀行草津支店   普通預金 460124　 　　　　　　
　口座名義人 株式会社京都ホースレーシング匿名組合口 

13. 商品投資販売契約等の種類並びに出資者の権利及び責任の範囲    
 ⑴商品投資販売契約の種類 　　　　　　

商法(明治32年法律第48号、以降の改正を含む)第三篇第四章第
535条により規定された匿名組合の契約形態であって、会員が匿名
組合員となり営業者(本書面において「当社」という)に出資し、当社
が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「会員」と
いう)に分配することを約束する契約です。

 ⑵事業報告書の縦覧について
金融商品取引法第47条二に基づき、金融商品取引業者(クラブ法
人及び当社)が内閣府令に基づき内閣総理大臣に提出する事業報
告書は、事業年度終了4ヵ月後から1年の間縦覧することができま
す。希望する顧客(会員に限らず広く一般が対象となります)は、3営
業日前に通知したうえで、通常の営業時間中に当社の本店・営業所
にて縦覧を行いま す。

⑶会員から出資された財産の所有関係 　　　　
会員から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において

「当該出資馬」という)の所有権は、商法第536条の規定に基づき当
社に帰属します。当社は、当該出資馬の所有権により、商法第535
条の規定に基づきJRAに馬主登録のあるクラブ法人に対して現物
出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに
伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、JRAへの競走用馬とし
ての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(地方

指定交流競走、海外の競走、地方競馬の競走を含む)の選択、当該
出資馬の引退手続及び引退後の第三者等への処分を行うものとし
ます。

⑷会員の第三者に対する責任の範囲　　　
当該出資馬の会員は、組合員として匿名組合契約に基づき出資し
た資金及びそれより得られた利益の範囲内で当社の行為に責任を
負うことになります。また、当該出資馬に出資した会員は、当社の経
営及び運用管理に参加することはできません。なお、会員は当該出
資馬の会員であるが故をもって当該出資馬について馬主行為を
行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と
接触すること及びJRAの厩舎地区に立ち入ることはできません。会
員が当該出資馬に関しての問い合わせ等は、必ず当社を通じて行
うものとします。

⑸出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担に関す
る事項について

　獲得賞金等分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出
資した元本を下回る場合があり、この場合、会員が出資した元本の
全額は戻りませんので、本商品投資契約は元本が保証されたもの
ではありません。また、競走用馬によっては、馬体状況等により、競
馬に出走することなく引退してしまうこともあるため、収益が保証さ
れているものでもありません。なお、当該出資馬に関する会員の損
失負担は2歳1月到達時(募集開始日が2歳2月以降となる場合、維
持費出資金の支払義務は、募集開始日の属する月)より発生します。
従って、2歳到達前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失し
たことにより廃用となった場合は、やむを得ず本商品投資契約の効
力が失われることとなりますので、当該出資馬の納入済みの競走馬
出資金及び保険料出資金は、会員に対して全額返金されます。当該
出資馬の運用開始以降においては、死亡、競走能力を喪失して廃
用となった事態を含めて、当該出資馬の競走成績の如何に関わら
ず、当該出資馬の競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金
等その他当社に納入済みの一切の金額は会員に対して返金致しま
せん。また、競走馬出資金について会員は、当社の請求にしたがっ
て募集価格に充つるまでの金額納入義務から逃れられないものと
します。

⑹会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代
金の受領権以下に定める受領権は、当該出資馬の競走馬出資金を
完納した会員が所有します。
①賞金の受領権 　　　　　　　　
　会員が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主とし

て当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞金、距離別出走奨励
賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金および特別出走手
当の合計額(本書面において「賞金」という)から、JRAからの賞金
交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が当社に分配
する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税、所
定の進上金、消費税、クラブ法人営業経費(営業者報酬)の各項目
の合計額、及び当社が会員に利益の分配を行う際の源泉徴収所
得税を控除した金額にあります。ただし、JRAからの賞金交付時
に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が当社に分配する際
に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税(※後述

「3v」参照)及び消費税(※後述「3vi」参照)は、クラブ法人及び当
社が精算又は還付後に会員に分配する方法により、次の2に掲
げる、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金
として分配されるため、会員に受益権があ ります。

②その他の受領権
　会員が所有する前記1以外の受領権は、賞品売却分配金(消費税

抜き。※後述「3i」参照)、事故見舞金(※後述「3ii」参照)、JRA源泉
精算金・クラブ法人源泉精算金、競走取り止め交付金、(賞金にこ
れらを加えたものを本書面において「賞金等」という)、及び、競走
馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(※後述「3iiia及びb」参
照)、保険金(保険事故により支給された額または解約保険料返戻

金)、消費税精算金(※後述「3vi」参照)の各項目の合計額を合算
した額(本書面において「引退精算金」という)並びに診療費補助
金、装蹄費補助金(※後述「3vii」参照)にあります(賞金及び本項
のその他の受領権から診療費補助金、装蹄費補助金を除いたも
のを本書面において「支払金」という)。但し、愛馬会法人が指定
する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)のうち、別
途定める馬については、受領権の範囲並びに分配時期を変更で
きるものとします。

③注意事項 　　
ⅰ　賞品売却分配金の算出について 　　　　　　　

　クラブ法人が馬主としてJRA及びNARの管轄する競馬主催
者から取得した純金メダル、金製品、宝飾品等の賞品につい
ての受領権はクラブ法人にあり、顧客に受領権はありません。

ⅱ　事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金について
　事故で一定期間出走できない場合、またはJRAの競走用馬

としての登録を抹消する場合に日本中央競馬会馬主相互会
より支給を受けるものです。なお、休養に係る事故見舞金は、
支給規程に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支
給済みの金額の一部について返還を求められる場合があり
ます。当該事故見舞金がすでに会員に分配済みの場合は、
前述「5.(4)」の事故見舞金返還義務出資金の対象となり、当
社は会員に返還を求めます。　

ⅲ　当該出資馬の売却代金の算出 　　　 　　　
ａ 牡馬(去勢馬を含む)について、競走馬として売却が

できた場合は、その売却代金(消費税抜き)を会員に
分配します。(前述「12.(5)2及び4」参照)また、種牡馬
となる場合には、その売却代金(種牡馬賃貸契約によ
る場合の利益金を含む)の60%相当額(消費税控除
後)を会員に対して分配します(詳細については、後述
の「26.当該出資馬が種牡馬となる場合について」を
参照)。

ｂ 牝馬については、当該出資馬の売主において繁殖牝
馬となる場合には、販売総額の5%で買い戻した代金
となります。但し、当該出資馬が競走能力喪失に基づ
いて支給される事故見舞金(中央競馬馬主相互会規
定3号及び4号)の支給対象となる場合にあっては、
5%から当該事故見舞金を控除した額とします。当該
事故見舞金額が販売総額の5%を超過する場合には
売却代金の適用はありませんのでご了承願います。
また、ネットオークションで売却できた場合には、落札
価格からクラブ法人営業手数料および消費税を控除
した金額と、販売総額の5％の金額を比較し、高い方
の金額が当該出資馬の売却代金となります。

ⅳ　JRA源泉精算金 　　　　　　　
　JRA(NARの管轄する地方競馬主催者の場合があります)が

賞金支払時に控除した源泉徴収所得税額は、クラブ法人の
決算において法人税額に充当し精算します。精算後のJRA
源泉税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人が当社に支払
い、支払いを受けた当社は、会員に支払います(※後述「16.
(2)年次分配」参照)。

ⅴ　クラブ法人源泉精算金 　　　　　　　　　　　
　クラブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配

より控除した源泉徴収所得税額は、当社の決算において法
人税額に充当し精算します。精算後のクラブ法人源泉税は、
クラブ法人源泉精算金として当社を通じて会員に支払いま
す(※後述「16. (2)年次分配」参照)。

ⅵ　消費税精算金 　　　　　
　匿名組合契約に係わる税務規定にしたがって、営業者(クラ

ブ法人及び当社)は、匿名組合員(会員)に代わって消費税を
確定申告します。営業者は、賞金分配等に際して消費税を預

かり、また、競走馬の購入・預託料等の維持経費について、牧
場・調教師等に税込みの金額で支払いますので、会員は、消
費税を含んだ金額で、競走馬出資金・維持費出資金を支払
います。営業者は、確定申告を通じて消費税の精算をし、そ
の結果として、会員は、競走馬の購入代金及び預託料等維
持経費に係わる消費税の合計額について消費税精算金とし
て分配を受けます。当該精算金に係る会員の分配請求権
は、運用終了時に生じます(後述「16.(3)引退精算分配」参
照)。なお、今後の税制改正並びに営業者の消費税申告にお
いて、競走馬の購入代金・預託料等の消費税が全額控除で
きなくなった場合など、営業者の申告内容が本項記載の内
容と異なることとなった場合、当該精算金が減額もしくは分
配対象ではなくなる場合があります。

ⅶ　診療費補助金・装蹄費補助金等
　中央競馬馬主相互会から診療費補助金及び装蹄費補助金

が支給されます。当該補助金は、当該出資馬に毎月生じる維
持費と適宜相殺する方法により精算します。現役競走期間
中に当該補助金が交付されている場合は、会員に受領権が
ありますが、運用終了・引退後に交付を受けたなど、上記の
方法により精算のできない当該補助金については、当社に
受領権があるものとします。また地方競馬において、賞金と
は異なる、いわゆる補助金・給付金等で、月次分配・年次分
配・引退精算分配の方法をとらない金員を当社が受領した
場合の扱いについては、本項viiの規定を準用します。

ⅷ　顧客にはない受領権
　以下に定めるものの受領権は当社にあり、顧客に受領権は

ありません。クラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払い
を受ける装蹄費補助金及び診療費補助金のうち、引退精算
書の発行日を超えて中央競馬馬主相互会から支払いを受
けたもの。

14. 競走用馬ファンド（当該出資馬）の賞金から出費・拠出される管理報
酬及び手数料について  
⑴賞金からの控除 　　　　

クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、以下
の項目のうち1及び2に掲げる額をJRAにより控除されて支払を受
けます。また、クラブ法人は、JRAから支払われた金額から、以下の
項目のうち3及び4に掲げる額を控除し、このうちから5の源泉徴収
所得税を除いた額(獲得賞金等分配対象額)を当社に支払います。
支払を受けた当社は、当該支払金額から、以下の項目のうち6に掲
げる額を控除して会員の出資口数に応じて支払います。　　
①進上金
　当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出

資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、平地競走
の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の
20%を、付加賞の5%をそれぞれ乗じた額が支払われます。また、
障害競走の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除
いた額)の22%を、付加賞の7%をそれぞれ乗じた額が支払われ
ます。ただし、騎手に関わる進上金のうち、外国人騎手(中央競馬
の通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合
については、後述「14.(1)8」をご覧ください。

②JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税 　　　　　
　当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金額が75万

円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、JRAが賞金
から源泉徴収所得税として控除します。なお、源泉徴収所得税の
計算方法は以下のとおりです。
○源泉徴収所得税の計算式
　{賞金－(賞金×0.2＋60万円）}×10.21％ (東日本大震災復興

に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]が
含まれます)

　※当該源泉徴収所得税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人
の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。 　

③消費税　
　当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金から、以下

の計算方法により控 除されます。
○消費税の計算式
　(賞金進上金)×10/110
　※1円未満は切り捨て。 ※「10/110」は、本書面作成日現在の

消費税率。税率変更とともに変更となります。
④クラブ法人が当社に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源

泉徴収所得税
○源泉徴収所得税の計算式
　クラブ法人が当社に支払う利益分配額×20.42%(東日本大震

災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の 
2.1%]が含まれます) ※当該源泉徴収所得税は、クラブ法人源
泉精算金として、当社の決算において法人税額に充当精算後
に年次分配します。

⑤営業者報酬 
　クラブ法人は、日本中央競馬会等から支払われた賞金の3%の額

を、営業者報酬として賞金から控除します。
⑥特別営業者報酬(記念品製作費、祝賀会開催費等)　　　
　クラブ法人は、当該出資馬が重賞競走(中央、地方、海外を含む)

に出走して優勝した際に、馬主としてクラブ法人が所属厩舎に対
して支払う祝儀(本賞の1%)及び一般の馬主慣行に従って行った
祝賀会費用、優勝記念品の製作等の実費の合計額を、当該競走
により取得した賞金の10%相当額を超えない範囲で、別途、特別
営業者報酬として控除します。

⑦当社が会員に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴
収所得税　　

　当該項目は、当社が利益分配額を支払う場合には所得税が課税
されることとなり、当社が利益分配額から源泉徴収所得税として
控除します。 なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりで
す。
○源泉徴収所得税の計算式
　当社が会員に支払う利益分配額×20.42%(東日本大震災復

興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]
が含ま れます)

⑧外国人騎手の騎乗と「国外事業者進上金」について
　消費税法改正により平成28年4月1日以降、国外事業者が日本

国内で行う役務提供について、いわゆる「特定役務の提供」と位
置づけること、並びにいわゆる「リバースチャージ方式による消費
税の申告・納税」を実施することなどの仕組みが導入されました。 
外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手
を除く)が騎乗した場合の進上金(ここでは「国外事業者進上金」
といい「特定役務の提供」に該当)にかかる消費税の申告・納付に
ついても同規定が適用となりますので、JRAが賞金を馬主に支払
う際や、クラブ法人が消費税の申告・納付を行う際などでは、本邦
騎手が騎乗した場合と異なる事務対応が求められます。ただし、
本項記載の分配作業並びに「13.(6)3vi」に記載の会員が受領す
る「消費税精算金」の計算など、当社が会員に対して行う分配等
の事務作業については本書面記載のとおりとなります。したがっ
て、騎乗者の国籍等による取扱いの相違はありませんが、進上金
のうちに「国外事業者進上金」を含む場合は、前述「6.」の『請求
明細書』に附属する明細等に該当する旨を記載します。

⑵営業者の報酬 　　
①クラブ法人の営業者報酬 　　　　　

ⅰ　上記「(1)5」記載の営業者報酬(賞金[特別出走手当を除く]
の3%)　

ⅱ　種牡馬売却手数料(消費税控除前の売却代金の40%)
ⅲ　前述「13.(6)」に規定される会員の受領権以外の全ての受領

権
②当社の営業者報酬 　　 　　

ⅰ   一般会費
ⅱ　種牡馬売却手数料(消費税控除前の売却代金の40%)

③営業者報酬の対象外となる会員の受領権　　　　　
　賞金のうち特別出走手当、事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・

同付加金、競走取り止め交付金、売却代金(牝馬の場合の買戻し
代金を含む。但し、サラブレッドオークション利用による売却[12.
(5)4参照]及び種牡馬となる場合[26.参照]を除く)、保険金、解約
保険料返戻金、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金、消費税
精算金、診療費補助金、装蹄費補助金は、営業者報酬の対象外と
して獲得金額全額が会員への分配対象となります。地方競馬に
おいても、手当等の名称に関わらず同様の趣旨に基づく金員に
ついては適宜営業者報酬の対象外とします。

15. 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分
方法 

　獲得賞金等分配対象額(※前述「14.」記載のとおり)及びその他の分
配のうち、1の金額から2の金額を控除した金額を限度として出資返
戻金とします。
①賞金等(引退精算金を含む)獲得時における競走馬出資金及び維

持費出資金、保険料出資金、海外遠征出資金、事故見舞金返還義
務出資金の累積出資金額(過去に出資返戻金があった場合は当該
金額控除後の金額)

②競走馬の賞金分配月の前月末簿価　　　　　
　なお、上記金額の計算方法は以下の通りです。
 ○競走馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法
　・競走馬の取得価格の算出

取得価格={(競走馬の募集価格)+(2歳1月~3月の預託料)}×  
100/110 ・減価償却累計額の算出

　取得価格÷48×(2歳4月1日から賞金分配月の前月までの月数)・
前月末簿価の算出

取得価格 減価償却累計額
※1円未満は切り捨て。 ※分配月:金融機関営業日、非営業日に係らず

当該月の月末 ※100/110 は消費税率変更とともに改定されます。
　獲得賞金等分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合

契約に基づく利益分配額となります。

16. 競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金の分配方法及び分配時期に
関する事項
当社は、支払金がある場合には、以下の月次分配、年次分配、引退精
算分配の方法により、当該支払金のうち、利益分配額(※前述「15.」記
載のとおり)にかかる源泉徴収額を控 除して出資口数に応じて会員に
支払います。したがって、月次分配、年次分配、引退精算分配は、当該
収入を得た場合であって、必ずしも予定されたものではありません。支
払時期は、月次分配の賞金は、原則として、当該出資馬がJRAの競走
に出走した日の属する月の当月または翌月末日、また、賞金以外の受
領権に係る項目については、当該収入をクラブ法人が受領した日の
属する月の当月または翌月末日とします。年次分配は、計算期間終了
後の翌年3月末日とします。また、引退精算分配は、当該出資馬の運用
終了に際して会員が支払う最後の維持費出資金の自動振替が行われ
た月の月末とします。いずれも原則として月末に会員に対して分配時
期を記載した明細を掲示します。なお、月次分配・年次分配について
分配時の合計金額が3,000円に満たない場合、次月に繰越とします。
⑴月次分配　　 　　

当該計算期間内(11月1日から10月31日)の出走により得た賞金、
及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の
獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間
に属し、当月もしくは翌月分配いたします。賞金(※控除される内容
など分配方法は前述「14.」参照)及び、賞品売却分配金(消費税抜

き)、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取
り止めまたは不成立となった場合に交付)及び特約保険金(「5.
(2)2viid及びe」)は、月次分配の方法により分配します。　　　　

⑵年次分配 　
当該計算期間内(11月1日から10月31日)に出走して獲得した賞金
に係る、JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラ
ブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源
泉徴収所得税は、それぞれJRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金
として、当該計算期間終了後の翌年3月末日に会員に分配します。
年次分配における会員の分配請求権は翌年3月末日に生じ、分配
金受取り時の計算期間の所得として扱われます。

⑶引退精算分配 　　
当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・同
付加金、売却代金(消費税抜き。牝馬の場合に規定される買戻し売
却代金を含む)、保険金(死亡、競走能力喪失及び傷病により未出走
が確定した場合)、保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、消
費税精算金は、引退精算分配の方法により分配します。引退精算分
配は、競走馬登録の抹消・競走馬の死亡といった引退事由の生じた
月の翌月の事務計算により金額が確定し、金額が確定した月の翌
月末日に原則として分配が行われます。引退精算分配に係わる会
員の分配請求権は、事務計算により金額が確定した日に生じます。
また、上記(2)の年次分配を予定していたJRA源泉精算金、クラブ法
人源泉精算金は、運用終了に際して分配時期を繰り上げて、引退精
算分配します。
なお、前述「4.(1)4i」に記載のとおり、引退精算分配の一部若しくは
全額は、競走馬出資金の未払分に充当される場合があります。
維持費の精算金は、会員から預託されている維持費出資金の合計
額から、当該出資馬の運用に際し実際に要した預託料等の合計額
を差し引いて算出した額とします。その精算額に余剰が生じた場合
には会員に支払うものとし、不足が生じた場合には他の分配額より
充当するものとします。

⑷適用除外（支払金の留保）　 　　　　　 　　
会員が、納入期限の到来した会費、競走馬出資金、維持費出資金、
保険料出資金並びにその他の競走用馬ファンドに係る追加出資金
等が未納になっている場合は、当該会員に対する支払金の分配は
留保します。完納後は、当社所定の手続に従って会員に分配されま
す。

17. 運用終了（引退）時の支払について 
⑴引退精算分配の金額の計算方法 　　　　　　

当社は、当該出資馬の引退時に、当該出資馬に係る引退精算分配
に係る分配金がある場合には、当該精算金額を出資返戻金と利益
分配額に区分し、出資口数に応じて算出し、当該算出額から利益分
配額に対する源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め20.42%)を
控除して会員に支払います。

⑵支払方法及び支払時期 　　　 　　
当社は、当該精算金額を原則として、当該出資馬の運用を終了する
こととなった日の属する月(もしくはその翌月)の翌々月末日に、出資
口数に応じて会員指定の金融機関口座へ振込みます。なお、会員
に対して事前に『請求明細書』及び『支払通知書』を通知します。
　　　　　　　　　　　　　

18. 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 　
当社は、金融商品取引法第42条七の定めに従って、運用報告書とし
て、当該出資馬の運用状況、獲得した賞金等に関わる『請求明細書』
及び『支払通知書』及び必要に応じてその補助明細書を、原則として
毎月末日に会員に掲示します。

19. 競走用馬ファンド（当該出資馬）に係る資産評価に関する事項 　　
前記「18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照し
て下さい。

20. 計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損
益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける
予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公
認会計士または監査法人の監査を受ける予定はありません。

21. 当該商品投資契約に関わる紛議について 
⑴当社が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託

する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及
び住所 

　・特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
　東京都中央区日本橋茅場町 2-1-13 第3証券会館

⑵当該商品投資契約に関わる訴訟について管轄権を有する裁判所
の名称及び住所

　・東京地方裁判所 〒100-8920 東京都千代田区霞が関 1-1-4
　・東京簡易裁判所 〒100-8971 東京都千代田区霞が関 1-1-2

22. 商品投資契約に係る法令等の概要 　　
匿名組合契約は、商法535条から同法542条に規定されている匿名
組合契約であって、匿名組合員となる会員が営業者の営業のために
出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合
においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業の
ため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる
会員は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及び
それより得られた利益を限度に責任を負担します。また、会員に対し
交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品
取引法第38条及び第40条など、金融商品取引法の規定に基づいて
行為規制を受けております。
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法
(昭和23年法律第158号)の規定に基づいて規制を受けております。
会員の出資については、「3.(3)」に記載する「犯罪収益移転防止法」及
び「マイナンバー法」の規制を受けております。

23. 当社の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨 　
前述「13.(2)」記載のとおり、顧客は事業報告書を縦覧することができ
ます。

24. 当該出資馬の海外遠征
当該出資馬を海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)させ
る場合には、当該出資馬の所有権があるクラブ法人が決定し、愛馬会
法人は顧客に対してその旨を通知します。海外遠征の場合、進上金の
取扱いについては、遠征先のルールに従うものとし、一方、日本中央
競馬会交付の褒賞金についてはこれを進上金の対象とします。また、
遠征に際して生じた、検疫・輸送の帯同人件費、登録料、海外保険等
の経費について、顧客は、遠征馬の競走成績に関わりなく、これを維
持費出資金に相当するものとして出資割合に応じて別途負担して頂
きます。　　　

25. 中央入厩予定馬の地方転籍とその判断について 　
当社は、未勝利及び未出走のまま引退した当該出資馬について、日本
中央競馬会に競走用馬として再登録する意思がある場合には、当該
出資馬を地方競馬に馬主登録のある第三者(山上和良)に売却しま
す。これを予定している場合には、当社は、その旨を記載した書面を
当該出資馬の顧客に事前にお知らせします。当該出資馬の匿名組合
を解散後、日本中央競馬会が競走用馬として再登録するために定め
た条件を、当該出資馬が満たした場合には、当社が当該出資馬の所
有権を再取得して、従前の匿名組合の顧客に限定して再出資の募集
(以下、「再ファンド」という)をします。但し、前述の条件を満たさない場
合もしくは1年以内に再登録する意思を取り下げる場合には、速やか
に従前の匿名組合の顧客に対して通知します。なお、従前の匿名組合

の顧客が、当該出資馬の再出資に応じるかどうかは自由とします。ま
た、再ファンドの詳細については以下のとおり定めるものとします。
⑴地方競馬在籍時の当該出資馬に係る馬主等 　　　 　　

①地方在籍時の地方馬主は、山上和良とします。
②地方在籍時の当該出資馬の支出に係わる経費及び、収入に係わ

る金品についての権利は、当該出資馬の所有権がある地方馬主
にあります。

⑵当該出資馬の当初引退から日本中央競馬会に競走用馬として再登
録するまでの期間当該出資馬が再登録の条件を満たした時点で、
地方馬主は、クラブ法人にその旨速やかに報告し、クラブ法人、当
社は、その日から3か月以内に再ファンド及び再登録の手続きをと
るものとします。但し、厩舎に空き馬房がない等、再登録の手続きを
とることができない場合は、再ファンドのみ行ない牧場等で待機さ
せます。なお、地方競馬で再登録の条件を満たした後に、故障、疾病
を発症し休養を余儀なくされた場合はこの限りではありません。

⑶再ファンドの対象者
　　当該出資馬に対し出資を行っていたことを条件とします。
⑷再ファンドにおける当該出資馬に関する事項

①販売総額
　地方馬主に売却した際の金額とし、一口当たりの競走馬出資金

は、販売口数（従前の匿名組合の販売口数と同数）で除したもの
になります。

②出資口数
　当該出資馬を従前所有していた口数と同数以下とします。
③維持費出資金
　従前の運用時と同様の請求方法とします。なお、顧客の支払義務

は、地方競馬の競走用馬登録を抹消した翌日分より発生します。
④競走用馬保険
　年齢に関わらず加入しません。
⑤その他の条項

　　　その他の条項については、本書面に定めるとおりとします。
⑸クラブ法人がNAR馬主免許を取得した場合の取り扱いについて

JRA未勝利馬が地方に転籍してその後再度JRAに登録する制度を
利用いたします。

　当該出資馬がJRAの平地競走において未勝利(平地重賞競走にお
いて2着のある場合を除く。未出走の場合を含む)の場合、3歳未勝
利戦の番組終了と同時に、平地競走においては、原則いわゆるロー
カル開催にしか出走できなくなります。また、自動的に1勝クラス
(500万下条件)に編入されますが、出走は、収得賞金のある馬が優
先されるため、収得賞金が「0」の未勝利馬は最初に除外の対象と
なってしまいます。但し、JRAの競走馬登録を抹消した後地方競馬
に転籍してJRAの定める成績(本書面作成時では、JRAに再登録す
る際において、地方競馬の競走で2勝以上を挙げている2~3歳馬、
もしくは、3勝以上を挙げている4歳以上の競走馬)を挙げた競走馬
については、再度JRAの競走馬登録を行った場合(以下本書面にお
いて「JRAの再登録」という)収得賞金が「0」でなくなり、未勝利馬ゆ
えの出走制限を受けることなく出走できることとなります。当該出資
馬がこの制度を利用してJRAの再登録を目的にNARに競走馬登録
したうえ、地方競馬の競走において運用される場合があります。

　また、JRAの競走馬登録を抹消する、あるいはJRA未登録の当該出
資馬の競走馬登録を行わないことをもって、引退・運用終了、匿名
組合契約終了とする判断については、当該出資馬の運用継続によ
る採算性を予測し、その時点での見通しをもとにクラブ法人が行い
ます。従って、当該出資馬が未勝利馬の場合において、地方への転
籍は必ずしも行われるものではありません。また、地方競馬に転籍
後、地方競馬にて運用中に、引退・運用終了、匿名組合契約終了と
する判断をとる場合がありますので、「JRAの再登録」は必ずしも行
われるものではありません。また、愛馬会法人と会員との間の当該
出資馬の匿名組合契約が終了する際、当該出資馬が譲渡されるこ
とがありますが、当該譲渡によりあらたに当該競走馬の所有権を取

得した第三者もしくは営業者(クラブ法人・愛馬会法人)に関わりの
ある生産(提供)牧場の馬主登録者が、当該競走馬を地方競馬等の
競走に出走させることのあることを、当該出資馬の会員は了承する
ものとします。クラブ法人は、かかる匿名組合契約終了とする判断
について、出資会員の利益を最優先に誠実に行うものとします(但
し、その判断の結果責任を負うものではありません)。当該出資馬が
牡馬またはせん馬の場合で、第三者以外(営業者に関わりのある提
供牧場等)に競走馬として譲渡される場合の譲渡価格は売買実例
等を基にクラブ法人が適宜判断します。牝馬の場合は、前述「13.
(6)3iiib」に従います。

26. 当該出資馬が種牡馬となる場合について　
⑴転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者 　　　 　　
　当該出資馬の種牡馬への転用の可否、転用時期、繋養先等は、クラ

ブ法人が決定します。但し、種牡馬としての価値が比較的高額とな
る場合には、売却する方法でなく、次項(3)に掲げる種牡馬賃貸契
約を締結する方法を採ることがあります。この場合、クラブ法人は当
該出資馬の所有権を当社に返還するものとし、当社が種牡馬賃貸
に関する諸事項を決定します。

⑵繋養先並びに売却価格等の決定方法 　　
　種牡馬転用時の評価(売却価格もしくは賃貸価格)は、競走成績、血

統背景、景気動向等による需要予測、過去の類似売買(もしくは賃
貸)実例などを参考にして、売却先または賃貸先(繋養種馬場)と協
議の上決定します(無償で寄贈する場合があります)。種牡馬として
売却できた場合(種牡馬転用前に売却先等の馬主名義にて競走出
走を条件とする譲渡契約を締結した場合を含む)の売却代金につ
いては、その売却代金(消費税込み)の40%を営業者の報酬とし(前
述「14.(2)営業者の報酬」を参照)当該営業者報酬を除いた残額
60%相当額(「売却代金(税込)×100/110売却代金(税込)×40%」
の式にて算出)が会員に分配されます(前述「13.(6)3iiia」参照)。

⑶種牡馬賃貸契約の概要について　　
　種牡馬賃貸契約の契約内容については、個々によって一部異なる

場合がありますが、概ね次の形式となります。クラブ法人が競走馬
登録を抹消した当該出資馬の所有権は、当社に返還されます。当社
は、契約開始から複数年(最長5年)にわたり当該出資馬を第三者に
賃貸します。得られた賃貸収入(消費税控除後)から繋養経費(預託
料、保険料、種牡馬登録料等。消費税控除後)を除いた純利益金の
うち60%が会員に対する獲得賞金等分配対象額となります。(「13.
(6)3iiia」に記載する「当該出資馬の売却代金の算出」及び「14.
(2)2」に記載する「営業者の報酬」を参照)。当社は、獲得賞金等分
配対象額のうちから匿名組合契約に関わる源泉徴収所得税(復興
特別所得税を含め20.42%)を控除のうえ、各年度の種付シーズン
終了後に出資口数に応じて会員あてに分配します。導入初年度に
受胎率保険に加入するほか、その後の傷害や疾病による当該年度
の種付頭数減少、受胎率の低下及び種付不能など不測の事態につ
いては、一部の免責事項を除いて保険により補填される仕組みを
採用しており、予定した賃貸収入が会員に分配される内容が基本と
なります。賃貸期間終了後は、10万円に消費税を加えた金額(1頭
の価格)で借り主に譲渡されます。

株式会社京都サラブレッドクラブ
〒525-0037　滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 
TEL.077-584-5015
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競走用馬ファンドの契約にあたって
 《契約成立前（時）の交付書面》
発行：株式会社京都サラブレッドクラブ
作成年月日:2022年8月26日

競走用馬ファンドのリスク等
特徴について
競走用馬ファンド(以下、「本ファンド」といいま
す。)は、出資された元本を保証するものではあ
りません。匿名組合契約の締結にあたっては、
本書面をよく読み、商品の特性、リスクをご理
解頂いたうえで、自己の判断と責任において
ご出資をご検討下さいますようお願いいたし
ます。
◎顧客(会員)は、ホームページまたはパンフ

レットに記載する募集馬から競走用馬を選
択し、当該馬に出資することにより獲得賞金
等の分配を受けます。当該出資馬は当社よ
り、JRA(日本中央競馬会)に馬主登録のある
クラブ法人に現物出資された後、競走の用
に供されます。会員の支払う馬代金相当額、
競走馬の維持費、保険料等は出資金として
扱われ、会員の受領する賞金、事故見舞金、
売却代金、保険金等はすべて分配金(利益
若しくは出資金の返還)として扱われます。

◎競走馬によっては、馬体状況等により競走
に出走することなく引退することがあり、ま
た、出走した場合においても、競走成績不振
により出資元本を上回る賞金を獲得できな
いことがあります。したがいまして、競走用馬
ファンドは、収入の保証されているものでは
なく、また、会員が出資した元本の保証はあ
りません。

◎本商品投資契約は、商法第535条に規定さ
れる匿名組合契約に基づいており、匿名組
合営業者(「当社」及び「クラブ法人」を包括
的にさし、以下「営業者」といいます。)の報
酬は、当該出資馬が獲得した賞金の３％及
び当該出資馬を種牡馬として転用する場合
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り得られた賞金(※後述「13.(6)1」参照)その他収入から諸税金等
を控除した額(本書面において税金等を控除した額は「獲得賞金
等分配対象額」という)を、当社に対して分配する。

⑥当社は、当該分配額を出資口数に応じて算出し、会員に対して分
配する。

⑦会員は、競走用馬の購入代金に対応する出資金(以下「競走馬出
資金」という)のほか、維持費出資金その他の追加出資金(後述

「5.」参照)を支払う。獲得賞金等分配対象額は、一定の基準(後述
「15.」記載のとおり)に従い、出資返戻金(出資の返還)と利益分配
額に区分計算します。当社は、この分配作業を基本的に月次にお
いて行い、会員に分配します(以下「月次分配」という)。獲得賞金
等分配対象額のうち、JRAがクラブ法人に支払う賞金からは、源
泉徴収が行われます(以下「JRAの源泉徴収」という)。また、当社
とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で
行われることから、クラブ法人から当社に賞金等が分配される
際、匿名組合の利益分配に対して20%(復興特別所得税を含める
と20.42%)が源泉徴収されます(以下「クラブ法人の源泉徴収」と
いう)。JRAの源泉徴収に伴う源泉徴収所得税はクラブ法人に帰
属し、また、クラブ法人の源泉徴収に伴う源泉徴収所得税は当社
に帰属しますが、計算期間(※後述「12.(6)」参照)終了後におい
て、クラブ法人及び当社の各々の決算にあたって上記各源泉徴
収所得税を精算し、クラブ法人が「JRAの源泉徴収」を、当社が

「クラブ法人の源泉徴収」を受けた場合には、このいずれの源泉
徴収所得税についても、源泉税精算相当額として当社から会員
に分配されるものとします。この分配作業は年次において行い、
一定の基準(※後述「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利
益分配額に区分計算して会員に分配します(以下「年次分配」と
いう)。当該出資馬について、やむを得ない理由によりJRAの競走
馬登録を断念せざるを得ない、あるいはJRAの競走馬登録を抹
消する、などの事由で運用が終了する際に分配金のある場合に
は、当社は引退時における分配作業を行い、一定の基準(※後述

「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分して
会員に分配します(以下「引退精算分配」という)。なお、分配は収
入を得た場合に行われますので、「月次・年次・引退精算」による
各分配は、必ずしも予定されたものではありません。当社は、月ご
との計算期間(当該月の1日から31日)末日に会員への分配金・追
加出資金・未分配金の額等をまとめ、原則として翌月末日に通知
します。

3. 当社への入会(新規にご入会される方はよくお読みください)
⑴ 出資資格と出資手続 　　 　

募集馬に対して出資を希望する顧客は、まず、当社に入会し会員資
格を取得していただく必要があります。本書面を熟読の上、以下に
定める所定の手続きを行ってください。ただし、20歳未満の者、出
資について必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことが困難と
判断される者、破産者、競馬関与禁(停)止者、暴力団関係者等のい
わゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる者は出資できません。
顧客は、暴力団等反社会的勢力でないことを表明、確約します(次
項(2)を参照)。また、顧客自らの事業目的に愛馬情報等を利用する
蓋然性があると当社が判断した場合、出資をお断りする場合があり
ます。そのほか、本書面記載内容を理解するに十分な日本語の素養
がないと思われる外国人の方や、海外に居住する等の理由により、
出資、請求、分配等に関わる当社と会員間の通信事務が滞る恐れ
が生じる、もしくは当社が行う源泉徴収において国内居住者と同様
の整合性確保が難しいと判断される恐れのある場合など、出資を
お断りすること があります。
出資希望者は、事前に後述「4.(1)1」に記載の「出資申込みの方法
等」をお読みいただいたうえ、出資希望馬の選択を行って下さい。
その後、
・『預金口座振替依頼書』

の売却代金等利益金の40%相当額(消費税
別途)です。会員の出資としては、競走馬の
代金に相当する競走用馬出資金納入のほ
か、競走用馬の維持費相当額等を毎月追加
出資する仕組みとなります。

◎当該出資馬が牝馬の場合は、原則として、6
歳3月末を引退・運用終了期限とします。当
該出資馬が牡馬の場合は、原則として、引退
時期の定めはありません。但し、牝馬・牡馬
を問わず、クラブ法人が馬体状況及び競走
成績等を考慮して、運用期間を延長又は短
縮することがあります。

◎本商品投資契約の運用開始は、2歳1月1日
(募集開始が2歳1月1日以降の場合は募集
開始日)からとなります。運用開始後は、当該
出資馬が死亡もしくは競走能力喪失により
廃用となった場合を含め、いかなる理由に
よっても会員は、支払方法にかかわらず、募
集価格全額の競走馬出資金納入義務を免
れることはできません。上記運用開始期日
前に当該出資馬が死亡もしくは廃用となり
運用できなくなった場合には、本商品投資
契約は遡及的に解除となり、納入済みの出
資金は会員あてに返還されます。

◎競走用馬ファンドは金融商品取引法第37
条6(書面による解除)の適用を受けないた
め、本商品投資契約にクーリングオフ制度
(契約成立直後の一定期間内における無条
件契約解除)はありません(ただし、当社がや
むを得ないと認めた場合を除く)。また、本商
品投資契約成立から終了までの間に中途
解約がなされた場合、会員に対する当社か
らの返還金はなく、会員資格が失効するとと
もに、出資馬に係わる一切の権利が消滅し
ます。

◎会員は当該出資馬に関する権利義務(商品
投資受益権や維持費出資義務等)は第三者
に譲渡、移転できません。また、当該出資馬
に関する会員の名義変更は、 相続等による
包括承継を除いて行うことができません。

◎当社では、お客様からお預かりした金銭及
び出資金を金融商品取引法第40条の3及
び金融商品取引業等に関する内閣府令第
125条に則り、当社の自己の資金とは区分
して管理します。また、クラブ法人では、当社
からの出資金を自己の資産とは区分して管
理します。

◎金融商品取引法第47条3により、顧客は、金
融商品取引業者が内閣府令に基づいて提
出した事業報告書を、営業者の本店・営業
所において縦覧することができます。

◎本商品投資契約の詳細については、以下の
会員規約(以下「会員規約」といいます)に記
載されています。よくお読みいただき、競走
用馬ファンド及び本商品投資契約の特徴と
リスクをご理解のうえ出資申込みをご検討
ください。

◎本書面(会員規約を含みます。以下同じ。)
は、金融商品取引法第37条3に規定する

『契約締結前の交付書面』及び同法第37条
4に規定する『契約締結時の交付書面』を兼
ねるものです。本書面に基づいて当該出資
馬の運用等が行われますので、契約終了ま
で保管するようにしてください。

◎出資申込み方法について、顧客は当社の
ホームページにて案内に従い出資申込みを
行います。商品投資契約は、会員の出資申
込みに対して当社から受諾の通知が成され
た日をもって、契約成立となります。

       管理報酬及び手数料について 　
 ⑴ 賞金からの控除 
 ⑵ 営業者の報酬
15． 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく
　　利益分配額 への区分方法
16． 競走用馬ファンド（当該出資馬）の支払金の分配方法及び

 分配時期に関する事項 
 ⑴ 月次分配
 ⑵ 年次分配 
 ⑶ 引退精算分配
 ⑷ 適用除外（支払金の留保）
17． 運用終了（引退）時の支払について 　
 ⑴ 引退精算分配の金額の計算方法
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18． 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 
19． 競走用馬ファンド（当該出資馬）に係る資産評価に関する事項
20． 計算期間に係る競走用馬ファンド（当該出資馬）の貸借対照表　　
　　及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の
　　監査を受ける予定の有無
21．当該商品投資契約に関わる紛議について
22．商品投資契約に係る法令等の概要
23． 当社の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨
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25．中央入厩予定馬の地方転籍とその判断について
26．当該出資馬が種牡馬となる場合について

1. 当社及びクラブ法人
 ⑴ 当社（愛馬会法人）
  ・商　　号 ：株式会社京都サラブレッドクラブ　　
  ・住　　所 ：滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 　　
  ・代 表 者 ：山上和良 　 　　
  ・登録番号 ：近畿財務局長(金商)第 410 号 　　　　
  ・資 本 金 ：1,000万円 　　 　　
  ・主要株主 ：山上和良 　　 　　
  ・他に行っている事業：該当なし 
  ⑵ クラブ法人 　　 　　
  ・商　　号 ：株式会社京都ホースレーシング 　　 　　
  ・住　　所 ：滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 　　 
  ・代 表 者 ：マイケル・タバート 　　 　　
  ・登録番号 ：近畿財務局長（金商）第411号　　
  ・資 本 金 ：1,000万円 　　 　　
  ・主要株主 ：マイケル・タバート、山上和良
  ・他に行っている事業：競走馬の保有、育成、管理、
　　　　販売及びこれらに付帯する一切の業務
 
2. 会員から出資された財産の運用形態 　 　

顧客は、当社の運営する愛馬会に入会し愛馬会会員となります(以下「会
員」 または「出資会員」という)。会員と当社との間の匿名組合契約及び当
社とクラブ法人との匿名組合契約を通じて行われる競走用馬(または「競
走馬」という)への出資、運用、分配の仕組の概略は、以下のとおりとなり
ます。

①会員は、出資の対象となる競走用馬を選択し、当社との匿名組合
契約に基づき、これに対応する出資金を当社に支払う。

②当社は、この出資金をもって競走用馬(本書面において「当該出
資馬」という)を取得する。

③当社は、クラブ法人との匿名組合契約に基づき、当該出資馬をク
ラブ法人に現物出資する。 

④クラブ法人は、当該出資馬を日本中央競馬会等(以下「JRA」とい
う)の競走に出走させることにより運用する。

⑤クラブ法人は、当該出資馬をJRA等の競走に出走させることによ

・『本人確認書類』（※運転免許証等のコピ－）
を当社に提出して下さい。なお、会員資格の成立については、出資
申込みを経て商品投資契約が成立した後となります。また、会員資
格が喪失する場合については、後述「4.(2)」に記載しています。な
お、本人確認書類に関しまして、ファンド運用期間前・運用期間中に
関わらず再提出を求めることができるものとします。

⑵暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約   
①会員（顧客）は、現在または将来にわたって、次に掲げる反社会的

勢力のいずれにも該当しないことを表明、確約します。 
・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋

等もしくは社会運動等標榜ゴロ    
・その他前記に準ずる者   

②会員（顧客）は、自らまたは第三者を利用して次に掲げる事項に
該当する行為を行なわないことを表明、確約します。会員が、次
の事項に該当して当社の円滑な運営を妨げた場合等、当社はか
かる会員に対して、新たな出資申込みを受け付けない、または会
員資格を喪失させる場合があります。 
・暴力的な要求行為。法的な責任を超えた不当な要求行為 
・取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 
・風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、業務を

妨害する行為 
・その他前記に準ずる行為 

③会員（顧客）は、上記①の各種のいずれかに該当し、もしくは②の
各種のいずれかに該当する行為をし、または①にもとづく表明・
確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、通知に
より会員資格が失効したとしても一切異議を申し立てることがで
きません。また、これにより損害が生じた場合でも、一切会員（顧
客）の責任とします。

⑶「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」 　　 　
①犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)

に規定する本人確認作業は、『出資申込書』等を本人確認書類記
載の顧客住所に送付することにより実施します。したがって当社
は、会員指定の郵便物送付先が自宅であるか否かにかかわらず、
当該『出資申込書』等を本人確認住所(自宅)に送付し、会員とな
られた方にはこの方法にてお受取りいただきます。あらかじめご
了承ください。 

②行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律(マイナンバー法)に規定する、いわゆるマイナン
バーの収集、保管等に関わる作業に関し、当該マイナンバーは、
当社の行う会員の所得税源泉徴収についての官公庁への届出
事務に限って使用されます。

4. 商品投資受益権の販売に関する事項  
⑴出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等 　 　

①出資申込の方法等 　　　　　　
　会員は、当社の案内に従い出資申し込みを行います。商品投資

契約は、会員の出資申込み（出資申込書の送付）に対して当社か
ら受諾の通知を行った日をもって、契約成立となります。商品投
資契約が成立した場合、当社は会員に対して、初めて出資される
会員には『ご請求書』を送付、それ以外の会員には月末にホーム
ページの『マイページ』上へ掲載されるご請求書に競走馬出資金
等を計上します。

②お支払いの方法
ⅰ　初めて出資される会員の場合 　　　　

　送付した『請求明細書』に記載している金額を、出資の申込
み(商品投資契約成立の日)から10日以内に、当社指定の銀
行口座へ送金(振込手数料は会員負担となります)して下さ
い。なお、初回の競走馬出資金をお振込みいただきました会
員に対して、2回目以降のお支払いスケジュールを記載した

『請求明細書』をホームページ上「マイページ」にて掲載しま

すので、後述「iiそれ以外の会員の場合」を参照して下さい。
ⅱ　それ以外の会員の場合 　　　　　　　　 　　　　

　会員指定の金融機関口座から自動振替による方法となりま
す。会員指定の銀行口座に、振替日の前日までに資金をご用
意ください。振替日は、毎月12日(金融機関が休業日の場合
は翌営業日)となります。また、自動振替の手続きが完了して
いない会員は、『請求明細書』に記載されている金額を振替
日と同月の15日までに当社が指定する金融機関口座に入
金されるようお振込み下さい(振込手数料は会員負担となり
ます)。自動振替が振替不能となった場合についても、同様
の取扱いとなります。

③ご注意 
　本商品投資契約につきましては、出資元本の保証されたもので

はありません(※後述「13.(5)」参照)。また、契約成立から契約終
了までの間に中途解約を行う場合、「10.」に記載のとおり扱われ
ます。当該出資馬の血統等につきましては、パンフレットまたは京
都サラブレッドクラブホームページに記載しています。

　本書面並びに京都サラブレッドクラブホームページをよくお読み
いただき、競走用馬ファンドの特徴とリスクをご理解のうえ、出資
をお申込みください。　

④『ご請求書』または『請求明細書』の記載事項 　
ⅰ　基本的な記載項目

　○競走馬出資金:1頭の募集総額並びに1口当りの募集価格
については京都サラブレッドクラブホームページに明記し
ています。競走馬出資金のお支払い方法については、一
括払いのみとなっております。

　　なお、当該出資馬の運用開始は2歳1月1日からとなります
ので(後述「12.(4)」及び「13.(5)」参照)、同日以降に当該
出資馬の死亡その他の理由により運用が終了した時点で
なお未払いの競走馬出資金がある場合には、会員はかか
る未払い競走馬出資金(募集価格に出資口数を乗じた金
額から既払い分を控除した残額)を当社に対し納入するこ
とを要します。後述「5.(2)」に記載する保険金(死亡保険金
及び、同項「2vii」に掲げる特約保険金)を受ける場合な
ど、保険金を含む引退精算分配総額は競走馬出資金の未
払い分に充当されます。充当後に未払い分が残る場合、
会員は一括してこれを当社に支払います。また、充当後に
保険金等が残余となる場合、当該残余金は会員に分配さ
れます。　

ⅱ　当該出資馬の1歳11月以降に出資する場合に付加する項目
　○維持費出資金（飼養管理費用相当額）：※後述「5．⑴」参照。  
　○保険料出資金（競走馬保険料相当額）：※後述「5．⑵」参照。
（『ご請求書』等の記載によらず、別紙記載にてご案内する場
合があります）

⑵会員資格の喪失及び遅延利息の支払等 　
①会員が、支払義務の発生している競走馬出資金、維持費出資金、

保険料出資金、会費等について、当社指定の納入期日までに支
払いを履行しない場合、当社は会員に対して、当該債務額に対し
て年率14.6%の割合による延滞利息の支払を求めます。また、当
社から会員に分配される予定の支払いは、保留・延期されます
(後述「16.(4)」参照)。なお、かかる滞納が頻繁に繰り返される場
合、当社は当該会員の会員資格を喪失させる、または新たな出資
申込をお断りすることができるものとします。　

②会員が、前項の納入期日から2ヵ月以上納入義務を履行しない
場合には、その会員資格は喪失するものとし、さらに会員が有し
ていた分配請求権(「27.」に記載する種牡馬転用に関する分配金
を含む)並びに出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします
(納入済みの出資金等は一切ご返金いたしかねます。また、会員
資格が喪失したことを当社が会員に通知する以前に当社から発
せられた維持費出資金、競走馬出資金、遅延利息等の支払いに

ついて、当該会員は支払いを免れることはできません)。この場
合、 出資馬の商品投資受益権は当社が承継します。　

③会員が、次の事項に該当して当社の円滑な運営を妨げた場合
等、当社はかかる会員に対して、新たな出資申込みを受け付けな
い、または会員資格を喪失させる場合があります。
・本書面の後述「13.(4)」の記載内容に違反した場合
・いわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる場合(前述「3.(2)」

参照)及び、前述「3.(1)」に掲げる、出資をお断りする事由に該当
する方に、出資後に至った、もしくは当該事実が判明した場合

・当社、クラブ法人等と、あたかも密接な係わり合いのあるよう公
表する、もしくは、当社の主催するイベント等において撮影した
写真等を無断で使用するなどし、事業目的に利用するなどの迷
惑行為をした場合

・当社が会員に提供する物品及び記念品等を転売目的で公にす
るなどし、当社及び、物品提供元のある場合はその提供元等に
対して迷惑行為をした場合

・当社以外の関係各所に、みだりに訪問・連絡するなど迷惑行為
をした場合

・当社が会員に貸与しているホームページの会員個々のユー
ザーID、パスワードを公表漏洩し、不正使用と認められた場合

・機関誌、ホームページ等、当社に権利が属するものを無断に複
製・転載等した場合

・当社、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対して、公
共の媒体(テレビ、ラジオ、インターネット、雑誌等)または公の場
にて、誹謗中傷と受け取れる内容の発言等を行い、社会的評価
を低下させ、当社及びクラブ法人に不利益を及ぼし、あるいは
その可能性が生じた場合

・上記の他、公序良俗に反する行為を行った場合
・有効な出資持分のない期間が1年を経過した場合

⑶販売予定総額及び口数 　　 
　1頭当りの募集価格・販売口数は、募集馬によってそれぞれ異なり

ますので、京都サラブレッドクラブホームページ、または京都サラ
ブレッドクラブパンフレットをご参照下さい。

⑷販売単位 　　 
　当社では、全ての募集馬について1口単位で販売しています。 
⑸出資申込期間及び取扱場所 　 　  　 

①申込期間
　募集開始日から、
　・当該馬がJRAのトレーニングセンターに入厩する日の前日
　・募集口数が満口になった時点
　・その他当社が別途指定する日
　のいずれかの早い日までとします。
②申込取扱場所 　　　
　お申込みは、当社の事務所(※後述(6)参照)において営業時間内

(午前10時より午後6時まで。休業日は土・日・祝日です)に受け付
けています。

⑹本店・営業所の所在地等及び顧客が営業者に連絡する方法
本店・営業所所在地並びに電話番号は以下のとおりです。顧客が営
業者(当社)に連絡する方法等については、訪問もしくは電話連絡の
方法等により、本店のほか営業所において、以下の時間帯で受け付
けます。　
本 社：〒525-0037　　
滋賀県草津市西大路町 9-13  西大路ビル 2F-D 　
TEL.077-584-5015　　　　 　　

（午前10時より午後6時まで。休業日は土曜・日曜・祝日です。変更
する場合、事前に周知します。）

⑺競走馬出資金のクラブポイント制度について
　当社は会員が競走馬に出資した際、その月の競走馬出資金にかか

る支払金額(ポイント使用額を差し引いた、実際にお支払いただく
金額。以下「ポイント付与対象額」という)の一定割合を会員にポイ

ントとして付与するものとします(以下この制度を「クラブポイント制
度」と称し、付与されるポイントを「クラブポイント」という)。クラブポ
イントの利用については、別途定めるポイント利用規定に従いま
す。

5. 当社が会員から徴収する会費及び追加出資金等の徴収方法　
当社は、以下の項目について、その支払義務の発生に応じて会員指
定の金融機関口座から自動振替をする該当月の前月の原則末日に、
会員に対して計算月分ごとの『請求明細書』 を送付します。
⑴維持費出資金　　
　当該出資金は、当該出資馬の運用において生じる費用(育成費及

び厩舎預託料、各種登録料、治療費、輸送費、重賞競走以外の競走
に優勝した場合に払う祝儀(本賞の1%)など。以下「維持費」という)
に充当するためのものであって、1頭当たり月額60万円(海外遠征
時については別途定める)と設定し、各販売口数で除したものが1口
当たりの維持費出資金となります。

　当該出資馬の募集開始日が2歳1月までの場合には、2歳1月に到
達した月から顧客の支払義務が発生します(募集開始日が2歳2月
以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の属す
る月より発生)。

　なお、当該出資馬が2歳2月に到達した月以降に出資申込をした場
合であっても、支払義務が発生している維持費出資金を遡及して請
求し、当該出資申込の支払いに加算しますのでご注意ください。愛
馬会法人が指定する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募
集馬)については、維持費出資金を年額にて請求することがありま
す。この場合、維持費出資金は2歳1月より、年1回支払うものとしま
す。また、無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)を途中
解約の場合、顧客から納付のあった年額の維持費出資金は返金の
対象にはなりません。　
①申込月分のお支払い方法

ⅰ　申込月が当該出資馬1歳12月までの場合
　維持費出資金の支払義務はございません。これにより『請求

明細書』には当該出資馬の維持費出資金は記載されません。
ⅱ　申込月が当該出資馬2歳1月以降の場合

　維持費出資金の支払義務が生じます。これにより『請求明細
書』には当該出資馬の2歳1月分から申込月の前月分までの
維持費出資金が記載されます。

②申込月の翌月分以降のお支払い方法
ⅰ　申込月が当該出資馬1歳12月までの場合

  当該出資馬が1歳12月までの間は維持費出資金の支払義務
はございません。2歳1月に到達した月から顧客の支払義務
が発生し、発生月の翌々月12日(金融機関が休業日の場合
は翌営業日)がお支払いの期日となります。なお、原則として
自動振替でのお支払いとなりますが、手続き未了等の理由
により自動振替ができない場合には、愛馬会法人指定の金
融機関口座に振り込んで頂くこととなります。(※振込手数料
は顧客負担となります)

ⅱ　申込月が当該出資馬2歳1月以降の場合
   発生月の翌々月12日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)

がお支払いの期日となります。なお、原則として自動振替で
のお支払いとなりますが、手続き未了等の理由により自動振
替ができない場合には、愛馬会法人指定の金融機関口座に
振り込んで頂くこととなります(※振込手数料は顧客負担と
なります)。

⑵保険料出資金（競走馬保険料相当額） 　　　
　当該出資馬は、民間の損害保険会社が取り扱う競走馬保険(死亡保

険)に2歳1月1日より加入するものとし、保険年度は1月1日に始まり 
12月31日までとします。但し、愛馬会法人が指定する無料提供馬
(競走馬出資金を必要としない募集馬)のうち、別途定める馬につい
ては、加入いたしません。

　2歳馬の保険料に係る会員の負担義務は、当該出資馬が2歳1月に
到達した月に発生します。同様に3歳馬以降の競走馬保険料のお支
払いについては、当該馬齢に到達する当該年1月に負担義務が発
生します。会員には、保険料出資金を当該出資馬の出資口数に応 
じて当該年齢に達する前月(12月)に下記①の方法によりお支払い
いただきます。なお、負担義務発生後に会員が当該出資馬に出資
申込みをした場合であっても、2歳馬の年間保険料出資金は、会員
に負担していただくこととなりますので、初回の競走馬出資金お支
払いと合わせてお支払いいただきます。

①当該出資金のお支払い方法　　　
　当該出資馬の1歳12月に自動振替、または出資金支払いと同

時にお支払いいただきます。
　3歳馬以降の競走馬保険については、当該馬齢に到達する前

年12月に自動振替によりお支払いいただきます。また、自動振
替の手続きが完了していない会員は、『請求明細書』に記載さ
れている金額を振替日と同月の15日までに当社が指定する金
融機関口座に入金されるようお振込み下さい(振込手数料は
会員負担となります)。自動振替が振替不能となった場合につ
いても、同様の取扱いとなります。 　　

②注意事項　　　
　クラブ法人は、保険約款に従って当該出資馬の競走馬保険に

対応することになります。当該保険約款を要約すると以下のと
おりとなりますのでご注意下さい。
ⅰ　当該出資馬の保険加入額は、2歳馬については募集価格

の100%、3歳馬については70%、4歳馬については50%と
し、5歳馬以降は保険の更新を行いません。ただし、当該
出資馬がGIII以上の平地重賞競走(海外におけるGIII以
上、地方競馬におけるJpnIII・SIII以上、および新設もしく
は条件変更などの理由により本来の格付が付されなかっ
た場合の重賞競走を含む)において優勝した場合には、馬
齢に関係なく募集価格の100%が保険加入額となります
ので、不足金額が生じた場合には日割り計算して会員に
は負担していただく必要があります。また、種牡馬としての
価値が本項記載の加入額を著しく上回ると想定される場
合などで、会員の利益保護を主な目的として加入額を適
宜増額する判断を営業者は行うことがあります。この場合
の増額に対応する保険料についても会員の負担となりま
す。

ⅱ　年間の保険料は、保険加入額の3.05%(本書面作成日現
在)となっています。 

ⅲ　当該出資馬が障害競走に出走する場合、レース当日のみ
(障害競走中に起因した事故によりレース翌日以降に保険
金支払い対象となる場合を含む)、馬齢、募集価格に係り
なく死亡した場合を含め、給付限度額は 200万円に変更
となります。この場合でも、保険料の追徴・返戻等は行わ
れません。　　

ⅳ　当該出資馬が年度途中に引退した際に保険会社より支払
われる解約返戻金があった場合には、引退精算分配(※後
述「16.(3)」に記載のとおり)により会員に返戻、分配しま
す。

ⅴ　当該出資馬につき不慮の事故が起こった場合は、支給さ
れた保険金をもってその損害全てに対する補填とします。
会員は、当社及びその関係者に対して一切損害賠償請求
はできません。

ⅵ　競走馬出資金に未払分のある会員が保険給付を受ける
場合の保険金については、前述「4.(1)4i」の記載にした
がって、まず競走馬出資金の未払分に充当され、残余の保
険金のみが会員に分配されます。

ⅶ　競走馬保険は死亡保険ですが、保険料の増額を伴わない
限度で、本書面作成日現在、以下の特約が付加されてい

ます。下記a~eいずれにおいても、保険金額全額が、出資
口数に応じて会員に分配されます。(以下a~cの重複適用
はありません。また、同一保険年度においてdまたはeの給
付と死亡保険の給付を合わせて受ける場合、保険加入額
が限度となります。)dまたはeの給付を2歳1月1日から5月
31日までに受けた場合、会員への分配時期は原則6月末
日となります。
ａ． 保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断

を受けた場合、死亡保険加入額の20%(ただし、障害
競走に起因する事故の場合は、1頭あたり200万円が
金額限度)が加入者に給付されます。

ｂ． 傷害または疾病により競走に一度も出走できないこ
と(未出走)が確定した場合、死亡保険加入額20%が
加入者に給付されます。　

ｃ． 保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断
を受けた未出走馬で、且つ日本中央競馬会馬主相互
会の競走能力喪失に係わる「規程 3 号・4 号の事故
見舞金」支給要件に該当しない場合(原則として、い
わゆる未入厩馬が主な対象)、死亡保険加入額の
50%が加入者に給付されます。　　　　　

ｄ． 「手術費用特約」として、傷病により主に全身麻酔を
伴う外科手術が実施された場合には、死亡保険加入
額の3%を支払い限度として、当該手術代金相当額が
加入者に給付されます。当該特約は、局部縫合など部
分麻酔による手術や去勢は対象となりません。具体
的には、上部気道手術、開腹手術、眼科手術、副鼻腔
手術、歯科手術、種痬摘出手術、外傷手術、骨摘出手
術、軟部組織摘出手術、関節鏡手術(臨床症状のない
OCD[離断性骨軟骨症]に対する手術を除く)、切開・ド
レナージ(洗浄)手術、骨折内部固定手術、腱・靭帯切
断手術のうち、保険会社が認定した場合に給付対象
となります。手術当日の費用が対象となりますので、
入院費用や後治療、後遺症の手当ては対象外です。
手術回数に制限はなく何度でも給付を受けることが
できますが、当該年度の保険期間における総給付の
限度額は死亡保険加入額の3%となります。また、同一
の傷病に起因する手術について複数回の外科手術 
を受けた場合の2回目以降は給付対象となりません。
但し、完治が証明された後に同様の傷病が生じたこと
により外科手術を受けた際には給付対象となる場合
があ ります。　 

ｅ． 「屈腱炎見舞金特約」として、初めて屈腱炎と診断さ
れた場合、50万円を限度として死亡保険加入額の5 
%相当額が加入者に給付されます(再発は対象外で
す)。給付対象となるのは1度限りですが、当該特約に
ついては、上記b.「未出走が確定した場合」の特約給
付と合わせ適用となる場合があります。

⑶海外遠征出資金　　
当該出資馬が海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)す
るために生じた、輸送費、検疫・輸送等の帯同人件費、登録料、海上
保険等の経費について、会員は、これを出資口数に応じて負担する
義務があります。この経費を賄うため、海外遠征以前に概算による
費用見込み額を、またはレース後に生じた費用を、当社所定の指示
に従って会員は追加出資します(※詳細については後述「24.当該
出資馬の海外遠征」を参照)。

⑷事故見舞金返還義務出資金　　
　事故見舞金支給規定に定められた休養期間の満了前に当該出資

馬が復帰・出走した場合、受領済みの従前の事故見舞金の一部金
額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる場合がありま
す。従前の事故見舞金が会員に分配された後に当該返還請求を受

ける場合、会員に返還義務が生じ、会員は当該出資金を追加出資
のかたちで返還します。

⑸一般会費（契約成立日の属する月から発生します）
550円から5,500円（全て税込）の会費プランがあります。詳細はパン
フレットまたは京都サラブレッドクラブホームページに記載していま
す。退会は申告制とし、申告した日の属する月までに発生した出資金・
会費を全て支払った段階で退会完了となります。
⑹輸入経費出資金　

当該出資金は、当該出資馬が外国産馬の場合において、日本国へ
輸入する際に掛かった諸経費相当分(輸入関税、輸送保険料、出入
国検疫費、付添人費、軽種馬協会登録費及び輸送費等)を指し、出
資割合に応じて負担して頂くこととなります。当該出資金の支払は、
当該出資馬が日本国へ輸入される月の前月12日（金融機関休業日
は翌営業日）に、1頭当たり800万円を顧客指定の金融機関口座か
ら自動振替を行い、支払金額が確定した翌月12日（金融機関休業
日は翌営業日）に、差額分を顧客指定の金融機関口座に振込、もし
くは不足分を顧客指定の金融機関口座から自動振替を行います。
なお、支払方法については、当該出資馬の出資申込の際に支払金
額が既に確定している場合には、出資金等と合わせて当該出資馬
の『請求明細書』に記載されます。

6. 『請求明細書』の通知
当社は、原則毎月末日に『請求明細書』を会員にホームページ上にて
通知します。当該書面には会費・出資金等のご請求金額や決済日、並
びに当月分賞金等分配金の支払金額や送金日等の内容が記載され
ます。会費、出資金等については自動振替予定日の記載があります。
当該書面をもって領収書と同様の役割としますので、会員は当該書面
を保管してください。また、自動振替登録手続未了の方は、振込用紙
の控えまたはこれに代わる振込を証明する控えを保管してください。
いずれも再発行はいたしかねますのでご了承ください。また当該書面
は後述「18.」に記載する会員への運用状況の報告を兼ねます。

7. 会員への利益分配額に対する課税方法及び税率
当社は、確定申告の用に供するため、『匿名組合契約等利益の分配金
の所得税申告資料』 を会員に送付します。
⑴会員が個人の場合 　　　　　　
　個人会員(当社の個人会員)の「2.及び15.」で定める獲得賞金等分

配対象額のうち利益分配額となる金額は、雑所得として他の所得と
合算され通常の所得税率により総合課税されます。(分配の際に源
泉徴収の対象となり徴収された所定の所得税(20.42%)は、確定申
告時に精算となります。)また、計算期間中に当該出資馬の匿名組
合契約から生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益によ
り補填されるまで繰越します。したがって、他の出資馬の匿名組合
契約から生ずる利益に対する必要経費に算入することはできませ
ん。ただし、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に生じた損失
金は雑所得内で損益通算が可能です。なお、雑所得は他の所得と
は損益通算できません。

⑵会員が法人の場合 　　　　　　
　法人会員(当社の法人会員)の「2.及び15.」で定める獲得賞金等分

配対象額のうち利益分配額となる金額は、法人税の課税所得の計
算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます。ま
た、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は当
該法人会員の課税所得の計算上損金の額に算入されます。当該出
資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受け取った
金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、当該出
資馬の匿名組合契約が終了した際の損失金については、法人税の
課税所得の計算上、損金の額に算入されます。

8. 匿名組合損益の帰属 　　
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成
します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競

走馬の減価償却費、進上金、営業者報酬等の費用を控除して、利益あ
るいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対す
る出資口数の割合に応じ会員に帰属します。

9. 匿名組合契約（商品投資契約）の期間及び変更に関する事項 
⑴匿名組合契約（商品投資契約）期間に関する事項 　　　　
　当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と当社との商品投資契約

成立日から、当該出資馬の運用終了(「12.(5)1」参照)後、当社から
会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納
入、及び当社から会員に支払う引退精算分配等(後述「16.(3)」参
照)に係る引退精算金等の分配の、双方の支払いが完了した期日ま
でとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上記の「双方の支払
いが完了した期日」をもって終了します。

⑵匿名組合契約（商品投資契約）の変更に関する事項 　　　　　
　当該出資馬の商品投資契約は、当該契約が終了するまで本書面に

記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容に
ついて変更しなければならない事態が生じた場合には、当社は、原
則として会員に対して同意を得たうえで変更を行います。また、現在
適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受け
る事となった場合においてはその法律が優先されるため、記載事
項の内容について変更しなければならない場合があります。 

10. 匿名組合契約の解除に関する事項 
 ⑴解約の可否及び買取りの有無 　　　

　当該出資馬の匿名組合契約の終了（後述「12．⑸①」記載の「引退」
もしくは「運用終了」）をむかえるまでの間の中途解約は会員がクラ
ブに申告を行うことにより可能です。なお、申告した日の属する月ま
でに発生した出資金・会費を全て支払った段階で退会完了となりま
す。中途解約をする場合、会員に対する当社からの返還金はありま
せん。また、当該中途解約については、「4．⑵②」に記載する、「2ヵ
月以上納入義務を履行しない場合」と同様に扱われますので、同条
項にしたがい会員資格は喪失します。ご注意ください。中途解約に
より消滅した会員の出資持分に関わる権利義務は、当社に引き継
がれます。

 ⑵商品投資契約解除によるファンドへの影響 　　　
　会員資格喪失などにより、万が一多数の商品投資契約解除があっ

た場合でも、当該出資馬の運用に影響はありません。 
 ⑶クーリングオフ制度　　

　クーリングオフ制度はありません。競走用馬ファンドは金融商品取
引法第37条の6(書面による契約解除)の適用を受けず、本商品投
資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内無条件
契約解除)はありません。ただし、当社がやむを得ないと判断した場
合は、当該契約の解除を認める場合があります。この場合会員は、
出資契約が成立した日から5日以内にあらかじめ当社に電話等に
よる連絡をして確認した後、契約解除を希望する旨を通知します。 
かかる契約解除が頻繁に行われる場合など、当社は、当該会員に
対して新たな出資申込みを受け付けかねる場合があります。

 ⑷匿名組合員(会員)の破産　　
　破産により匿名組合契約が終了した場合、商法第542条に基づき、

当社は出資の価額を返還します。出資の返還時期は、他の匿名組
合員(会員)への出資の返還時期と同時期になります。

11. 商品投資受益権の譲渡及び相続等に関する事項 
⑴商品投資受益権の譲渡 　　　　

会員は、会員資格並びに商品投資契約上の地位又は商品投資契
約上の権利義務につき、当社が特に認めた場合を除き、これを第三
者に譲渡することはできません。また、商品投資契約上の地位又は
商品投資契約上の諸権利を、第三者のために質入、その他担保設
定することはできません。

⑵相続と相続放棄について 　　　

会員資格並びに商品投資契約上の地位もしくはその権利義務(「商
品投資受益権等」)の相続又は遺贈がなされた場合は、以下による
ものとします。　
①相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益権等を相続又

は受遺する場合相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資受
益権等の承継を希望する場合は、当社からの案内に従って当該
相続又は遺贈を証する所定の書類を提出し、被相続人(遺贈者)
に代わる新しい名義人を届け出ます。但し、被相続人(遺贈者)が
有した商品投資受益権等の数量に係らず、当社との関係でその
承継者となりうる新名義人(相続人又は受遺者)は1名に限るもの
とします。かかる届出があった場合には、当社は届出書その他の
提出書類に不備のないことを確認の上、手数料を徴収すること
なくその名義変更を行います。名義変更が完了すると同時に、新
名義人は、被相続人(遺贈者)が有した会員資格及び商品投資受
益権等のすべてをその会員番号とともに包括承継します。

②相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益権等を相続又
は受遺しない場合相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資
受益権等の承継を希望しない場合には、これを放棄することが
できます。放棄を希望する相続人又は受遺者は、当社の案内に
従って所定の書類を提出し、会員資格及び商品投資受益権等を
放棄する意思を届け出ます。かかる放棄の届出は、被相続人(遺
贈者)が複数の商品投資受益権等を有する場合であっても一括
してこれを行うものとします。この場合には、前条「10.(1)解約の
可否及び買取りの有無」が適用されて中途解約をする場合と同
様の扱いとなり、当社から相続人への返還金はありません。

③相続又は遺贈(以下「相続等」)の手続未了と当該未了期間におけ
る経過措置相続等が発生した場合であっても、前述「4.(2)2」に
記載する、「2ヵ月以上納入義務を履行しない場合」に該当するに
至った場合には、同条項の規定に従って会員資格及び出資馬に
係る一切の権利は消滅します。したがって、相続人又は受遺者が
1記載の相続等による承継を希望する場合には、当社からの請求
にしたがって、競走馬出資金(「4.(1)4」参照)、維持費出資金及び
会費等(「5.」参照)を期日までに納入することを要します。他方、後
述「16.」に記載する賞金等の分配は、相続等の手続未了の間は
保留されるものとし、前記1記載の名義変更手続完了後、当社所
定の手続にしたがって、相続人又は受遺者(新名義人)の指定銀
行口座宛に送金されます。

12. 会員から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する
事項 
⑴商品投資の内容及び投資制限 　　　　 　　

会員から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令
第7条4ニ記載の競走用馬投資関連業務の規定に基づき、競走用
馬(競馬法第14条及び第22条に基づき、JRAが行う登録を受け又
は受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。出資金の
使途や収支の状況等については、後述「18.」記載のとおり当社から
会員に通知されますので、運用実態の整合性について、会員自身で
確認してください。

⑵借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける
投資対象への投資の有無　
①借入れについて 　　　　　 　　　

当該出資馬の運用に伴う預託料等の費用は、会員から出資され
る維持費出資金で充当します。会員から出資された維持費出資
金で賄えない超過額が発生した場合、及び見込むことが困難な
出来事に伴う費用については、一時的に当社等から資金を借入
れることによって補い、最終的な費用負担は当該匿名組合の損
益計算を通じて、会員に帰属しますので、会員に対して負担を求
めることとなります。

②集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資
対象への投資の有無

　クラブ法人は、JRAから支払われた賞金等を活用して、別のファン
ド等への投資は一切行いません。また、当社においても利益分配
額、出資返戻金を活用して別のファンド等への投資は一切行い
ません。よって、利益分配額、出資返戻金については、会員に対し
て支払うまでの間、後述(7)のとおり、銀行等の金融機関へ預託
し、適切な資金管理を行います。

⑶当該出資馬の繰上げ運用終了の有無 　　　　
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用
終了日が繰上がる場合があります。

⑷運用開始予定日について 　　　　 　　
当該出資馬の運用開始予定日は、2歳1月到達時(募集開始日が2
歳2月以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の
属する月)とします。 

⑸運用終了予定日について 　　
①運用終了 　　　
　当該出資馬の所有権を有するクラブ法人は、馬体状況や競走成

績等を考慮し、JRAの競走馬登録を抹消する(未登録馬について
は登録しない)ことを決定します。クラブ法人は、登録抹消済みま
たは未登録の当該出資馬を第三者等に譲渡するなどの手続開
始を当社に伝達し、当社は会員宛に『出資馬引退に関わるご案
内』を通知します。これをもって競走用馬ファンドは運用終了(もし
くは競走馬の「引退」という)となりますので、運用終了予定日の定
めはありません。ただし、後述③のとおり、牝馬については引退期
限の定めがあります。また、後述②のとおり、牡馬については競走
馬を引退した後も種牡馬賃貸契約の締結により種牡馬として運
用を継続する場合があります。なお運用終了後、当該出資契約
は、前述「8.」に記載のとおり、最終となる出資・分配双方の履行
が完了した期日をもって終了します。

②牡馬（去勢馬を含む）の場合 　　　　　　　　
　引退期限の定めはありません。当該出資馬の引退後における第

三者等への売却もしくは無償供与等についてはクラブ法人が判
断します。なお、当該出資馬が種牡馬賃貸契約により種牡馬とし
て供されることとなった場合には、種牡馬の賃貸収入が数年にわ
たり会員に支払われる場合があります(後述「27.(3)」参照)。よっ
て、この場合の「運用終了」とは、上記賃貸収入が最後に会員に支
払われた時として読み替えるものとします。また、この場合は、競
走生活終了と同時にクラブ法人は当社に当該出資馬を現物で返
却しますので、当該種牡馬賃貸契約の貸主は当社となります。   

③牝馬の場合 　　　　 　　
ⅰ　中央入厩予定馬である当該出資馬が牝馬の場合には、6 

歳3月末を引退期限としますが、馬体状況及び競走成績
等を考慮し運用終了日が繰上がる場合があります。また、
牝馬が引退する際には、後述「13.(6)3iii」のとおり、買戻
し代金の規定があります。

④サラブレッドオークション利用による売却 　　　　　
ⅰ サラブレッドオークションへの出品　　　　
 当該出資馬の引退・運用終了に際してクラブ法人は、楽天

サラブレッドオークション(以下「オークション」という)に出
品して売却する場合があります。オークションへの出品要
領については概略以下のとおりとなります。オークション
は毎週木曜日に開催され、落札馬の売却代金は翌日金曜
日(金融機関非営業日の場合はその翌日)に決済されま
す。繋養経費については決済日まで売主負担となり、決済
日翌日の出品馬引渡し以降は買主の負担となります。落
札価格に消費税を加えた金額が売却代金となり、ここから
銀行振込手数料が控除され入金を受けます。出品馬に応
札がないなど、いわゆる「主取り」となる場合、売却申込料
は、売主には返却されることなくオークション事務局の受
領となります。

ⅱ　売却代金と売却経費　　　

 売却経費については落札価格からクラブ法人営業手数料
(金額については、オークションの都度、落札が決定した後
に会員へ通知します。)および消費税を控除した金額とな
ります。牝馬については、当該出資馬の売主において繁殖
牝馬となる場合には、販売総額の5%で買い戻した代金と
なります。但し、当該出資馬が競走能力喪失に基づいて支
給される事故見舞金(中央競馬馬主相互会規定3号及び4
号)の支給対象となる場合にあっては、5%代金から、当該
事故見舞金を控除した額とします。当該事故見舞金額が
5%代金を超過する場合には売却代金の適用はありませ
んのでご了承願います。また、ネットオークションで売却で
きた場合には、落札価格からクラブ法人営業手数料およ
び消費税を控除した金額と、販売総額の5％の金額を比
較し、高い方の金額が当該出資馬の売却代金となります。

⑹競走用馬ファンドの運用に係る計算期間 　　　　 　　
当該出資馬の計算期間は、毎年11月1日に始まり翌年10月31日に
終了するものとし、毎年10月31日を決算日とします。したがって、11
月1日から10月31日までに出走した場合の賞金等、並びに同時期
に当社が受領した事故見舞金等に係わる分配金は、当計算期間
(当年の所得計算)に帰属します。ただし、計算期間末の10月に抹消
引退となった競走馬の引退精算分配並びに後述「16.(1)」に記載の
10月26日から10月31日の間に地方競馬指定交流競走等に出走し
た場合の賞金については、収入費用が計算期間終了後の11月の事
務計算にて確定となることから、翌計算期間に帰属するものとしま
す。その他、費用収益が確定していない事項については、費用収益
が確定した時期の計算期間に帰属するものとします。

⑺会員から出資を受けた財産の管理口座　　　　　
　金融商品取引法第40条の3及び内閣府令第125条の求めにした

がって、事業者の財産と出資財産とを分別管理するため、営業者
(当社及びクラブ法人)は、匿名組合運用に関わる顧客から受けた出
資金を下記の口座にて適切に資金管理します。
①当社における出資財産の資金管理口座 　　　　
　・滋賀銀行草津支店   普通預金 460135　 　　　
　口座名義人 株式会社京都サラブレッドクラブ会員口

②クラブ法人における出資財産の資金管理口座 　　　　　　
　・滋賀銀行草津支店   普通預金 460124　 　　　　　　
　口座名義人 株式会社京都ホースレーシング匿名組合口 

13. 商品投資販売契約等の種類並びに出資者の権利及び責任の範囲    
 ⑴商品投資販売契約の種類 　　　　　　

商法(明治32年法律第48号、以降の改正を含む)第三篇第四章第
535条により規定された匿名組合の契約形態であって、会員が匿名
組合員となり営業者(本書面において「当社」という)に出資し、当社
が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「会員」と
いう)に分配することを約束する契約です。

 ⑵事業報告書の縦覧について
金融商品取引法第47条二に基づき、金融商品取引業者(クラブ法
人及び当社)が内閣府令に基づき内閣総理大臣に提出する事業報
告書は、事業年度終了4ヵ月後から1年の間縦覧することができま
す。希望する顧客(会員に限らず広く一般が対象となります)は、3営
業日前に通知したうえで、通常の営業時間中に当社の本店・営業所
にて縦覧を行いま す。

⑶会員から出資された財産の所有関係 　　　　
会員から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において

「当該出資馬」という)の所有権は、商法第536条の規定に基づき当
社に帰属します。当社は、当該出資馬の所有権により、商法第535
条の規定に基づきJRAに馬主登録のあるクラブ法人に対して現物
出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに
伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、JRAへの競走用馬とし
ての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(地方

指定交流競走、海外の競走、地方競馬の競走を含む)の選択、当該
出資馬の引退手続及び引退後の第三者等への処分を行うものとし
ます。

⑷会員の第三者に対する責任の範囲　　　
当該出資馬の会員は、組合員として匿名組合契約に基づき出資し
た資金及びそれより得られた利益の範囲内で当社の行為に責任を
負うことになります。また、当該出資馬に出資した会員は、当社の経
営及び運用管理に参加することはできません。なお、会員は当該出
資馬の会員であるが故をもって当該出資馬について馬主行為を
行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と
接触すること及びJRAの厩舎地区に立ち入ることはできません。会
員が当該出資馬に関しての問い合わせ等は、必ず当社を通じて行
うものとします。

⑸出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担に関す
る事項について

　獲得賞金等分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出
資した元本を下回る場合があり、この場合、会員が出資した元本の
全額は戻りませんので、本商品投資契約は元本が保証されたもの
ではありません。また、競走用馬によっては、馬体状況等により、競
馬に出走することなく引退してしまうこともあるため、収益が保証さ
れているものでもありません。なお、当該出資馬に関する会員の損
失負担は2歳1月到達時(募集開始日が2歳2月以降となる場合、維
持費出資金の支払義務は、募集開始日の属する月)より発生します。
従って、2歳到達前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失し
たことにより廃用となった場合は、やむを得ず本商品投資契約の効
力が失われることとなりますので、当該出資馬の納入済みの競走馬
出資金及び保険料出資金は、会員に対して全額返金されます。当該
出資馬の運用開始以降においては、死亡、競走能力を喪失して廃
用となった事態を含めて、当該出資馬の競走成績の如何に関わら
ず、当該出資馬の競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金
等その他当社に納入済みの一切の金額は会員に対して返金致しま
せん。また、競走馬出資金について会員は、当社の請求にしたがっ
て募集価格に充つるまでの金額納入義務から逃れられないものと
します。

⑹会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代
金の受領権以下に定める受領権は、当該出資馬の競走馬出資金を
完納した会員が所有します。
①賞金の受領権 　　　　　　　　
　会員が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主とし

て当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞金、距離別出走奨励
賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金および特別出走手
当の合計額(本書面において「賞金」という)から、JRAからの賞金
交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が当社に分配
する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税、所
定の進上金、消費税、クラブ法人営業経費(営業者報酬)の各項目
の合計額、及び当社が会員に利益の分配を行う際の源泉徴収所
得税を控除した金額にあります。ただし、JRAからの賞金交付時
に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が当社に分配する際
に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税(※後述

「3v」参照)及び消費税(※後述「3vi」参照)は、クラブ法人及び当
社が精算又は還付後に会員に分配する方法により、次の2に掲
げる、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金
として分配されるため、会員に受益権があ ります。

②その他の受領権
　会員が所有する前記1以外の受領権は、賞品売却分配金(消費税

抜き。※後述「3i」参照)、事故見舞金(※後述「3ii」参照)、JRA源泉
精算金・クラブ法人源泉精算金、競走取り止め交付金、(賞金にこ
れらを加えたものを本書面において「賞金等」という)、及び、競走
馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(※後述「3iiia及びb」参
照)、保険金(保険事故により支給された額または解約保険料返戻

金)、消費税精算金(※後述「3vi」参照)の各項目の合計額を合算
した額(本書面において「引退精算金」という)並びに診療費補助
金、装蹄費補助金(※後述「3vii」参照)にあります(賞金及び本項
のその他の受領権から診療費補助金、装蹄費補助金を除いたも
のを本書面において「支払金」という)。但し、愛馬会法人が指定
する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)のうち、別
途定める馬については、受領権の範囲並びに分配時期を変更で
きるものとします。

③注意事項 　　
ⅰ　賞品売却分配金の算出について 　　　　　　　

　クラブ法人が馬主としてJRA及びNARの管轄する競馬主催
者から取得した純金メダル、金製品、宝飾品等の賞品につい
ての受領権はクラブ法人にあり、顧客に受領権はありません。

ⅱ　事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金について
　事故で一定期間出走できない場合、またはJRAの競走用馬

としての登録を抹消する場合に日本中央競馬会馬主相互会
より支給を受けるものです。なお、休養に係る事故見舞金は、
支給規程に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支
給済みの金額の一部について返還を求められる場合があり
ます。当該事故見舞金がすでに会員に分配済みの場合は、
前述「5.(4)」の事故見舞金返還義務出資金の対象となり、当
社は会員に返還を求めます。　

ⅲ　当該出資馬の売却代金の算出 　　　 　　　
ａ 牡馬(去勢馬を含む)について、競走馬として売却が

できた場合は、その売却代金(消費税抜き)を会員に
分配します。(前述「12.(5)2及び4」参照)また、種牡馬
となる場合には、その売却代金(種牡馬賃貸契約によ
る場合の利益金を含む)の60%相当額(消費税控除
後)を会員に対して分配します(詳細については、後述
の「26.当該出資馬が種牡馬となる場合について」を
参照)。

ｂ 牝馬については、当該出資馬の売主において繁殖牝
馬となる場合には、販売総額の5%で買い戻した代金
となります。但し、当該出資馬が競走能力喪失に基づ
いて支給される事故見舞金(中央競馬馬主相互会規
定3号及び4号)の支給対象となる場合にあっては、
5%から当該事故見舞金を控除した額とします。当該
事故見舞金額が販売総額の5%を超過する場合には
売却代金の適用はありませんのでご了承願います。
また、ネットオークションで売却できた場合には、落札
価格からクラブ法人営業手数料および消費税を控除
した金額と、販売総額の5％の金額を比較し、高い方
の金額が当該出資馬の売却代金となります。

ⅳ　JRA源泉精算金 　　　　　　　
　JRA(NARの管轄する地方競馬主催者の場合があります)が

賞金支払時に控除した源泉徴収所得税額は、クラブ法人の
決算において法人税額に充当し精算します。精算後のJRA
源泉税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人が当社に支払
い、支払いを受けた当社は、会員に支払います(※後述「16.
(2)年次分配」参照)。

ⅴ　クラブ法人源泉精算金 　　　　　　　　　　　
　クラブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配

より控除した源泉徴収所得税額は、当社の決算において法
人税額に充当し精算します。精算後のクラブ法人源泉税は、
クラブ法人源泉精算金として当社を通じて会員に支払いま
す(※後述「16. (2)年次分配」参照)。

ⅵ　消費税精算金 　　　　　
　匿名組合契約に係わる税務規定にしたがって、営業者(クラ

ブ法人及び当社)は、匿名組合員(会員)に代わって消費税を
確定申告します。営業者は、賞金分配等に際して消費税を預

かり、また、競走馬の購入・預託料等の維持経費について、牧
場・調教師等に税込みの金額で支払いますので、会員は、消
費税を含んだ金額で、競走馬出資金・維持費出資金を支払
います。営業者は、確定申告を通じて消費税の精算をし、そ
の結果として、会員は、競走馬の購入代金及び預託料等維
持経費に係わる消費税の合計額について消費税精算金とし
て分配を受けます。当該精算金に係る会員の分配請求権
は、運用終了時に生じます(後述「16.(3)引退精算分配」参
照)。なお、今後の税制改正並びに営業者の消費税申告にお
いて、競走馬の購入代金・預託料等の消費税が全額控除で
きなくなった場合など、営業者の申告内容が本項記載の内
容と異なることとなった場合、当該精算金が減額もしくは分
配対象ではなくなる場合があります。

ⅶ　診療費補助金・装蹄費補助金等
　中央競馬馬主相互会から診療費補助金及び装蹄費補助金

が支給されます。当該補助金は、当該出資馬に毎月生じる維
持費と適宜相殺する方法により精算します。現役競走期間
中に当該補助金が交付されている場合は、会員に受領権が
ありますが、運用終了・引退後に交付を受けたなど、上記の
方法により精算のできない当該補助金については、当社に
受領権があるものとします。また地方競馬において、賞金と
は異なる、いわゆる補助金・給付金等で、月次分配・年次分
配・引退精算分配の方法をとらない金員を当社が受領した
場合の扱いについては、本項viiの規定を準用します。

ⅷ　顧客にはない受領権
　以下に定めるものの受領権は当社にあり、顧客に受領権は

ありません。クラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払い
を受ける装蹄費補助金及び診療費補助金のうち、引退精算
書の発行日を超えて中央競馬馬主相互会から支払いを受
けたもの。

14. 競走用馬ファンド（当該出資馬）の賞金から出費・拠出される管理報
酬及び手数料について  
⑴賞金からの控除 　　　　

クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、以下
の項目のうち1及び2に掲げる額をJRAにより控除されて支払を受
けます。また、クラブ法人は、JRAから支払われた金額から、以下の
項目のうち3及び4に掲げる額を控除し、このうちから5の源泉徴収
所得税を除いた額(獲得賞金等分配対象額)を当社に支払います。
支払を受けた当社は、当該支払金額から、以下の項目のうち6に掲
げる額を控除して会員の出資口数に応じて支払います。　　
①進上金
　当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出

資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、平地競走
の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の
20%を、付加賞の5%をそれぞれ乗じた額が支払われます。また、
障害競走の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除
いた額)の22%を、付加賞の7%をそれぞれ乗じた額が支払われ
ます。ただし、騎手に関わる進上金のうち、外国人騎手(中央競馬
の通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合
については、後述「14.(1)8」をご覧ください。

②JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税 　　　　　
　当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金額が75万

円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、JRAが賞金
から源泉徴収所得税として控除します。なお、源泉徴収所得税の
計算方法は以下のとおりです。
○源泉徴収所得税の計算式
　{賞金－(賞金×0.2＋60万円）}×10.21％ (東日本大震災復興

に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]が
含まれます)

　※当該源泉徴収所得税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人
の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。 　

③消費税　
　当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金から、以下

の計算方法により控 除されます。
○消費税の計算式
　(賞金進上金)×10/110
　※1円未満は切り捨て。 ※「10/110」は、本書面作成日現在の

消費税率。税率変更とともに変更となります。
④クラブ法人が当社に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源

泉徴収所得税
○源泉徴収所得税の計算式
　クラブ法人が当社に支払う利益分配額×20.42%(東日本大震

災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の 
2.1%]が含まれます) ※当該源泉徴収所得税は、クラブ法人源
泉精算金として、当社の決算において法人税額に充当精算後
に年次分配します。

⑤営業者報酬 
　クラブ法人は、日本中央競馬会等から支払われた賞金の3%の額

を、営業者報酬として賞金から控除します。
⑥特別営業者報酬(記念品製作費、祝賀会開催費等)　　　
　クラブ法人は、当該出資馬が重賞競走(中央、地方、海外を含む)

に出走して優勝した際に、馬主としてクラブ法人が所属厩舎に対
して支払う祝儀(本賞の1%)及び一般の馬主慣行に従って行った
祝賀会費用、優勝記念品の製作等の実費の合計額を、当該競走
により取得した賞金の10%相当額を超えない範囲で、別途、特別
営業者報酬として控除します。

⑦当社が会員に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴
収所得税　　

　当該項目は、当社が利益分配額を支払う場合には所得税が課税
されることとなり、当社が利益分配額から源泉徴収所得税として
控除します。 なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりで
す。
○源泉徴収所得税の計算式
　当社が会員に支払う利益分配額×20.42%(東日本大震災復

興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]
が含ま れます)

⑧外国人騎手の騎乗と「国外事業者進上金」について
　消費税法改正により平成28年4月1日以降、国外事業者が日本

国内で行う役務提供について、いわゆる「特定役務の提供」と位
置づけること、並びにいわゆる「リバースチャージ方式による消費
税の申告・納税」を実施することなどの仕組みが導入されました。 
外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手
を除く)が騎乗した場合の進上金(ここでは「国外事業者進上金」
といい「特定役務の提供」に該当)にかかる消費税の申告・納付に
ついても同規定が適用となりますので、JRAが賞金を馬主に支払
う際や、クラブ法人が消費税の申告・納付を行う際などでは、本邦
騎手が騎乗した場合と異なる事務対応が求められます。ただし、
本項記載の分配作業並びに「13.(6)3vi」に記載の会員が受領す
る「消費税精算金」の計算など、当社が会員に対して行う分配等
の事務作業については本書面記載のとおりとなります。したがっ
て、騎乗者の国籍等による取扱いの相違はありませんが、進上金
のうちに「国外事業者進上金」を含む場合は、前述「6.」の『請求
明細書』に附属する明細等に該当する旨を記載します。

⑵営業者の報酬 　　
①クラブ法人の営業者報酬 　　　　　

ⅰ　上記「(1)5」記載の営業者報酬(賞金[特別出走手当を除く]
の3%)　

ⅱ　種牡馬売却手数料(消費税控除前の売却代金の40%)
ⅲ　前述「13.(6)」に規定される会員の受領権以外の全ての受領

権
②当社の営業者報酬 　　 　　

ⅰ   一般会費
ⅱ　種牡馬売却手数料(消費税控除前の売却代金の40%)

③営業者報酬の対象外となる会員の受領権　　　　　
　賞金のうち特別出走手当、事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・

同付加金、競走取り止め交付金、売却代金(牝馬の場合の買戻し
代金を含む。但し、サラブレッドオークション利用による売却[12.
(5)4参照]及び種牡馬となる場合[26.参照]を除く)、保険金、解約
保険料返戻金、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金、消費税
精算金、診療費補助金、装蹄費補助金は、営業者報酬の対象外と
して獲得金額全額が会員への分配対象となります。地方競馬に
おいても、手当等の名称に関わらず同様の趣旨に基づく金員に
ついては適宜営業者報酬の対象外とします。

15. 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分
方法 

　獲得賞金等分配対象額(※前述「14.」記載のとおり)及びその他の分
配のうち、1の金額から2の金額を控除した金額を限度として出資返
戻金とします。
①賞金等(引退精算金を含む)獲得時における競走馬出資金及び維

持費出資金、保険料出資金、海外遠征出資金、事故見舞金返還義
務出資金の累積出資金額(過去に出資返戻金があった場合は当該
金額控除後の金額)

②競走馬の賞金分配月の前月末簿価　　　　　
　なお、上記金額の計算方法は以下の通りです。
 ○競走馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法
　・競走馬の取得価格の算出

取得価格={(競走馬の募集価格)+(2歳1月~3月の預託料)}×  
100/110 ・減価償却累計額の算出

　取得価格÷48×(2歳4月1日から賞金分配月の前月までの月数)・
前月末簿価の算出

取得価格 減価償却累計額
※1円未満は切り捨て。 ※分配月:金融機関営業日、非営業日に係らず

当該月の月末 ※100/110 は消費税率変更とともに改定されます。
　獲得賞金等分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合

契約に基づく利益分配額となります。

16. 競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金の分配方法及び分配時期に
関する事項
当社は、支払金がある場合には、以下の月次分配、年次分配、引退精
算分配の方法により、当該支払金のうち、利益分配額(※前述「15.」記
載のとおり)にかかる源泉徴収額を控 除して出資口数に応じて会員に
支払います。したがって、月次分配、年次分配、引退精算分配は、当該
収入を得た場合であって、必ずしも予定されたものではありません。支
払時期は、月次分配の賞金は、原則として、当該出資馬がJRAの競走
に出走した日の属する月の当月または翌月末日、また、賞金以外の受
領権に係る項目については、当該収入をクラブ法人が受領した日の
属する月の当月または翌月末日とします。年次分配は、計算期間終了
後の翌年3月末日とします。また、引退精算分配は、当該出資馬の運用
終了に際して会員が支払う最後の維持費出資金の自動振替が行われ
た月の月末とします。いずれも原則として月末に会員に対して分配時
期を記載した明細を掲示します。なお、月次分配・年次分配について
分配時の合計金額が3,000円に満たない場合、次月に繰越とします。
⑴月次分配　　 　　

当該計算期間内(11月1日から10月31日)の出走により得た賞金、
及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の
獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間
に属し、当月もしくは翌月分配いたします。賞金(※控除される内容
など分配方法は前述「14.」参照)及び、賞品売却分配金(消費税抜

き)、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取
り止めまたは不成立となった場合に交付)及び特約保険金(「5.
(2)2viid及びe」)は、月次分配の方法により分配します。　　　　

⑵年次分配 　
当該計算期間内(11月1日から10月31日)に出走して獲得した賞金
に係る、JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラ
ブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源
泉徴収所得税は、それぞれJRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金
として、当該計算期間終了後の翌年3月末日に会員に分配します。
年次分配における会員の分配請求権は翌年3月末日に生じ、分配
金受取り時の計算期間の所得として扱われます。

⑶引退精算分配 　　
当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・同
付加金、売却代金(消費税抜き。牝馬の場合に規定される買戻し売
却代金を含む)、保険金(死亡、競走能力喪失及び傷病により未出走
が確定した場合)、保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、消
費税精算金は、引退精算分配の方法により分配します。引退精算分
配は、競走馬登録の抹消・競走馬の死亡といった引退事由の生じた
月の翌月の事務計算により金額が確定し、金額が確定した月の翌
月末日に原則として分配が行われます。引退精算分配に係わる会
員の分配請求権は、事務計算により金額が確定した日に生じます。
また、上記(2)の年次分配を予定していたJRA源泉精算金、クラブ法
人源泉精算金は、運用終了に際して分配時期を繰り上げて、引退精
算分配します。
なお、前述「4.(1)4i」に記載のとおり、引退精算分配の一部若しくは
全額は、競走馬出資金の未払分に充当される場合があります。
維持費の精算金は、会員から預託されている維持費出資金の合計
額から、当該出資馬の運用に際し実際に要した預託料等の合計額
を差し引いて算出した額とします。その精算額に余剰が生じた場合
には会員に支払うものとし、不足が生じた場合には他の分配額より
充当するものとします。

⑷適用除外（支払金の留保）　 　　　　　 　　
会員が、納入期限の到来した会費、競走馬出資金、維持費出資金、
保険料出資金並びにその他の競走用馬ファンドに係る追加出資金
等が未納になっている場合は、当該会員に対する支払金の分配は
留保します。完納後は、当社所定の手続に従って会員に分配されま
す。

17. 運用終了（引退）時の支払について 
⑴引退精算分配の金額の計算方法 　　　　　　

当社は、当該出資馬の引退時に、当該出資馬に係る引退精算分配
に係る分配金がある場合には、当該精算金額を出資返戻金と利益
分配額に区分し、出資口数に応じて算出し、当該算出額から利益分
配額に対する源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め20.42%)を
控除して会員に支払います。

⑵支払方法及び支払時期 　　　 　　
当社は、当該精算金額を原則として、当該出資馬の運用を終了する
こととなった日の属する月(もしくはその翌月)の翌々月末日に、出資
口数に応じて会員指定の金融機関口座へ振込みます。なお、会員
に対して事前に『請求明細書』及び『支払通知書』を通知します。
　　　　　　　　　　　　　

18. 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 　
当社は、金融商品取引法第42条七の定めに従って、運用報告書とし
て、当該出資馬の運用状況、獲得した賞金等に関わる『請求明細書』
及び『支払通知書』及び必要に応じてその補助明細書を、原則として
毎月末日に会員に掲示します。

19. 競走用馬ファンド（当該出資馬）に係る資産評価に関する事項 　　
前記「18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照し
て下さい。

20. 計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損
益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける
予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公
認会計士または監査法人の監査を受ける予定はありません。

21. 当該商品投資契約に関わる紛議について 
⑴当社が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託

する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及
び住所 

　・特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
　東京都中央区日本橋茅場町 2-1-13 第3証券会館

⑵当該商品投資契約に関わる訴訟について管轄権を有する裁判所
の名称及び住所

　・東京地方裁判所 〒100-8920 東京都千代田区霞が関 1-1-4
　・東京簡易裁判所 〒100-8971 東京都千代田区霞が関 1-1-2

22. 商品投資契約に係る法令等の概要 　　
匿名組合契約は、商法535条から同法542条に規定されている匿名
組合契約であって、匿名組合員となる会員が営業者の営業のために
出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合
においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業の
ため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる
会員は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及び
それより得られた利益を限度に責任を負担します。また、会員に対し
交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品
取引法第38条及び第40条など、金融商品取引法の規定に基づいて
行為規制を受けております。
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法
(昭和23年法律第158号)の規定に基づいて規制を受けております。
会員の出資については、「3.(3)」に記載する「犯罪収益移転防止法」及
び「マイナンバー法」の規制を受けております。

23. 当社の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨 　
前述「13.(2)」記載のとおり、顧客は事業報告書を縦覧することができ
ます。

24. 当該出資馬の海外遠征
当該出資馬を海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)させ
る場合には、当該出資馬の所有権があるクラブ法人が決定し、愛馬会
法人は顧客に対してその旨を通知します。海外遠征の場合、進上金の
取扱いについては、遠征先のルールに従うものとし、一方、日本中央
競馬会交付の褒賞金についてはこれを進上金の対象とします。また、
遠征に際して生じた、検疫・輸送の帯同人件費、登録料、海外保険等
の経費について、顧客は、遠征馬の競走成績に関わりなく、これを維
持費出資金に相当するものとして出資割合に応じて別途負担して頂
きます。　　　

25. 中央入厩予定馬の地方転籍とその判断について 　
当社は、未勝利及び未出走のまま引退した当該出資馬について、日本
中央競馬会に競走用馬として再登録する意思がある場合には、当該
出資馬を地方競馬に馬主登録のある第三者(山上和良)に売却しま
す。これを予定している場合には、当社は、その旨を記載した書面を
当該出資馬の顧客に事前にお知らせします。当該出資馬の匿名組合
を解散後、日本中央競馬会が競走用馬として再登録するために定め
た条件を、当該出資馬が満たした場合には、当社が当該出資馬の所
有権を再取得して、従前の匿名組合の顧客に限定して再出資の募集
(以下、「再ファンド」という)をします。但し、前述の条件を満たさない場
合もしくは1年以内に再登録する意思を取り下げる場合には、速やか
に従前の匿名組合の顧客に対して通知します。なお、従前の匿名組合

の顧客が、当該出資馬の再出資に応じるかどうかは自由とします。ま
た、再ファンドの詳細については以下のとおり定めるものとします。
⑴地方競馬在籍時の当該出資馬に係る馬主等 　　　 　　

①地方在籍時の地方馬主は、山上和良とします。
②地方在籍時の当該出資馬の支出に係わる経費及び、収入に係わ

る金品についての権利は、当該出資馬の所有権がある地方馬主
にあります。

⑵当該出資馬の当初引退から日本中央競馬会に競走用馬として再登
録するまでの期間当該出資馬が再登録の条件を満たした時点で、
地方馬主は、クラブ法人にその旨速やかに報告し、クラブ法人、当
社は、その日から3か月以内に再ファンド及び再登録の手続きをと
るものとします。但し、厩舎に空き馬房がない等、再登録の手続きを
とることができない場合は、再ファンドのみ行ない牧場等で待機さ
せます。なお、地方競馬で再登録の条件を満たした後に、故障、疾病
を発症し休養を余儀なくされた場合はこの限りではありません。

⑶再ファンドの対象者
　　当該出資馬に対し出資を行っていたことを条件とします。
⑷再ファンドにおける当該出資馬に関する事項

①販売総額
　地方馬主に売却した際の金額とし、一口当たりの競走馬出資金

は、販売口数（従前の匿名組合の販売口数と同数）で除したもの
になります。

②出資口数
　当該出資馬を従前所有していた口数と同数以下とします。
③維持費出資金
　従前の運用時と同様の請求方法とします。なお、顧客の支払義務

は、地方競馬の競走用馬登録を抹消した翌日分より発生します。
④競走用馬保険
　年齢に関わらず加入しません。
⑤その他の条項

　　　その他の条項については、本書面に定めるとおりとします。
⑸クラブ法人がNAR馬主免許を取得した場合の取り扱いについて

JRA未勝利馬が地方に転籍してその後再度JRAに登録する制度を
利用いたします。

　当該出資馬がJRAの平地競走において未勝利(平地重賞競走にお
いて2着のある場合を除く。未出走の場合を含む)の場合、3歳未勝
利戦の番組終了と同時に、平地競走においては、原則いわゆるロー
カル開催にしか出走できなくなります。また、自動的に1勝クラス
(500万下条件)に編入されますが、出走は、収得賞金のある馬が優
先されるため、収得賞金が「0」の未勝利馬は最初に除外の対象と
なってしまいます。但し、JRAの競走馬登録を抹消した後地方競馬
に転籍してJRAの定める成績(本書面作成時では、JRAに再登録す
る際において、地方競馬の競走で2勝以上を挙げている2~3歳馬、
もしくは、3勝以上を挙げている4歳以上の競走馬)を挙げた競走馬
については、再度JRAの競走馬登録を行った場合(以下本書面にお
いて「JRAの再登録」という)収得賞金が「0」でなくなり、未勝利馬ゆ
えの出走制限を受けることなく出走できることとなります。当該出資
馬がこの制度を利用してJRAの再登録を目的にNARに競走馬登録
したうえ、地方競馬の競走において運用される場合があります。

　また、JRAの競走馬登録を抹消する、あるいはJRA未登録の当該出
資馬の競走馬登録を行わないことをもって、引退・運用終了、匿名
組合契約終了とする判断については、当該出資馬の運用継続によ
る採算性を予測し、その時点での見通しをもとにクラブ法人が行い
ます。従って、当該出資馬が未勝利馬の場合において、地方への転
籍は必ずしも行われるものではありません。また、地方競馬に転籍
後、地方競馬にて運用中に、引退・運用終了、匿名組合契約終了と
する判断をとる場合がありますので、「JRAの再登録」は必ずしも行
われるものではありません。また、愛馬会法人と会員との間の当該
出資馬の匿名組合契約が終了する際、当該出資馬が譲渡されるこ
とがありますが、当該譲渡によりあらたに当該競走馬の所有権を取

得した第三者もしくは営業者(クラブ法人・愛馬会法人)に関わりの
ある生産(提供)牧場の馬主登録者が、当該競走馬を地方競馬等の
競走に出走させることのあることを、当該出資馬の会員は了承する
ものとします。クラブ法人は、かかる匿名組合契約終了とする判断
について、出資会員の利益を最優先に誠実に行うものとします(但
し、その判断の結果責任を負うものではありません)。当該出資馬が
牡馬またはせん馬の場合で、第三者以外(営業者に関わりのある提
供牧場等)に競走馬として譲渡される場合の譲渡価格は売買実例
等を基にクラブ法人が適宜判断します。牝馬の場合は、前述「13.
(6)3iiib」に従います。

26. 当該出資馬が種牡馬となる場合について　
⑴転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者 　　　 　　
　当該出資馬の種牡馬への転用の可否、転用時期、繋養先等は、クラ

ブ法人が決定します。但し、種牡馬としての価値が比較的高額とな
る場合には、売却する方法でなく、次項(3)に掲げる種牡馬賃貸契
約を締結する方法を採ることがあります。この場合、クラブ法人は当
該出資馬の所有権を当社に返還するものとし、当社が種牡馬賃貸
に関する諸事項を決定します。

⑵繋養先並びに売却価格等の決定方法 　　
　種牡馬転用時の評価(売却価格もしくは賃貸価格)は、競走成績、血

統背景、景気動向等による需要予測、過去の類似売買(もしくは賃
貸)実例などを参考にして、売却先または賃貸先(繋養種馬場)と協
議の上決定します(無償で寄贈する場合があります)。種牡馬として
売却できた場合(種牡馬転用前に売却先等の馬主名義にて競走出
走を条件とする譲渡契約を締結した場合を含む)の売却代金につ
いては、その売却代金(消費税込み)の40%を営業者の報酬とし(前
述「14.(2)営業者の報酬」を参照)当該営業者報酬を除いた残額
60%相当額(「売却代金(税込)×100/110売却代金(税込)×40%」
の式にて算出)が会員に分配されます(前述「13.(6)3iiia」参照)。

⑶種牡馬賃貸契約の概要について　　
　種牡馬賃貸契約の契約内容については、個々によって一部異なる

場合がありますが、概ね次の形式となります。クラブ法人が競走馬
登録を抹消した当該出資馬の所有権は、当社に返還されます。当社
は、契約開始から複数年(最長5年)にわたり当該出資馬を第三者に
賃貸します。得られた賃貸収入(消費税控除後)から繋養経費(預託
料、保険料、種牡馬登録料等。消費税控除後)を除いた純利益金の
うち60%が会員に対する獲得賞金等分配対象額となります。(「13.
(6)3iiia」に記載する「当該出資馬の売却代金の算出」及び「14.
(2)2」に記載する「営業者の報酬」を参照)。当社は、獲得賞金等分
配対象額のうちから匿名組合契約に関わる源泉徴収所得税(復興
特別所得税を含め20.42%)を控除のうえ、各年度の種付シーズン
終了後に出資口数に応じて会員あてに分配します。導入初年度に
受胎率保険に加入するほか、その後の傷害や疾病による当該年度
の種付頭数減少、受胎率の低下及び種付不能など不測の事態につ
いては、一部の免責事項を除いて保険により補填される仕組みを
採用しており、予定した賃貸収入が会員に分配される内容が基本と
なります。賃貸期間終了後は、10万円に消費税を加えた金額(1頭
の価格)で借り主に譲渡されます。

株式会社京都サラブレッドクラブ
〒525-0037　滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 
TEL.077-584-5015
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競走用馬ファンドの契約にあたって
 《契約成立前（時）の交付書面》
発行：株式会社京都サラブレッドクラブ
作成年月日:2022年8月26日

競走用馬ファンドのリスク等
特徴について
競走用馬ファンド(以下、「本ファンド」といいま
す。)は、出資された元本を保証するものではあ
りません。匿名組合契約の締結にあたっては、
本書面をよく読み、商品の特性、リスクをご理
解頂いたうえで、自己の判断と責任において
ご出資をご検討下さいますようお願いいたし
ます。
◎顧客(会員)は、ホームページまたはパンフ

レットに記載する募集馬から競走用馬を選
択し、当該馬に出資することにより獲得賞金
等の分配を受けます。当該出資馬は当社よ
り、JRA(日本中央競馬会)に馬主登録のある
クラブ法人に現物出資された後、競走の用
に供されます。会員の支払う馬代金相当額、
競走馬の維持費、保険料等は出資金として
扱われ、会員の受領する賞金、事故見舞金、
売却代金、保険金等はすべて分配金(利益
若しくは出資金の返還)として扱われます。

◎競走馬によっては、馬体状況等により競走
に出走することなく引退することがあり、ま
た、出走した場合においても、競走成績不振
により出資元本を上回る賞金を獲得できな
いことがあります。したがいまして、競走用馬
ファンドは、収入の保証されているものでは
なく、また、会員が出資した元本の保証はあ
りません。

◎本商品投資契約は、商法第535条に規定さ
れる匿名組合契約に基づいており、匿名組
合営業者(「当社」及び「クラブ法人」を包括
的にさし、以下「営業者」といいます。)の報
酬は、当該出資馬が獲得した賞金の３％及
び当該出資馬を種牡馬として転用する場合
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り得られた賞金(※後述「13.(6)1」参照)その他収入から諸税金等
を控除した額(本書面において税金等を控除した額は「獲得賞金
等分配対象額」という)を、当社に対して分配する。

⑥当社は、当該分配額を出資口数に応じて算出し、会員に対して分
配する。

⑦会員は、競走用馬の購入代金に対応する出資金(以下「競走馬出
資金」という)のほか、維持費出資金その他の追加出資金(後述

「5.」参照)を支払う。獲得賞金等分配対象額は、一定の基準(後述
「15.」記載のとおり)に従い、出資返戻金(出資の返還)と利益分配
額に区分計算します。当社は、この分配作業を基本的に月次にお
いて行い、会員に分配します(以下「月次分配」という)。獲得賞金
等分配対象額のうち、JRAがクラブ法人に支払う賞金からは、源
泉徴収が行われます(以下「JRAの源泉徴収」という)。また、当社
とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で
行われることから、クラブ法人から当社に賞金等が分配される
際、匿名組合の利益分配に対して20%(復興特別所得税を含める
と20.42%)が源泉徴収されます(以下「クラブ法人の源泉徴収」と
いう)。JRAの源泉徴収に伴う源泉徴収所得税はクラブ法人に帰
属し、また、クラブ法人の源泉徴収に伴う源泉徴収所得税は当社
に帰属しますが、計算期間(※後述「12.(6)」参照)終了後におい
て、クラブ法人及び当社の各々の決算にあたって上記各源泉徴
収所得税を精算し、クラブ法人が「JRAの源泉徴収」を、当社が

「クラブ法人の源泉徴収」を受けた場合には、このいずれの源泉
徴収所得税についても、源泉税精算相当額として当社から会員
に分配されるものとします。この分配作業は年次において行い、
一定の基準(※後述「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利
益分配額に区分計算して会員に分配します(以下「年次分配」と
いう)。当該出資馬について、やむを得ない理由によりJRAの競走
馬登録を断念せざるを得ない、あるいはJRAの競走馬登録を抹
消する、などの事由で運用が終了する際に分配金のある場合に
は、当社は引退時における分配作業を行い、一定の基準(※後述

「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分して
会員に分配します(以下「引退精算分配」という)。なお、分配は収
入を得た場合に行われますので、「月次・年次・引退精算」による
各分配は、必ずしも予定されたものではありません。当社は、月ご
との計算期間(当該月の1日から31日)末日に会員への分配金・追
加出資金・未分配金の額等をまとめ、原則として翌月末日に通知
します。

3. 当社への入会(新規にご入会される方はよくお読みください)
⑴ 出資資格と出資手続 　　 　

募集馬に対して出資を希望する顧客は、まず、当社に入会し会員資
格を取得していただく必要があります。本書面を熟読の上、以下に
定める所定の手続きを行ってください。ただし、20歳未満の者、出
資について必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことが困難と
判断される者、破産者、競馬関与禁(停)止者、暴力団関係者等のい
わゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる者は出資できません。
顧客は、暴力団等反社会的勢力でないことを表明、確約します(次
項(2)を参照)。また、顧客自らの事業目的に愛馬情報等を利用する
蓋然性があると当社が判断した場合、出資をお断りする場合があり
ます。そのほか、本書面記載内容を理解するに十分な日本語の素養
がないと思われる外国人の方や、海外に居住する等の理由により、
出資、請求、分配等に関わる当社と会員間の通信事務が滞る恐れ
が生じる、もしくは当社が行う源泉徴収において国内居住者と同様
の整合性確保が難しいと判断される恐れのある場合など、出資を
お断りすること があります。
出資希望者は、事前に後述「4.(1)1」に記載の「出資申込みの方法
等」をお読みいただいたうえ、出資希望馬の選択を行って下さい。
その後、
・『預金口座振替依頼書』

の売却代金等利益金の40%相当額(消費税
別途)です。会員の出資としては、競走馬の
代金に相当する競走用馬出資金納入のほ
か、競走用馬の維持費相当額等を毎月追加
出資する仕組みとなります。

◎当該出資馬が牝馬の場合は、原則として、6
歳3月末を引退・運用終了期限とします。当
該出資馬が牡馬の場合は、原則として、引退
時期の定めはありません。但し、牝馬・牡馬
を問わず、クラブ法人が馬体状況及び競走
成績等を考慮して、運用期間を延長又は短
縮することがあります。

◎本商品投資契約の運用開始は、2歳1月1日
(募集開始が2歳1月1日以降の場合は募集
開始日)からとなります。運用開始後は、当該
出資馬が死亡もしくは競走能力喪失により
廃用となった場合を含め、いかなる理由に
よっても会員は、支払方法にかかわらず、募
集価格全額の競走馬出資金納入義務を免
れることはできません。上記運用開始期日
前に当該出資馬が死亡もしくは廃用となり
運用できなくなった場合には、本商品投資
契約は遡及的に解除となり、納入済みの出
資金は会員あてに返還されます。

◎競走用馬ファンドは金融商品取引法第37
条6(書面による解除)の適用を受けないた
め、本商品投資契約にクーリングオフ制度
(契約成立直後の一定期間内における無条
件契約解除)はありません(ただし、当社がや
むを得ないと認めた場合を除く)。また、本商
品投資契約成立から終了までの間に中途
解約がなされた場合、会員に対する当社か
らの返還金はなく、会員資格が失効するとと
もに、出資馬に係わる一切の権利が消滅し
ます。

◎会員は当該出資馬に関する権利義務(商品
投資受益権や維持費出資義務等)は第三者
に譲渡、移転できません。また、当該出資馬
に関する会員の名義変更は、 相続等による
包括承継を除いて行うことができません。

◎当社では、お客様からお預かりした金銭及
び出資金を金融商品取引法第40条の3及
び金融商品取引業等に関する内閣府令第
125条に則り、当社の自己の資金とは区分
して管理します。また、クラブ法人では、当社
からの出資金を自己の資産とは区分して管
理します。

◎金融商品取引法第47条3により、顧客は、金
融商品取引業者が内閣府令に基づいて提
出した事業報告書を、営業者の本店・営業
所において縦覧することができます。

◎本商品投資契約の詳細については、以下の
会員規約(以下「会員規約」といいます)に記
載されています。よくお読みいただき、競走
用馬ファンド及び本商品投資契約の特徴と
リスクをご理解のうえ出資申込みをご検討
ください。

◎本書面(会員規約を含みます。以下同じ。)
は、金融商品取引法第37条3に規定する

『契約締結前の交付書面』及び同法第37条
4に規定する『契約締結時の交付書面』を兼
ねるものです。本書面に基づいて当該出資
馬の運用等が行われますので、契約終了ま
で保管するようにしてください。

◎出資申込み方法について、顧客は当社の
ホームページにて案内に従い出資申込みを
行います。商品投資契約は、会員の出資申
込みに対して当社から受諾の通知が成され
た日をもって、契約成立となります。

       管理報酬及び手数料について 　
 ⑴ 賞金からの控除 
 ⑵ 営業者の報酬
15． 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく
　　利益分配額 への区分方法
16． 競走用馬ファンド（当該出資馬）の支払金の分配方法及び

 分配時期に関する事項 
 ⑴ 月次分配
 ⑵ 年次分配 
 ⑶ 引退精算分配
 ⑷ 適用除外（支払金の留保）
17． 運用終了（引退）時の支払について 　
 ⑴ 引退精算分配の金額の計算方法
 ⑵ 支払方法及び支払時期
18． 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 
19． 競走用馬ファンド（当該出資馬）に係る資産評価に関する事項
20． 計算期間に係る競走用馬ファンド（当該出資馬）の貸借対照表　　
　　及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の
　　監査を受ける予定の有無
21．当該商品投資契約に関わる紛議について
22．商品投資契約に係る法令等の概要
23． 当社の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨
24．当該出資馬の海外遠征 
25．中央入厩予定馬の地方転籍とその判断について
26．当該出資馬が種牡馬となる場合について

1. 当社及びクラブ法人
 ⑴ 当社（愛馬会法人）
  ・商　　号 ：株式会社京都サラブレッドクラブ　　
  ・住　　所 ：滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 　　
  ・代 表 者 ：山上和良 　 　　
  ・登録番号 ：近畿財務局長(金商)第 410 号 　　　　
  ・資 本 金 ：1,000万円 　　 　　
  ・主要株主 ：山上和良 　　 　　
  ・他に行っている事業：該当なし 
  ⑵ クラブ法人 　　 　　
  ・商　　号 ：株式会社京都ホースレーシング 　　 　　
  ・住　　所 ：滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 　　 
  ・代 表 者 ：マイケル・タバート 　　 　　
  ・登録番号 ：近畿財務局長（金商）第411号　　
  ・資 本 金 ：1,000万円 　　 　　
  ・主要株主 ：マイケル・タバート、山上和良
  ・他に行っている事業：競走馬の保有、育成、管理、
　　　　販売及びこれらに付帯する一切の業務
 
2. 会員から出資された財産の運用形態 　 　

顧客は、当社の運営する愛馬会に入会し愛馬会会員となります(以下「会
員」 または「出資会員」という)。会員と当社との間の匿名組合契約及び当
社とクラブ法人との匿名組合契約を通じて行われる競走用馬(または「競
走馬」という)への出資、運用、分配の仕組の概略は、以下のとおりとなり
ます。

①会員は、出資の対象となる競走用馬を選択し、当社との匿名組合
契約に基づき、これに対応する出資金を当社に支払う。

②当社は、この出資金をもって競走用馬(本書面において「当該出
資馬」という)を取得する。

③当社は、クラブ法人との匿名組合契約に基づき、当該出資馬をク
ラブ法人に現物出資する。 

④クラブ法人は、当該出資馬を日本中央競馬会等(以下「JRA」とい
う)の競走に出走させることにより運用する。

⑤クラブ法人は、当該出資馬をJRA等の競走に出走させることによ

・『本人確認書類』（※運転免許証等のコピ－）
を当社に提出して下さい。なお、会員資格の成立については、出資
申込みを経て商品投資契約が成立した後となります。また、会員資
格が喪失する場合については、後述「4.(2)」に記載しています。な
お、本人確認書類に関しまして、ファンド運用期間前・運用期間中に
関わらず再提出を求めることができるものとします。

⑵暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約   
①会員（顧客）は、現在または将来にわたって、次に掲げる反社会的

勢力のいずれにも該当しないことを表明、確約します。 
・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋

等もしくは社会運動等標榜ゴロ    
・その他前記に準ずる者   

②会員（顧客）は、自らまたは第三者を利用して次に掲げる事項に
該当する行為を行なわないことを表明、確約します。会員が、次
の事項に該当して当社の円滑な運営を妨げた場合等、当社はか
かる会員に対して、新たな出資申込みを受け付けない、または会
員資格を喪失させる場合があります。 
・暴力的な要求行為。法的な責任を超えた不当な要求行為 
・取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 
・風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、業務を

妨害する行為 
・その他前記に準ずる行為 

③会員（顧客）は、上記①の各種のいずれかに該当し、もしくは②の
各種のいずれかに該当する行為をし、または①にもとづく表明・
確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、通知に
より会員資格が失効したとしても一切異議を申し立てることがで
きません。また、これにより損害が生じた場合でも、一切会員（顧
客）の責任とします。

⑶「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」 　　 　
①犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)

に規定する本人確認作業は、『出資申込書』等を本人確認書類記
載の顧客住所に送付することにより実施します。したがって当社
は、会員指定の郵便物送付先が自宅であるか否かにかかわらず、
当該『出資申込書』等を本人確認住所(自宅)に送付し、会員とな
られた方にはこの方法にてお受取りいただきます。あらかじめご
了承ください。 

②行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律(マイナンバー法)に規定する、いわゆるマイナン
バーの収集、保管等に関わる作業に関し、当該マイナンバーは、
当社の行う会員の所得税源泉徴収についての官公庁への届出
事務に限って使用されます。

4. 商品投資受益権の販売に関する事項  
⑴出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等 　 　

①出資申込の方法等 　　　　　　
　会員は、当社の案内に従い出資申し込みを行います。商品投資

契約は、会員の出資申込み（出資申込書の送付）に対して当社か
ら受諾の通知を行った日をもって、契約成立となります。商品投
資契約が成立した場合、当社は会員に対して、初めて出資される
会員には『ご請求書』を送付、それ以外の会員には月末にホーム
ページの『マイページ』上へ掲載されるご請求書に競走馬出資金
等を計上します。

②お支払いの方法
ⅰ　初めて出資される会員の場合 　　　　

　送付した『請求明細書』に記載している金額を、出資の申込
み(商品投資契約成立の日)から10日以内に、当社指定の銀
行口座へ送金(振込手数料は会員負担となります)して下さ
い。なお、初回の競走馬出資金をお振込みいただきました会
員に対して、2回目以降のお支払いスケジュールを記載した

『請求明細書』をホームページ上「マイページ」にて掲載しま

すので、後述「iiそれ以外の会員の場合」を参照して下さい。
ⅱ　それ以外の会員の場合 　　　　　　　　 　　　　

　会員指定の金融機関口座から自動振替による方法となりま
す。会員指定の銀行口座に、振替日の前日までに資金をご用
意ください。振替日は、毎月12日(金融機関が休業日の場合
は翌営業日)となります。また、自動振替の手続きが完了して
いない会員は、『請求明細書』に記載されている金額を振替
日と同月の15日までに当社が指定する金融機関口座に入
金されるようお振込み下さい(振込手数料は会員負担となり
ます)。自動振替が振替不能となった場合についても、同様
の取扱いとなります。

③ご注意 
　本商品投資契約につきましては、出資元本の保証されたもので

はありません(※後述「13.(5)」参照)。また、契約成立から契約終
了までの間に中途解約を行う場合、「10.」に記載のとおり扱われ
ます。当該出資馬の血統等につきましては、パンフレットまたは京
都サラブレッドクラブホームページに記載しています。

　本書面並びに京都サラブレッドクラブホームページをよくお読み
いただき、競走用馬ファンドの特徴とリスクをご理解のうえ、出資
をお申込みください。　

④『ご請求書』または『請求明細書』の記載事項 　
ⅰ　基本的な記載項目

　○競走馬出資金:1頭の募集総額並びに1口当りの募集価格
については京都サラブレッドクラブホームページに明記し
ています。競走馬出資金のお支払い方法については、一
括払いのみとなっております。

　　なお、当該出資馬の運用開始は2歳1月1日からとなります
ので(後述「12.(4)」及び「13.(5)」参照)、同日以降に当該
出資馬の死亡その他の理由により運用が終了した時点で
なお未払いの競走馬出資金がある場合には、会員はかか
る未払い競走馬出資金(募集価格に出資口数を乗じた金
額から既払い分を控除した残額)を当社に対し納入するこ
とを要します。後述「5.(2)」に記載する保険金(死亡保険金
及び、同項「2vii」に掲げる特約保険金)を受ける場合な
ど、保険金を含む引退精算分配総額は競走馬出資金の未
払い分に充当されます。充当後に未払い分が残る場合、
会員は一括してこれを当社に支払います。また、充当後に
保険金等が残余となる場合、当該残余金は会員に分配さ
れます。　

ⅱ　当該出資馬の1歳11月以降に出資する場合に付加する項目
　○維持費出資金（飼養管理費用相当額）：※後述「5．⑴」参照。  
　○保険料出資金（競走馬保険料相当額）：※後述「5．⑵」参照。
（『ご請求書』等の記載によらず、別紙記載にてご案内する場
合があります）

⑵会員資格の喪失及び遅延利息の支払等 　
①会員が、支払義務の発生している競走馬出資金、維持費出資金、

保険料出資金、会費等について、当社指定の納入期日までに支
払いを履行しない場合、当社は会員に対して、当該債務額に対し
て年率14.6%の割合による延滞利息の支払を求めます。また、当
社から会員に分配される予定の支払いは、保留・延期されます
(後述「16.(4)」参照)。なお、かかる滞納が頻繁に繰り返される場
合、当社は当該会員の会員資格を喪失させる、または新たな出資
申込をお断りすることができるものとします。　

②会員が、前項の納入期日から2ヵ月以上納入義務を履行しない
場合には、その会員資格は喪失するものとし、さらに会員が有し
ていた分配請求権(「27.」に記載する種牡馬転用に関する分配金
を含む)並びに出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします
(納入済みの出資金等は一切ご返金いたしかねます。また、会員
資格が喪失したことを当社が会員に通知する以前に当社から発
せられた維持費出資金、競走馬出資金、遅延利息等の支払いに

ついて、当該会員は支払いを免れることはできません)。この場
合、 出資馬の商品投資受益権は当社が承継します。　

③会員が、次の事項に該当して当社の円滑な運営を妨げた場合
等、当社はかかる会員に対して、新たな出資申込みを受け付けな
い、または会員資格を喪失させる場合があります。
・本書面の後述「13.(4)」の記載内容に違反した場合
・いわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる場合(前述「3.(2)」

参照)及び、前述「3.(1)」に掲げる、出資をお断りする事由に該当
する方に、出資後に至った、もしくは当該事実が判明した場合

・当社、クラブ法人等と、あたかも密接な係わり合いのあるよう公
表する、もしくは、当社の主催するイベント等において撮影した
写真等を無断で使用するなどし、事業目的に利用するなどの迷
惑行為をした場合

・当社が会員に提供する物品及び記念品等を転売目的で公にす
るなどし、当社及び、物品提供元のある場合はその提供元等に
対して迷惑行為をした場合

・当社以外の関係各所に、みだりに訪問・連絡するなど迷惑行為
をした場合

・当社が会員に貸与しているホームページの会員個々のユー
ザーID、パスワードを公表漏洩し、不正使用と認められた場合

・機関誌、ホームページ等、当社に権利が属するものを無断に複
製・転載等した場合

・当社、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対して、公
共の媒体(テレビ、ラジオ、インターネット、雑誌等)または公の場
にて、誹謗中傷と受け取れる内容の発言等を行い、社会的評価
を低下させ、当社及びクラブ法人に不利益を及ぼし、あるいは
その可能性が生じた場合

・上記の他、公序良俗に反する行為を行った場合
・有効な出資持分のない期間が1年を経過した場合

⑶販売予定総額及び口数 　　 
　1頭当りの募集価格・販売口数は、募集馬によってそれぞれ異なり

ますので、京都サラブレッドクラブホームページ、または京都サラ
ブレッドクラブパンフレットをご参照下さい。

⑷販売単位 　　 
　当社では、全ての募集馬について1口単位で販売しています。 
⑸出資申込期間及び取扱場所 　 　  　 

①申込期間
　募集開始日から、
　・当該馬がJRAのトレーニングセンターに入厩する日の前日
　・募集口数が満口になった時点
　・その他当社が別途指定する日
　のいずれかの早い日までとします。
②申込取扱場所 　　　
　お申込みは、当社の事務所(※後述(6)参照)において営業時間内

(午前10時より午後6時まで。休業日は土・日・祝日です)に受け付
けています。

⑹本店・営業所の所在地等及び顧客が営業者に連絡する方法
本店・営業所所在地並びに電話番号は以下のとおりです。顧客が営
業者(当社)に連絡する方法等については、訪問もしくは電話連絡の
方法等により、本店のほか営業所において、以下の時間帯で受け付
けます。　
本 社：〒525-0037　　
滋賀県草津市西大路町 9-13  西大路ビル 2F-D 　
TEL.077-584-5015　　　　 　　

（午前10時より午後6時まで。休業日は土曜・日曜・祝日です。変更
する場合、事前に周知します。）

⑺競走馬出資金のクラブポイント制度について
　当社は会員が競走馬に出資した際、その月の競走馬出資金にかか

る支払金額(ポイント使用額を差し引いた、実際にお支払いただく
金額。以下「ポイント付与対象額」という)の一定割合を会員にポイ

ントとして付与するものとします(以下この制度を「クラブポイント制
度」と称し、付与されるポイントを「クラブポイント」という)。クラブポ
イントの利用については、別途定めるポイント利用規定に従いま
す。

5. 当社が会員から徴収する会費及び追加出資金等の徴収方法　
当社は、以下の項目について、その支払義務の発生に応じて会員指
定の金融機関口座から自動振替をする該当月の前月の原則末日に、
会員に対して計算月分ごとの『請求明細書』 を送付します。
⑴維持費出資金　　
　当該出資金は、当該出資馬の運用において生じる費用(育成費及

び厩舎預託料、各種登録料、治療費、輸送費、重賞競走以外の競走
に優勝した場合に払う祝儀(本賞の1%)など。以下「維持費」という)
に充当するためのものであって、1頭当たり月額60万円(海外遠征
時については別途定める)と設定し、各販売口数で除したものが1口
当たりの維持費出資金となります。

　当該出資馬の募集開始日が2歳1月までの場合には、2歳1月に到
達した月から顧客の支払義務が発生します(募集開始日が2歳2月
以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の属す
る月より発生)。

　なお、当該出資馬が2歳2月に到達した月以降に出資申込をした場
合であっても、支払義務が発生している維持費出資金を遡及して請
求し、当該出資申込の支払いに加算しますのでご注意ください。愛
馬会法人が指定する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募
集馬)については、維持費出資金を年額にて請求することがありま
す。この場合、維持費出資金は2歳1月より、年1回支払うものとしま
す。また、無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)を途中
解約の場合、顧客から納付のあった年額の維持費出資金は返金の
対象にはなりません。　
①申込月分のお支払い方法

ⅰ　申込月が当該出資馬1歳12月までの場合
　維持費出資金の支払義務はございません。これにより『請求

明細書』には当該出資馬の維持費出資金は記載されません。
ⅱ　申込月が当該出資馬2歳1月以降の場合

　維持費出資金の支払義務が生じます。これにより『請求明細
書』には当該出資馬の2歳1月分から申込月の前月分までの
維持費出資金が記載されます。

②申込月の翌月分以降のお支払い方法
ⅰ　申込月が当該出資馬1歳12月までの場合

  当該出資馬が1歳12月までの間は維持費出資金の支払義務
はございません。2歳1月に到達した月から顧客の支払義務
が発生し、発生月の翌々月12日(金融機関が休業日の場合
は翌営業日)がお支払いの期日となります。なお、原則として
自動振替でのお支払いとなりますが、手続き未了等の理由
により自動振替ができない場合には、愛馬会法人指定の金
融機関口座に振り込んで頂くこととなります。(※振込手数料
は顧客負担となります)

ⅱ　申込月が当該出資馬2歳1月以降の場合
   発生月の翌々月12日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)

がお支払いの期日となります。なお、原則として自動振替で
のお支払いとなりますが、手続き未了等の理由により自動振
替ができない場合には、愛馬会法人指定の金融機関口座に
振り込んで頂くこととなります(※振込手数料は顧客負担と
なります)。

⑵保険料出資金（競走馬保険料相当額） 　　　
　当該出資馬は、民間の損害保険会社が取り扱う競走馬保険(死亡保

険)に2歳1月1日より加入するものとし、保険年度は1月1日に始まり 
12月31日までとします。但し、愛馬会法人が指定する無料提供馬
(競走馬出資金を必要としない募集馬)のうち、別途定める馬につい
ては、加入いたしません。

　2歳馬の保険料に係る会員の負担義務は、当該出資馬が2歳1月に
到達した月に発生します。同様に3歳馬以降の競走馬保険料のお支
払いについては、当該馬齢に到達する当該年1月に負担義務が発
生します。会員には、保険料出資金を当該出資馬の出資口数に応 
じて当該年齢に達する前月(12月)に下記①の方法によりお支払い
いただきます。なお、負担義務発生後に会員が当該出資馬に出資
申込みをした場合であっても、2歳馬の年間保険料出資金は、会員
に負担していただくこととなりますので、初回の競走馬出資金お支
払いと合わせてお支払いいただきます。

①当該出資金のお支払い方法　　　
　当該出資馬の1歳12月に自動振替、または出資金支払いと同

時にお支払いいただきます。
　3歳馬以降の競走馬保険については、当該馬齢に到達する前

年12月に自動振替によりお支払いいただきます。また、自動振
替の手続きが完了していない会員は、『請求明細書』に記載さ
れている金額を振替日と同月の15日までに当社が指定する金
融機関口座に入金されるようお振込み下さい(振込手数料は
会員負担となります)。自動振替が振替不能となった場合につ
いても、同様の取扱いとなります。 　　

②注意事項　　　
　クラブ法人は、保険約款に従って当該出資馬の競走馬保険に

対応することになります。当該保険約款を要約すると以下のと
おりとなりますのでご注意下さい。
ⅰ　当該出資馬の保険加入額は、2歳馬については募集価格

の100%、3歳馬については70%、4歳馬については50%と
し、5歳馬以降は保険の更新を行いません。ただし、当該
出資馬がGIII以上の平地重賞競走(海外におけるGIII以
上、地方競馬におけるJpnIII・SIII以上、および新設もしく
は条件変更などの理由により本来の格付が付されなかっ
た場合の重賞競走を含む)において優勝した場合には、馬
齢に関係なく募集価格の100%が保険加入額となります
ので、不足金額が生じた場合には日割り計算して会員に
は負担していただく必要があります。また、種牡馬としての
価値が本項記載の加入額を著しく上回ると想定される場
合などで、会員の利益保護を主な目的として加入額を適
宜増額する判断を営業者は行うことがあります。この場合
の増額に対応する保険料についても会員の負担となりま
す。

ⅱ　年間の保険料は、保険加入額の3.05%(本書面作成日現
在)となっています。 

ⅲ　当該出資馬が障害競走に出走する場合、レース当日のみ
(障害競走中に起因した事故によりレース翌日以降に保険
金支払い対象となる場合を含む)、馬齢、募集価格に係り
なく死亡した場合を含め、給付限度額は 200万円に変更
となります。この場合でも、保険料の追徴・返戻等は行わ
れません。　　

ⅳ　当該出資馬が年度途中に引退した際に保険会社より支払
われる解約返戻金があった場合には、引退精算分配(※後
述「16.(3)」に記載のとおり)により会員に返戻、分配しま
す。

ⅴ　当該出資馬につき不慮の事故が起こった場合は、支給さ
れた保険金をもってその損害全てに対する補填とします。
会員は、当社及びその関係者に対して一切損害賠償請求
はできません。

ⅵ　競走馬出資金に未払分のある会員が保険給付を受ける
場合の保険金については、前述「4.(1)4i」の記載にした
がって、まず競走馬出資金の未払分に充当され、残余の保
険金のみが会員に分配されます。

ⅶ　競走馬保険は死亡保険ですが、保険料の増額を伴わない
限度で、本書面作成日現在、以下の特約が付加されてい

ます。下記a~eいずれにおいても、保険金額全額が、出資
口数に応じて会員に分配されます。(以下a~cの重複適用
はありません。また、同一保険年度においてdまたはeの給
付と死亡保険の給付を合わせて受ける場合、保険加入額
が限度となります。)dまたはeの給付を2歳1月1日から5月
31日までに受けた場合、会員への分配時期は原則6月末
日となります。
ａ． 保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断

を受けた場合、死亡保険加入額の20%(ただし、障害
競走に起因する事故の場合は、1頭あたり200万円が
金額限度)が加入者に給付されます。

ｂ． 傷害または疾病により競走に一度も出走できないこ
と(未出走)が確定した場合、死亡保険加入額20%が
加入者に給付されます。　

ｃ． 保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断
を受けた未出走馬で、且つ日本中央競馬会馬主相互
会の競走能力喪失に係わる「規程 3 号・4 号の事故
見舞金」支給要件に該当しない場合(原則として、い
わゆる未入厩馬が主な対象)、死亡保険加入額の
50%が加入者に給付されます。　　　　　

ｄ． 「手術費用特約」として、傷病により主に全身麻酔を
伴う外科手術が実施された場合には、死亡保険加入
額の3%を支払い限度として、当該手術代金相当額が
加入者に給付されます。当該特約は、局部縫合など部
分麻酔による手術や去勢は対象となりません。具体
的には、上部気道手術、開腹手術、眼科手術、副鼻腔
手術、歯科手術、種痬摘出手術、外傷手術、骨摘出手
術、軟部組織摘出手術、関節鏡手術(臨床症状のない
OCD[離断性骨軟骨症]に対する手術を除く)、切開・ド
レナージ(洗浄)手術、骨折内部固定手術、腱・靭帯切
断手術のうち、保険会社が認定した場合に給付対象
となります。手術当日の費用が対象となりますので、
入院費用や後治療、後遺症の手当ては対象外です。
手術回数に制限はなく何度でも給付を受けることが
できますが、当該年度の保険期間における総給付の
限度額は死亡保険加入額の3%となります。また、同一
の傷病に起因する手術について複数回の外科手術 
を受けた場合の2回目以降は給付対象となりません。
但し、完治が証明された後に同様の傷病が生じたこと
により外科手術を受けた際には給付対象となる場合
があ ります。　 

ｅ． 「屈腱炎見舞金特約」として、初めて屈腱炎と診断さ
れた場合、50万円を限度として死亡保険加入額の5 
%相当額が加入者に給付されます(再発は対象外で
す)。給付対象となるのは1度限りですが、当該特約に
ついては、上記b.「未出走が確定した場合」の特約給
付と合わせ適用となる場合があります。

⑶海外遠征出資金　　
当該出資馬が海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)す
るために生じた、輸送費、検疫・輸送等の帯同人件費、登録料、海上
保険等の経費について、会員は、これを出資口数に応じて負担する
義務があります。この経費を賄うため、海外遠征以前に概算による
費用見込み額を、またはレース後に生じた費用を、当社所定の指示
に従って会員は追加出資します(※詳細については後述「24.当該
出資馬の海外遠征」を参照)。

⑷事故見舞金返還義務出資金　　
　事故見舞金支給規定に定められた休養期間の満了前に当該出資

馬が復帰・出走した場合、受領済みの従前の事故見舞金の一部金
額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる場合がありま
す。従前の事故見舞金が会員に分配された後に当該返還請求を受

ける場合、会員に返還義務が生じ、会員は当該出資金を追加出資
のかたちで返還します。

⑸一般会費（契約成立日の属する月から発生します）
550円から5,500円（全て税込）の会費プランがあります。詳細はパン
フレットまたは京都サラブレッドクラブホームページに記載していま
す。退会は申告制とし、申告した日の属する月までに発生した出資金・
会費を全て支払った段階で退会完了となります。
⑹輸入経費出資金　

当該出資金は、当該出資馬が外国産馬の場合において、日本国へ
輸入する際に掛かった諸経費相当分(輸入関税、輸送保険料、出入
国検疫費、付添人費、軽種馬協会登録費及び輸送費等)を指し、出
資割合に応じて負担して頂くこととなります。当該出資金の支払は、
当該出資馬が日本国へ輸入される月の前月12日（金融機関休業日
は翌営業日）に、1頭当たり800万円を顧客指定の金融機関口座か
ら自動振替を行い、支払金額が確定した翌月12日（金融機関休業
日は翌営業日）に、差額分を顧客指定の金融機関口座に振込、もし
くは不足分を顧客指定の金融機関口座から自動振替を行います。
なお、支払方法については、当該出資馬の出資申込の際に支払金
額が既に確定している場合には、出資金等と合わせて当該出資馬
の『請求明細書』に記載されます。

6. 『請求明細書』の通知
当社は、原則毎月末日に『請求明細書』を会員にホームページ上にて
通知します。当該書面には会費・出資金等のご請求金額や決済日、並
びに当月分賞金等分配金の支払金額や送金日等の内容が記載され
ます。会費、出資金等については自動振替予定日の記載があります。
当該書面をもって領収書と同様の役割としますので、会員は当該書面
を保管してください。また、自動振替登録手続未了の方は、振込用紙
の控えまたはこれに代わる振込を証明する控えを保管してください。
いずれも再発行はいたしかねますのでご了承ください。また当該書面
は後述「18.」に記載する会員への運用状況の報告を兼ねます。

7. 会員への利益分配額に対する課税方法及び税率
当社は、確定申告の用に供するため、『匿名組合契約等利益の分配金
の所得税申告資料』 を会員に送付します。
⑴会員が個人の場合 　　　　　　
　個人会員(当社の個人会員)の「2.及び15.」で定める獲得賞金等分

配対象額のうち利益分配額となる金額は、雑所得として他の所得と
合算され通常の所得税率により総合課税されます。(分配の際に源
泉徴収の対象となり徴収された所定の所得税(20.42%)は、確定申
告時に精算となります。)また、計算期間中に当該出資馬の匿名組
合契約から生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益によ
り補填されるまで繰越します。したがって、他の出資馬の匿名組合
契約から生ずる利益に対する必要経費に算入することはできませ
ん。ただし、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に生じた損失
金は雑所得内で損益通算が可能です。なお、雑所得は他の所得と
は損益通算できません。

⑵会員が法人の場合 　　　　　　
　法人会員(当社の法人会員)の「2.及び15.」で定める獲得賞金等分

配対象額のうち利益分配額となる金額は、法人税の課税所得の計
算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます。ま
た、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は当
該法人会員の課税所得の計算上損金の額に算入されます。当該出
資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受け取った
金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、当該出
資馬の匿名組合契約が終了した際の損失金については、法人税の
課税所得の計算上、損金の額に算入されます。

8. 匿名組合損益の帰属 　　
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成
します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競

走馬の減価償却費、進上金、営業者報酬等の費用を控除して、利益あ
るいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対す
る出資口数の割合に応じ会員に帰属します。

9. 匿名組合契約（商品投資契約）の期間及び変更に関する事項 
⑴匿名組合契約（商品投資契約）期間に関する事項 　　　　
　当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と当社との商品投資契約

成立日から、当該出資馬の運用終了(「12.(5)1」参照)後、当社から
会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納
入、及び当社から会員に支払う引退精算分配等(後述「16.(3)」参
照)に係る引退精算金等の分配の、双方の支払いが完了した期日ま
でとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上記の「双方の支払
いが完了した期日」をもって終了します。

⑵匿名組合契約（商品投資契約）の変更に関する事項 　　　　　
　当該出資馬の商品投資契約は、当該契約が終了するまで本書面に

記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容に
ついて変更しなければならない事態が生じた場合には、当社は、原
則として会員に対して同意を得たうえで変更を行います。また、現在
適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受け
る事となった場合においてはその法律が優先されるため、記載事
項の内容について変更しなければならない場合があります。 

10. 匿名組合契約の解除に関する事項 
 ⑴解約の可否及び買取りの有無 　　　

　当該出資馬の匿名組合契約の終了（後述「12．⑸①」記載の「引退」
もしくは「運用終了」）をむかえるまでの間の中途解約は会員がクラ
ブに申告を行うことにより可能です。なお、申告した日の属する月ま
でに発生した出資金・会費を全て支払った段階で退会完了となりま
す。中途解約をする場合、会員に対する当社からの返還金はありま
せん。また、当該中途解約については、「4．⑵②」に記載する、「2ヵ
月以上納入義務を履行しない場合」と同様に扱われますので、同条
項にしたがい会員資格は喪失します。ご注意ください。中途解約に
より消滅した会員の出資持分に関わる権利義務は、当社に引き継
がれます。

 ⑵商品投資契約解除によるファンドへの影響 　　　
　会員資格喪失などにより、万が一多数の商品投資契約解除があっ

た場合でも、当該出資馬の運用に影響はありません。 
 ⑶クーリングオフ制度　　

　クーリングオフ制度はありません。競走用馬ファンドは金融商品取
引法第37条の6(書面による契約解除)の適用を受けず、本商品投
資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内無条件
契約解除)はありません。ただし、当社がやむを得ないと判断した場
合は、当該契約の解除を認める場合があります。この場合会員は、
出資契約が成立した日から5日以内にあらかじめ当社に電話等に
よる連絡をして確認した後、契約解除を希望する旨を通知します。 
かかる契約解除が頻繁に行われる場合など、当社は、当該会員に
対して新たな出資申込みを受け付けかねる場合があります。

 ⑷匿名組合員(会員)の破産　　
　破産により匿名組合契約が終了した場合、商法第542条に基づき、

当社は出資の価額を返還します。出資の返還時期は、他の匿名組
合員(会員)への出資の返還時期と同時期になります。

11. 商品投資受益権の譲渡及び相続等に関する事項 
⑴商品投資受益権の譲渡 　　　　

会員は、会員資格並びに商品投資契約上の地位又は商品投資契
約上の権利義務につき、当社が特に認めた場合を除き、これを第三
者に譲渡することはできません。また、商品投資契約上の地位又は
商品投資契約上の諸権利を、第三者のために質入、その他担保設
定することはできません。

⑵相続と相続放棄について 　　　

会員資格並びに商品投資契約上の地位もしくはその権利義務(「商
品投資受益権等」)の相続又は遺贈がなされた場合は、以下による
ものとします。　
①相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益権等を相続又

は受遺する場合相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資受
益権等の承継を希望する場合は、当社からの案内に従って当該
相続又は遺贈を証する所定の書類を提出し、被相続人(遺贈者)
に代わる新しい名義人を届け出ます。但し、被相続人(遺贈者)が
有した商品投資受益権等の数量に係らず、当社との関係でその
承継者となりうる新名義人(相続人又は受遺者)は1名に限るもの
とします。かかる届出があった場合には、当社は届出書その他の
提出書類に不備のないことを確認の上、手数料を徴収すること
なくその名義変更を行います。名義変更が完了すると同時に、新
名義人は、被相続人(遺贈者)が有した会員資格及び商品投資受
益権等のすべてをその会員番号とともに包括承継します。

②相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益権等を相続又
は受遺しない場合相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資
受益権等の承継を希望しない場合には、これを放棄することが
できます。放棄を希望する相続人又は受遺者は、当社の案内に
従って所定の書類を提出し、会員資格及び商品投資受益権等を
放棄する意思を届け出ます。かかる放棄の届出は、被相続人(遺
贈者)が複数の商品投資受益権等を有する場合であっても一括
してこれを行うものとします。この場合には、前条「10.(1)解約の
可否及び買取りの有無」が適用されて中途解約をする場合と同
様の扱いとなり、当社から相続人への返還金はありません。

③相続又は遺贈(以下「相続等」)の手続未了と当該未了期間におけ
る経過措置相続等が発生した場合であっても、前述「4.(2)2」に
記載する、「2ヵ月以上納入義務を履行しない場合」に該当するに
至った場合には、同条項の規定に従って会員資格及び出資馬に
係る一切の権利は消滅します。したがって、相続人又は受遺者が
1記載の相続等による承継を希望する場合には、当社からの請求
にしたがって、競走馬出資金(「4.(1)4」参照)、維持費出資金及び
会費等(「5.」参照)を期日までに納入することを要します。他方、後
述「16.」に記載する賞金等の分配は、相続等の手続未了の間は
保留されるものとし、前記1記載の名義変更手続完了後、当社所
定の手続にしたがって、相続人又は受遺者(新名義人)の指定銀
行口座宛に送金されます。

12. 会員から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する
事項 
⑴商品投資の内容及び投資制限 　　　　 　　

会員から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令
第7条4ニ記載の競走用馬投資関連業務の規定に基づき、競走用
馬(競馬法第14条及び第22条に基づき、JRAが行う登録を受け又
は受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。出資金の
使途や収支の状況等については、後述「18.」記載のとおり当社から
会員に通知されますので、運用実態の整合性について、会員自身で
確認してください。

⑵借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける
投資対象への投資の有無　
①借入れについて 　　　　　 　　　

当該出資馬の運用に伴う預託料等の費用は、会員から出資され
る維持費出資金で充当します。会員から出資された維持費出資
金で賄えない超過額が発生した場合、及び見込むことが困難な
出来事に伴う費用については、一時的に当社等から資金を借入
れることによって補い、最終的な費用負担は当該匿名組合の損
益計算を通じて、会員に帰属しますので、会員に対して負担を求
めることとなります。

②集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資
対象への投資の有無

　クラブ法人は、JRAから支払われた賞金等を活用して、別のファン
ド等への投資は一切行いません。また、当社においても利益分配
額、出資返戻金を活用して別のファンド等への投資は一切行い
ません。よって、利益分配額、出資返戻金については、会員に対し
て支払うまでの間、後述(7)のとおり、銀行等の金融機関へ預託
し、適切な資金管理を行います。

⑶当該出資馬の繰上げ運用終了の有無 　　　　
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用
終了日が繰上がる場合があります。

⑷運用開始予定日について 　　　　 　　
当該出資馬の運用開始予定日は、2歳1月到達時(募集開始日が2
歳2月以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の
属する月)とします。 

⑸運用終了予定日について 　　
①運用終了 　　　
　当該出資馬の所有権を有するクラブ法人は、馬体状況や競走成

績等を考慮し、JRAの競走馬登録を抹消する(未登録馬について
は登録しない)ことを決定します。クラブ法人は、登録抹消済みま
たは未登録の当該出資馬を第三者等に譲渡するなどの手続開
始を当社に伝達し、当社は会員宛に『出資馬引退に関わるご案
内』を通知します。これをもって競走用馬ファンドは運用終了(もし
くは競走馬の「引退」という)となりますので、運用終了予定日の定
めはありません。ただし、後述③のとおり、牝馬については引退期
限の定めがあります。また、後述②のとおり、牡馬については競走
馬を引退した後も種牡馬賃貸契約の締結により種牡馬として運
用を継続する場合があります。なお運用終了後、当該出資契約
は、前述「8.」に記載のとおり、最終となる出資・分配双方の履行
が完了した期日をもって終了します。

②牡馬（去勢馬を含む）の場合 　　　　　　　　
　引退期限の定めはありません。当該出資馬の引退後における第

三者等への売却もしくは無償供与等についてはクラブ法人が判
断します。なお、当該出資馬が種牡馬賃貸契約により種牡馬とし
て供されることとなった場合には、種牡馬の賃貸収入が数年にわ
たり会員に支払われる場合があります(後述「27.(3)」参照)。よっ
て、この場合の「運用終了」とは、上記賃貸収入が最後に会員に支
払われた時として読み替えるものとします。また、この場合は、競
走生活終了と同時にクラブ法人は当社に当該出資馬を現物で返
却しますので、当該種牡馬賃貸契約の貸主は当社となります。   

③牝馬の場合 　　　　 　　
ⅰ　中央入厩予定馬である当該出資馬が牝馬の場合には、6 

歳3月末を引退期限としますが、馬体状況及び競走成績
等を考慮し運用終了日が繰上がる場合があります。また、
牝馬が引退する際には、後述「13.(6)3iii」のとおり、買戻
し代金の規定があります。

④サラブレッドオークション利用による売却 　　　　　
ⅰ サラブレッドオークションへの出品　　　　
 当該出資馬の引退・運用終了に際してクラブ法人は、楽天

サラブレッドオークション(以下「オークション」という)に出
品して売却する場合があります。オークションへの出品要
領については概略以下のとおりとなります。オークション
は毎週木曜日に開催され、落札馬の売却代金は翌日金曜
日(金融機関非営業日の場合はその翌日)に決済されま
す。繋養経費については決済日まで売主負担となり、決済
日翌日の出品馬引渡し以降は買主の負担となります。落
札価格に消費税を加えた金額が売却代金となり、ここから
銀行振込手数料が控除され入金を受けます。出品馬に応
札がないなど、いわゆる「主取り」となる場合、売却申込料
は、売主には返却されることなくオークション事務局の受
領となります。

ⅱ　売却代金と売却経費　　　

 売却経費については落札価格からクラブ法人営業手数料
(金額については、オークションの都度、落札が決定した後
に会員へ通知します。)および消費税を控除した金額とな
ります。牝馬については、当該出資馬の売主において繁殖
牝馬となる場合には、販売総額の5%で買い戻した代金と
なります。但し、当該出資馬が競走能力喪失に基づいて支
給される事故見舞金(中央競馬馬主相互会規定3号及び4
号)の支給対象となる場合にあっては、5%代金から、当該
事故見舞金を控除した額とします。当該事故見舞金額が
5%代金を超過する場合には売却代金の適用はありませ
んのでご了承願います。また、ネットオークションで売却で
きた場合には、落札価格からクラブ法人営業手数料およ
び消費税を控除した金額と、販売総額の5％の金額を比
較し、高い方の金額が当該出資馬の売却代金となります。

⑹競走用馬ファンドの運用に係る計算期間 　　　　 　　
当該出資馬の計算期間は、毎年11月1日に始まり翌年10月31日に
終了するものとし、毎年10月31日を決算日とします。したがって、11
月1日から10月31日までに出走した場合の賞金等、並びに同時期
に当社が受領した事故見舞金等に係わる分配金は、当計算期間
(当年の所得計算)に帰属します。ただし、計算期間末の10月に抹消
引退となった競走馬の引退精算分配並びに後述「16.(1)」に記載の
10月26日から10月31日の間に地方競馬指定交流競走等に出走し
た場合の賞金については、収入費用が計算期間終了後の11月の事
務計算にて確定となることから、翌計算期間に帰属するものとしま
す。その他、費用収益が確定していない事項については、費用収益
が確定した時期の計算期間に帰属するものとします。

⑺会員から出資を受けた財産の管理口座　　　　　
　金融商品取引法第40条の3及び内閣府令第125条の求めにした

がって、事業者の財産と出資財産とを分別管理するため、営業者
(当社及びクラブ法人)は、匿名組合運用に関わる顧客から受けた出
資金を下記の口座にて適切に資金管理します。
①当社における出資財産の資金管理口座 　　　　
　・滋賀銀行草津支店   普通預金 460135　 　　　
　口座名義人 株式会社京都サラブレッドクラブ会員口

②クラブ法人における出資財産の資金管理口座 　　　　　　
　・滋賀銀行草津支店   普通預金 460124　 　　　　　　
　口座名義人 株式会社京都ホースレーシング匿名組合口 

13. 商品投資販売契約等の種類並びに出資者の権利及び責任の範囲    
 ⑴商品投資販売契約の種類 　　　　　　

商法(明治32年法律第48号、以降の改正を含む)第三篇第四章第
535条により規定された匿名組合の契約形態であって、会員が匿名
組合員となり営業者(本書面において「当社」という)に出資し、当社
が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「会員」と
いう)に分配することを約束する契約です。

 ⑵事業報告書の縦覧について
金融商品取引法第47条二に基づき、金融商品取引業者(クラブ法
人及び当社)が内閣府令に基づき内閣総理大臣に提出する事業報
告書は、事業年度終了4ヵ月後から1年の間縦覧することができま
す。希望する顧客(会員に限らず広く一般が対象となります)は、3営
業日前に通知したうえで、通常の営業時間中に当社の本店・営業所
にて縦覧を行いま す。

⑶会員から出資された財産の所有関係 　　　　
会員から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において

「当該出資馬」という)の所有権は、商法第536条の規定に基づき当
社に帰属します。当社は、当該出資馬の所有権により、商法第535
条の規定に基づきJRAに馬主登録のあるクラブ法人に対して現物
出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに
伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、JRAへの競走用馬とし
ての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(地方

指定交流競走、海外の競走、地方競馬の競走を含む)の選択、当該
出資馬の引退手続及び引退後の第三者等への処分を行うものとし
ます。

⑷会員の第三者に対する責任の範囲　　　
当該出資馬の会員は、組合員として匿名組合契約に基づき出資し
た資金及びそれより得られた利益の範囲内で当社の行為に責任を
負うことになります。また、当該出資馬に出資した会員は、当社の経
営及び運用管理に参加することはできません。なお、会員は当該出
資馬の会員であるが故をもって当該出資馬について馬主行為を
行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と
接触すること及びJRAの厩舎地区に立ち入ることはできません。会
員が当該出資馬に関しての問い合わせ等は、必ず当社を通じて行
うものとします。

⑸出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担に関す
る事項について

　獲得賞金等分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出
資した元本を下回る場合があり、この場合、会員が出資した元本の
全額は戻りませんので、本商品投資契約は元本が保証されたもの
ではありません。また、競走用馬によっては、馬体状況等により、競
馬に出走することなく引退してしまうこともあるため、収益が保証さ
れているものでもありません。なお、当該出資馬に関する会員の損
失負担は2歳1月到達時(募集開始日が2歳2月以降となる場合、維
持費出資金の支払義務は、募集開始日の属する月)より発生します。
従って、2歳到達前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失し
たことにより廃用となった場合は、やむを得ず本商品投資契約の効
力が失われることとなりますので、当該出資馬の納入済みの競走馬
出資金及び保険料出資金は、会員に対して全額返金されます。当該
出資馬の運用開始以降においては、死亡、競走能力を喪失して廃
用となった事態を含めて、当該出資馬の競走成績の如何に関わら
ず、当該出資馬の競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金
等その他当社に納入済みの一切の金額は会員に対して返金致しま
せん。また、競走馬出資金について会員は、当社の請求にしたがっ
て募集価格に充つるまでの金額納入義務から逃れられないものと
します。

⑹会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代
金の受領権以下に定める受領権は、当該出資馬の競走馬出資金を
完納した会員が所有します。
①賞金の受領権 　　　　　　　　
　会員が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主とし

て当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞金、距離別出走奨励
賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金および特別出走手
当の合計額(本書面において「賞金」という)から、JRAからの賞金
交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が当社に分配
する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税、所
定の進上金、消費税、クラブ法人営業経費(営業者報酬)の各項目
の合計額、及び当社が会員に利益の分配を行う際の源泉徴収所
得税を控除した金額にあります。ただし、JRAからの賞金交付時
に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が当社に分配する際
に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税(※後述

「3v」参照)及び消費税(※後述「3vi」参照)は、クラブ法人及び当
社が精算又は還付後に会員に分配する方法により、次の2に掲
げる、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金
として分配されるため、会員に受益権があ ります。

②その他の受領権
　会員が所有する前記1以外の受領権は、賞品売却分配金(消費税

抜き。※後述「3i」参照)、事故見舞金(※後述「3ii」参照)、JRA源泉
精算金・クラブ法人源泉精算金、競走取り止め交付金、(賞金にこ
れらを加えたものを本書面において「賞金等」という)、及び、競走
馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(※後述「3iiia及びb」参
照)、保険金(保険事故により支給された額または解約保険料返戻

金)、消費税精算金(※後述「3vi」参照)の各項目の合計額を合算
した額(本書面において「引退精算金」という)並びに診療費補助
金、装蹄費補助金(※後述「3vii」参照)にあります(賞金及び本項
のその他の受領権から診療費補助金、装蹄費補助金を除いたも
のを本書面において「支払金」という)。但し、愛馬会法人が指定
する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)のうち、別
途定める馬については、受領権の範囲並びに分配時期を変更で
きるものとします。

③注意事項 　　
ⅰ　賞品売却分配金の算出について 　　　　　　　

　クラブ法人が馬主としてJRA及びNARの管轄する競馬主催
者から取得した純金メダル、金製品、宝飾品等の賞品につい
ての受領権はクラブ法人にあり、顧客に受領権はありません。

ⅱ　事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金について
　事故で一定期間出走できない場合、またはJRAの競走用馬

としての登録を抹消する場合に日本中央競馬会馬主相互会
より支給を受けるものです。なお、休養に係る事故見舞金は、
支給規程に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支
給済みの金額の一部について返還を求められる場合があり
ます。当該事故見舞金がすでに会員に分配済みの場合は、
前述「5.(4)」の事故見舞金返還義務出資金の対象となり、当
社は会員に返還を求めます。　

ⅲ　当該出資馬の売却代金の算出 　　　 　　　
ａ 牡馬(去勢馬を含む)について、競走馬として売却が

できた場合は、その売却代金(消費税抜き)を会員に
分配します。(前述「12.(5)2及び4」参照)また、種牡馬
となる場合には、その売却代金(種牡馬賃貸契約によ
る場合の利益金を含む)の60%相当額(消費税控除
後)を会員に対して分配します(詳細については、後述
の「26.当該出資馬が種牡馬となる場合について」を
参照)。

ｂ 牝馬については、当該出資馬の売主において繁殖牝
馬となる場合には、販売総額の5%で買い戻した代金
となります。但し、当該出資馬が競走能力喪失に基づ
いて支給される事故見舞金(中央競馬馬主相互会規
定3号及び4号)の支給対象となる場合にあっては、
5%から当該事故見舞金を控除した額とします。当該
事故見舞金額が販売総額の5%を超過する場合には
売却代金の適用はありませんのでご了承願います。
また、ネットオークションで売却できた場合には、落札
価格からクラブ法人営業手数料および消費税を控除
した金額と、販売総額の5％の金額を比較し、高い方
の金額が当該出資馬の売却代金となります。

ⅳ　JRA源泉精算金 　　　　　　　
　JRA(NARの管轄する地方競馬主催者の場合があります)が

賞金支払時に控除した源泉徴収所得税額は、クラブ法人の
決算において法人税額に充当し精算します。精算後のJRA
源泉税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人が当社に支払
い、支払いを受けた当社は、会員に支払います(※後述「16.
(2)年次分配」参照)。

ⅴ　クラブ法人源泉精算金 　　　　　　　　　　　
　クラブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配

より控除した源泉徴収所得税額は、当社の決算において法
人税額に充当し精算します。精算後のクラブ法人源泉税は、
クラブ法人源泉精算金として当社を通じて会員に支払いま
す(※後述「16. (2)年次分配」参照)。

ⅵ　消費税精算金 　　　　　
　匿名組合契約に係わる税務規定にしたがって、営業者(クラ

ブ法人及び当社)は、匿名組合員(会員)に代わって消費税を
確定申告します。営業者は、賞金分配等に際して消費税を預

かり、また、競走馬の購入・預託料等の維持経費について、牧
場・調教師等に税込みの金額で支払いますので、会員は、消
費税を含んだ金額で、競走馬出資金・維持費出資金を支払
います。営業者は、確定申告を通じて消費税の精算をし、そ
の結果として、会員は、競走馬の購入代金及び預託料等維
持経費に係わる消費税の合計額について消費税精算金とし
て分配を受けます。当該精算金に係る会員の分配請求権
は、運用終了時に生じます(後述「16.(3)引退精算分配」参
照)。なお、今後の税制改正並びに営業者の消費税申告にお
いて、競走馬の購入代金・預託料等の消費税が全額控除で
きなくなった場合など、営業者の申告内容が本項記載の内
容と異なることとなった場合、当該精算金が減額もしくは分
配対象ではなくなる場合があります。

ⅶ　診療費補助金・装蹄費補助金等
　中央競馬馬主相互会から診療費補助金及び装蹄費補助金

が支給されます。当該補助金は、当該出資馬に毎月生じる維
持費と適宜相殺する方法により精算します。現役競走期間
中に当該補助金が交付されている場合は、会員に受領権が
ありますが、運用終了・引退後に交付を受けたなど、上記の
方法により精算のできない当該補助金については、当社に
受領権があるものとします。また地方競馬において、賞金と
は異なる、いわゆる補助金・給付金等で、月次分配・年次分
配・引退精算分配の方法をとらない金員を当社が受領した
場合の扱いについては、本項viiの規定を準用します。

ⅷ　顧客にはない受領権
　以下に定めるものの受領権は当社にあり、顧客に受領権は

ありません。クラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払い
を受ける装蹄費補助金及び診療費補助金のうち、引退精算
書の発行日を超えて中央競馬馬主相互会から支払いを受
けたもの。

14. 競走用馬ファンド（当該出資馬）の賞金から出費・拠出される管理報
酬及び手数料について  
⑴賞金からの控除 　　　　

クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、以下
の項目のうち1及び2に掲げる額をJRAにより控除されて支払を受
けます。また、クラブ法人は、JRAから支払われた金額から、以下の
項目のうち3及び4に掲げる額を控除し、このうちから5の源泉徴収
所得税を除いた額(獲得賞金等分配対象額)を当社に支払います。
支払を受けた当社は、当該支払金額から、以下の項目のうち6に掲
げる額を控除して会員の出資口数に応じて支払います。　　
①進上金
　当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出

資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、平地競走
の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の
20%を、付加賞の5%をそれぞれ乗じた額が支払われます。また、
障害競走の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除
いた額)の22%を、付加賞の7%をそれぞれ乗じた額が支払われ
ます。ただし、騎手に関わる進上金のうち、外国人騎手(中央競馬
の通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合
については、後述「14.(1)8」をご覧ください。

②JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税 　　　　　
　当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金額が75万

円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、JRAが賞金
から源泉徴収所得税として控除します。なお、源泉徴収所得税の
計算方法は以下のとおりです。
○源泉徴収所得税の計算式
　{賞金－(賞金×0.2＋60万円）}×10.21％ (東日本大震災復興

に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]が
含まれます)

　※当該源泉徴収所得税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人
の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。 　

③消費税　
　当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金から、以下

の計算方法により控 除されます。
○消費税の計算式
　(賞金進上金)×10/110
　※1円未満は切り捨て。 ※「10/110」は、本書面作成日現在の

消費税率。税率変更とともに変更となります。
④クラブ法人が当社に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源

泉徴収所得税
○源泉徴収所得税の計算式
　クラブ法人が当社に支払う利益分配額×20.42%(東日本大震

災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の 
2.1%]が含まれます) ※当該源泉徴収所得税は、クラブ法人源
泉精算金として、当社の決算において法人税額に充当精算後
に年次分配します。

⑤営業者報酬 
　クラブ法人は、日本中央競馬会等から支払われた賞金の3%の額

を、営業者報酬として賞金から控除します。
⑥特別営業者報酬(記念品製作費、祝賀会開催費等)　　　
　クラブ法人は、当該出資馬が重賞競走(中央、地方、海外を含む)

に出走して優勝した際に、馬主としてクラブ法人が所属厩舎に対
して支払う祝儀(本賞の1%)及び一般の馬主慣行に従って行った
祝賀会費用、優勝記念品の製作等の実費の合計額を、当該競走
により取得した賞金の10%相当額を超えない範囲で、別途、特別
営業者報酬として控除します。

⑦当社が会員に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴
収所得税　　

　当該項目は、当社が利益分配額を支払う場合には所得税が課税
されることとなり、当社が利益分配額から源泉徴収所得税として
控除します。 なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりで
す。
○源泉徴収所得税の計算式
　当社が会員に支払う利益分配額×20.42%(東日本大震災復

興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]
が含ま れます)

⑧外国人騎手の騎乗と「国外事業者進上金」について
　消費税法改正により平成28年4月1日以降、国外事業者が日本

国内で行う役務提供について、いわゆる「特定役務の提供」と位
置づけること、並びにいわゆる「リバースチャージ方式による消費
税の申告・納税」を実施することなどの仕組みが導入されました。 
外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手
を除く)が騎乗した場合の進上金(ここでは「国外事業者進上金」
といい「特定役務の提供」に該当)にかかる消費税の申告・納付に
ついても同規定が適用となりますので、JRAが賞金を馬主に支払
う際や、クラブ法人が消費税の申告・納付を行う際などでは、本邦
騎手が騎乗した場合と異なる事務対応が求められます。ただし、
本項記載の分配作業並びに「13.(6)3vi」に記載の会員が受領す
る「消費税精算金」の計算など、当社が会員に対して行う分配等
の事務作業については本書面記載のとおりとなります。したがっ
て、騎乗者の国籍等による取扱いの相違はありませんが、進上金
のうちに「国外事業者進上金」を含む場合は、前述「6.」の『請求
明細書』に附属する明細等に該当する旨を記載します。

⑵営業者の報酬 　　
①クラブ法人の営業者報酬 　　　　　

ⅰ　上記「(1)5」記載の営業者報酬(賞金[特別出走手当を除く]
の3%)　

ⅱ　種牡馬売却手数料(消費税控除前の売却代金の40%)
ⅲ　前述「13.(6)」に規定される会員の受領権以外の全ての受領

権
②当社の営業者報酬 　　 　　

ⅰ   一般会費
ⅱ　種牡馬売却手数料(消費税控除前の売却代金の40%)

③営業者報酬の対象外となる会員の受領権　　　　　
　賞金のうち特別出走手当、事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・

同付加金、競走取り止め交付金、売却代金(牝馬の場合の買戻し
代金を含む。但し、サラブレッドオークション利用による売却[12.
(5)4参照]及び種牡馬となる場合[26.参照]を除く)、保険金、解約
保険料返戻金、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金、消費税
精算金、診療費補助金、装蹄費補助金は、営業者報酬の対象外と
して獲得金額全額が会員への分配対象となります。地方競馬に
おいても、手当等の名称に関わらず同様の趣旨に基づく金員に
ついては適宜営業者報酬の対象外とします。

15. 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分
方法 

　獲得賞金等分配対象額(※前述「14.」記載のとおり)及びその他の分
配のうち、1の金額から2の金額を控除した金額を限度として出資返
戻金とします。
①賞金等(引退精算金を含む)獲得時における競走馬出資金及び維

持費出資金、保険料出資金、海外遠征出資金、事故見舞金返還義
務出資金の累積出資金額(過去に出資返戻金があった場合は当該
金額控除後の金額)

②競走馬の賞金分配月の前月末簿価　　　　　
　なお、上記金額の計算方法は以下の通りです。
 ○競走馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法
　・競走馬の取得価格の算出

取得価格={(競走馬の募集価格)+(2歳1月~3月の預託料)}×  
100/110 ・減価償却累計額の算出

　取得価格÷48×(2歳4月1日から賞金分配月の前月までの月数)・
前月末簿価の算出

取得価格 減価償却累計額
※1円未満は切り捨て。 ※分配月:金融機関営業日、非営業日に係らず

当該月の月末 ※100/110 は消費税率変更とともに改定されます。
　獲得賞金等分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合

契約に基づく利益分配額となります。

16. 競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金の分配方法及び分配時期に
関する事項
当社は、支払金がある場合には、以下の月次分配、年次分配、引退精
算分配の方法により、当該支払金のうち、利益分配額(※前述「15.」記
載のとおり)にかかる源泉徴収額を控 除して出資口数に応じて会員に
支払います。したがって、月次分配、年次分配、引退精算分配は、当該
収入を得た場合であって、必ずしも予定されたものではありません。支
払時期は、月次分配の賞金は、原則として、当該出資馬がJRAの競走
に出走した日の属する月の当月または翌月末日、また、賞金以外の受
領権に係る項目については、当該収入をクラブ法人が受領した日の
属する月の当月または翌月末日とします。年次分配は、計算期間終了
後の翌年3月末日とします。また、引退精算分配は、当該出資馬の運用
終了に際して会員が支払う最後の維持費出資金の自動振替が行われ
た月の月末とします。いずれも原則として月末に会員に対して分配時
期を記載した明細を掲示します。なお、月次分配・年次分配について
分配時の合計金額が3,000円に満たない場合、次月に繰越とします。
⑴月次分配　　 　　

当該計算期間内(11月1日から10月31日)の出走により得た賞金、
及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の
獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間
に属し、当月もしくは翌月分配いたします。賞金(※控除される内容
など分配方法は前述「14.」参照)及び、賞品売却分配金(消費税抜

き)、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取
り止めまたは不成立となった場合に交付)及び特約保険金(「5.
(2)2viid及びe」)は、月次分配の方法により分配します。　　　　

⑵年次分配 　
当該計算期間内(11月1日から10月31日)に出走して獲得した賞金
に係る、JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラ
ブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源
泉徴収所得税は、それぞれJRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金
として、当該計算期間終了後の翌年3月末日に会員に分配します。
年次分配における会員の分配請求権は翌年3月末日に生じ、分配
金受取り時の計算期間の所得として扱われます。

⑶引退精算分配 　　
当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・同
付加金、売却代金(消費税抜き。牝馬の場合に規定される買戻し売
却代金を含む)、保険金(死亡、競走能力喪失及び傷病により未出走
が確定した場合)、保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、消
費税精算金は、引退精算分配の方法により分配します。引退精算分
配は、競走馬登録の抹消・競走馬の死亡といった引退事由の生じた
月の翌月の事務計算により金額が確定し、金額が確定した月の翌
月末日に原則として分配が行われます。引退精算分配に係わる会
員の分配請求権は、事務計算により金額が確定した日に生じます。
また、上記(2)の年次分配を予定していたJRA源泉精算金、クラブ法
人源泉精算金は、運用終了に際して分配時期を繰り上げて、引退精
算分配します。
なお、前述「4.(1)4i」に記載のとおり、引退精算分配の一部若しくは
全額は、競走馬出資金の未払分に充当される場合があります。
維持費の精算金は、会員から預託されている維持費出資金の合計
額から、当該出資馬の運用に際し実際に要した預託料等の合計額
を差し引いて算出した額とします。その精算額に余剰が生じた場合
には会員に支払うものとし、不足が生じた場合には他の分配額より
充当するものとします。

⑷適用除外（支払金の留保）　 　　　　　 　　
会員が、納入期限の到来した会費、競走馬出資金、維持費出資金、
保険料出資金並びにその他の競走用馬ファンドに係る追加出資金
等が未納になっている場合は、当該会員に対する支払金の分配は
留保します。完納後は、当社所定の手続に従って会員に分配されま
す。

17. 運用終了（引退）時の支払について 
⑴引退精算分配の金額の計算方法 　　　　　　

当社は、当該出資馬の引退時に、当該出資馬に係る引退精算分配
に係る分配金がある場合には、当該精算金額を出資返戻金と利益
分配額に区分し、出資口数に応じて算出し、当該算出額から利益分
配額に対する源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め20.42%)を
控除して会員に支払います。

⑵支払方法及び支払時期 　　　 　　
当社は、当該精算金額を原則として、当該出資馬の運用を終了する
こととなった日の属する月(もしくはその翌月)の翌々月末日に、出資
口数に応じて会員指定の金融機関口座へ振込みます。なお、会員
に対して事前に『請求明細書』及び『支払通知書』を通知します。
　　　　　　　　　　　　　

18. 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 　
当社は、金融商品取引法第42条七の定めに従って、運用報告書とし
て、当該出資馬の運用状況、獲得した賞金等に関わる『請求明細書』
及び『支払通知書』及び必要に応じてその補助明細書を、原則として
毎月末日に会員に掲示します。

19. 競走用馬ファンド（当該出資馬）に係る資産評価に関する事項 　　
前記「18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照し
て下さい。

20. 計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損
益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける
予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公
認会計士または監査法人の監査を受ける予定はありません。

21. 当該商品投資契約に関わる紛議について 
⑴当社が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託

する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及
び住所 

　・特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
　東京都中央区日本橋茅場町 2-1-13 第3証券会館

⑵当該商品投資契約に関わる訴訟について管轄権を有する裁判所
の名称及び住所

　・東京地方裁判所 〒100-8920 東京都千代田区霞が関 1-1-4
　・東京簡易裁判所 〒100-8971 東京都千代田区霞が関 1-1-2

22. 商品投資契約に係る法令等の概要 　　
匿名組合契約は、商法535条から同法542条に規定されている匿名
組合契約であって、匿名組合員となる会員が営業者の営業のために
出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合
においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業の
ため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる
会員は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及び
それより得られた利益を限度に責任を負担します。また、会員に対し
交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品
取引法第38条及び第40条など、金融商品取引法の規定に基づいて
行為規制を受けております。
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法
(昭和23年法律第158号)の規定に基づいて規制を受けております。
会員の出資については、「3.(3)」に記載する「犯罪収益移転防止法」及
び「マイナンバー法」の規制を受けております。

23. 当社の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨 　
前述「13.(2)」記載のとおり、顧客は事業報告書を縦覧することができ
ます。

24. 当該出資馬の海外遠征
当該出資馬を海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)させ
る場合には、当該出資馬の所有権があるクラブ法人が決定し、愛馬会
法人は顧客に対してその旨を通知します。海外遠征の場合、進上金の
取扱いについては、遠征先のルールに従うものとし、一方、日本中央
競馬会交付の褒賞金についてはこれを進上金の対象とします。また、
遠征に際して生じた、検疫・輸送の帯同人件費、登録料、海外保険等
の経費について、顧客は、遠征馬の競走成績に関わりなく、これを維
持費出資金に相当するものとして出資割合に応じて別途負担して頂
きます。　　　

25. 中央入厩予定馬の地方転籍とその判断について 　
当社は、未勝利及び未出走のまま引退した当該出資馬について、日本
中央競馬会に競走用馬として再登録する意思がある場合には、当該
出資馬を地方競馬に馬主登録のある第三者(山上和良)に売却しま
す。これを予定している場合には、当社は、その旨を記載した書面を
当該出資馬の顧客に事前にお知らせします。当該出資馬の匿名組合
を解散後、日本中央競馬会が競走用馬として再登録するために定め
た条件を、当該出資馬が満たした場合には、当社が当該出資馬の所
有権を再取得して、従前の匿名組合の顧客に限定して再出資の募集
(以下、「再ファンド」という)をします。但し、前述の条件を満たさない場
合もしくは1年以内に再登録する意思を取り下げる場合には、速やか
に従前の匿名組合の顧客に対して通知します。なお、従前の匿名組合

の顧客が、当該出資馬の再出資に応じるかどうかは自由とします。ま
た、再ファンドの詳細については以下のとおり定めるものとします。
⑴地方競馬在籍時の当該出資馬に係る馬主等 　　　 　　

①地方在籍時の地方馬主は、山上和良とします。
②地方在籍時の当該出資馬の支出に係わる経費及び、収入に係わ

る金品についての権利は、当該出資馬の所有権がある地方馬主
にあります。

⑵当該出資馬の当初引退から日本中央競馬会に競走用馬として再登
録するまでの期間当該出資馬が再登録の条件を満たした時点で、
地方馬主は、クラブ法人にその旨速やかに報告し、クラブ法人、当
社は、その日から3か月以内に再ファンド及び再登録の手続きをと
るものとします。但し、厩舎に空き馬房がない等、再登録の手続きを
とることができない場合は、再ファンドのみ行ない牧場等で待機さ
せます。なお、地方競馬で再登録の条件を満たした後に、故障、疾病
を発症し休養を余儀なくされた場合はこの限りではありません。

⑶再ファンドの対象者
　　当該出資馬に対し出資を行っていたことを条件とします。
⑷再ファンドにおける当該出資馬に関する事項

①販売総額
　地方馬主に売却した際の金額とし、一口当たりの競走馬出資金

は、販売口数（従前の匿名組合の販売口数と同数）で除したもの
になります。

②出資口数
　当該出資馬を従前所有していた口数と同数以下とします。
③維持費出資金
　従前の運用時と同様の請求方法とします。なお、顧客の支払義務

は、地方競馬の競走用馬登録を抹消した翌日分より発生します。
④競走用馬保険
　年齢に関わらず加入しません。
⑤その他の条項

　　　その他の条項については、本書面に定めるとおりとします。
⑸クラブ法人がNAR馬主免許を取得した場合の取り扱いについて

JRA未勝利馬が地方に転籍してその後再度JRAに登録する制度を
利用いたします。

　当該出資馬がJRAの平地競走において未勝利(平地重賞競走にお
いて2着のある場合を除く。未出走の場合を含む)の場合、3歳未勝
利戦の番組終了と同時に、平地競走においては、原則いわゆるロー
カル開催にしか出走できなくなります。また、自動的に1勝クラス
(500万下条件)に編入されますが、出走は、収得賞金のある馬が優
先されるため、収得賞金が「0」の未勝利馬は最初に除外の対象と
なってしまいます。但し、JRAの競走馬登録を抹消した後地方競馬
に転籍してJRAの定める成績(本書面作成時では、JRAに再登録す
る際において、地方競馬の競走で2勝以上を挙げている2~3歳馬、
もしくは、3勝以上を挙げている4歳以上の競走馬)を挙げた競走馬
については、再度JRAの競走馬登録を行った場合(以下本書面にお
いて「JRAの再登録」という)収得賞金が「0」でなくなり、未勝利馬ゆ
えの出走制限を受けることなく出走できることとなります。当該出資
馬がこの制度を利用してJRAの再登録を目的にNARに競走馬登録
したうえ、地方競馬の競走において運用される場合があります。

　また、JRAの競走馬登録を抹消する、あるいはJRA未登録の当該出
資馬の競走馬登録を行わないことをもって、引退・運用終了、匿名
組合契約終了とする判断については、当該出資馬の運用継続によ
る採算性を予測し、その時点での見通しをもとにクラブ法人が行い
ます。従って、当該出資馬が未勝利馬の場合において、地方への転
籍は必ずしも行われるものではありません。また、地方競馬に転籍
後、地方競馬にて運用中に、引退・運用終了、匿名組合契約終了と
する判断をとる場合がありますので、「JRAの再登録」は必ずしも行
われるものではありません。また、愛馬会法人と会員との間の当該
出資馬の匿名組合契約が終了する際、当該出資馬が譲渡されるこ
とがありますが、当該譲渡によりあらたに当該競走馬の所有権を取

得した第三者もしくは営業者(クラブ法人・愛馬会法人)に関わりの
ある生産(提供)牧場の馬主登録者が、当該競走馬を地方競馬等の
競走に出走させることのあることを、当該出資馬の会員は了承する
ものとします。クラブ法人は、かかる匿名組合契約終了とする判断
について、出資会員の利益を最優先に誠実に行うものとします(但
し、その判断の結果責任を負うものではありません)。当該出資馬が
牡馬またはせん馬の場合で、第三者以外(営業者に関わりのある提
供牧場等)に競走馬として譲渡される場合の譲渡価格は売買実例
等を基にクラブ法人が適宜判断します。牝馬の場合は、前述「13.
(6)3iiib」に従います。

26. 当該出資馬が種牡馬となる場合について　
⑴転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者 　　　 　　
　当該出資馬の種牡馬への転用の可否、転用時期、繋養先等は、クラ

ブ法人が決定します。但し、種牡馬としての価値が比較的高額とな
る場合には、売却する方法でなく、次項(3)に掲げる種牡馬賃貸契
約を締結する方法を採ることがあります。この場合、クラブ法人は当
該出資馬の所有権を当社に返還するものとし、当社が種牡馬賃貸
に関する諸事項を決定します。

⑵繋養先並びに売却価格等の決定方法 　　
　種牡馬転用時の評価(売却価格もしくは賃貸価格)は、競走成績、血

統背景、景気動向等による需要予測、過去の類似売買(もしくは賃
貸)実例などを参考にして、売却先または賃貸先(繋養種馬場)と協
議の上決定します(無償で寄贈する場合があります)。種牡馬として
売却できた場合(種牡馬転用前に売却先等の馬主名義にて競走出
走を条件とする譲渡契約を締結した場合を含む)の売却代金につ
いては、その売却代金(消費税込み)の40%を営業者の報酬とし(前
述「14.(2)営業者の報酬」を参照)当該営業者報酬を除いた残額
60%相当額(「売却代金(税込)×100/110売却代金(税込)×40%」
の式にて算出)が会員に分配されます(前述「13.(6)3iiia」参照)。

⑶種牡馬賃貸契約の概要について　　
　種牡馬賃貸契約の契約内容については、個々によって一部異なる

場合がありますが、概ね次の形式となります。クラブ法人が競走馬
登録を抹消した当該出資馬の所有権は、当社に返還されます。当社
は、契約開始から複数年(最長5年)にわたり当該出資馬を第三者に
賃貸します。得られた賃貸収入(消費税控除後)から繋養経費(預託
料、保険料、種牡馬登録料等。消費税控除後)を除いた純利益金の
うち60%が会員に対する獲得賞金等分配対象額となります。(「13.
(6)3iiia」に記載する「当該出資馬の売却代金の算出」及び「14.
(2)2」に記載する「営業者の報酬」を参照)。当社は、獲得賞金等分
配対象額のうちから匿名組合契約に関わる源泉徴収所得税(復興
特別所得税を含め20.42%)を控除のうえ、各年度の種付シーズン
終了後に出資口数に応じて会員あてに分配します。導入初年度に
受胎率保険に加入するほか、その後の傷害や疾病による当該年度
の種付頭数減少、受胎率の低下及び種付不能など不測の事態につ
いては、一部の免責事項を除いて保険により補填される仕組みを
採用しており、予定した賃貸収入が会員に分配される内容が基本と
なります。賃貸期間終了後は、10万円に消費税を加えた金額(1頭
の価格)で借り主に譲渡されます。

株式会社京都サラブレッドクラブ
〒525-0037　滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 
TEL.077-584-5015
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競走用馬ファンドの契約にあたって
 《契約成立前（時）の交付書面》
発行：株式会社京都サラブレッドクラブ
作成年月日:2022年8月26日

競走用馬ファンドのリスク等
特徴について
競走用馬ファンド(以下、「本ファンド」といいま
す。)は、出資された元本を保証するものではあ
りません。匿名組合契約の締結にあたっては、
本書面をよく読み、商品の特性、リスクをご理
解頂いたうえで、自己の判断と責任において
ご出資をご検討下さいますようお願いいたし
ます。
◎顧客(会員)は、ホームページまたはパンフ

レットに記載する募集馬から競走用馬を選
択し、当該馬に出資することにより獲得賞金
等の分配を受けます。当該出資馬は当社よ
り、JRA(日本中央競馬会)に馬主登録のある
クラブ法人に現物出資された後、競走の用
に供されます。会員の支払う馬代金相当額、
競走馬の維持費、保険料等は出資金として
扱われ、会員の受領する賞金、事故見舞金、
売却代金、保険金等はすべて分配金(利益
若しくは出資金の返還)として扱われます。

◎競走馬によっては、馬体状況等により競走
に出走することなく引退することがあり、ま
た、出走した場合においても、競走成績不振
により出資元本を上回る賞金を獲得できな
いことがあります。したがいまして、競走用馬
ファンドは、収入の保証されているものでは
なく、また、会員が出資した元本の保証はあ
りません。

◎本商品投資契約は、商法第535条に規定さ
れる匿名組合契約に基づいており、匿名組
合営業者(「当社」及び「クラブ法人」を包括
的にさし、以下「営業者」といいます。)の報
酬は、当該出資馬が獲得した賞金の３％及
び当該出資馬を種牡馬として転用する場合
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14． 競走用馬ファンド（当該出資馬）の賞金から出費・拠出される

り得られた賞金(※後述「13.(6)1」参照)その他収入から諸税金等
を控除した額(本書面において税金等を控除した額は「獲得賞金
等分配対象額」という)を、当社に対して分配する。

⑥当社は、当該分配額を出資口数に応じて算出し、会員に対して分
配する。

⑦会員は、競走用馬の購入代金に対応する出資金(以下「競走馬出
資金」という)のほか、維持費出資金その他の追加出資金(後述

「5.」参照)を支払う。獲得賞金等分配対象額は、一定の基準(後述
「15.」記載のとおり)に従い、出資返戻金(出資の返還)と利益分配
額に区分計算します。当社は、この分配作業を基本的に月次にお
いて行い、会員に分配します(以下「月次分配」という)。獲得賞金
等分配対象額のうち、JRAがクラブ法人に支払う賞金からは、源
泉徴収が行われます(以下「JRAの源泉徴収」という)。また、当社
とクラブ法人との間の当該出資馬の現物出資は匿名組合契約で
行われることから、クラブ法人から当社に賞金等が分配される
際、匿名組合の利益分配に対して20%(復興特別所得税を含める
と20.42%)が源泉徴収されます(以下「クラブ法人の源泉徴収」と
いう)。JRAの源泉徴収に伴う源泉徴収所得税はクラブ法人に帰
属し、また、クラブ法人の源泉徴収に伴う源泉徴収所得税は当社
に帰属しますが、計算期間(※後述「12.(6)」参照)終了後におい
て、クラブ法人及び当社の各々の決算にあたって上記各源泉徴
収所得税を精算し、クラブ法人が「JRAの源泉徴収」を、当社が

「クラブ法人の源泉徴収」を受けた場合には、このいずれの源泉
徴収所得税についても、源泉税精算相当額として当社から会員
に分配されるものとします。この分配作業は年次において行い、
一定の基準(※後述「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利
益分配額に区分計算して会員に分配します(以下「年次分配」と
いう)。当該出資馬について、やむを得ない理由によりJRAの競走
馬登録を断念せざるを得ない、あるいはJRAの競走馬登録を抹
消する、などの事由で運用が終了する際に分配金のある場合に
は、当社は引退時における分配作業を行い、一定の基準(※後述

「15.」記載のとおり)に従い出資返戻金と利益分配額に区分して
会員に分配します(以下「引退精算分配」という)。なお、分配は収
入を得た場合に行われますので、「月次・年次・引退精算」による
各分配は、必ずしも予定されたものではありません。当社は、月ご
との計算期間(当該月の1日から31日)末日に会員への分配金・追
加出資金・未分配金の額等をまとめ、原則として翌月末日に通知
します。

3. 当社への入会(新規にご入会される方はよくお読みください)
⑴ 出資資格と出資手続 　　 　

募集馬に対して出資を希望する顧客は、まず、当社に入会し会員資
格を取得していただく必要があります。本書面を熟読の上、以下に
定める所定の手続きを行ってください。ただし、20歳未満の者、出
資について必要な認知、判断、意思疎通を適切に行うことが困難と
判断される者、破産者、競馬関与禁(停)止者、暴力団関係者等のい
わゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる者は出資できません。
顧客は、暴力団等反社会的勢力でないことを表明、確約します(次
項(2)を参照)。また、顧客自らの事業目的に愛馬情報等を利用する
蓋然性があると当社が判断した場合、出資をお断りする場合があり
ます。そのほか、本書面記載内容を理解するに十分な日本語の素養
がないと思われる外国人の方や、海外に居住する等の理由により、
出資、請求、分配等に関わる当社と会員間の通信事務が滞る恐れ
が生じる、もしくは当社が行う源泉徴収において国内居住者と同様
の整合性確保が難しいと判断される恐れのある場合など、出資を
お断りすること があります。
出資希望者は、事前に後述「4.(1)1」に記載の「出資申込みの方法
等」をお読みいただいたうえ、出資希望馬の選択を行って下さい。
その後、
・『預金口座振替依頼書』

の売却代金等利益金の40%相当額(消費税
別途)です。会員の出資としては、競走馬の
代金に相当する競走用馬出資金納入のほ
か、競走用馬の維持費相当額等を毎月追加
出資する仕組みとなります。

◎当該出資馬が牝馬の場合は、原則として、6
歳3月末を引退・運用終了期限とします。当
該出資馬が牡馬の場合は、原則として、引退
時期の定めはありません。但し、牝馬・牡馬
を問わず、クラブ法人が馬体状況及び競走
成績等を考慮して、運用期間を延長又は短
縮することがあります。

◎本商品投資契約の運用開始は、2歳1月1日
(募集開始が2歳1月1日以降の場合は募集
開始日)からとなります。運用開始後は、当該
出資馬が死亡もしくは競走能力喪失により
廃用となった場合を含め、いかなる理由に
よっても会員は、支払方法にかかわらず、募
集価格全額の競走馬出資金納入義務を免
れることはできません。上記運用開始期日
前に当該出資馬が死亡もしくは廃用となり
運用できなくなった場合には、本商品投資
契約は遡及的に解除となり、納入済みの出
資金は会員あてに返還されます。

◎競走用馬ファンドは金融商品取引法第37
条6(書面による解除)の適用を受けないた
め、本商品投資契約にクーリングオフ制度
(契約成立直後の一定期間内における無条
件契約解除)はありません(ただし、当社がや
むを得ないと認めた場合を除く)。また、本商
品投資契約成立から終了までの間に中途
解約がなされた場合、会員に対する当社か
らの返還金はなく、会員資格が失効するとと
もに、出資馬に係わる一切の権利が消滅し
ます。

◎会員は当該出資馬に関する権利義務(商品
投資受益権や維持費出資義務等)は第三者
に譲渡、移転できません。また、当該出資馬
に関する会員の名義変更は、 相続等による
包括承継を除いて行うことができません。

◎当社では、お客様からお預かりした金銭及
び出資金を金融商品取引法第40条の3及
び金融商品取引業等に関する内閣府令第
125条に則り、当社の自己の資金とは区分
して管理します。また、クラブ法人では、当社
からの出資金を自己の資産とは区分して管
理します。

◎金融商品取引法第47条3により、顧客は、金
融商品取引業者が内閣府令に基づいて提
出した事業報告書を、営業者の本店・営業
所において縦覧することができます。

◎本商品投資契約の詳細については、以下の
会員規約(以下「会員規約」といいます)に記
載されています。よくお読みいただき、競走
用馬ファンド及び本商品投資契約の特徴と
リスクをご理解のうえ出資申込みをご検討
ください。

◎本書面(会員規約を含みます。以下同じ。)
は、金融商品取引法第37条3に規定する

『契約締結前の交付書面』及び同法第37条
4に規定する『契約締結時の交付書面』を兼
ねるものです。本書面に基づいて当該出資
馬の運用等が行われますので、契約終了ま
で保管するようにしてください。

◎出資申込み方法について、顧客は当社の
ホームページにて案内に従い出資申込みを
行います。商品投資契約は、会員の出資申
込みに対して当社から受諾の通知が成され
た日をもって、契約成立となります。

       管理報酬及び手数料について 　
 ⑴ 賞金からの控除 
 ⑵ 営業者の報酬
15． 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく
　　利益分配額 への区分方法
16． 競走用馬ファンド（当該出資馬）の支払金の分配方法及び

 分配時期に関する事項 
 ⑴ 月次分配
 ⑵ 年次分配 
 ⑶ 引退精算分配
 ⑷ 適用除外（支払金の留保）
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19． 競走用馬ファンド（当該出資馬）に係る資産評価に関する事項
20． 計算期間に係る競走用馬ファンド（当該出資馬）の貸借対照表　　
　　及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の
　　監査を受ける予定の有無
21．当該商品投資契約に関わる紛議について
22．商品投資契約に係る法令等の概要
23． 当社の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨
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25．中央入厩予定馬の地方転籍とその判断について
26．当該出資馬が種牡馬となる場合について

1. 当社及びクラブ法人
 ⑴ 当社（愛馬会法人）
  ・商　　号 ：株式会社京都サラブレッドクラブ　　
  ・住　　所 ：滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 　　
  ・代 表 者 ：山上和良 　 　　
  ・登録番号 ：近畿財務局長(金商)第 410 号 　　　　
  ・資 本 金 ：1,000万円 　　 　　
  ・主要株主 ：山上和良 　　 　　
  ・他に行っている事業：該当なし 
  ⑵ クラブ法人 　　 　　
  ・商　　号 ：株式会社京都ホースレーシング 　　 　　
  ・住　　所 ：滋賀県草津市西大路町 9-13 西大路ビル 2F-D 　　 
  ・代 表 者 ：マイケル・タバート 　　 　　
  ・登録番号 ：近畿財務局長（金商）第411号　　
  ・資 本 金 ：1,000万円 　　 　　
  ・主要株主 ：マイケル・タバート、山上和良
  ・他に行っている事業：競走馬の保有、育成、管理、
　　　　販売及びこれらに付帯する一切の業務
 
2. 会員から出資された財産の運用形態 　 　

顧客は、当社の運営する愛馬会に入会し愛馬会会員となります(以下「会
員」 または「出資会員」という)。会員と当社との間の匿名組合契約及び当
社とクラブ法人との匿名組合契約を通じて行われる競走用馬(または「競
走馬」という)への出資、運用、分配の仕組の概略は、以下のとおりとなり
ます。

①会員は、出資の対象となる競走用馬を選択し、当社との匿名組合
契約に基づき、これに対応する出資金を当社に支払う。

②当社は、この出資金をもって競走用馬(本書面において「当該出
資馬」という)を取得する。

③当社は、クラブ法人との匿名組合契約に基づき、当該出資馬をク
ラブ法人に現物出資する。 

④クラブ法人は、当該出資馬を日本中央競馬会等(以下「JRA」とい
う)の競走に出走させることにより運用する。

⑤クラブ法人は、当該出資馬をJRA等の競走に出走させることによ

・『本人確認書類』（※運転免許証等のコピ－）
を当社に提出して下さい。なお、会員資格の成立については、出資
申込みを経て商品投資契約が成立した後となります。また、会員資
格が喪失する場合については、後述「4.(2)」に記載しています。な
お、本人確認書類に関しまして、ファンド運用期間前・運用期間中に
関わらず再提出を求めることができるものとします。

⑵暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約   
①会員（顧客）は、現在または将来にわたって、次に掲げる反社会的

勢力のいずれにも該当しないことを表明、確約します。 
・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋

等もしくは社会運動等標榜ゴロ    
・その他前記に準ずる者   

②会員（顧客）は、自らまたは第三者を利用して次に掲げる事項に
該当する行為を行なわないことを表明、確約します。会員が、次
の事項に該当して当社の円滑な運営を妨げた場合等、当社はか
かる会員に対して、新たな出資申込みを受け付けない、または会
員資格を喪失させる場合があります。 
・暴力的な要求行為。法的な責任を超えた不当な要求行為 
・取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 
・風説を流布し、偽計または威力を用いて信用を毀損し、業務を

妨害する行為 
・その他前記に準ずる行為 

③会員（顧客）は、上記①の各種のいずれかに該当し、もしくは②の
各種のいずれかに該当する行為をし、または①にもとづく表明・
確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、通知に
より会員資格が失効したとしても一切異議を申し立てることがで
きません。また、これにより損害が生じた場合でも、一切会員（顧
客）の責任とします。

⑶「犯罪収益移転防止法」と「マイナンバー法」 　　 　
①犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)

に規定する本人確認作業は、『出資申込書』等を本人確認書類記
載の顧客住所に送付することにより実施します。したがって当社
は、会員指定の郵便物送付先が自宅であるか否かにかかわらず、
当該『出資申込書』等を本人確認住所(自宅)に送付し、会員とな
られた方にはこの方法にてお受取りいただきます。あらかじめご
了承ください。 

②行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律(マイナンバー法)に規定する、いわゆるマイナン
バーの収集、保管等に関わる作業に関し、当該マイナンバーは、
当社の行う会員の所得税源泉徴収についての官公庁への届出
事務に限って使用されます。

4. 商品投資受益権の販売に関する事項  
⑴出資申込の方法並びに出資金等払込の期日及び方法等 　 　

①出資申込の方法等 　　　　　　
　会員は、当社の案内に従い出資申し込みを行います。商品投資

契約は、会員の出資申込み（出資申込書の送付）に対して当社か
ら受諾の通知を行った日をもって、契約成立となります。商品投
資契約が成立した場合、当社は会員に対して、初めて出資される
会員には『ご請求書』を送付、それ以外の会員には月末にホーム
ページの『マイページ』上へ掲載されるご請求書に競走馬出資金
等を計上します。

②お支払いの方法
ⅰ　初めて出資される会員の場合 　　　　

　送付した『請求明細書』に記載している金額を、出資の申込
み(商品投資契約成立の日)から10日以内に、当社指定の銀
行口座へ送金(振込手数料は会員負担となります)して下さ
い。なお、初回の競走馬出資金をお振込みいただきました会
員に対して、2回目以降のお支払いスケジュールを記載した

『請求明細書』をホームページ上「マイページ」にて掲載しま

すので、後述「iiそれ以外の会員の場合」を参照して下さい。
ⅱ　それ以外の会員の場合 　　　　　　　　 　　　　

　会員指定の金融機関口座から自動振替による方法となりま
す。会員指定の銀行口座に、振替日の前日までに資金をご用
意ください。振替日は、毎月12日(金融機関が休業日の場合
は翌営業日)となります。また、自動振替の手続きが完了して
いない会員は、『請求明細書』に記載されている金額を振替
日と同月の15日までに当社が指定する金融機関口座に入
金されるようお振込み下さい(振込手数料は会員負担となり
ます)。自動振替が振替不能となった場合についても、同様
の取扱いとなります。

③ご注意 
　本商品投資契約につきましては、出資元本の保証されたもので

はありません(※後述「13.(5)」参照)。また、契約成立から契約終
了までの間に中途解約を行う場合、「10.」に記載のとおり扱われ
ます。当該出資馬の血統等につきましては、パンフレットまたは京
都サラブレッドクラブホームページに記載しています。

　本書面並びに京都サラブレッドクラブホームページをよくお読み
いただき、競走用馬ファンドの特徴とリスクをご理解のうえ、出資
をお申込みください。　

④『ご請求書』または『請求明細書』の記載事項 　
ⅰ　基本的な記載項目

　○競走馬出資金:1頭の募集総額並びに1口当りの募集価格
については京都サラブレッドクラブホームページに明記し
ています。競走馬出資金のお支払い方法については、一
括払いのみとなっております。

　　なお、当該出資馬の運用開始は2歳1月1日からとなります
ので(後述「12.(4)」及び「13.(5)」参照)、同日以降に当該
出資馬の死亡その他の理由により運用が終了した時点で
なお未払いの競走馬出資金がある場合には、会員はかか
る未払い競走馬出資金(募集価格に出資口数を乗じた金
額から既払い分を控除した残額)を当社に対し納入するこ
とを要します。後述「5.(2)」に記載する保険金(死亡保険金
及び、同項「2vii」に掲げる特約保険金)を受ける場合な
ど、保険金を含む引退精算分配総額は競走馬出資金の未
払い分に充当されます。充当後に未払い分が残る場合、
会員は一括してこれを当社に支払います。また、充当後に
保険金等が残余となる場合、当該残余金は会員に分配さ
れます。　

ⅱ　当該出資馬の1歳11月以降に出資する場合に付加する項目
　○維持費出資金（飼養管理費用相当額）：※後述「5．⑴」参照。  
　○保険料出資金（競走馬保険料相当額）：※後述「5．⑵」参照。
（『ご請求書』等の記載によらず、別紙記載にてご案内する場
合があります）

⑵会員資格の喪失及び遅延利息の支払等 　
①会員が、支払義務の発生している競走馬出資金、維持費出資金、

保険料出資金、会費等について、当社指定の納入期日までに支
払いを履行しない場合、当社は会員に対して、当該債務額に対し
て年率14.6%の割合による延滞利息の支払を求めます。また、当
社から会員に分配される予定の支払いは、保留・延期されます
(後述「16.(4)」参照)。なお、かかる滞納が頻繁に繰り返される場
合、当社は当該会員の会員資格を喪失させる、または新たな出資
申込をお断りすることができるものとします。　

②会員が、前項の納入期日から2ヵ月以上納入義務を履行しない
場合には、その会員資格は喪失するものとし、さらに会員が有し
ていた分配請求権(「27.」に記載する種牡馬転用に関する分配金
を含む)並びに出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします
(納入済みの出資金等は一切ご返金いたしかねます。また、会員
資格が喪失したことを当社が会員に通知する以前に当社から発
せられた維持費出資金、競走馬出資金、遅延利息等の支払いに

ついて、当該会員は支払いを免れることはできません)。この場
合、 出資馬の商品投資受益権は当社が承継します。　

③会員が、次の事項に該当して当社の円滑な運営を妨げた場合
等、当社はかかる会員に対して、新たな出資申込みを受け付けな
い、または会員資格を喪失させる場合があります。
・本書面の後述「13.(4)」の記載内容に違反した場合
・いわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる場合(前述「3.(2)」

参照)及び、前述「3.(1)」に掲げる、出資をお断りする事由に該当
する方に、出資後に至った、もしくは当該事実が判明した場合

・当社、クラブ法人等と、あたかも密接な係わり合いのあるよう公
表する、もしくは、当社の主催するイベント等において撮影した
写真等を無断で使用するなどし、事業目的に利用するなどの迷
惑行為をした場合

・当社が会員に提供する物品及び記念品等を転売目的で公にす
るなどし、当社及び、物品提供元のある場合はその提供元等に
対して迷惑行為をした場合

・当社以外の関係各所に、みだりに訪問・連絡するなど迷惑行為
をした場合

・当社が会員に貸与しているホームページの会員個々のユー
ザーID、パスワードを公表漏洩し、不正使用と認められた場合

・機関誌、ホームページ等、当社に権利が属するものを無断に複
製・転載等した場合

・当社、クラブ法人、当該出資馬及びそれらの関係者に対して、公
共の媒体(テレビ、ラジオ、インターネット、雑誌等)または公の場
にて、誹謗中傷と受け取れる内容の発言等を行い、社会的評価
を低下させ、当社及びクラブ法人に不利益を及ぼし、あるいは
その可能性が生じた場合

・上記の他、公序良俗に反する行為を行った場合
・有効な出資持分のない期間が1年を経過した場合

⑶販売予定総額及び口数 　　 
　1頭当りの募集価格・販売口数は、募集馬によってそれぞれ異なり

ますので、京都サラブレッドクラブホームページ、または京都サラ
ブレッドクラブパンフレットをご参照下さい。

⑷販売単位 　　 
　当社では、全ての募集馬について1口単位で販売しています。 
⑸出資申込期間及び取扱場所 　 　  　 

①申込期間
　募集開始日から、
　・当該馬がJRAのトレーニングセンターに入厩する日の前日
　・募集口数が満口になった時点
　・その他当社が別途指定する日
　のいずれかの早い日までとします。
②申込取扱場所 　　　
　お申込みは、当社の事務所(※後述(6)参照)において営業時間内

(午前10時より午後6時まで。休業日は土・日・祝日です)に受け付
けています。

⑹本店・営業所の所在地等及び顧客が営業者に連絡する方法
本店・営業所所在地並びに電話番号は以下のとおりです。顧客が営
業者(当社)に連絡する方法等については、訪問もしくは電話連絡の
方法等により、本店のほか営業所において、以下の時間帯で受け付
けます。　
本 社：〒525-0037　　
滋賀県草津市西大路町 9-13  西大路ビル 2F-D 　
TEL.077-584-5015　　　　 　　

（午前10時より午後6時まで。休業日は土曜・日曜・祝日です。変更
する場合、事前に周知します。）

⑺競走馬出資金のクラブポイント制度について
　当社は会員が競走馬に出資した際、その月の競走馬出資金にかか

る支払金額(ポイント使用額を差し引いた、実際にお支払いただく
金額。以下「ポイント付与対象額」という)の一定割合を会員にポイ

ントとして付与するものとします(以下この制度を「クラブポイント制
度」と称し、付与されるポイントを「クラブポイント」という)。クラブポ
イントの利用については、別途定めるポイント利用規定に従いま
す。

5. 当社が会員から徴収する会費及び追加出資金等の徴収方法　
当社は、以下の項目について、その支払義務の発生に応じて会員指
定の金融機関口座から自動振替をする該当月の前月の原則末日に、
会員に対して計算月分ごとの『請求明細書』 を送付します。
⑴維持費出資金　　
　当該出資金は、当該出資馬の運用において生じる費用(育成費及

び厩舎預託料、各種登録料、治療費、輸送費、重賞競走以外の競走
に優勝した場合に払う祝儀(本賞の1%)など。以下「維持費」という)
に充当するためのものであって、1頭当たり月額60万円(海外遠征
時については別途定める)と設定し、各販売口数で除したものが1口
当たりの維持費出資金となります。

　当該出資馬の募集開始日が2歳1月までの場合には、2歳1月に到
達した月から顧客の支払義務が発生します(募集開始日が2歳2月
以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の属す
る月より発生)。

　なお、当該出資馬が2歳2月に到達した月以降に出資申込をした場
合であっても、支払義務が発生している維持費出資金を遡及して請
求し、当該出資申込の支払いに加算しますのでご注意ください。愛
馬会法人が指定する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募
集馬)については、維持費出資金を年額にて請求することがありま
す。この場合、維持費出資金は2歳1月より、年1回支払うものとしま
す。また、無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)を途中
解約の場合、顧客から納付のあった年額の維持費出資金は返金の
対象にはなりません。　
①申込月分のお支払い方法

ⅰ　申込月が当該出資馬1歳12月までの場合
　維持費出資金の支払義務はございません。これにより『請求

明細書』には当該出資馬の維持費出資金は記載されません。
ⅱ　申込月が当該出資馬2歳1月以降の場合

　維持費出資金の支払義務が生じます。これにより『請求明細
書』には当該出資馬の2歳1月分から申込月の前月分までの
維持費出資金が記載されます。

②申込月の翌月分以降のお支払い方法
ⅰ　申込月が当該出資馬1歳12月までの場合

  当該出資馬が1歳12月までの間は維持費出資金の支払義務
はございません。2歳1月に到達した月から顧客の支払義務
が発生し、発生月の翌々月12日(金融機関が休業日の場合
は翌営業日)がお支払いの期日となります。なお、原則として
自動振替でのお支払いとなりますが、手続き未了等の理由
により自動振替ができない場合には、愛馬会法人指定の金
融機関口座に振り込んで頂くこととなります。(※振込手数料
は顧客負担となります)

ⅱ　申込月が当該出資馬2歳1月以降の場合
   発生月の翌々月12日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)

がお支払いの期日となります。なお、原則として自動振替で
のお支払いとなりますが、手続き未了等の理由により自動振
替ができない場合には、愛馬会法人指定の金融機関口座に
振り込んで頂くこととなります(※振込手数料は顧客負担と
なります)。

⑵保険料出資金（競走馬保険料相当額） 　　　
　当該出資馬は、民間の損害保険会社が取り扱う競走馬保険(死亡保

険)に2歳1月1日より加入するものとし、保険年度は1月1日に始まり 
12月31日までとします。但し、愛馬会法人が指定する無料提供馬
(競走馬出資金を必要としない募集馬)のうち、別途定める馬につい
ては、加入いたしません。

　2歳馬の保険料に係る会員の負担義務は、当該出資馬が2歳1月に
到達した月に発生します。同様に3歳馬以降の競走馬保険料のお支
払いについては、当該馬齢に到達する当該年1月に負担義務が発
生します。会員には、保険料出資金を当該出資馬の出資口数に応 
じて当該年齢に達する前月(12月)に下記①の方法によりお支払い
いただきます。なお、負担義務発生後に会員が当該出資馬に出資
申込みをした場合であっても、2歳馬の年間保険料出資金は、会員
に負担していただくこととなりますので、初回の競走馬出資金お支
払いと合わせてお支払いいただきます。

①当該出資金のお支払い方法　　　
　当該出資馬の1歳12月に自動振替、または出資金支払いと同

時にお支払いいただきます。
　3歳馬以降の競走馬保険については、当該馬齢に到達する前

年12月に自動振替によりお支払いいただきます。また、自動振
替の手続きが完了していない会員は、『請求明細書』に記載さ
れている金額を振替日と同月の15日までに当社が指定する金
融機関口座に入金されるようお振込み下さい(振込手数料は
会員負担となります)。自動振替が振替不能となった場合につ
いても、同様の取扱いとなります。 　　

②注意事項　　　
　クラブ法人は、保険約款に従って当該出資馬の競走馬保険に

対応することになります。当該保険約款を要約すると以下のと
おりとなりますのでご注意下さい。
ⅰ　当該出資馬の保険加入額は、2歳馬については募集価格

の100%、3歳馬については70%、4歳馬については50%と
し、5歳馬以降は保険の更新を行いません。ただし、当該
出資馬がGIII以上の平地重賞競走(海外におけるGIII以
上、地方競馬におけるJpnIII・SIII以上、および新設もしく
は条件変更などの理由により本来の格付が付されなかっ
た場合の重賞競走を含む)において優勝した場合には、馬
齢に関係なく募集価格の100%が保険加入額となります
ので、不足金額が生じた場合には日割り計算して会員に
は負担していただく必要があります。また、種牡馬としての
価値が本項記載の加入額を著しく上回ると想定される場
合などで、会員の利益保護を主な目的として加入額を適
宜増額する判断を営業者は行うことがあります。この場合
の増額に対応する保険料についても会員の負担となりま
す。

ⅱ　年間の保険料は、保険加入額の3.05%(本書面作成日現
在)となっています。 

ⅲ　当該出資馬が障害競走に出走する場合、レース当日のみ
(障害競走中に起因した事故によりレース翌日以降に保険
金支払い対象となる場合を含む)、馬齢、募集価格に係り
なく死亡した場合を含め、給付限度額は 200万円に変更
となります。この場合でも、保険料の追徴・返戻等は行わ
れません。　　

ⅳ　当該出資馬が年度途中に引退した際に保険会社より支払
われる解約返戻金があった場合には、引退精算分配(※後
述「16.(3)」に記載のとおり)により会員に返戻、分配しま
す。

ⅴ　当該出資馬につき不慮の事故が起こった場合は、支給さ
れた保険金をもってその損害全てに対する補填とします。
会員は、当社及びその関係者に対して一切損害賠償請求
はできません。

ⅵ　競走馬出資金に未払分のある会員が保険給付を受ける
場合の保険金については、前述「4.(1)4i」の記載にした
がって、まず競走馬出資金の未払分に充当され、残余の保
険金のみが会員に分配されます。

ⅶ　競走馬保険は死亡保険ですが、保険料の増額を伴わない
限度で、本書面作成日現在、以下の特約が付加されてい

ます。下記a~eいずれにおいても、保険金額全額が、出資
口数に応じて会員に分配されます。(以下a~cの重複適用
はありません。また、同一保険年度においてdまたはeの給
付と死亡保険の給付を合わせて受ける場合、保険加入額
が限度となります。)dまたはeの給付を2歳1月1日から5月
31日までに受けた場合、会員への分配時期は原則6月末
日となります。
ａ． 保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断

を受けた場合、死亡保険加入額の20%(ただし、障害
競走に起因する事故の場合は、1頭あたり200万円が
金額限度)が加入者に給付されます。

ｂ． 傷害または疾病により競走に一度も出走できないこ
と(未出走)が確定した場合、死亡保険加入額20%が
加入者に給付されます。　

ｃ． 保険会社の指定する獣医師より競走能力喪失の診断
を受けた未出走馬で、且つ日本中央競馬会馬主相互
会の競走能力喪失に係わる「規程 3 号・4 号の事故
見舞金」支給要件に該当しない場合(原則として、い
わゆる未入厩馬が主な対象)、死亡保険加入額の
50%が加入者に給付されます。　　　　　

ｄ． 「手術費用特約」として、傷病により主に全身麻酔を
伴う外科手術が実施された場合には、死亡保険加入
額の3%を支払い限度として、当該手術代金相当額が
加入者に給付されます。当該特約は、局部縫合など部
分麻酔による手術や去勢は対象となりません。具体
的には、上部気道手術、開腹手術、眼科手術、副鼻腔
手術、歯科手術、種痬摘出手術、外傷手術、骨摘出手
術、軟部組織摘出手術、関節鏡手術(臨床症状のない
OCD[離断性骨軟骨症]に対する手術を除く)、切開・ド
レナージ(洗浄)手術、骨折内部固定手術、腱・靭帯切
断手術のうち、保険会社が認定した場合に給付対象
となります。手術当日の費用が対象となりますので、
入院費用や後治療、後遺症の手当ては対象外です。
手術回数に制限はなく何度でも給付を受けることが
できますが、当該年度の保険期間における総給付の
限度額は死亡保険加入額の3%となります。また、同一
の傷病に起因する手術について複数回の外科手術 
を受けた場合の2回目以降は給付対象となりません。
但し、完治が証明された後に同様の傷病が生じたこと
により外科手術を受けた際には給付対象となる場合
があ ります。　 

ｅ． 「屈腱炎見舞金特約」として、初めて屈腱炎と診断さ
れた場合、50万円を限度として死亡保険加入額の5 
%相当額が加入者に給付されます(再発は対象外で
す)。給付対象となるのは1度限りですが、当該特約に
ついては、上記b.「未出走が確定した場合」の特約給
付と合わせ適用となる場合があります。

⑶海外遠征出資金　　
当該出資馬が海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)す
るために生じた、輸送費、検疫・輸送等の帯同人件費、登録料、海上
保険等の経費について、会員は、これを出資口数に応じて負担する
義務があります。この経費を賄うため、海外遠征以前に概算による
費用見込み額を、またはレース後に生じた費用を、当社所定の指示
に従って会員は追加出資します(※詳細については後述「24.当該
出資馬の海外遠征」を参照)。

⑷事故見舞金返還義務出資金　　
　事故見舞金支給規定に定められた休養期間の満了前に当該出資

馬が復帰・出走した場合、受領済みの従前の事故見舞金の一部金
額につき、中央競馬馬主相互会より返還を求められる場合がありま
す。従前の事故見舞金が会員に分配された後に当該返還請求を受

ける場合、会員に返還義務が生じ、会員は当該出資金を追加出資
のかたちで返還します。

⑸一般会費（契約成立日の属する月から発生します）
550円から5,500円（全て税込）の会費プランがあります。詳細はパン
フレットまたは京都サラブレッドクラブホームページに記載していま
す。退会は申告制とし、申告した日の属する月までに発生した出資金・
会費を全て支払った段階で退会完了となります。
⑹輸入経費出資金　

当該出資金は、当該出資馬が外国産馬の場合において、日本国へ
輸入する際に掛かった諸経費相当分(輸入関税、輸送保険料、出入
国検疫費、付添人費、軽種馬協会登録費及び輸送費等)を指し、出
資割合に応じて負担して頂くこととなります。当該出資金の支払は、
当該出資馬が日本国へ輸入される月の前月12日（金融機関休業日
は翌営業日）に、1頭当たり800万円を顧客指定の金融機関口座か
ら自動振替を行い、支払金額が確定した翌月12日（金融機関休業
日は翌営業日）に、差額分を顧客指定の金融機関口座に振込、もし
くは不足分を顧客指定の金融機関口座から自動振替を行います。
なお、支払方法については、当該出資馬の出資申込の際に支払金
額が既に確定している場合には、出資金等と合わせて当該出資馬
の『請求明細書』に記載されます。

6. 『請求明細書』の通知
当社は、原則毎月末日に『請求明細書』を会員にホームページ上にて
通知します。当該書面には会費・出資金等のご請求金額や決済日、並
びに当月分賞金等分配金の支払金額や送金日等の内容が記載され
ます。会費、出資金等については自動振替予定日の記載があります。
当該書面をもって領収書と同様の役割としますので、会員は当該書面
を保管してください。また、自動振替登録手続未了の方は、振込用紙
の控えまたはこれに代わる振込を証明する控えを保管してください。
いずれも再発行はいたしかねますのでご了承ください。また当該書面
は後述「18.」に記載する会員への運用状況の報告を兼ねます。

7. 会員への利益分配額に対する課税方法及び税率
当社は、確定申告の用に供するため、『匿名組合契約等利益の分配金
の所得税申告資料』 を会員に送付します。
⑴会員が個人の場合 　　　　　　
　個人会員(当社の個人会員)の「2.及び15.」で定める獲得賞金等分

配対象額のうち利益分配額となる金額は、雑所得として他の所得と
合算され通常の所得税率により総合課税されます。(分配の際に源
泉徴収の対象となり徴収された所定の所得税(20.42%)は、確定申
告時に精算となります。)また、計算期間中に当該出資馬の匿名組
合契約から生じた損失金は、次の計算期間以降に生じた利益によ
り補填されるまで繰越します。したがって、他の出資馬の匿名組合
契約から生ずる利益に対する必要経費に算入することはできませ
ん。ただし、当該出資馬の匿名組合契約が終了した際に生じた損失
金は雑所得内で損益通算が可能です。なお、雑所得は他の所得と
は損益通算できません。

⑵会員が法人の場合 　　　　　　
　法人会員(当社の法人会員)の「2.及び15.」で定める獲得賞金等分

配対象額のうち利益分配額となる金額は、法人税の課税所得の計
算上、益金の額に算入し、通常の法人税率により課税されます。ま
た、期末における当期損益分配額が損失の場合、当該損失金は当
該法人会員の課税所得の計算上損金の額に算入されます。当該出
資馬の匿名組合契約が終了した際に利益分配額として受け取った
金額は、益金として通常の法人税により課税されます。一方、当該出
資馬の匿名組合契約が終了した際の損失金については、法人税の
課税所得の計算上、損金の額に算入されます。

8. 匿名組合損益の帰属 　　
クラブ法人は、計算期間末に匿名組合契約に係る損益計算書を作成
します。当該損益計算は、賞金等の収入から厩舎預託料、保険料、競

走馬の減価償却費、進上金、営業者報酬等の費用を控除して、利益あ
るいは損失を算出します。算出された匿名組合損益は、出資馬に対す
る出資口数の割合に応じ会員に帰属します。

9. 匿名組合契約（商品投資契約）の期間及び変更に関する事項 
⑴匿名組合契約（商品投資契約）期間に関する事項 　　　　
　当該出資馬の匿名組合契約期間は、会員と当社との商品投資契約

成立日から、当該出資馬の運用終了(「12.(5)1」参照)後、当社から
会員に請求するうえで最終となる維持費出資金等追加出資金の納
入、及び当社から会員に支払う引退精算分配等(後述「16.(3)」参
照)に係る引退精算金等の分配の、双方の支払いが完了した期日ま
でとなります。当該出資馬の匿名組合契約は、上記の「双方の支払
いが完了した期日」をもって終了します。

⑵匿名組合契約（商品投資契約）の変更に関する事項 　　　　　
　当該出資馬の商品投資契約は、当該契約が終了するまで本書面に

記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容に
ついて変更しなければならない事態が生じた場合には、当社は、原
則として会員に対して同意を得たうえで変更を行います。また、現在
適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受け
る事となった場合においてはその法律が優先されるため、記載事
項の内容について変更しなければならない場合があります。 

10. 匿名組合契約の解除に関する事項 
 ⑴解約の可否及び買取りの有無 　　　

　当該出資馬の匿名組合契約の終了（後述「12．⑸①」記載の「引退」
もしくは「運用終了」）をむかえるまでの間の中途解約は会員がクラ
ブに申告を行うことにより可能です。なお、申告した日の属する月ま
でに発生した出資金・会費を全て支払った段階で退会完了となりま
す。中途解約をする場合、会員に対する当社からの返還金はありま
せん。また、当該中途解約については、「4．⑵②」に記載する、「2ヵ
月以上納入義務を履行しない場合」と同様に扱われますので、同条
項にしたがい会員資格は喪失します。ご注意ください。中途解約に
より消滅した会員の出資持分に関わる権利義務は、当社に引き継
がれます。

 ⑵商品投資契約解除によるファンドへの影響 　　　
　会員資格喪失などにより、万が一多数の商品投資契約解除があっ

た場合でも、当該出資馬の運用に影響はありません。 
 ⑶クーリングオフ制度　　

　クーリングオフ制度はありません。競走用馬ファンドは金融商品取
引法第37条の6(書面による契約解除)の適用を受けず、本商品投
資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内無条件
契約解除)はありません。ただし、当社がやむを得ないと判断した場
合は、当該契約の解除を認める場合があります。この場合会員は、
出資契約が成立した日から5日以内にあらかじめ当社に電話等に
よる連絡をして確認した後、契約解除を希望する旨を通知します。 
かかる契約解除が頻繁に行われる場合など、当社は、当該会員に
対して新たな出資申込みを受け付けかねる場合があります。

 ⑷匿名組合員(会員)の破産　　
　破産により匿名組合契約が終了した場合、商法第542条に基づき、

当社は出資の価額を返還します。出資の返還時期は、他の匿名組
合員(会員)への出資の返還時期と同時期になります。

11. 商品投資受益権の譲渡及び相続等に関する事項 
⑴商品投資受益権の譲渡 　　　　

会員は、会員資格並びに商品投資契約上の地位又は商品投資契
約上の権利義務につき、当社が特に認めた場合を除き、これを第三
者に譲渡することはできません。また、商品投資契約上の地位又は
商品投資契約上の諸権利を、第三者のために質入、その他担保設
定することはできません。

⑵相続と相続放棄について 　　　

会員資格並びに商品投資契約上の地位もしくはその権利義務(「商
品投資受益権等」)の相続又は遺贈がなされた場合は、以下による
ものとします。　
①相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益権等を相続又

は受遺する場合相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資受
益権等の承継を希望する場合は、当社からの案内に従って当該
相続又は遺贈を証する所定の書類を提出し、被相続人(遺贈者)
に代わる新しい名義人を届け出ます。但し、被相続人(遺贈者)が
有した商品投資受益権等の数量に係らず、当社との関係でその
承継者となりうる新名義人(相続人又は受遺者)は1名に限るもの
とします。かかる届出があった場合には、当社は届出書その他の
提出書類に不備のないことを確認の上、手数料を徴収すること
なくその名義変更を行います。名義変更が完了すると同時に、新
名義人は、被相続人(遺贈者)が有した会員資格及び商品投資受
益権等のすべてをその会員番号とともに包括承継します。

②相続人又は受遺者が会員資格及び商品投資受益権等を相続又
は受遺しない場合相続人又は受遺者が、会員資格及び商品投資
受益権等の承継を希望しない場合には、これを放棄することが
できます。放棄を希望する相続人又は受遺者は、当社の案内に
従って所定の書類を提出し、会員資格及び商品投資受益権等を
放棄する意思を届け出ます。かかる放棄の届出は、被相続人(遺
贈者)が複数の商品投資受益権等を有する場合であっても一括
してこれを行うものとします。この場合には、前条「10.(1)解約の
可否及び買取りの有無」が適用されて中途解約をする場合と同
様の扱いとなり、当社から相続人への返還金はありません。

③相続又は遺贈(以下「相続等」)の手続未了と当該未了期間におけ
る経過措置相続等が発生した場合であっても、前述「4.(2)2」に
記載する、「2ヵ月以上納入義務を履行しない場合」に該当するに
至った場合には、同条項の規定に従って会員資格及び出資馬に
係る一切の権利は消滅します。したがって、相続人又は受遺者が
1記載の相続等による承継を希望する場合には、当社からの請求
にしたがって、競走馬出資金(「4.(1)4」参照)、維持費出資金及び
会費等(「5.」参照)を期日までに納入することを要します。他方、後
述「16.」に記載する賞金等の分配は、相続等の手続未了の間は
保留されるものとし、前記1記載の名義変更手続完了後、当社所
定の手続にしたがって、相続人又は受遺者(新名義人)の指定銀
行口座宛に送金されます。

12. 会員から出資を受けた財産の投資の内容及び財産管理方針に関する
事項 
⑴商品投資の内容及び投資制限 　　　　 　　

会員から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令
第7条4ニ記載の競走用馬投資関連業務の規定に基づき、競走用
馬(競馬法第14条及び第22条に基づき、JRAが行う登録を受け又
は受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。出資金の
使途や収支の状況等については、後述「18.」記載のとおり当社から
会員に通知されますので、運用実態の整合性について、会員自身で
確認してください。

⑵借入れ、集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける
投資対象への投資の有無　
①借入れについて 　　　　　 　　　

当該出資馬の運用に伴う預託料等の費用は、会員から出資され
る維持費出資金で充当します。会員から出資された維持費出資
金で賄えない超過額が発生した場合、及び見込むことが困難な
出来事に伴う費用については、一時的に当社等から資金を借入
れることによって補い、最終的な費用負担は当該匿名組合の損
益計算を通じて、会員に帰属しますので、会員に対して負担を求
めることとなります。

②集中投資、他の商品ファンドへの投資及び流動性に欠ける投資
対象への投資の有無

　クラブ法人は、JRAから支払われた賞金等を活用して、別のファン
ド等への投資は一切行いません。また、当社においても利益分配
額、出資返戻金を活用して別のファンド等への投資は一切行い
ません。よって、利益分配額、出資返戻金については、会員に対し
て支払うまでの間、後述(7)のとおり、銀行等の金融機関へ預託
し、適切な資金管理を行います。

⑶当該出資馬の繰上げ運用終了の有無 　　　　
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用
終了日が繰上がる場合があります。

⑷運用開始予定日について 　　　　 　　
当該出資馬の運用開始予定日は、2歳1月到達時(募集開始日が2
歳2月以降となる場合、維持費出資金の支払義務は、募集開始日の
属する月)とします。 

⑸運用終了予定日について 　　
①運用終了 　　　
　当該出資馬の所有権を有するクラブ法人は、馬体状況や競走成

績等を考慮し、JRAの競走馬登録を抹消する(未登録馬について
は登録しない)ことを決定します。クラブ法人は、登録抹消済みま
たは未登録の当該出資馬を第三者等に譲渡するなどの手続開
始を当社に伝達し、当社は会員宛に『出資馬引退に関わるご案
内』を通知します。これをもって競走用馬ファンドは運用終了(もし
くは競走馬の「引退」という)となりますので、運用終了予定日の定
めはありません。ただし、後述③のとおり、牝馬については引退期
限の定めがあります。また、後述②のとおり、牡馬については競走
馬を引退した後も種牡馬賃貸契約の締結により種牡馬として運
用を継続する場合があります。なお運用終了後、当該出資契約
は、前述「8.」に記載のとおり、最終となる出資・分配双方の履行
が完了した期日をもって終了します。

②牡馬（去勢馬を含む）の場合 　　　　　　　　
　引退期限の定めはありません。当該出資馬の引退後における第

三者等への売却もしくは無償供与等についてはクラブ法人が判
断します。なお、当該出資馬が種牡馬賃貸契約により種牡馬とし
て供されることとなった場合には、種牡馬の賃貸収入が数年にわ
たり会員に支払われる場合があります(後述「27.(3)」参照)。よっ
て、この場合の「運用終了」とは、上記賃貸収入が最後に会員に支
払われた時として読み替えるものとします。また、この場合は、競
走生活終了と同時にクラブ法人は当社に当該出資馬を現物で返
却しますので、当該種牡馬賃貸契約の貸主は当社となります。   

③牝馬の場合 　　　　 　　
ⅰ　中央入厩予定馬である当該出資馬が牝馬の場合には、6 

歳3月末を引退期限としますが、馬体状況及び競走成績
等を考慮し運用終了日が繰上がる場合があります。また、
牝馬が引退する際には、後述「13.(6)3iii」のとおり、買戻
し代金の規定があります。

④サラブレッドオークション利用による売却 　　　　　
ⅰ サラブレッドオークションへの出品　　　　
 当該出資馬の引退・運用終了に際してクラブ法人は、楽天

サラブレッドオークション(以下「オークション」という)に出
品して売却する場合があります。オークションへの出品要
領については概略以下のとおりとなります。オークション
は毎週木曜日に開催され、落札馬の売却代金は翌日金曜
日(金融機関非営業日の場合はその翌日)に決済されま
す。繋養経費については決済日まで売主負担となり、決済
日翌日の出品馬引渡し以降は買主の負担となります。落
札価格に消費税を加えた金額が売却代金となり、ここから
銀行振込手数料が控除され入金を受けます。出品馬に応
札がないなど、いわゆる「主取り」となる場合、売却申込料
は、売主には返却されることなくオークション事務局の受
領となります。

ⅱ　売却代金と売却経費　　　

 売却経費については落札価格からクラブ法人営業手数料
(金額については、オークションの都度、落札が決定した後
に会員へ通知します。)および消費税を控除した金額とな
ります。牝馬については、当該出資馬の売主において繁殖
牝馬となる場合には、販売総額の5%で買い戻した代金と
なります。但し、当該出資馬が競走能力喪失に基づいて支
給される事故見舞金(中央競馬馬主相互会規定3号及び4
号)の支給対象となる場合にあっては、5%代金から、当該
事故見舞金を控除した額とします。当該事故見舞金額が
5%代金を超過する場合には売却代金の適用はありませ
んのでご了承願います。また、ネットオークションで売却で
きた場合には、落札価格からクラブ法人営業手数料およ
び消費税を控除した金額と、販売総額の5％の金額を比
較し、高い方の金額が当該出資馬の売却代金となります。

⑹競走用馬ファンドの運用に係る計算期間 　　　　 　　
当該出資馬の計算期間は、毎年11月1日に始まり翌年10月31日に
終了するものとし、毎年10月31日を決算日とします。したがって、11
月1日から10月31日までに出走した場合の賞金等、並びに同時期
に当社が受領した事故見舞金等に係わる分配金は、当計算期間
(当年の所得計算)に帰属します。ただし、計算期間末の10月に抹消
引退となった競走馬の引退精算分配並びに後述「16.(1)」に記載の
10月26日から10月31日の間に地方競馬指定交流競走等に出走し
た場合の賞金については、収入費用が計算期間終了後の11月の事
務計算にて確定となることから、翌計算期間に帰属するものとしま
す。その他、費用収益が確定していない事項については、費用収益
が確定した時期の計算期間に帰属するものとします。

⑺会員から出資を受けた財産の管理口座　　　　　
　金融商品取引法第40条の3及び内閣府令第125条の求めにした

がって、事業者の財産と出資財産とを分別管理するため、営業者
(当社及びクラブ法人)は、匿名組合運用に関わる顧客から受けた出
資金を下記の口座にて適切に資金管理します。
①当社における出資財産の資金管理口座 　　　　
　・滋賀銀行草津支店   普通預金 460135　 　　　
　口座名義人 株式会社京都サラブレッドクラブ会員口

②クラブ法人における出資財産の資金管理口座 　　　　　　
　・滋賀銀行草津支店   普通預金 460124　 　　　　　　
　口座名義人 株式会社京都ホースレーシング匿名組合口 

13. 商品投資販売契約等の種類並びに出資者の権利及び責任の範囲    
 ⑴商品投資販売契約の種類 　　　　　　

商法(明治32年法律第48号、以降の改正を含む)第三篇第四章第
535条により規定された匿名組合の契約形態であって、会員が匿名
組合員となり営業者(本書面において「当社」という)に出資し、当社
が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「会員」と
いう)に分配することを約束する契約です。

 ⑵事業報告書の縦覧について
金融商品取引法第47条二に基づき、金融商品取引業者(クラブ法
人及び当社)が内閣府令に基づき内閣総理大臣に提出する事業報
告書は、事業年度終了4ヵ月後から1年の間縦覧することができま
す。希望する顧客(会員に限らず広く一般が対象となります)は、3営
業日前に通知したうえで、通常の営業時間中に当社の本店・営業所
にて縦覧を行いま す。

⑶会員から出資された財産の所有関係 　　　　
会員から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において

「当該出資馬」という)の所有権は、商法第536条の規定に基づき当
社に帰属します。当社は、当該出資馬の所有権により、商法第535
条の規定に基づきJRAに馬主登録のあるクラブ法人に対して現物
出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに
伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、JRAへの競走用馬とし
ての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(地方

指定交流競走、海外の競走、地方競馬の競走を含む)の選択、当該
出資馬の引退手続及び引退後の第三者等への処分を行うものとし
ます。

⑷会員の第三者に対する責任の範囲　　　
当該出資馬の会員は、組合員として匿名組合契約に基づき出資し
た資金及びそれより得られた利益の範囲内で当社の行為に責任を
負うことになります。また、当該出資馬に出資した会員は、当社の経
営及び運用管理に参加することはできません。なお、会員は当該出
資馬の会員であるが故をもって当該出資馬について馬主行為を
行ったり、当該出資馬について調教師、調教助手、騎手、厩務員等と
接触すること及びJRAの厩舎地区に立ち入ることはできません。会
員が当該出資馬に関しての問い合わせ等は、必ず当社を通じて行
うものとします。

⑸出資された財産が損失により減じた場合の会員の損失分担に関す
る事項について

　獲得賞金等分配対象額に含まれる出資返戻金が、当該出資馬に出
資した元本を下回る場合があり、この場合、会員が出資した元本の
全額は戻りませんので、本商品投資契約は元本が保証されたもの
ではありません。また、競走用馬によっては、馬体状況等により、競
馬に出走することなく引退してしまうこともあるため、収益が保証さ
れているものでもありません。なお、当該出資馬に関する会員の損
失負担は2歳1月到達時(募集開始日が2歳2月以降となる場合、維
持費出資金の支払義務は、募集開始日の属する月)より発生します。
従って、2歳到達前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失し
たことにより廃用となった場合は、やむを得ず本商品投資契約の効
力が失われることとなりますので、当該出資馬の納入済みの競走馬
出資金及び保険料出資金は、会員に対して全額返金されます。当該
出資馬の運用開始以降においては、死亡、競走能力を喪失して廃
用となった事態を含めて、当該出資馬の競走成績の如何に関わら
ず、当該出資馬の競走馬出資金、維持費出資金及び保険料出資金
等その他当社に納入済みの一切の金額は会員に対して返金致しま
せん。また、競走馬出資金について会員は、当社の請求にしたがっ
て募集価格に充つるまでの金額納入義務から逃れられないものと
します。

⑹会員から出資された財産に関する収益及び出資馬の売却に伴う代
金の受領権以下に定める受領権は、当該出資馬の競走馬出資金を
完納した会員が所有します。
①賞金の受領権 　　　　　　　　
　会員が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主とし

て当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞金、距離別出走奨励
賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金および特別出走手
当の合計額(本書面において「賞金」という)から、JRAからの賞金
交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が当社に分配
する際に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税、所
定の進上金、消費税、クラブ法人営業経費(営業者報酬)の各項目
の合計額、及び当社が会員に利益の分配を行う際の源泉徴収所
得税を控除した金額にあります。ただし、JRAからの賞金交付時
に係る源泉徴収所得税、並びにクラブ法人が当社に分配する際
に係る匿名組合の利益分配に対する源泉徴収所得税(※後述

「3v」参照)及び消費税(※後述「3vi」参照)は、クラブ法人及び当
社が精算又は還付後に会員に分配する方法により、次の2に掲
げる、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金及び消費税精算金
として分配されるため、会員に受益権があ ります。

②その他の受領権
　会員が所有する前記1以外の受領権は、賞品売却分配金(消費税

抜き。※後述「3i」参照)、事故見舞金(※後述「3ii」参照)、JRA源泉
精算金・クラブ法人源泉精算金、競走取り止め交付金、(賞金にこ
れらを加えたものを本書面において「賞金等」という)、及び、競走
馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金(※後述「3iiia及びb」参
照)、保険金(保険事故により支給された額または解約保険料返戻

金)、消費税精算金(※後述「3vi」参照)の各項目の合計額を合算
した額(本書面において「引退精算金」という)並びに診療費補助
金、装蹄費補助金(※後述「3vii」参照)にあります(賞金及び本項
のその他の受領権から診療費補助金、装蹄費補助金を除いたも
のを本書面において「支払金」という)。但し、愛馬会法人が指定
する無料提供馬(競走馬出資金を必要としない募集馬)のうち、別
途定める馬については、受領権の範囲並びに分配時期を変更で
きるものとします。

③注意事項 　　
ⅰ　賞品売却分配金の算出について 　　　　　　　

　クラブ法人が馬主としてJRA及びNARの管轄する競馬主催
者から取得した純金メダル、金製品、宝飾品等の賞品につい
ての受領権はクラブ法人にあり、顧客に受領権はありません。

ⅱ　事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金について
　事故で一定期間出走できない場合、またはJRAの競走用馬

としての登録を抹消する場合に日本中央競馬会馬主相互会
より支給を受けるものです。なお、休養に係る事故見舞金は、
支給規程に定める休養期間以前に復帰・出走した場合、支
給済みの金額の一部について返還を求められる場合があり
ます。当該事故見舞金がすでに会員に分配済みの場合は、
前述「5.(4)」の事故見舞金返還義務出資金の対象となり、当
社は会員に返還を求めます。　

ⅲ　当該出資馬の売却代金の算出 　　　 　　　
ａ 牡馬(去勢馬を含む)について、競走馬として売却が

できた場合は、その売却代金(消費税抜き)を会員に
分配します。(前述「12.(5)2及び4」参照)また、種牡馬
となる場合には、その売却代金(種牡馬賃貸契約によ
る場合の利益金を含む)の60%相当額(消費税控除
後)を会員に対して分配します(詳細については、後述
の「26.当該出資馬が種牡馬となる場合について」を
参照)。

ｂ 牝馬については、当該出資馬の売主において繁殖牝
馬となる場合には、販売総額の5%で買い戻した代金
となります。但し、当該出資馬が競走能力喪失に基づ
いて支給される事故見舞金(中央競馬馬主相互会規
定3号及び4号)の支給対象となる場合にあっては、
5%から当該事故見舞金を控除した額とします。当該
事故見舞金額が販売総額の5%を超過する場合には
売却代金の適用はありませんのでご了承願います。
また、ネットオークションで売却できた場合には、落札
価格からクラブ法人営業手数料および消費税を控除
した金額と、販売総額の5％の金額を比較し、高い方
の金額が当該出資馬の売却代金となります。

ⅳ　JRA源泉精算金 　　　　　　　
　JRA(NARの管轄する地方競馬主催者の場合があります)が

賞金支払時に控除した源泉徴収所得税額は、クラブ法人の
決算において法人税額に充当し精算します。精算後のJRA
源泉税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人が当社に支払
い、支払いを受けた当社は、会員に支払います(※後述「16.
(2)年次分配」参照)。

ⅴ　クラブ法人源泉精算金 　　　　　　　　　　　
　クラブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配

より控除した源泉徴収所得税額は、当社の決算において法
人税額に充当し精算します。精算後のクラブ法人源泉税は、
クラブ法人源泉精算金として当社を通じて会員に支払いま
す(※後述「16. (2)年次分配」参照)。

ⅵ　消費税精算金 　　　　　
　匿名組合契約に係わる税務規定にしたがって、営業者(クラ

ブ法人及び当社)は、匿名組合員(会員)に代わって消費税を
確定申告します。営業者は、賞金分配等に際して消費税を預

かり、また、競走馬の購入・預託料等の維持経費について、牧
場・調教師等に税込みの金額で支払いますので、会員は、消
費税を含んだ金額で、競走馬出資金・維持費出資金を支払
います。営業者は、確定申告を通じて消費税の精算をし、そ
の結果として、会員は、競走馬の購入代金及び預託料等維
持経費に係わる消費税の合計額について消費税精算金とし
て分配を受けます。当該精算金に係る会員の分配請求権
は、運用終了時に生じます(後述「16.(3)引退精算分配」参
照)。なお、今後の税制改正並びに営業者の消費税申告にお
いて、競走馬の購入代金・預託料等の消費税が全額控除で
きなくなった場合など、営業者の申告内容が本項記載の内
容と異なることとなった場合、当該精算金が減額もしくは分
配対象ではなくなる場合があります。

ⅶ　診療費補助金・装蹄費補助金等
　中央競馬馬主相互会から診療費補助金及び装蹄費補助金

が支給されます。当該補助金は、当該出資馬に毎月生じる維
持費と適宜相殺する方法により精算します。現役競走期間
中に当該補助金が交付されている場合は、会員に受領権が
ありますが、運用終了・引退後に交付を受けたなど、上記の
方法により精算のできない当該補助金については、当社に
受領権があるものとします。また地方競馬において、賞金と
は異なる、いわゆる補助金・給付金等で、月次分配・年次分
配・引退精算分配の方法をとらない金員を当社が受領した
場合の扱いについては、本項viiの規定を準用します。

ⅷ　顧客にはない受領権
　以下に定めるものの受領権は当社にあり、顧客に受領権は

ありません。クラブ法人が中央競馬馬主相互会から支払い
を受ける装蹄費補助金及び診療費補助金のうち、引退精算
書の発行日を超えて中央競馬馬主相互会から支払いを受
けたもの。

14. 競走用馬ファンド（当該出資馬）の賞金から出費・拠出される管理報
酬及び手数料について  
⑴賞金からの控除 　　　　

クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、以下
の項目のうち1及び2に掲げる額をJRAにより控除されて支払を受
けます。また、クラブ法人は、JRAから支払われた金額から、以下の
項目のうち3及び4に掲げる額を控除し、このうちから5の源泉徴収
所得税を除いた額(獲得賞金等分配対象額)を当社に支払います。
支払を受けた当社は、当該支払金額から、以下の項目のうち6に掲
げる額を控除して会員の出資口数に応じて支払います。　　
①進上金
　当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出

資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、平地競走
の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除いた額)の
20%を、付加賞の5%をそれぞれ乗じた額が支払われます。また、
障害競走の場合は、賞金(ただし、付加賞及び特別出走手当を除
いた額)の22%を、付加賞の7%をそれぞれ乗じた額が支払われ
ます。ただし、騎手に関わる進上金のうち、外国人騎手(中央競馬
の通年免許を付与されている外国人騎手を除く)が騎乗した場合
については、後述「14.(1)8」をご覧ください。

②JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税 　　　　　
　当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金額が75万

円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、JRAが賞金
から源泉徴収所得税として控除します。なお、源泉徴収所得税の
計算方法は以下のとおりです。
○源泉徴収所得税の計算式
　{賞金－(賞金×0.2＋60万円）}×10.21％ (東日本大震災復興

に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]が
含まれます)

　※当該源泉徴収所得税は、JRA源泉精算金として、クラブ法人
の決算において法人税額に充当精算後に年次分配します。 　

③消費税　
　当該項目は、当該出資馬が1回の出走につき得た賞金から、以下

の計算方法により控 除されます。
○消費税の計算式
　(賞金進上金)×10/110
　※1円未満は切り捨て。 ※「10/110」は、本書面作成日現在の

消費税率。税率変更とともに変更となります。
④クラブ法人が当社に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源

泉徴収所得税
○源泉徴収所得税の計算式
　クラブ法人が当社に支払う利益分配額×20.42%(東日本大震

災復興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の 
2.1%]が含まれます) ※当該源泉徴収所得税は、クラブ法人源
泉精算金として、当社の決算において法人税額に充当精算後
に年次分配します。

⑤営業者報酬 
　クラブ法人は、日本中央競馬会等から支払われた賞金の3%の額

を、営業者報酬として賞金から控除します。
⑥特別営業者報酬(記念品製作費、祝賀会開催費等)　　　
　クラブ法人は、当該出資馬が重賞競走(中央、地方、海外を含む)

に出走して優勝した際に、馬主としてクラブ法人が所属厩舎に対
して支払う祝儀(本賞の1%)及び一般の馬主慣行に従って行った
祝賀会費用、優勝記念品の製作等の実費の合計額を、当該競走
により取得した賞金の10%相当額を超えない範囲で、別途、特別
営業者報酬として控除します。

⑦当社が会員に分配する際の匿名組合の利益分配に係る源泉徴
収所得税　　

　当該項目は、当社が利益分配額を支払う場合には所得税が課税
されることとなり、当社が利益分配額から源泉徴収所得税として
控除します。 なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりで
す。
○源泉徴収所得税の計算式
　当社が会員に支払う利益分配額×20.42%(東日本大震災復

興に関わる復興特別所得税[源泉徴収すべき所得税の2.1%]
が含ま れます)

⑧外国人騎手の騎乗と「国外事業者進上金」について
　消費税法改正により平成28年4月1日以降、国外事業者が日本

国内で行う役務提供について、いわゆる「特定役務の提供」と位
置づけること、並びにいわゆる「リバースチャージ方式による消費
税の申告・納税」を実施することなどの仕組みが導入されました。 
外国人騎手(中央競馬の通年免許を付与されている外国人騎手
を除く)が騎乗した場合の進上金(ここでは「国外事業者進上金」
といい「特定役務の提供」に該当)にかかる消費税の申告・納付に
ついても同規定が適用となりますので、JRAが賞金を馬主に支払
う際や、クラブ法人が消費税の申告・納付を行う際などでは、本邦
騎手が騎乗した場合と異なる事務対応が求められます。ただし、
本項記載の分配作業並びに「13.(6)3vi」に記載の会員が受領す
る「消費税精算金」の計算など、当社が会員に対して行う分配等
の事務作業については本書面記載のとおりとなります。したがっ
て、騎乗者の国籍等による取扱いの相違はありませんが、進上金
のうちに「国外事業者進上金」を含む場合は、前述「6.」の『請求
明細書』に附属する明細等に該当する旨を記載します。

⑵営業者の報酬 　　
①クラブ法人の営業者報酬 　　　　　

ⅰ　上記「(1)5」記載の営業者報酬(賞金[特別出走手当を除く]
の3%)　

ⅱ　種牡馬売却手数料(消費税控除前の売却代金の40%)
ⅲ　前述「13.(6)」に規定される会員の受領権以外の全ての受領

権
②当社の営業者報酬 　　 　　

ⅰ   一般会費
ⅱ　種牡馬売却手数料(消費税控除前の売却代金の40%)

③営業者報酬の対象外となる会員の受領権　　　　　
　賞金のうち特別出走手当、事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・

同付加金、競走取り止め交付金、売却代金(牝馬の場合の買戻し
代金を含む。但し、サラブレッドオークション利用による売却[12.
(5)4参照]及び種牡馬となる場合[26.参照]を除く)、保険金、解約
保険料返戻金、JRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金、消費税
精算金、診療費補助金、装蹄費補助金は、営業者報酬の対象外と
して獲得金額全額が会員への分配対象となります。地方競馬に
おいても、手当等の名称に関わらず同様の趣旨に基づく金員に
ついては適宜営業者報酬の対象外とします。

15. 分配に係る出資返戻金と匿名組合契約に基づく利益分配額への区分
方法 

　獲得賞金等分配対象額(※前述「14.」記載のとおり)及びその他の分
配のうち、1の金額から2の金額を控除した金額を限度として出資返
戻金とします。
①賞金等(引退精算金を含む)獲得時における競走馬出資金及び維

持費出資金、保険料出資金、海外遠征出資金、事故見舞金返還義
務出資金の累積出資金額(過去に出資返戻金があった場合は当該
金額控除後の金額)

②競走馬の賞金分配月の前月末簿価　　　　　
　なお、上記金額の計算方法は以下の通りです。
 ○競走馬の賞金分配月の前月末簿価の算出方法
　・競走馬の取得価格の算出

取得価格={(競走馬の募集価格)+(2歳1月~3月の預託料)}×  
100/110 ・減価償却累計額の算出

　取得価格÷48×(2歳4月1日から賞金分配月の前月までの月数)・
前月末簿価の算出

取得価格 減価償却累計額
※1円未満は切り捨て。 ※分配月:金融機関営業日、非営業日に係らず

当該月の月末 ※100/110 は消費税率変更とともに改定されます。
　獲得賞金等分配対象額のうち、出資返戻金以外の金額は匿名組合

契約に基づく利益分配額となります。

16. 競走用馬ファンド(当該出資馬)の支払金の分配方法及び分配時期に
関する事項
当社は、支払金がある場合には、以下の月次分配、年次分配、引退精
算分配の方法により、当該支払金のうち、利益分配額(※前述「15.」記
載のとおり)にかかる源泉徴収額を控 除して出資口数に応じて会員に
支払います。したがって、月次分配、年次分配、引退精算分配は、当該
収入を得た場合であって、必ずしも予定されたものではありません。支
払時期は、月次分配の賞金は、原則として、当該出資馬がJRAの競走
に出走した日の属する月の当月または翌月末日、また、賞金以外の受
領権に係る項目については、当該収入をクラブ法人が受領した日の
属する月の当月または翌月末日とします。年次分配は、計算期間終了
後の翌年3月末日とします。また、引退精算分配は、当該出資馬の運用
終了に際して会員が支払う最後の維持費出資金の自動振替が行われ
た月の月末とします。いずれも原則として月末に会員に対して分配時
期を記載した明細を掲示します。なお、月次分配・年次分配について
分配時の合計金額が3,000円に満たない場合、次月に繰越とします。
⑴月次分配　　 　　

当該計算期間内(11月1日から10月31日)の出走により得た賞金、
及び当該計算期間内に受領した賞金以外の受領権に係る項目の
獲得賞金等分配対象額は、その出走、受領の属する月の計算期間
に属し、当月もしくは翌月分配いたします。賞金(※控除される内容
など分配方法は前述「14.」参照)及び、賞品売却分配金(消費税抜

き)、事故見舞金、競走取り止め交付金(天候悪化等により競走が取
り止めまたは不成立となった場合に交付)及び特約保険金(「5.
(2)2viid及びe」)は、月次分配の方法により分配します。　　　　

⑵年次分配 　
当該計算期間内(11月1日から10月31日)に出走して獲得した賞金
に係る、JRAからの賞金交付時に係る源泉徴収所得税、並びにクラ
ブ法人が当社に分配する際に係る匿名組合の利益分配に対する源
泉徴収所得税は、それぞれJRA源泉精算金、クラブ法人源泉精算金
として、当該計算期間終了後の翌年3月末日に会員に分配します。
年次分配における会員の分配請求権は翌年3月末日に生じ、分配
金受取り時の計算期間の所得として扱われます。

⑶引退精算分配 　　
当該出資馬の引退・運用終了に際して、競走馬登録抹消給付金・同
付加金、売却代金(消費税抜き。牝馬の場合に規定される買戻し売
却代金を含む)、保険金(死亡、競走能力喪失及び傷病により未出走
が確定した場合)、保険料解約返戻金、引退に係る事故見舞金、消
費税精算金は、引退精算分配の方法により分配します。引退精算分
配は、競走馬登録の抹消・競走馬の死亡といった引退事由の生じた
月の翌月の事務計算により金額が確定し、金額が確定した月の翌
月末日に原則として分配が行われます。引退精算分配に係わる会
員の分配請求権は、事務計算により金額が確定した日に生じます。
また、上記(2)の年次分配を予定していたJRA源泉精算金、クラブ法
人源泉精算金は、運用終了に際して分配時期を繰り上げて、引退精
算分配します。
なお、前述「4.(1)4i」に記載のとおり、引退精算分配の一部若しくは
全額は、競走馬出資金の未払分に充当される場合があります。
維持費の精算金は、会員から預託されている維持費出資金の合計
額から、当該出資馬の運用に際し実際に要した預託料等の合計額
を差し引いて算出した額とします。その精算額に余剰が生じた場合
には会員に支払うものとし、不足が生じた場合には他の分配額より
充当するものとします。

⑷適用除外（支払金の留保）　 　　　　　 　　
会員が、納入期限の到来した会費、競走馬出資金、維持費出資金、
保険料出資金並びにその他の競走用馬ファンドに係る追加出資金
等が未納になっている場合は、当該会員に対する支払金の分配は
留保します。完納後は、当社所定の手続に従って会員に分配されま
す。

17. 運用終了（引退）時の支払について 
⑴引退精算分配の金額の計算方法 　　　　　　

当社は、当該出資馬の引退時に、当該出資馬に係る引退精算分配
に係る分配金がある場合には、当該精算金額を出資返戻金と利益
分配額に区分し、出資口数に応じて算出し、当該算出額から利益分
配額に対する源泉徴収所得税(復興特別所得税を含め20.42%)を
控除して会員に支払います。

⑵支払方法及び支払時期 　　　 　　
当社は、当該精算金額を原則として、当該出資馬の運用を終了する
こととなった日の属する月(もしくはその翌月)の翌々月末日に、出資
口数に応じて会員指定の金融機関口座へ振込みます。なお、会員
に対して事前に『請求明細書』及び『支払通知書』を通知します。
　　　　　　　　　　　　　

18. 会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 　
当社は、金融商品取引法第42条七の定めに従って、運用報告書とし
て、当該出資馬の運用状況、獲得した賞金等に関わる『請求明細書』
及び『支払通知書』及び必要に応じてその補助明細書を、原則として
毎月末日に会員に掲示します。

19. 競走用馬ファンド（当該出資馬）に係る資産評価に関する事項 　　
前記「18.会員への運用状況の報告の方法、頻度及び時期」を参照し
て下さい。

20. 計算期間に係る競走用馬ファンド(当該出資馬)の貸借対照表及び損
益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける
予定の有無
当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書の書類について公
認会計士または監査法人の監査を受ける予定はありません。

21. 当該商品投資契約に関わる紛議について 
⑴当社が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会が委託

する、苦情処理措置及び紛争解決措置についての委託先の名称及
び住所 

　・特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
　東京都中央区日本橋茅場町 2-1-13 第3証券会館

⑵当該商品投資契約に関わる訴訟について管轄権を有する裁判所
の名称及び住所

　・東京地方裁判所 〒100-8920 東京都千代田区霞が関 1-1-4
　・東京簡易裁判所 〒100-8971 東京都千代田区霞が関 1-1-2

22. 商品投資契約に係る法令等の概要 　　
匿名組合契約は、商法535条から同法542条に規定されている匿名
組合契約であって、匿名組合員となる会員が営業者の営業のために
出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合
においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業の
ため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる
会員は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及び
それより得られた利益を限度に責任を負担します。また、会員に対し
交付する書面、不当な勧誘等の禁止等の行為については、金融商品
取引法第38条及び第40条など、金融商品取引法の規定に基づいて
行為規制を受けております。
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、競馬法
(昭和23年法律第158号)の規定に基づいて規制を受けております。
会員の出資については、「3.(3)」に記載する「犯罪収益移転防止法」及
び「マイナンバー法」の規制を受けております。

23. 当社の本店・営業所において事業報告書を縦覧できる旨 　
前述「13.(2)」記載のとおり、顧客は事業報告書を縦覧することができ
ます。

24. 当該出資馬の海外遠征
当該出資馬を海外における競走に出走(以下「海外遠征」という)させ
る場合には、当該出資馬の所有権があるクラブ法人が決定し、愛馬会
法人は顧客に対してその旨を通知します。海外遠征の場合、進上金の
取扱いについては、遠征先のルールに従うものとし、一方、日本中央
競馬会交付の褒賞金についてはこれを進上金の対象とします。また、
遠征に際して生じた、検疫・輸送の帯同人件費、登録料、海外保険等
の経費について、顧客は、遠征馬の競走成績に関わりなく、これを維
持費出資金に相当するものとして出資割合に応じて別途負担して頂
きます。　　　

25. 中央入厩予定馬の地方転籍とその判断について 　
当社は、未勝利及び未出走のまま引退した当該出資馬について、日本
中央競馬会に競走用馬として再登録する意思がある場合には、当該
出資馬を地方競馬に馬主登録のある第三者(山上和良)に売却しま
す。これを予定している場合には、当社は、その旨を記載した書面を
当該出資馬の顧客に事前にお知らせします。当該出資馬の匿名組合
を解散後、日本中央競馬会が競走用馬として再登録するために定め
た条件を、当該出資馬が満たした場合には、当社が当該出資馬の所
有権を再取得して、従前の匿名組合の顧客に限定して再出資の募集
(以下、「再ファンド」という)をします。但し、前述の条件を満たさない場
合もしくは1年以内に再登録する意思を取り下げる場合には、速やか
に従前の匿名組合の顧客に対して通知します。なお、従前の匿名組合

の顧客が、当該出資馬の再出資に応じるかどうかは自由とします。ま
た、再ファンドの詳細については以下のとおり定めるものとします。
⑴地方競馬在籍時の当該出資馬に係る馬主等 　　　 　　

①地方在籍時の地方馬主は、山上和良とします。
②地方在籍時の当該出資馬の支出に係わる経費及び、収入に係わ

る金品についての権利は、当該出資馬の所有権がある地方馬主
にあります。

⑵当該出資馬の当初引退から日本中央競馬会に競走用馬として再登
録するまでの期間当該出資馬が再登録の条件を満たした時点で、
地方馬主は、クラブ法人にその旨速やかに報告し、クラブ法人、当
社は、その日から3か月以内に再ファンド及び再登録の手続きをと
るものとします。但し、厩舎に空き馬房がない等、再登録の手続きを
とることができない場合は、再ファンドのみ行ない牧場等で待機さ
せます。なお、地方競馬で再登録の条件を満たした後に、故障、疾病
を発症し休養を余儀なくされた場合はこの限りではありません。

⑶再ファンドの対象者
　　当該出資馬に対し出資を行っていたことを条件とします。
⑷再ファンドにおける当該出資馬に関する事項

①販売総額
　地方馬主に売却した際の金額とし、一口当たりの競走馬出資金

は、販売口数（従前の匿名組合の販売口数と同数）で除したもの
になります。

②出資口数
　当該出資馬を従前所有していた口数と同数以下とします。
③維持費出資金
　従前の運用時と同様の請求方法とします。なお、顧客の支払義務

は、地方競馬の競走用馬登録を抹消した翌日分より発生します。
④競走用馬保険
　年齢に関わらず加入しません。
⑤その他の条項

　　　その他の条項については、本書面に定めるとおりとします。
⑸クラブ法人がNAR馬主免許を取得した場合の取り扱いについて

JRA未勝利馬が地方に転籍してその後再度JRAに登録する制度を
利用いたします。

　当該出資馬がJRAの平地競走において未勝利(平地重賞競走にお
いて2着のある場合を除く。未出走の場合を含む)の場合、3歳未勝
利戦の番組終了と同時に、平地競走においては、原則いわゆるロー
カル開催にしか出走できなくなります。また、自動的に1勝クラス
(500万下条件)に編入されますが、出走は、収得賞金のある馬が優
先されるため、収得賞金が「0」の未勝利馬は最初に除外の対象と
なってしまいます。但し、JRAの競走馬登録を抹消した後地方競馬
に転籍してJRAの定める成績(本書面作成時では、JRAに再登録す
る際において、地方競馬の競走で2勝以上を挙げている2~3歳馬、
もしくは、3勝以上を挙げている4歳以上の競走馬)を挙げた競走馬
については、再度JRAの競走馬登録を行った場合(以下本書面にお
いて「JRAの再登録」という)収得賞金が「0」でなくなり、未勝利馬ゆ
えの出走制限を受けることなく出走できることとなります。当該出資
馬がこの制度を利用してJRAの再登録を目的にNARに競走馬登録
したうえ、地方競馬の競走において運用される場合があります。

　また、JRAの競走馬登録を抹消する、あるいはJRA未登録の当該出
資馬の競走馬登録を行わないことをもって、引退・運用終了、匿名
組合契約終了とする判断については、当該出資馬の運用継続によ
る採算性を予測し、その時点での見通しをもとにクラブ法人が行い
ます。従って、当該出資馬が未勝利馬の場合において、地方への転
籍は必ずしも行われるものではありません。また、地方競馬に転籍
後、地方競馬にて運用中に、引退・運用終了、匿名組合契約終了と
する判断をとる場合がありますので、「JRAの再登録」は必ずしも行
われるものではありません。また、愛馬会法人と会員との間の当該
出資馬の匿名組合契約が終了する際、当該出資馬が譲渡されるこ
とがありますが、当該譲渡によりあらたに当該競走馬の所有権を取

得した第三者もしくは営業者(クラブ法人・愛馬会法人)に関わりの
ある生産(提供)牧場の馬主登録者が、当該競走馬を地方競馬等の
競走に出走させることのあることを、当該出資馬の会員は了承する
ものとします。クラブ法人は、かかる匿名組合契約終了とする判断
について、出資会員の利益を最優先に誠実に行うものとします(但
し、その判断の結果責任を負うものではありません)。当該出資馬が
牡馬またはせん馬の場合で、第三者以外(営業者に関わりのある提
供牧場等)に競走馬として譲渡される場合の譲渡価格は売買実例
等を基にクラブ法人が適宜判断します。牝馬の場合は、前述「13.
(6)3iiib」に従います。

26. 当該出資馬が種牡馬となる場合について　
⑴転用の可否、転用時期、繋養先等の決定者 　　　 　　
　当該出資馬の種牡馬への転用の可否、転用時期、繋養先等は、クラ

ブ法人が決定します。但し、種牡馬としての価値が比較的高額とな
る場合には、売却する方法でなく、次項(3)に掲げる種牡馬賃貸契
約を締結する方法を採ることがあります。この場合、クラブ法人は当
該出資馬の所有権を当社に返還するものとし、当社が種牡馬賃貸
に関する諸事項を決定します。

⑵繋養先並びに売却価格等の決定方法 　　
　種牡馬転用時の評価(売却価格もしくは賃貸価格)は、競走成績、血

統背景、景気動向等による需要予測、過去の類似売買(もしくは賃
貸)実例などを参考にして、売却先または賃貸先(繋養種馬場)と協
議の上決定します(無償で寄贈する場合があります)。種牡馬として
売却できた場合(種牡馬転用前に売却先等の馬主名義にて競走出
走を条件とする譲渡契約を締結した場合を含む)の売却代金につ
いては、その売却代金(消費税込み)の40%を営業者の報酬とし(前
述「14.(2)営業者の報酬」を参照)当該営業者報酬を除いた残額
60%相当額(「売却代金(税込)×100/110売却代金(税込)×40%」
の式にて算出)が会員に分配されます(前述「13.(6)3iiia」参照)。

⑶種牡馬賃貸契約の概要について　　
　種牡馬賃貸契約の契約内容については、個々によって一部異なる

場合がありますが、概ね次の形式となります。クラブ法人が競走馬
登録を抹消した当該出資馬の所有権は、当社に返還されます。当社
は、契約開始から複数年(最長5年)にわたり当該出資馬を第三者に
賃貸します。得られた賃貸収入(消費税控除後)から繋養経費(預託
料、保険料、種牡馬登録料等。消費税控除後)を除いた純利益金の
うち60%が会員に対する獲得賞金等分配対象額となります。(「13.
(6)3iiia」に記載する「当該出資馬の売却代金の算出」及び「14.
(2)2」に記載する「営業者の報酬」を参照)。当社は、獲得賞金等分
配対象額のうちから匿名組合契約に関わる源泉徴収所得税(復興
特別所得税を含め20.42%)を控除のうえ、各年度の種付シーズン
終了後に出資口数に応じて会員あてに分配します。導入初年度に
受胎率保険に加入するほか、その後の傷害や疾病による当該年度
の種付頭数減少、受胎率の低下及び種付不能など不測の事態につ
いては、一部の免責事項を除いて保険により補填される仕組みを
採用しており、予定した賃貸収入が会員に分配される内容が基本と
なります。賃貸期間終了後は、10万円に消費税を加えた金額(1頭
の価格)で借り主に譲渡されます。
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